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第 1 章 序論 

 

１ ． １  研 究 の 背 景  

「 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 」 に 基 づ く 鳥 獣

保 護 区 は ， 文 字 通 り ， 鳥 獣 の 保 護 を 図 る た め 特 に 必 要 と 認 め て 指 定 さ れ る

区 域 で ， 国 （ 環 境 大 臣 ） は 国 際 的 又 は 全 国 的 な 観 点 か ら ， 都 道 府 県 （ 知 事 ）

は 所 管 の 区 域 内 の 重 要 性 か ら ， そ れ ぞ れ 指 定 す る こ と が で き る ．  

 わ が 国 に お け る 鳥 獣 保 護 区 は ， 第 二 次 大 戦 後 占 領 行 政 下 の  1950 年 に 誕 生

し ， そ の 後  1963 年 に 特 別 保 護 地 区 が 創 設 さ れ る と と も に そ れ ま で の 禁 猟 区

が 廃 止 ・ 移 行 さ れ て 現 在 の 制 度 の 骨 格 が で き あ が っ て い る ． 鳥 獣 保 護 区 ご

と の 指 定 目 的 や 保 護 対 象 を 示 す 「 指 定 区 分 」 や ， そ れ に 応 じ た 国 と 都 道 府

県 の 役 割 分 担 は ， こ れ ま で 何 度 か 見 直 し が 行 わ れ て き た ．  

近 年 の 鳥 獣 保 護 区 全 体 の 指 定 実 績 は ， 生 物 多 様 性 国 家 戦 略 関 係 省 庁 連 絡

会 議 （  2021 ） が ， 「  2020 年 現 在 ， 国 指 定 が  86 箇 所  593 千  ha ， 都 道 府 県 指 定

が  3,639 箇 所  2,926 千  ha で あ り ，  2012 年 以 降 ， 指 定 面 積 は ほ ぼ 横 ば い で 推 移 し

て い る 」 と 報 告 し て い る ． こ の 鳥 獣 保 護 区 の 合 計 面 積 は ， 環 境 省 が 発 行 し

て い る 鳥 獣 関 係 統 計 （ 以 下 「 鳥 獣 統 計 」 と す る ） 等 に よ る と  3,518,919ha で ，

国 土 面 積 の お よ そ  9.3 ％ に 相 当 し て い る （ 表 １ － １ ）． ま た ， 鳥 獣 保 護 区 全

体 の 指 定 面 積 や 箇 所 数 は ，  1950 年 の 創 設 以 来 増 大 し て い た が ，  2000 年 頃 か

ら は 概 ね 横 ば い に な り ，  2010 年 頃 を ピ ー ク に 近 年 は 縮 小 傾 向 に あ る （ 図 １

－ １ ）． 指 定 区 分 と し て は ， 現 在 は  7 つ に 分 け ら れ て お り ， そ の う ち 国 は

 4 つ の 区 分 で 指 定 を 行 っ て い る （ 表 １ － ２ ）．  

 一 方 ，  1980 年 代 頃 か ら は ， 一 部 の 増 え す ぎ た 鳥 獣 が 農 林 業 や 生 態 系 に 深

刻 な 影 響 を 与 え る 事 態 と な り ， 狩 猟 者 の 減 少 ， 高 齢 化 も あ い ま っ て ， 鳥 獣

行 政 自 体 が 保 護 か ら 管 理 に 重 点 を 移 し て き た ． こ の た め ， 鳥 獣 保 護 施 設 と

し て の 鳥 獣 保 護 区 の 役 割 は 相 対 的 に 低 下 し て い る と 推 定 さ れ る ．  

鳥 獣 保 護 区 の 指 定 に よ る 法 律 上 の 効 果 は ，  1963 年 に 狩 猟 法 が 鳥 獣 保 護 及

狩 猟 ニ 関 ス ル 法 律 に 改 め ら れ て 以 来 ，  2014 年 に 法 律 名 及 び 目 的 に 「 管 理 」

が 加 え ら れ た 現 在 に 至 る ま で 基 本 的 に 変 わ っ て い な い ． す な わ ち ， 区 域 内

で は ， 狩 猟 を 含 む 鳥 獣 の 捕 獲 が 禁 止 さ れ る こ と 以 外 に は ， 土 地 又 は 立 木 竹

の 所 有 者 等 に 対 し て ， 指 定 者 が 行 う 保 護 施 設 （ 営 巣 施 設 ， 給 水 施 設 ， 給 餌

施 設 等 ） の 設 置 を 拒 ん で は な ら な い と い う ， い わ ゆ る 受 忍 義 務 が 課 さ れ る

の み で あ る ． そ の た め ， 特 別 保 護 地 区 に 指 定 さ れ て い な い 「 普 通 の 」 鳥 獣

保 護 区 は ， 自 然 保 護 地 域 と い え る だ け の 機 能 を 有 し て い な い と い う 指 摘 も

受 け て き た （ た と え ば ， 丸 山  1993 ， 草 刈  2008 ）．  2014 年 の 法 律 改 正 で は ，

鳥 獣 保 護 事 業 計 画 が 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 計 画 に ， 鳥 獣 保 護 員 が 鳥 獣 保 護 管 理

員 に 改 め ら れ る な ど 管 理 の た め の 施 策 が 強 化 さ れ た が ， 鳥 獣 保 護 区 は 専 ら
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保 護 の た め の 区 域 と 位 置 づ け ら れ て お り ， 保 護 と 相 対 す る 管 理 の 目 的 が 追

加 さ れ る こ と は な か っ た た め ， 「 鳥 獣 保 護 区 」 と い う 名 称 も 維 持 さ れ た ．    

ま た ， 実 際 に 指 定 さ れ て い る 箇 所 に お い て は ， 自 然 公 園 や 保 安 林 な ど 他

法 令 に 基 づ く 保 護 地 域 と 重 複 し て 指 定 さ れ て い る 区 域 が 少 な く な い が ， 正

確 な 実 態 は 明 ら か に さ れ て い な い ．  

 こ う し た 中 で ， 環 境 省 は ，  2010 年 に 名 古 屋 で 開 催 さ れ た 生 物 多 様 性 条 約

第  10 回 締 約 国 会 議 （  CBD-COP10 ） で 採 択 さ れ た 愛 知 目 標 に 関 し て ，  2020 年 時

点 で の 陸 域 の 保 護 地 域 の 面 積 割 合 を  20.5% と 報 告 し て お り （ 生 物 多 様 性 国 家

戦 略  2012-2020 の 実 施 状 況 の 点 検 結 果 ）， そ こ に は 鳥 獣 保 護 区 の 面 積 も 算 入

さ れ て い る ． 各 保 護 地 域 の 重 複 を 除 く た め に 用 い ら れ た 地 理 情 報 の 詳 細 ま

で は 明 示 さ れ て い な い が ， 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 に つ い て は ， 国 土 数 値

情 報 に 整 備 さ れ て い る デ ー タ が  2009 年 （  2008 年 度 ） ま た は  2015 年 （  2014 年

度 ） の も の し か な く ， こ れ が 使 用 さ れ た と 推 察 さ れ る ．  

  2021 年  10 月 に 告 示 さ れ た 最 新 の 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 （ 第  13 次 ） の 基 本 指 針

に お い て も ， 鳥 獣 保 護 区 や そ の 指 定 区 分 に 関 す る 変 更 は ほ と ん ど な さ れ な

か っ た が ， 基 本 的 な 考 え 方 の 中 で ， と く に 市 街 地 等 に 出 没 す る 鳥 獣 へ の 対

応 と し て 「 人 と 鳥 獣 の す み 分 け を 図 る こ と を 目 的 に 地 域 を 区 分 し ， そ れ ぞ

れ の 区 域 ご と に 設 定 し た 管 理 目 標 の も と で 施 策 等 を 実 施 し て い く ゾ ー ニ ン

グ 管 理 に 取 り 組 む 」 こ と の 重 要 性 が 強 調 さ れ た ． さ ら に ，  2023 年  3 月  31 日

に 閣 議 決 定 さ れ た 「 生 物 多 様 性 国 家 戦 略  2023-2030 」 に お い て も ， 行 動 目 標

 2-5 「 野 生 動 物 と の 軋 轢 緩 和 に 向 け た 取 組 を 強 化 す る 」 が 掲 げ ら れ 「 ゾ ー ニ

ン グ 等 を 通 じ た 人 と 鳥 獣 の 棲 み 分 け の 取 組 を 進 め る 」 旨 が 記 載 さ れ る と と

も に ， 行 動 計 画 の 中 に は ， 鳥 獣 保 護 区 を 含 む 既 存 保 護 地 域 に お け る 規 制 ・

管 理 等 の 着 実 な 実 施 と ， 必 要 に 応 じ て 新 た な 指 定 や 区 域 の 見 直 し 等 を 行 う

こ と が 記 載 さ れ て い る ． こ う し た 地 域 区 分 や ゾ ー ニ ン グ 管 理 を 進 め る う え

で は ， 鳥 獣 保 護 区 の 位 置 づ け や 効 果 を 整 理 す る こ と は 不 可 欠 だ と 考 え ら れ

る ．  

  70 年 以 上 の 歴 史 を 持 つ 鳥 獣 保 護 区 自 体 の 知 名 度 は 必 ず し も 低 く な い と 思

わ れ る が ， こ の よ う な 経 緯 や 現 状 に つ い て は ， 一 般 に は ほ と ん ど 知 ら れ て

い な い の が 現 状 で あ る ．  
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図 １ － １  鳥 獣 保 護 区 の 箇 所 数 お よ び 総 面 積 の 近 年 の 推 移  

注  1 ： 鳥 獣 関 係 統 計 （  1998-2019 年 度 ） よ り 作 成 ．  

注  2 ： 箇 所 数 の  2012 年 度 か ら  2015 年 度 の 値 は ， 前 後 の 年 と 比 較 し て 明 ら か

に 誤 り だ と 思 わ れ る 数 値 や 記 載 漏 れ の 県 が 散 見 さ れ る こ と か ら ， こ の 間 の

減 少 は 実 態 を 表 し て い な い と 考 え ら れ る ． ま た ， 総 面 積 の  2006 年 度 の 値 は ，

あ る １ 県 の 報 告 が 前 後 の 年 と 比 較 し て 大 き く 異 な っ て い る た め 誤 り の 可 能

性 が 高 く ， 異 常 値 だ と 解 釈 さ れ る ．  
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表 １ － １  鳥 獣 保 護 区 の 指 定 状 況  

 
出 典 ） 環 境 省 （  2019 ） 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 一 覧 （ 令 和 元 年  3 月  31 日 現 在 ）  

環 境 省 （  2017 ） 平 成  29 年 度 鳥 獣 関 係 統 計  

注 ： 奥 山 （  2023 ） よ り 引 用 ． な お ， 国 指 定 の 合 計 は 複 数 県 に ま た が る 保 護

区 の 重 複 等 を 除 い た 値 を 示 す ．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha）

北海道 296 262,305 14 128,432 滋賀県 45 99,692 0 0

青森県 83 71,392 5 57,613 京都府 61 23,463 1 1,300

岩手県 127 127,940 2 33 大阪府 18 12,914 0 0

宮城県 92 140,235 4 12,190 兵庫県 84 37,669 2 1,114

秋田県 162 115,806 4 14,135 奈良県 20 36,164 1 2,384

山形県 53 83,854 3 30,253 和歌山県 95 29,732 0 0

福島県 137 145,560 0 0 鳥取県 20 18,990 2 5,981

茨城県 79 59,367 2 2,091 島根県 80 29,499 2 15,756

栃木県 106 71,621 1 2,702 岡山県 65 26,608 1 662

群馬県 47 53,799 2 25,004 広島県 98 57,351 0 0

埼玉県 64 30,416 1 51 山口県 81 51,438 0 0

千葉県 59 42,587 1 41 徳島県 52 16,235 1 10,009

東京都 39 48,635 8 23,340 香川県 26 9,327 0 0

神奈川県 102 43,764 0 0 愛媛県 56 55,065 1 9,501

新潟県 87 152,911 5 22,991 高知県 56 29,292 2 3,165

富山県 40 44,463 1 64,819 福岡県 44 62,914 2 388

石川県 42 20,158 3 25,992 佐賀県 41 16,948 2 306

福井県 47 32,752 0 0 長崎県 106 42,028 3 1,929

山梨県 39 74,796 0 0 熊本県 102 83,669 1 1,823

長野県 123 142,863 2 42,752 大分県 56 34,202 0 0

岐阜県 104 54,829 2 20,546 宮崎県 100 53,972 2 7,084

静岡県 111 141,190 0 0 鹿児島県 128 64,177 4 5,971

愛知県 67 19,496 1 770 沖縄県 16 8,731 11 23,462

三重県 83 45,131 2 22,319 合計 3,639 2,925,950 86 592,969

　　　都道府県指定 　　国指定
都道府県名

　　　都道府県指定 　　国指定
都道府県名
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表 １ － ２  鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 と 現 況 （  2019 年  11 月  1 日 現 在 ）  

 

注 ： 鳥 獣 関 係 統 計 （  2019 年 度 版 ） よ り 作 成  

 

 

１ ． ２  既 往 の 研 究  

 わ が 国 の 鳥 獣 保 護 区 に 関 す る こ れ ま で の 研 究 を 見 て み る と ， 林 野 庁 が

 1969 年 に 「 鳥 獣 行 政 の あ ゆ み 」 を ま と め る 以 前 で は ， 鳥 獣 保 護 施 設 と し て

禁 猟 区 の 重 要 性 を 解 説 し た 内 田 清 之 助 １ ） や 北 海 道 を 例 に 鳥 獣 保 護 区 の 意

義 を 述 べ た 斎 藤 春 雄 ２ ） に よ る 文 献 が あ る ． こ れ ら を 含 め ， 鳥 獣 保 護 制 度

お よ び 鳥 獣 に 関 す る 調 査 研 究 に つ い て 詳 細 に 記 録 し た 同 書 （ 林 野 庁  1969 ）

の 発 行 以 後 も ， 鳥 獣 保 護 施 策 と し て の 理 論 や 位 置 づ け を 整 理 し た も の ３ ）

ま た は 自 然 保 護 地 域 の ひ と つ と し て 論 考 し た も の ４ ） が 見 ら れ る が ， 研 究

論 文 と し て 執 筆 さ れ た も の は き わ め て 少 な い ． 特 に 鳥 獣 保 護 区 と い う 観 点

か ら 書 か れ た 論 文 は 学 術 雑 誌 に は 見 当 た ら ず ， 鳥 獣 行 政 研 究 会 （  1990 年 か

ら 野 生 生 物 保 護 行 政 研 究 会 ） の 会 誌 と し て  1965 年 か ら  2001 年 ま で 発 行 さ れ

た 「 鳥 獣 行 政 」 や 「 野 生 生 物 保 護 行 政 」 に 掲 載 さ れ た も の ５ ） に ほ ぼ 限 ら

れ て い る ．    

 法 改 正 や 基 本 指 針 等 の 改 定 に あ た っ て 論 点 と な っ た 場 合 に は ， 中 央 環 境

審 議 会 等 に お い て 調 査 検 討 さ れ ， 答 申 等 に ま と め ら れ て い る ． こ れ ま で 鳥

獣 保 護 区 に つ い て ま と ま っ た 記 述 が さ れ た 例 は ，  1972 年 か ら  1978 年 に か け

て 狩 猟 の 場 に つ い て 集 中 的 に 議 論 が 行 わ れ た 結 果 と し て の 自 然 環 境 保 全 審

議 会 答 申 （ 昭 和  53 年  1 月  20 日 自 環 審 第  19 号 ） お よ び  2004 年 か ら  2006 年 に か

け て 特 定 鳥 獣 保 護 管 理 計 画 制 度 の 充 実 等 の 課 題 へ の 対 応 が 議 論 さ れ た 中 央

環 境 審 議 会 答 申 （ 平 成  18 年  2 月 ） が 挙 げ ら れ る ．  

 個 別 の 鳥 獣 保 護 区 に お け る 生 息 状 況 等 に つ い て は ， 国 ま た は 都 道 府 県 に

よ り 調 査 や 事 業 の 報 告 書 ６ ） が 発 行 さ れ て い る が ， 環 境 省 が 鳥 獣 保 護 区 全

体 に 注 目 し て と り ま と め た 報 告 書 は ， 環 境 省 図 書 館 蔵 書 検 索 で 確 認 で き る

森林鳥獣生息地 大規模生息地 集団渡来地 集団繁殖地 希少鳥獣生息地 身近な鳥獣生息地 生息地回廊      全区分 
か所数 1,840 31 250 69 66 1,285 3 3,544
面積(ha) 1,672,476 443,712 372,003 33,903 45,038 298,382 3,571 2,874,100
平均面積(ha) 909 14,313 1,488 491 682 232 1,190 811
か所数 348 33 34 17 21 58 3 514
面積(ha) 57,974 45,481 25,100 1,858 6,791 3,522 320 141,047
平均面積(ha) 167 1,378 738 109 323 61 107 274
か所数 10 36 19 21 86
面積(ha) 217,159 86,565 12,464 276,880 593,068
平均面積(ha) 21,716 2,405 656 13,185 6,896
か所数 7 29 17 18 71
面積(ha) 27,916 50,424 1,586 83,947 163,873
平均面積(ha) 3,988 1,739 93 4,664 2,308
か所数(%) 70.0 80.6 89.5 85.7 82.6
面積(%) 12.9 58.2 12.7 30.3 27.6
か所数(%) 18.9 106.5 13.6 24.6 31.8 4.5 100.0 14.5
面積(%) 3.5 10.3 6.7 5.5 15.1 1.2 9.0 4.9

特別保護地区の
割合（県指定）

都道府県指定
鳥獣保護区

都道府県指定
特別保護地区

国指定
鳥獣保護区

国指定
特別保護地区

特別保護地区の
割合（国指定 ）
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限 り で は ，  2015 年 発 行 の  1 冊 ７ ） の み で あ る ．  

 

【 既 往 の 研 究 に 関 す る 注 釈 （ 年 代 順 ）】  

１） 内 田 清 之 助 （  1930 ） 鳥 獣 保 護 ， 「 岩 波 講 座 生 物 学  ( 実 際 問 題  ) 」 岩 波

書 店 ， 東 京 ．  

２） 齋 藤 春 雄 （  1951 ） 鳥 獣 保 護 区 ， 札 幌 営 林 局 広 報 臨 時 第 二 特 別 号  

３） 池 田 真 次 郎 （  1968 ） 「 森 林 と 野 生 鳥 獣 － 鳥 獣 保 護 の 問 題 も 含 め て 」 ㈶

林 業 科 学 技 術 振 興 所 ， 東 京 ．  

池 田 真 次 郎 （  1971 ） 「 野 生 鳥 獣 と 人 間 生 活  ― 自 然 保 護 施 策 の 理 論 と 実

際 」 株 式 会 社 イ ン パ ル ス ， 東 京 ．  

  黒 田 長 久 （  1974 ） 鳥 獣 保 護 学  (5) ， 鳥 獣 行 政  38 ：  3-14  

幸 丸 政 明 （  1991 ） 少 し 早 過 ぎ る 野 生 生 物 保 護 行 政 ・ 回 顧 と 展 望 － 環 境

保 全 長 期 構 想 策 定 ノ ー ト よ り － そ の ４ ， 野 生 生 物 保 護 行 政  2 ：  23-33    

羽 澄 俊 裕 （  2022 ） 「 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ な 野 生 動 物 の マ ネ ジ メ ン ト － 狩 猟 と 鳥 獣

法 の 大 転 換 」 地 人 書 館 ， 東 京 ．  

４） 丸 山 直 樹 （  1993 ） 動 物 保 護 区 と は 何 か ， 「 地 球 は だ れ の も の ？ 地 球 を

丸 ご と 考 え る ９ 」 岩 波 書 店 ， 東 京 ．  

幸 丸 政 明 （  1997 ） 国 立 公 園 等 自 然 保 護 区 の 現 状 と 課 題 ， ワ イ ル ド ラ イ

フ ・ フ ォ ー ラ ム  2(4) ：  89-100  

  吉 田 正 人 （  2003 ） 野 生 生 物 の 保 護 管 理 と 狩 猟 ， 「 生 態 学 か ら み た 野 生

生 物 の 保 護 と 法 律 」 （ ㈶ 日 本 自 然 保 護 協 会 編 集 ）， 講 談 社 サ イ エ ン テ

ィ フ ィ ッ ク ， 東 京 ．  

関 根 孝 道 （  2007 ） 広 域 基 幹 林 道 奥 与 那 線 と 法 的 諸 問 題 に つ い て ， 「 南

の 島 の 自 然 破 壊 と 現 代 環 境 訴 訟 」， 関 西 学 院 大 学 出 版 会 ， 西 宮 ．  

草 刈 秀 紀 （  2008 ） 鳥 獣 保 護 区 ， 「 生 態 学 か ら み た 自 然 保 護 地 域 と そ の

多 様 性 保 全 」 （ ㈶ 日 本 自 然 保 護 協 会 編 集 ）， 講 談 社 サ イ エ ン テ ィ フ ィ

ッ ク ， 東 京 ．   

（ 公 財 ） 日 本 自 然 保 護 協 会 （  2013 ） 日 本 の 保 護 地 域 ア ト ラ ス ， 日 本 自

然 保 護 協 会 資 料 集 第  51 号         

５） 前 掲 の 黒 田 （  1974 ）， 幸 丸 （  1991 ） の ほ か に ， 「 野 生 生 物 と 社 会 」 学

会 行 政 研 究 部 会 の ア ー カ イ ブ サ イ ト を 用 い て ， 「 鳥 獣 行 政 」 お よ び

「 野 生 生 物 保 護 行 政 」 の 記 事 を 「 鳥 獣 保 護 区 」 で キ ー ワ ー ド 検 索 す る

と 表 １ － ３ の 通 り （ 執 筆 者 名 の あ る も の に 限 る ）．  
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表 １ － ３  雑 誌 「 鳥 獣 行 政 ／ 野 生 生 物 保 護 行 政 」 に お け る 鳥 獣 保 護 区 関 連

記 事  

 

 

６） 環 境 省 図 書 館 に 収 蔵 さ れ て い る 報 告 書 等 の 内 ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 例

は 表 １ － ４ の 通 り （ 同 一 鳥 獣 保 護 区 内 で は 直 近 の 年 度 の も の を あ げ た ）  

 

 

表 １ －  4  環 境 省 図 書 館 に 収 蔵 さ れ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 関 連 報 告 書

（  2022 年  9 月  5 日 確 認 ）  

 

発行年月 巻（号） 頁 表　題 執筆者名 執筆者所属等
【鳥獣行政】
1967年5月 3（1） 1 鳥獣保護区関係の事務手続きについて 小柳和助 茨城県林政課
1967年8月 　3（2） 12 国設鳥獣保護区の存続期間更新等の事務取扱いについて 小柳和助 林野庁猟政班
1967年11月 　3（3） 15 脇野沢鳥獣保護区のサル 堀江一磨 青森県林務課
1976年10月 　12（1） 22 今年度の国設鳥獣保護区の設定状況 堀内盛一 環境庁鳥獣保護課
1981年1月 　16（3） 1 今後の国設鳥獣保護区について 日比野義光 環境庁鳥獣保護課
1982年11月 　18（2） 16 伊豆沼国設鳥獣保護区の設定経緯 相沢幸四郎 宮城県登米郡迫町新田駅前
1985年3月 　20（4） 6 国設霧島鳥獣保護区管理員の報告 上谷川則男 霧島鳥獣保護区管理員
1986年4月 　21（4） 12 <国設鳥獣保護区巡り>国設石鎚山鳥獣保護区 中川忠良 国設石鎚山鳥獣保護区管理員
1987年1月 　22（1） 15 <国設鳥獣保護区巡り>国設紀伊長島鳥獣保護区 樋口行雄 国設紀伊長島鳥獣保護区管理員
1987年3月 　22（2） 19 <国設鳥獣保護区巡り>国設男女群島鳥獣保護区 畑中正広 長崎県自然保護課
1988年8月 　23（1） 4 国設荒崎鳥獣保護区の設定 関下俊明 前・環境庁自然保護局野生生物課
1988年11月 　23（2） 4 国設谷津鳥獣保護区の設定 風間正光 環境庁自然保護局野生生物課
1989年2月 　23（2） 38 国設谷津鳥獣保護区の設定によせて 市田則孝 （財）日本野鳥の会常務理事
1989年7月 　23（3） 22 国設釧路湿原鳥獣保護区の設定について 浪岡保男 環境庁自然保護局野生生物課
【野生生物保護行政】
1993年12月 3 81 新たな国設鳥獣保護区の設定について 堀上勝 環境庁自然保護局野生生物課
1997年4月 11 44 国設鳥獣保護区の更新等について 関根達郎 環境庁自然保護局野生生物課
1997年12月 12 49 国設鳥獣保護区の更新等について 柴田泰邦 環境庁自然保護局野生生物課
1998年12月 14 38 国設鳥獣保護区の区域の拡大及び特別保護地区の指定概要 國枝弘二 環境庁自然保護局野生生物課

報　告　書　名 作　成　者 発行年月日

国指定天売島鳥獣保護区におけるケイマフリ等海鳥調査報告書（平成25年度） 北海道地方環境事務所 2014/2/28

国指定大東諸島鳥獣保護区における保全事業　鳥獣の生息状況把握調査業務（平成26年度） 那覇自然環境事務所 2015/3/30

国指定七ツ島鳥獣保護区保全事業実施業務 報告書（平成29年度） 中部地方環境事務所野生生物課 2018/3/1

国指定仙台海浜鳥獣保護区自然環境調査業務報告書（平成30年度） 東北地方環境事務所野生生物課 2019/3/1

国指定三貫島鳥獣保護区指定計画策定調査業務（平成30年度） 東北地方環境事務所 2019/3/15

国指定日出島鳥獣保護区モニタリング調査業務報告書（令和元年度） 東北地方環境事務所宮古自然保護官事務所 2019/10/1

国指定大潟草原鳥獣保護区草原性鳥類生息環境改善業務報告書（平成31年度） 東北地方環境事務所野生生物課 2020/3/1

グリーンワーカー事業 国指定中海鳥獣保護区カワウ胃内容物等調査業務報告書（令和2年度） 中国四国地方環境事務所国立公園課 2021/1/1

国指定伊豆沼鳥獣保護区指定管理計画策定調査業務報告書（令和2年度） 東北地方環境事務所野生生物課 2021/3/5

国指定仏沼鳥獣保護区植生環境調査業務報告書（令和3年度） 東北地方環境事務所国立公園課 2022/1/24

国指定大山鳥獣保護区等におけるニホンジカ対策調査業務報告書（令和3年度） 中国四国地方環境事務所 2022/2/1

国指定剣山山系鳥獣保護区等における小型無人航空機を活用した高標高域ニホンジカ捕獲試験業務報告書（令和3年度） 中国四国地方環境事務所 2022/3/1
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７ ） 環 境 省 自 然 環 境 局 （  2015 ）， 鳥 獣 保 護 区 に 関 す る 情 報 収 集 ・ 整 理 委 託

業 務 報 告 書 （ 平 成  26 年 度 ）， 株 式 会 社 テ ク ノ 中 部 ， 愛 知  

 

 

１ ． ３  本 研 究 の 目 的 と 構 成  

 こ こ ま で 述 べ た よ う に ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 は ， 制 度 や 指 針 の 見 直 し に よ

り 社 会 背 景 を 反 映 し つ つ 進 展 し て き て い る が ， そ れ ら 全 体 を 通 じ て 整 理 ，

評 価 し た 既 往 研 究 は 見 当 た ら な い ．  

近 年 ， 狩 猟 人 口 の 激 減 や ， ニ ホ ン ジ カ （  Cervus nippon 以 下 「 シ カ 」 と す る ）

や イ ノ シ シ （  Sus scrofa ） 等 に よ る 生 態 系 被 害 の 拡 大 ， 動 物 由 来 の 感 染 症 に よ

る 人 間 社 会 へ の 甚 大 な 影 響 等 に 伴 い ， 鳥 獣 保 護 区 に 求 め ら れ る 機 能 や 効 果

も 変 化 し て き て い る ． ま た ， 人 口 減 少 や 気 候 変 動 等 に 対 応 し ， 国 際 的 に も

自 然 保 護 地 域 の 変 革 が 求 め ら れ る 中 で ， 我 が 国 の 鳥 獣 保 護 区 制 度 は ど の よ

う に 評 価 さ れ ， 将 来 は ど の よ う に 進 む べ き か を 分 析 す る 必 要 が あ る ．  

 以 上 を 踏 ま え ， 本 研 究 で は ， 鳥 獣 保 護 区 制 度 の 達 成 度 を 明 ら か に す る こ

と を 最 終 的 な 目 標 と し ， こ れ を 実 現 す る た め に ， （ １ ） 鳥 獣 保 護 区 の 指 定

区 分 お よ び 指 定 実 績 の 変 遷 ， （ ２ ） 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 別 の 現 状

と 傾 向 ， （ ３ ） 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 と 鳥 獣 に よ る 農 林 業 被 害 の 関 係 ， を 明 ら

か に す る と い う  3 つ の 目 的 を 設 定 し た  . さ ら に ， そ こ か ら 得 ら れ た 結 果 を

も と に ， 達 成 度 の 評 価 と 残 さ れ た 課 題 に つ い て 検 討 を 行 っ た ．  

 

 

 

図 １ － ２  本 研 究 の 構 成 に 関 す る 概 念 図  

 

 

 

 

 

 

（国指定） （都道府県指定）

２．	国指定鳥獣保護区の指定区分別の現状と傾向

鹿児島県内国指定鳥獣保護区（4箇所）のケーススタディ

世界自然遺産4地域における鳥獣保護区の関係整理

１．鳥獣保護区の指定区分および指定実績の変遷

３．	鳥獣保護区の指定と鳥獣による農林業被害の関係

総　括
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 そ し て ， 上 記 研 究 の 結 果 を 総 合 的 に 示 す た め ， 本 論 文 の 構 成 は 次 の 通 り

と し た ．  

 

 第 １ 章  序 論   

 第 ２ 章  鳥 獣 保 護 制 度 に お け る 鳥 獣 保 護 区  

 第 ３ 章  鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 お よ び 指 定 実 績 の 変 遷  

第 ４ 章  国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 別 の 現 状 と 傾 向  

第 ５ 章  鳥 獣 保 護 区 と 農 林 業 被 害 の 関 係  

第 ６ 章  鹿 児 島 県 に お け る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区  

第 ７ 章  総 合 考 察  

 

各 章 の 概 要 は 以 下 の と お り で あ る ．  

第 １ 章 で は ， 序 論 と し て ， 本 研 究 の 背 景 ， 既 往 の 研 究 ， 本 研 究 の 目 的 と

構 成 に つ い て 示 し た ．  

第 ２ 章 で は ， 鳥 獣 保 護 制 度 の 沿 革 を 包 括 的 に 整 理 す る と と も に ， そ の 中

で 鳥 獣 保 護 区 が ど の よ う に 位 置 づ け ら れ 変 遷 し て き た か を 述 べ た ． こ こ で

は ，  2000 年 に ま と め た 論 文 （ 奥 山  2000 ） を 基 に ，  2004 年 ま で に 発 表 し た 複

数 の 論 文 （ 奥 山  2001 ，  Okuyama 2003 ， 奥 山  2004 ） 等 か ら 内 容 を 補 完 す る と と

も に ， 以 後 の 制 度 改 正 に つ い て 記 述 を 加 え た ． さ ら に ， 鳥 獣 保 護 区 の 理 念 ，

許 可 権 限 や 他 法 令 と の 関 係 ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 計 画 ， 鳥 獣 保 護 区 の

管 理 要 員 に つ い て ， 項 目 を 立 て て 整 理 し た ．  

第 ３ 章 で は ， 鳥 獣 保 護 区 が 創 設 さ れ て か ら 約  70 年 間 を 通 じ て ， 指 定 区 分

が ど の よ う に 改 編 さ れ ， そ れ に 対 応 し た 指 定 面 積 等 が ど の よ う に 変 遷 し た

か を 概 観 し た ． 併 せ て ， こ れ を 基 点 に ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 実 績 の 評 価 ， 指

定 の 改 善 方 法 を 考 察 し た ．  

第 ４ 章 で は ， 現 行 の 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 全 箇 所 に つ い て ， 指 定 計 画 書 等 を

収 集 ・ 整 理 し ， 指 定 区 分 別 の 現 状 と 傾 向 を 分 析 す る こ と に よ り ， 指 定 地 域

の 特 徴 ， 他 法 令 と の 関 係 を 明 ら か に す る と と も に ， 未 指 定 の 候 補 地 等 に つ

い て 考 察 を 行 っ た ．  

第 ５ 章 で は ， 近 年 鳥 獣 保 護 区 が 縮 小 し て い る 一 因 と 考 え ら れ る 農 林 業 被

害 と の 関 係 に 着 目 し ， 今 後 の ゾ ー ニ ン グ 管 理 に 取 り 組 む う え で の 基 本 認 識

に 資 す る 観 点 か ら ， 現 在 の 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 が ， 実 際 に 鳥 獣 被 害 の 増 減 に

影 響 を 与 え て い る か ど う か の 解 明 を 試 み た ．  

第 ６ 章 で は ， 鹿 児 島 県 に お け る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 経 緯 を 整 理 す る と と

も に ， 現 行 の  4 カ 所 の 保 護 区 に お け る 指 定 や 保 護 利 用 の 経 緯 等 を ケ ー ス ス

タ デ ィ と し て ま と め た ． ま た ， 世 界 自 然 遺 産 地 域 と の 関 係 を 考 察 す る た め ，

屋 久 島 で の 経 緯 や 状 況 も 整 理 し た ．  

以 上 の 各 研 究 結 果 を 踏 ま え ， 第 ７ 章 で は ， 各 章 か ら 得 ら れ た 結 論 を 通 観
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し た 上 で ， わ が 国 の 鳥 獣 保 護 区 制 度 の 達 成 度 は ど の よ う に 評 価 さ れ ， 将 来

は ど の よ う に 進 む べ き か を 明 ら か に す る 観 点 か ら ， 考 察 を 加 え る と と も に

課 題 を 示 し た ．  

 

 

第 １ 章 引 用 文 献  

 

草 刈 秀 紀 （  2008 ） 鳥 獣 保 護 区 ． 「 生 態 学 か ら み た 自 然 保 護 地 域 と そ の 多 様

性 保 全 」 （ ㈶ 日 本 自 然 保 護 協 会 編 ）， 講 談 社 サ イ エ ン テ ィ フ ィ ッ ク  , 東 京 ．  

丸 山 直 樹 （  1993 ） 「 地 球 は だ れ の も の ？ 地 球 を 丸 ご と 考 え る  9 」  , 岩 波 書

店 ， 東 京 ．  

奥 山 正 樹 （  2000 ） 鳥 獣 保 護 法 の 沿 革 と  1999 年 の 改 正 ． 生 物 科 学  52(3) ： 141-

 149  

奥 山 正 樹 （  2001 ） 鳥 獣 捕 獲 許 可 制 度 の 動 向 ． 野 生 生 物 保 護 行 政  17/18 ：  7-11  

 Okuyama,M. (2003) Administrative measures against Crows. Global Environmental Research7(2):199-205  

奥 山 正 樹 （  2004 ） 狩 猟 鳥 ウ ズ ラ  Coturnix japonica の 現 状 ． 山 階 鳥 学 誌  38 ： 189-

 202  

奥 山 正 樹 （  2023 ） 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 お よ び 指 定 実 績 の 変 遷 ． 野 生 生 物

と 社 会  11 ：  1-10  

林 野 庁 （  1969 ） 「 鳥 獣 行 政 の あ ゆ み 」， 林 野 弘 済 会 ， 東 京 ．  

生 物 多 様 性 国 家 戦 略 関 係 省 庁 連 絡 会 議 （  2021 ） 「 生 物 多 様 性 国 家 戦 略

 2012-2020 の 実 施 状 況 の 点 検 結 果 」  (https://www.env.go.jp/content/900517328.pdf)  

 2022 年  11 月  28 日 確 認  

 

（ 注 ） 引 用 ウ ェ ブ サ イ ト  

環 境 省 図 書 館 蔵 書 検 索  

 https://www2.env.go.jp/library/opac/Top  

鳥 獣 保 護 管 理 事 業 の 基 本 指 針  

 https://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan1.html  

生 物 多 様 性 国 家 戦 略  

 https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives/index.html  

「 野 生 生 物 と 社 会 」 学 会 行 政 研 究 部 会 ア ー カ イ ブ サ イ ト  

 http://www.geo-eco.net/wcsgyouisei/index.html  
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第２章 鳥獣保護制度における鳥獣保護区 

 

 本 章 で は ， 鳥 獣 保 護 区 と そ の 指 定 区 分 の 進 展 を 研 究 す る に あ た り ， 前 提

と な る ， わ が 国 の 鳥 獣 保 護 制 度 の 沿 革 を 包 括 的 に 整 理 す る と と も に ， そ の

中 で 鳥 獣 保 護 区 が ど の よ う に 位 置 づ け ら れ 変 遷 し て き た か を 述 べ る ．  

 ま ず ， 鳥 獣 保 護 制 度 全 体 の 沿 革 を 記 述 し ， 特 に 鳥 獣 保 護 区 に 直 接 的 に 関

わ る 部 分 は 下 線 を 付 し て 示 し た ． さ ら に ， 鳥 獣 保 護 区 の 理 念 の 変 化 ， 捕 獲

許 可 権 限 や 他 法 令 と の 関 係 ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 計 画 ， 鳥 獣 保 護 区 の

管 理 要 員 に つ い て ， 其 々 の 観 点 か ら 論 考 を 加 え た ．  

 

２ ． １  鳥 獣 保 護 制 度 の 沿 革 と 鳥 獣 保 護 区  

 

（ １ ） 近 代 以 前 の 流 れ （ 古 代 ～ 江 戸 時 代 ）  

 野 生 鳥 獣 と 人 間 と の 関 わ り は ， 有 史 以 前 か ら 始 ま っ て い る ． 縄 文 時 代 以

前 ， 生 態 系 の 一 員 と し て の 人 類 は ， す で に 生 き る た め の 食 料 や 衣 服 を 得 る

た め の 手 段 と し て 狩 猟 行 為 を 行 っ て い た ． 我 が 国 で は ， そ の 後 ， 農 耕 が 始

ま り ， 栽 培 作 物 へ の 依 存 度 が 高 ま る に つ れ ， 農 山 村 地 域 で の 被 害 防 除 ・ 自

家 消 費 や 富 裕 階 級 の 特 権 的 な 娯 楽 と し て の 狩 猟 が 行 わ れ る よ う に な っ て い

っ た ．  

   鳥 獣 に 関 す る 我 が 国 の 法 令 の 歴 史 を さ か の ぼ る と ， 大 和 朝 廷 の 時 代 か ら

江 戸 時 代 に 至 る ま で は ， 主 に 鷹 狩 り に 関 す る 規 制 が 大 部 分 を 占 め て い た ．

鷹 狩 り は ， 大 陸 文 化 の 渡 来 と と も に 我 が 国 に 伝 わ り ， 仁 徳 天 皇 の 時 代 か ら

皇 室 行 事 と し て 行 わ れ て き た と さ れ て い る （ 塚 本  1993 ）．  

 奈 良 時 代 に は ， 仏 教 思 想 に 基 づ く 不 殺 生 戒 が 浸 透 す る に つ れ ，  721 年 の

「 殺 生 禁 断 の 令 」 以 降 ， 狩 猟 を 好 む 桓 武 天 皇 が 皇 位 に つ く  781 年 ま で の 間 ，

鷹 狩 り が 一 時 廃 止 さ れ た ． こ の 「 殺 生 禁 断 の 令 」 は ， 野 生 鳥 獣 の 捕 獲 に 関

す る 規 制 と し て は 我 が 国 で 最 初 の も の で あ っ た と 考 え ら れ る ．  

   平 安 時 代 に 入 る と ，  800 年 に 河 内 及 び 摂 津 に お い て ， 天 皇 の 鷹 猟 場 を 確

保 す る た め 一 定 の 場 所 が 住 民 の 狩 猟 を 禁 止 す る 「 禁 野 （ シ メ ノ ）」 と さ れ ，

そ の 後  809 年 に 布 令 に よ っ て 拡 大 さ れ た ．  882 年 に は さ ら に 山 城 ， 大 和 ，

美 濃 ， 播 磨 ， 備 前 な ど に も 禁 野 が つ く ら れ た と さ れ る ． こ の 「 禁 野 」 の 制

度 は ， 一 定 地 域 に お い て 一 般 の 狩 猟 を 禁 止 し ， 鳥 獣 資 源 の 保 護 繁 殖 を 図 る

も の と な っ て い た こ と か ら ， 我 が 国 の 鳥 獣 保 護 制 度 の 原 点 で あ る と さ れ て

い る （ 林 野 庁  1969 ， 環 境 庁 自 然 保 護 局  1981 ）． 後 の 近 代 法 制 下 で の 「 禁 猟

区 」 に 通 じ る も の で あ り ， さ ら に は 鳥 獣 保 護 区 に 至 る 理 念 の 発 祥 と も 考 え

ら れ る ．  

   鎌 倉 時 代 か ら 室 町 時 代 を 経 て 江 戸 時 代 に 入 る ま で は ， 鷹 狩 り の 盛 衰 に 応
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じ て 各 幕 府 に よ る 禁 止 等 が 行 わ れ て い た ． 江 戸 時 代 に は ， 「 生 類 憐 れ み の

令 」 の ５ 代 将 軍 綱 吉 の よ う に 極 端 な 愛 護 政 策 を と っ た 将 軍 も あ っ た が ， 徳

川 幕 府 に よ る 鳥 獣 禁 令 の 大 部 分 は  8 代 将 軍 吉 宗 の 下 で  1716 年 か ら  1725 年 の

間 に 制 定 さ れ た ． 指 定 さ れ た 鳥 問 屋 以 外 に よ る 小 鳥 類 の 販 売 や ， 鉄 砲 に よ

り 捕 獲 さ れ た 鳥 類 の 売 買 が 禁 止 さ れ ， ま た ， ツ ル ， ハ ク チ ョ ウ ， ガ ン 類 等

は 保 護 の 対 象 と な っ て 献 上 が 禁 止 さ れ た ほ か ， イ ノ シ シ ， サ ル ， オ オ カ ミ

な ど の 害 が あ る と き は ， 証 文 を と っ て 鉄 砲 を 村 々 に 貸 与 し ， 併 せ て 貢 租 を

徴 収 す る と い う 制 度 も 作 ら れ た ． こ れ は ， 幕 府 に よ る 鉄 砲 規 制 の 一 環 で あ

っ た が ， 有 害 鳥 獣 駆 除 制 度 の 発 祥 と も み る こ と が で き る ．  

 鷹 場 の 制 度 に つ い て も ， 綱 吉 政 権 に よ り  1693 年 に い っ た ん 廃 止 さ れ た が ，

吉 宗 が  1716 年 に 鳥 お ど し や 鳥 殺 生 を 禁 じ る 「 御 留 場 （ お と め ば ）」 か ら 復

活 さ せ （ 根 崎  1999 ）， そ の 後 は 幕 末 （  1867 年 ） に 廃 止 さ れ る ま で ， 鷹 匠 頭 ，

鳥 見 役 ， 綱 差 な ど の 職 制 と と も に 長 く 維 持 さ れ た ． 鷹 場 に は ， 将 軍 家 の 鷹

場 で あ る 「 御 拳 場 （ お こ ぶ し ば ）」， 鷹 匠 が 鷹 の 訓 練 や 鷹 の 餌 を 調 達 す る た

め に 設 け ら れ た 「 御 捉 飼 場 （ お と り か い ば ）」， 幕 府 が 大 名 に 貸 し 与 え た

「 御 借 場 （ お か り ば ）」 が あ り ， 鷹 狩 を 行 う 山 野 に 限 ら ず ， 人 の 生 活 の 場

で あ る 村 々 を 含 む 広 大 な 地 域 が 指 定 さ れ て い た ． 鷹 場 内 の 住 民 は 代 官 に よ

る 通 常 の 統 制 に 加 え て ， 鷹 野 役 所 に よ る 様 々 な 規 制 を 受 け て い た （ 吉 田

 1999 ）  

徳 川 幕 府 に よ る 制 度 は ， 全 体 と し て は ， 不 殺 生 戒 思 想 に 基 づ き 無 益 な 殺

生 を 抑 制 す る 考 え 方 が と ら れ て い た た め ， 一 般 に 江 戸 時 代 に は 野 生 鳥 獣 は

よ く 保 護 さ れ て い た と 考 え ら れ て い る ． ま た 一 方 で こ の 時 代 に は ， 藩 単 位

で 害 獣 駆 除 や 献 上 品 の 確 保 な ど の た め の 捕 獲 の 体 制 が 組 ま れ て お り ， 一 度

に 数 百 ～ 数 千 頭 規 模 の シ カ や イ ノ シ シ の 捕 獲 を 行 っ た 記 録 も 残 っ て い る ．

過 剰 捕 獲 に よ る 野 生 鳥 獣 の 減 少 は す で に 江 戸 時 代 の 中 期 か ら 後 期 に 始 ま っ

て い た と い う 見 方 も あ る （ 遠 藤  1994 ）．  

さ ら に ， 江 戸 時 代 の 落 語 や 川 柳 の 中 に は ， カ ラ ス が 朝 う る さ く て 寝 て い

ら れ な か っ た 様 子 が 想 像 さ れ る も の が あ る な ど ， 都 市 型 の 生 活 環 境 被 害 も

一 部 で 始 ま っ て い た と 考 え ら れ る ． 江 戸 末 期 か ら 明 治 初 期 に か け て 日 本 に

滞 在 し た  C. A. McVean や  E.S. モ ー ス の 記 録 に も ， カ ラ ス の 多 さ や 人 間 と の 距

離 の 近 さ が 驚 き を も っ て 記 さ れ て い る （ 松 田  1999 ）．  1600 年 代 末 の 徳 川 綱

吉 の 時 代 に は ， 殺 生 禁 止 令 （ 生 類 憐 れ み の 令 ） の た め に 増 え す ぎ た カ ラ ス ，

ト ビ な ど を 捕 殺 で き ず ， 伊 豆 諸 島 に 運 ん で 放 鳥 し た と い う 記 録 も あ る （ 遠

藤  1994 ）． 明 治 初 期 に 大 挙 し て 海 外 に 出 か け た 新 政 府 の 役 人 た ち は ， 欧 米

の 都 市 に ほ と ん ど 見 ら れ な い カ ラ ス や ウ が ， 東 京 に は 数 多 く 飛 び 回 っ て い

る の は 国 辱 以 外 の 何 物 で も な い と 考 え ， こ れ ら を 一 掃 す る た め ， 警 視 庁 の

若 手 巡 査 に よ る 駆 除 隊 が 結 成 さ れ た こ と も 記 録 さ れ て い る （ 狩 猟 百 科 編 纂

委 員 会 編  1973 ）．  
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（ ２ ） 近 代 法 制 の 成 立 （ 明 治 初 期 ～ 大 正 初 期 ）  

   我 が 国 で 近 代 国 家 と し て の 狩 猟 法 制 が 形 を な し た の は  1873 年 の 「 鳥 獣 猟

規 則 」 の 制 定 だ と さ れ て い る （ 鳥 獣 保 護 研 究 会  1981 な ど ）． そ の 内 容 は ，

① 銃 猟 を 年 度 ご と の 免 許 鑑 札 制 （ 職 猟 と 遊 猟 に 区 分 ） と し た こ と ， ②  16 歳

未 満 の 者 ， 狩 猟 規 則 違 反 者 な ど 鑑 札 の 不 適 格 者 を 規 定 し た こ と ， ③ 人 家 稠

密 の 地 ， 社 寺 人 家 の 構 内 等 で の 銃 猟 や 日 没 か ら 日 の 出 ま で の 銃 猟 を 禁 止 し

た こ と ， ④ 銃 猟 期 間 を 限 定 （  10 月  15 日 ～  4 月  15 日 ） し た こ と ， ⑤ 毒 餌 ， 薬

品 等 に よ る 狩 猟 を 禁 止 し た こ と な ど （ 以 上 は  1881 年 ま で の  8 次 に 及 ぶ 改 正

の 内 容 を 含 む ）， 現 在 ま で 考 え 方 が 引 き 継 が れ て い る 規 定 も 少 な く な い ．

し か し な が ら ， 「 鳥 獣 猟 規 則 」 は ， 狩 猟 対 象 と な る 鳥 獣 を 限 定 し て い な い

こ と ， 銃 猟 の み を 規 制 の 対 象 と し て 罠 や 網 に よ る 猟 を 放 任 し た こ と ， 銃 猟

の 期 間 は 地 方 の 事 情 に よ り 伸 縮 で き ， 山 間 僻 地 な ど で は 危 険 の な い と こ ろ

で は 定 め な い 場 合 も 認 め た こ と な ど か ら ， 専 ら 危 険 防 止 に 主 眼 が お か れ ，

鳥 獣 保 護 の 観 点 か ら の 効 果 は 少 な か っ た と み ら れ て い る ．  

 明 治 期 の 鳥 獣 行 政 を ま と め た 安 田 ・ 松 山 （  1987 ） に よ る と ， 明 治 初 期

に は ， 江 戸 時 代 の 法 制 が 撤 廃 さ れ た 上 ， 狩 猟 を 職 業 と す る 人 に 加 え て 有 産

階 級 の 間 で 銃 猟 が 流 行 し た た め 乱 獲 が 一 気 に 進 ん だ が ， そ れ に 対 す る 狩 猟

対 象 の 制 限 （ 禁 猟 種 の 指 定 ） は ， 中 央 政 府 よ り も 都 道 府 県 主 導 で 行 わ れ た ．

 1878 年 に 北 海 道 庁 は ， 冬 期 の 重 要 な 産 業 で あ っ た 鹿 猟 を 持 続 さ せ る た め に

「 北 海 道 鹿 猟 規 則 」 を 設 け て 鹿 猟 の 一 部 規 制 を 試 み た （ の ち に  1889 年 に は

禁 猟 に し て い る ）． そ の 後 ，  1886 年 の 鳥 取 県 （ 湖 山 池 の 水 鳥 ）， 広 島 県

（ ツ バ メ 等 ５ 種 の 鳥 類 ）， 千 葉 県 （  5 村 で の シ ギ 猟 ） を は じ め と し て 多 く

の 道 府 県 が 禁 猟 措 置 を と っ た た め ，  1891 年 に は 農 商 務 省 は 「 猟 獲 禁 止 の 必

要 あ り と 認 め た 鳥 類 に つ い て は ， 農 商 務 大 臣 に 経 伺 の 上 ， 猟 獲 禁 止 と す べ

し 」 と い う 訓 令 を 出 し た ． こ の 訓 令 に 応 じ て 翌  1892 年 ま で の 間 に  13 の 府 県

が ツ バ メ な ど の 禁 猟 を 定 め た ． こ の 訓 令 が 鳥 類 に 限 定 し て 出 さ れ た こ と ，

と く に ツ バ メ は 訓 令 以 前 の も の と 合 わ せ る と  21 も の 府 県 で 禁 猟 と さ れ 「 益

鳥 」 の 代 表 と し て 手 厚 く 保 護 さ れ た こ と は 興 味 深 い ． な お ，  1881 年 に は 鳥

獣 行 政 の 担 当 が 内 務 省 か ら 農 商 務 省 へ と 移 管 さ れ て い る ．  

そ の 後 ， こ の よ う な 情 勢 を 踏 ま え て ， 鳥 獣 猟 規 則 は  1892 年 に 勅 令 に よ り

「 狩 猟 規 則 」 に 改 め ら れ た ． こ の 主 な 内 容 は ， ① 対 象 と な る 猟 具 の 範 囲 を

銃 器 以 外 の 網 ， も ち な わ ， 放 鷹 等 に も 拡 げ た こ と ， ② 職 猟 ， 遊 猟 の 狩 猟 免

状 の そ れ ぞ れ を 甲 種 （ 銃 器 以 外 ） と 乙 種 （ 銃 器 ） に 分 け た こ と ， ③ 捕 獲 を

禁 止 す る 保 護 鳥 獣 を 定 め た こ と ， ④ 乙 種 狩 猟 免 状 の 有 効 期 間 を 限 定 （  10 月

 15 日 ～  4 月  15 日 ） し ， さ ら に 一 部 の 鳥 獣 の 捕 獲 禁 止 期 間 を 定 め た こ と ， ⑤

有 害 駆 除 ， 学 術 研 究 の た め の 捕 獲 は 地 方 長 官 の 特 別 許 可 制 と し た こ と で あ

る ． こ の 時 代 に な る と ， そ れ ま で は 専 ら 有 益 か 有 害 か と い う 観 点 で 保 護 対
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象 が 決 め ら れ て い た の に 対 し て ， 稀 少 化 す る 鳥 獣 に つ い て も 繁 殖 期 に 狩 猟

を 禁 じ る な ど し て 生 息 数 の 維 持 を 図 る と い う 考 え 方 が 生 ま れ て い る ． な お ，

こ の 狩 猟 規 則 に 対 し て は ， 衆 議 院 に お い て ， 「 法 律 で 定 め る べ き 内 容 で あ

り ， 勅 令 で 定 め る こ と は 憲 法 違 反 で あ る 」 旨 の 決 議 が な さ れ た た め ，  3 年

後 の  1895 年 に ， 初 め て の 狩 猟 に 関 す る 法 律 で あ る 「 狩 猟 法 」 が 制 定 さ れ た ．

内 容 的 に は お お む ね 「 狩 猟 規 則 」 を 踏 襲 し て い る も の の ， 遊 猟 と 職 猟 の 区

別 の 廃 止 ， 保 護 鳥 獣 等 の 販 売 の 禁 止 ， 農 山 村 部 落 な ど の 慣 行 に よ る 共 同 狩

猟 地 の 認 可 制 度 の 導 入 等 が 行 わ れ た ． そ の 後 ，  1901 年 の 法 改 正 に お い て は ，

劇 物 ・ 毒 物 に よ る 狩 猟 の 禁 止 に 加 え て ， 禁 猟 区 及 び 銃 猟 禁 止 区 域 の 制 度 が

新 設 さ れ た ． そ れ ま で の 禁 猟 措 置 は も っ ぱ ら 対 象 種 や 期 間 に 関 す る も の で

あ り ， 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 の 観 点 を 含 め た ， 区 域 を 定 め て 行 う 規 制 制 度 は こ こ

か ら 始 ま っ た と 考 え ら れ る ．  1908 年 に は 保 護 鳥 獣 の 大 幅 増 加 （  22 種 か ら  60

種 ） が 行 わ れ て い る ． な お ， こ の 時 点 に お い て も ， 当 時 盛 ん に 使 用 さ れ て

い た 罠 の 使 用 は 規 制 の 対 象 と は さ れ て お ら ず ， 狩 猟 と は ， 銃 器 ， 網 ， も ち

な わ ， 放 鷹 等 を 用 い る 捕 獲 の こ と を 指 し て い た ．  

 

（ ３ ） 現 行 法 制 と 鳥 獣 保 護 区 制 度 の 確 立 （ 大 正 中 期 ～ 昭 和 ）  

① 現 行 法 の 誕 生 （  1918 年 ） と 鳥 獣 保 護 区 の 創 設 （  1950 年 ）  

後 述 す る  2002 年 の 全 部 改 正 が 行 わ れ る ま で ， 鳥 獣 保 護 及 狩 猟 ニ 関 ス ル 法

律 の 法 律 番 号 は 「 大 正 ７ 年 法 律 第  32 号 」 と さ れ て い た が ， こ れ は ，  1918 年

に 「 狩 猟 法 」 （  1895 年 制 定 ） の 第 三 次 改 正 法 と し て 公 布 さ れ た も の で あ る ．

こ の 改 正 法 は ， 保 護 鳥 獣 を 指 定 す る 制 度 を 廃 止 し ， 狩 猟 鳥 獣 を 指 定 し て こ

れ 以 外 の 野 生 鳥 獣 の 捕 獲 を 一 般 的 に 禁 止 し た こ と や ， 狩 猟 鳥 獣 で も 保 護 上

の 必 要 に 応 じ て ， 捕 獲 制 限 や 狩 猟 期 間 の 短 縮 を 行 う こ と と し た こ と な ど が

画 期 的 で あ り ， 狩 猟 法 の 抜 本 改 正 と 位 置 づ け ら れ た ． 政 府 の 提 案 理 由 の 説

明 に お い て も 「 鳥 獣 ガ 著 シ ク 減 少 」 し て お り 「 保 護 蕃 殖 ヲ 図 ル ト 云 フ 事 ガ

最 モ 必 要 」 で あ る た め の 改 正 と さ れ て お り ， 狩 猟 者 の 増 加 や 猟 法 の 進 歩 に

よ る 乱 獲 ， 土 地 の 開 拓 の 進 行 な ど を 背 景 に し て ， 野 生 鳥 獣 保 護 思 想 が 著 し

く 進 展 し た こ と を 表 し て い る （ 環 境 庁 自 然 保 護 局   1981 ）． し か し ， 狩 猟 鳥

が  46 種 定 め ら れ た の に 対 し て 狩 猟 獣 類 の 指 定 は ア マ ミ ノ ク ロ ウ サ ギ を 除 く

全 獣 類 と さ れ た こ と な ど ， 建 前 の み で あ る と い う 評 価 も あ る う え ， 法 律 に

は 必 要 最 小 限 の 規 定 を お く の み で ， 規 制 内 容 の 多 く を 行 政 庁 が 告 示 等 に よ

り 定 め る こ と が で き る 体 制 を 確 立 し た こ と ， 保 護 鳥 獣 の 範 囲 が 不 明 確 で あ

り ， 法 の 対 象 と す る 鳥 獣 の 範 囲 が 行 政 解 釈 に 委 ね ら れ る こ と と な っ た こ と

な ど が 指 摘 さ れ て い る （ 鳥 獣 行 政 制 度 研 究 会  1979 ， 鳥 獣 保 護 研 究 会  1981 ）．

な お こ の 際 ， 法 定 猟 具 と し て 「 鉤 」 及 び 「 罠 」 が 加 え ら れ た ほ か ， 国 ， 都

道 府 県 ， 郡 ま た は 市 町 村 が 「 猟 区 」 を 設 定 で き る 制 度 が 新 設 さ れ た ．  

 そ の 後 ，  1963 年 の 改 正 ま で に は ， 狩 猟 免 許 税 の 引 き 上 げ や 狩 猟 鳥 獣 の 変
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更 も 何 度 か 行 わ れ た が ， と く に 戦 後 に な る と ， 鳥 獣 行 政 の 進 ん だ ア メ リ カ

か ら オ リ バ ー ・  L ・ オ ー ス チ ン 博 士 を は じ め と す る 行 政 指 導 官 が 来 日 し ，

 GHQ （ 連 合 国 軍 最 高 司 令 官 総 司 令 部 ） に よ る 強 力 な 指 導 が 行 わ れ た こ と ，

戦 後 の 林 野 の 荒 廃 復 旧 の 観 点 な ど か ら も 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 の 必 要 が 強 く 認 識

さ れ た こ と な ど を 背 景 に 数 次 に わ た る 制 度 改 正 （ 施 行 規 則 等 の 改 正 を 含 む ）

が 行 わ れ た ． そ の 主 な 内 容 は 以 下 の 通 り で あ っ た ．  

  1947 年 ： 空 気 銃 の 法 定 猟 具 化 ， ラ イ フ ル 銃 ， か す み 網 等 の 法 定 猟 具 か ら

の 除 外 ， 狩 猟 鳥 の 罠 に よ る 捕 獲 禁 止 ， １ 人 １ 日 当 た り の 捕 獲 数 の 制 限 の 導

入 な ど ．  

   1948 年 ： 狩 猟 免 許 税 の 国 税 か ら 県 税 へ の 変 更 及 び 税 法 へ の 規 定 の 移 行 ．  

   1950 年 ： 都 道 府 県 知 事 に よ る 狩 猟 鳥 獣 の 捕 獲 の 禁 止 又 は 制 限 の 導 入 ， 空

気 銃 の 免 許 対 象 か ら の 除 外 （ 登 録 制 の 導 入 ）， 鳥 獣 保 護 区 制 度 の 新 設 ， 飼

養 許 可 証 制 度 の 新 設 ， キ ジ ・ ヤ マ ド リ の 販 売 の 禁 止 ， 罰 則 に 懲 役 刑 の 追 加

な ど ．  

   1958 年 ： 空 気 銃 の 登 録 制 を 免 許 制 へ 変 更 ，  1923 年 か ら 勅 令 で 定 め ら れ て

い た 特 別 司 法 警 察 員 の 法 定 と 範 囲 拡 大 ， 猟 区 の 維 持 管 理 を 民 間 団 体 へ 委 託

可 能 化 ， 鳥 獣 審 議 会 の 設 置 な ど ．  

 こ こ で  1950 年 に 初 め て 「 鳥 獣 保 護 区 」 が 誕 生 し た が ， こ の 時 点 で は ，

 1901 年 以 来 の 「 禁 猟 区 」 も 併 存 さ れ て お り ， 鳥 獣 保 護 区 は ， 捕 獲 の 禁 止 の

み な ら ず 積 極 的 に 保 護 繁 殖 を 図 る た め ， 繁 殖 施 設 を 設 置 す る た め の 土 地 所

有 者 の 受 忍 義 務 や 一 定 規 模 以 上 の 行 為 規 制 を 課 す こ と が で き る 区 域 と し て

指 定 さ れ る も の と さ れ た ．  

 な お ，  1950 年 当 時 ， 禁 猟 区 は 国 設  97 カ 所 ， 県 設  128 カ 所 の 計  225 カ 所 が

設 置 さ れ て い た ． 鳥 獣 保 護 区 の 設 定 は ， 翌  1951 年 に 国 が  2 カ 所 を 最 初 に 設

定 し た の を 皮 切 り に ， そ の 後  1963 年 ま で に ， 国 は  21 都 道 県  19 カ 所 に 設 定 し

た が ， 都 道 府 県 に よ る 設 定 は  2 カ 所 の み に と ど ま っ た （ 林 野 庁  1969 ）． 詳

細 は 本 章 ４ ． 及 び 第 ３ 章 に 記 す ．  

②  1963 年 の 大 改 正  

   こ こ ま で の 制 度 は ， 狩 猟 の 適 正 化 が 中 心 に お か れ ， 積 極 的 な 保 護 施 策 を

打 ち 出 す に は 至 ら な か っ た ． 狩 猟 人 口 が 増 加 し て い く 一 方 で 野 生 鳥 獣 は 相

変 わ ら ず 減 少 し て お り ， 我 が 国 の 鳥 獣 行 政 を 立 て 直 す に は ， 地 方 税 制 の 改

正 と 連 携 し た 形 で 十 分 な 予 算 的 裏 付 け の あ る 制 度 を 確 立 す べ き だ と い う 意

見 が 急 速 に 高 ま っ た ． そ こ で  1961 年  12 月 に 農 林 大 臣 か ら 鳥 獣 審 議 会 に 対 し

「 野 生 鳥 獣 の 保 護 と 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 方 策 に つ い て 」 の 諮 問 が な さ れ ，

 6 ヶ 月 に わ た る 審 議 の 結 果 ， 答 申 が 行 わ れ ， こ れ に 基 づ き 狩 猟 法 に 大 改 正

を 加 え る 法 案 が  1963 年 に 国 会 に 提 出 さ れ ， 成 立 ， 公 布 さ れ た ．  

 主 な 内 容 と し て は ， ① 法 律 名 を 「 鳥 獣 保 護 及 狩 猟 ニ 関 ス ル 法 律 」 と 改 称

し ， 第 １ 条 に 目 的 規 定 を 設 け た こ と ． ② 鳥 獣 の 保 護 を 計 画 的 ， 統 一 的 に 行
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う た め ， 都 道 府 県 知 事 が 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 を 作 成 す る こ と と し ， 行 政 的 財

源 と し て ， 地 方 税 法 の 一 部 改 正 に よ り ， 目 的 税 と し て 入 猟 税 を 課 す る こ と

と し た こ と ． ③ 全 国 制 の 狩 猟 免 許 制 度 を 改 め ， 狩 猟 免 許 の 効 力 を 都 道 府 県

ご と に 限 る こ と と し た こ と ． ④ 禁 猟 区 制 度 を 廃 止 し ， 鳥 獣 保 護 区 制 度 ， 休

猟 区 制 度 を 設 け る と と も に ， 鳥 獣 保 護 区 に は 特 別 保 護 地 区 を 指 定 で き る こ

と と し た こ と ． ⑤ 都 道 府 県 に 非 常 勤 の 「 鳥 獣 保 護 員 」 を 置 け る こ と と し た

こ と ． ⑥ 猟 区 の 設 定 権 を 民 間 に も 広 げ 放 鳥 獣 猟 区 を 新 設 し た こ と ． な ど が

あ げ ら れ ， 初 め て 狩 猟 の 適 正 化 だ け で な く 鳥 獣 保 護 思 想 が 全 面 に 出 さ れ た

改 正 と な っ た ．   

 こ の 改 正 に よ り ， そ れ ま で の 禁 猟 区 は 鳥 獣 保 護 区 に ， 鳥 獣 保 護 区 は 特 別

保 護 地 区 に 移 行 さ れ た ． ま た ， 国 と 都 道 府 県 の 役 割 分 担 も 整 理 さ れ ， 指 定

し よ う と す る 面 積 の う ち ， 国 有 地 の 占 め る 割 合 が  50% を 超 え ず ， か つ 区 域

が 複 数 の 都 道 府 県 に わ た ら な い 場 合 は 知 事 が 設 定 し ， そ れ 以 外 は 国 が 設 定

す る こ と と さ れ た ． ま た ， 都 道 府 県 は ， 国 が 定 め る 基 準 に 従 い 樹 立 す る 鳥

獣 保 護 事 業 計 画 の 下 で 鳥 獣 保 護 区 と 特 別 保 護 地 区 の 設 定 を 進 め る と い う 現

在 に 至 る 仕 組 み が 確 立 さ れ た ． 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 な ど も ， 国 が 定 め る

基 準 に 記 述 さ れ る こ と に な っ た ．  

 な お ，  1961 年 の 鳥 獣 審 議 会 答 申 に は ， 保 護 の た め の 土 地 買 収 制 度 の 創 設 ，

丙 種 狩 猟 免 許 （ 空 気 銃 ） の 段 階 的 廃 止 を 提 唱 す る な ど ， 法 改 正 に 盛 り 込 ま

れ な か っ た 画 期 的 な 視 点 が 含 ま れ て い た ． 狩 猟 の 場 に つ い て も 「 狩 猟 は 農

林 大 臣 が 指 定 す る 猟 場 で の み 行 い 得 る も の と し ， 猟 場 の 運 用 制 度 と し て 狩

猟 区 休 猟 区 を 設 け る べ き で あ る 」 と 指 摘 し ， す で に 乱 場 制 （ 特 に 禁 止 さ れ

た 場 所 以 外 は 原 則 と し て 狩 猟 が 可 能 と す る 現 行 の 制 度 ） を 疑 問 視 す る 意 見

が 強 く な っ て い た こ と を 示 し て い る ．  

③  1978 年 の 大 改 正  

   1963 年 の 改 正 後 ，  1971 年  7 月 に は 環 境 庁 の 発 足 に よ り ， 鳥 獣 保 護 及 狩 猟

ニ 関 ス ル 法 律 （ 以 下 「 鳥 獣 法 」 と す る ） の 所 管 は 農 林 省 か ら 環 境 庁 に 移 さ

れ た ． 翌  1972 年 に は ， 自 然 環 境 保 全 の 基 本 法 と さ れ る 「 自 然 環 境 保 全 法 」

の 成 立 に よ り 自 然 環 境 保 全 審 議 会 が 設 け ら れ ， 同 年 ， 日 米 渡 り 鳥 保 護 条 約

の 調 印 を 機 会 に ， 我 が 国 に お け る 絶 滅 の お そ れ の あ る 鳥 類 の 保 護 を 推 進 す

る た め ， 「 特 殊 鳥 類 の 譲 渡 等 の 規 制 に 関 す る 法 律 」 が 制 定 さ れ た ．  

   1971 年  7 月 に 就 任 し た 大 石 武 一 環 境 庁 長 官 は 就 任 時 の 記 者 会 見 で 「 全 国

禁 猟 区 ・ 全 国 猟 区 制 度 」 の 導 入 を 表 明 し ， マ ス コ ミ 等 を 含 め 各 方 面 に 大 き

な 波 紋 を 呼 び お こ し た ． こ れ に 対 応 し て 同 年  10 月 に 環 境 庁 長 官 か ら 自 然 環

境 保 全 審 議 会 に 対 し て 「 鳥 獣 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に つ い て 」 の 諮 問 が な

さ れ ， 審 議 会 は ５ 年 余 に わ た る 審 議 の 結 果 ，  1978 年  1 月 に 答 申 を 行 っ た ．

狩 猟 の 場 に つ い て は 統 一 見 解 を 得 る に は 至 ら ず ， 「 当 面 ， 本 審 議 事 項 の 背

景 と な っ た 主 要 問 題 た る 鳥 獣 保 護 の 充 実 及 び 狩 猟 の 適 正 化 の た め の 施 策 を
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積 極 的 に 推 進 す る こ と が 適 当 」 と す る に 留 ま り ，  1961 年 の 鳥 獣 審 議 会 答 申

よ り も 後 退 し て し ま っ た ． ま た ， 答 申 の も う 一 つ の 論 点 と な っ た 被 害 問 題

へ の 対 応 に つ い て は ， 「 有 害 鳥 獣 駆 除 は ， 被 害 防 止 の た め ， 被 害 の 発 生 状

況 に 即 し ， 効 果 的 に 実 施 す る よ う 留 意 」 す べ き と し ， 特 に 市 町 村 等 を 単 位

と す る 共 同 駆 除 の 推 進 を あ げ た ．  

   こ の 答 申 を 受 け ，  1978 年 に 成 立 し た 改 正 法 で は ， ① 鳥 獣 保 護 区 特 別 保 護

地 区 内 の 規 制 強 化 （ 政 令 に よ る 特 別 保 護 指 定 区 域 の 指 定 ）， ② 狩 猟 免 許 制

度 の 改 善 （ 全 国 免 許 制 ） と 狩 猟 者 登 録 制 度 の 新 設 ， ③ 国 ， 自 治 体 以 外 の 猟

区 設 定 ， 放 鳥 獣 猟 区 制 度 の 導 入 ， ④ 特 定 の 鳥 獣 を 輸 入 す る 際 の 輸 出 証 明 書

の 添 付 を 義 務 化 ， ⑤ 有 害 鳥 獣 駆 除 の 際 の 市 町 村 等 に よ る 共 同 駆 除 の 導 入 ，

⑥ 麻 酔 薬 の 使 用 等 の 特 例 規 定 の 新 設 ， な ど が 盛 り 込 ま れ た ．  

こ こ で 狩 猟 の 場 を 巡 る 歴 史 に 残 る 議 論 を 経 て 誕 生 し た 通 称 「 特 別 保 護 指

定 区 域 」 に 対 す る 当 時 の 期 待 は 小 さ く な か っ た が ， そ の 後 現 在 ま で に 実 際

に 指 定 さ れ た 区 域 は き わ め て 少 数 に 留 ま っ て い る ．  

な お ， こ の 改 正 の 際 に は 片 仮 名 文 体 の 是 非 が 議 論 さ れ た が ， 法 律 の 基 本

的 性 格 を 変 更 す る よ う な 改 正 で は な い と さ れ た こ と か ら ， 平 仮 名 化 は 見 送

ら れ た （ 鳥 獣 行 政 制 度 研 究 会   1979 ）． そ の 後 も 片 仮 名 文 語 体 の 法 律 の ま ま ，

キ ジ 類 の 販 売 禁 止 制 度 の 廃 止 （  1983 年 ）， 鳥 獣 の 殺 傷 及 び 卵 の 損 傷 に 対 す

る 規 制 強 化 （  1990 年 ）， か す み 網 の 所 持 販 売 等 の 規 制 （  1991 年 ） な ど の 改

正 が 重 ね ら れ た ．  

ま た こ の 年 代 に は ， ワ シ ン ト ン 条 約 ， ラ ム サ ー ル 条 約 の 発 効 な ど ， 鳥 獣

に と ど ま ら な い 野 生 生 物 の 保 護 に 向 か う 国 際 的 潮 流 を 背 景 に ， 環 境 庁 で は

 1986 年 に 鳥 獣 保 護 課 を 廃 止 し 野 生 生 物 課 お よ び 鳥 獣 保 護 業 務 室 を 新 た に 設

置 し ，  1987 年 の ワ シ ン ト ン 条 約 国 内 法 （ 絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動 植 物 の

譲 渡 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 ），  1997 年 の 種 の 保 存 法 （ 絶 滅 の お そ れ の あ る

野 生 動 植 物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 ） の 制 定 に つ な が っ て い っ た （ 小 林

 2022 ）．  

 

（ ４ ） 鳥 獣 被 害 の 拡 大 と 保 護 管 理 へ の 転 換 （ 平 成 以 降 ）  

①  1999 年 の 大 改 正  

 1999 年 に は ３ 回 目 の 大 改 正 と さ れ る 改 正 が 行 わ れ た が ， 内 容 は 大 き く  2

分 さ れ て お り ， 国 会 に お い て も ２ 本 の 別 の 法 案 と し て 審 議 ， 成 立 さ れ た

（ 鳥 獣 保 護 管 理 研 究 会  2001 ）．  

 一 方 は ， 野 生 鳥 獣 の 科 学 的 ・ 計 画 的 な 保 護 管 理 施 策 の 推 進 を 目 的 と し て

鳥 獣 保 護 法 の 個 別 改 正 と し て 行 わ れ た も の で ， 著 し く 個 体 数 が 増 加 し て い

る か 減 少 し た 鳥 獣 が あ る 場 合 に 策 定 す る 「 特 定 鳥 獣 保 護 管 理 計 画 」 の 創 設

を 中 心 と し た 内 容 で あ っ た ． 都 道 府 県 知 事 は ， こ の 計 画 を 策 定 す る こ と に

よ り ， 例 え ば 増 え す ぎ て 甚 大 な 農 林 業 被 害 を 生 じ て い る 鳥 獣 の 個 体 数 調 整
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を 進 め る た め ， 狩 猟 期 間 を 延 長 す る こ と な ど が 可 能 と な っ た ． ま た ， 保 護

管 理 の 担 い 手 と し て の 狩 猟 者 の 減 少 防 止 に 資 す る た め ， 乙 種 狩 猟 免 状 （ 散

弾 銃 ， ラ イ フ ル 銃 ） 所 持 者 は ， 丙 種 狩 猟 免 状 （ 空 気 銃 ， ガ ス 銃 ） を 所 持 し

て い な く て も 空 気 銃 等 を 扱 え る こ と と な っ た ．  

も う 一 方 は ， 地 方 分 権 の 推 進 を 内 容 と す る も の で ， 地 方 自 治 法 を は じ め

と す る 関 係 法 律  475 件 を 一 括 改 正 す る ， い わ ゆ る 「 地 方 分 権 一 括 法 」 （ 地

方 分 権 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 ） に よ り 行 わ れ

た 改 正 で あ っ た ． 具 体 的 に は ， 機 関 委 任 事 務 の 自 治 事 務 化 ， 鳥 獣 捕 獲 許 可

の 権 限 区 分 の 整 理 ， 猟 区 の 設 定 認 可 権 限 の 都 道 府 県 へ の 委 譲 ， 国 か ら 都 道

府 県 ， 都 道 府 県 か ら 市 町 村 へ の 必 要 な 場 合 の 指 示 を 可 能 と す る 規 定 の 追 加

な ど が な さ れ た ． こ こ で ， 鳥 獣 捕 獲 許 可 権 限 区 分 の 整 理 に つ い て は ， 従 来

は 捕 獲 の 目 的 別 に 対 象 種 を 限 り 都 道 府 県 知 事 の 権 限 が 定 め ら れ て い た も の

が ，  (1) 国 設 鳥 獣 保 護 区 内 に お け る 捕 獲 ，  (2) 保 護 繁 殖 を 特 に 図 る 必 要 が あ る

種 の 捕 獲 ，  (3) 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 上 重 大 な 支 障 の あ る 網 又 は 罠 で の 捕 獲 に つ い

て は 環 境 庁 長 官 権 限 ， そ の 他 は 都 道 府 県 知 事 権 限 と 改 め ら れ た ． 「 保 護 繁

殖 を 特 に 図 る 必 要 が あ る 鳥 獣 」 の 具 体 的 な 種 は ，  1998 年 に 見 直 さ れ た 「 哺

乳 類 及 び 鳥 類 の レ ッ ド リ ス ト 」 に お い て 絶 滅 危 惧 （  IA 類 及 び  IB 類 並 び に  Ⅱ

類 ） と さ れ て い る 種 （ 亜 種 を 含 む ） の う ち 鳥 獣 保 護 法 の 対 象 と な る 哺 乳 類

 36 ， 鳥 類  91 の  127 鳥 獣 （ い ず れ も 種 単 位 の も の と 亜 種 単 位 の も の を 含 む ）

が 環 境 庁 告 示 に よ り 定 め ら れ た ． こ の 告 示 は ， 分 類 順 で 学 名 及 び 和 名 （ い

ず れ も カ タ カ ナ ） の 一 覧 表 形 式 と な っ て お り ， 鳥 獣 保 護 法 の 分 野 で 学 名 が

用 い ら れ た 初 め て の ケ ー ス と な っ た ． 「 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 上 重 大 な 支 障 の あ

る 網 又 は わ な 」 と し て は ， 同 じ く 環 境 庁 告 示 に よ り 「 か す み 網 」 が 定 め ら

れ た ．  

こ の 改 正 に お い て は ， 上 述 の 捕 獲 許 可 権 限 の 他 ， 鳥 獣 保 護 区 に 関 す る 国

と 都 道 府 県 の 権 限 の 整 理 も 行 わ れ た ． 具 体 的 に は ， 国 と 都 道 府 県 が 設 定 す

る 区 域 の 相 違 が 条 文 で 明 確 化 さ れ ， 特 別 保 護 地 区 に お け る 許 可 不 要 行 為

（ 鳥 類 の 保 護 に 支 障 が な い と 認 め ら れ る 行 為 ） の 指 定 権 限 が 国 指 定 で は 環

境 庁 長 官 ， 都 道 府 県 指 定 で は 知 事 に 属 す る よ う 整 理 さ れ た ． ま た ， 機 関 委

任 事 務 制 度 の 廃 止 に 伴 い ， 都 道 府 県 知 事 が 特 別 保 護 地 区 を 指 定 す る 場 合 の

環 境 庁 長 官 の 承 認 は 環 境 庁 長 官 へ の 協 議 と な っ た ． ま た ， そ れ ま で 多 く の

国 設 鳥 獣 保 護 区 で 都 道 府 県 に 委 託 し て 行 わ れ て い た ， 管 理 員 を 配 置 し て の

管 理 運 営 業 務 に つ い て も 国 が 直 接 実 施 す る こ と と な っ た ．  

そ の た め ， 環 境 庁 に お い て は ，  2000 年  4 月  1 日 か ら ， そ れ ま で す べ て 本

庁 で 行 わ れ て き た 鳥 獣 保 護 法 の 関 連 事 務 （ 国 設 鳥 獣 保 護 区 の 保 護 管 理 ， 鳥

獣 捕 獲 許 可 等 に 関 す る も の ） が ， 全 国  11 カ 所 の 地 区 事 務 所 で 分 掌 さ れ る こ

と に な っ た ． こ の 際 に ， 各 地 区 事 務 所 の 名 称 は 「 国 立 公 園 ・ 野 生 生 物 事 務

所 」 か ら 「 自 然 保 護 事 務 所 」 と 改 称 さ れ ， そ の 後  2001 年 の 環 境 省 へ の 改 組 ，
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 2005 年 の 地 方 環 境 事 務 所 の 設 置 を 経 て ，  7 カ 所 の 地 方 環 境 事 務 所 と  3 カ 所

の 自 然 環 境 事 務 所 に 引 き 継 が れ て 現 在 に 至 っ て い る ．  

 な お ， 機 関 委 任 事 務 の 廃 止 に よ っ て 通 達 と い う 概 念 が な く な り ， 地 方 公

共 団 体 へ の 示 達 文 書 は 通 知 と な っ た こ と を 受 け ， 環 境 庁 長 官 が 定 め る 「 鳥

獣 保 護 事 業 計 画 の 基 準 」 に つ い て も ， そ れ ま で は 環 境 事 務 次 官 か ら 知 事 あ

て の 依 命 通 達 だ っ た が ， こ の 後 の 第  9 次 計 画 の 基 準 （  2001 年  1 月  23 日 告 示 ）

以 降 は 官 報 告 示 さ れ る よ う に な っ た ．  

②  2002 年 の 全 部 改 正  

  2001 年  1 月 に 環 境 省 が 発 足 し ， 翌  2002 年 の 法 改 正 で は ， 長 年 見 送 ら れ て

き た カ タ カ ナ 文 語 体 か ら ひ ら が な 口 語 体 へ の 条 文 全 体 の 改 定 が 行 わ れ た ．

こ れ に 併 せ て ， そ れ ま で 施 行 規 則 等 に 規 定 さ れ て い た 規 定 を 盛 り 込 む な ど

全 体 の 構 成 が 整 理 さ れ る と と も に ， 以 下 の 内 容 の 改 正 が 行 わ れ た （ 鳥 獣 保

護 管 理 研 究 会  2008 ）  . つ ま り ， ① 狩 猟 免 許 に 係 る 障 害 者 の 欠 格 条 項 の 見 直

し ， ② 水 鳥 の 鉛 中 毒 被 害 防 止 の た め 指 定 猟 法 禁 止 区 域 の 設 定 等 ， ③ 違 法 に

捕 獲 し た 鳥 獣 の 飼 養 の 禁 止 ， ④ 捕 獲 報 告 義 務 の 法 定 化 ， ⑤ 「 絶 滅 の お そ れ

の あ る 野 生 動 植 物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 」 に 基 づ く 許 可 を 受 け た 場 合 の

許 可 不 要 規 定 で あ る  .  

 ま た ， こ の 改 正 の 際 ， 「 鳥 獣 」 が 「 鳥 類 又 は 哺 乳 類 に 属 す る 野 生 動 物 を

い う 」 と 定 義 さ れ る に 当 た り ， そ れ ま で 法 の 対 象 と さ れ て こ な か っ た ネ ズ

ミ ・ モ グ ラ 類 や 海 棲 哺 乳 類 も 含 ま れ る こ と と な っ た が ， 環 境 衛 生 の 維 持 に

重 大 な 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 鳥 獣 あ る い は 他 の 法 令 に よ り 適 切 な 保 護

管 理 が な さ れ て い る 鳥 獣 は 適 用 除 外 さ れ る 規 定 が 設 け ら れ ， 一 部 の 種 を 除

き そ れ ま で と 大 き く 対 象 範 囲 が 変 わ ら な い 運 用 が な さ れ た ． 具 体 的 に は ，

「 家 ね ず み 」 と 呼 ば れ る ク マ ネ ズ ミ な ど  3 種 な ら び に 「 ニ ホ ン ア シ カ ，  5

種 の ア ザ ラ シ ， ジ ュ ゴ ン 以 外 の 海 棲 哺 乳 類 」 は 法 対 象 か ら 除 外 さ れ ， さ ら

に ， ネ ズ ミ 科 お よ び モ グ ラ 科 の 鳥 獣 は ， 農 林 業 被 害 防 止 の た め に や む を 得

な い 場 合 は 許 可 を 受 け ず に 捕 獲 で き る こ と と さ れ た （ 黒 田  2022 ）．  

な お ， こ の 全 部 改 正 に よ り ， 法 律 名 は 「 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に

関 す る 法 律 」 と 定 め ら れ ，  1918 年 以 来 約  85 年 間 に わ た り 変 わ る こ と が な か

っ た 法 律 番 号 も 「 平 成  14 年 法 律 第  88 号 」 に 改 め ら れ た ．  

こ の 改 正 で 鳥 獣 保 護 区 に つ い て は ， 規 制 内 容 等 の 大 き な 変 更 は な か っ た

が ， そ れ ま で は 「 設 定 ス ル 」 と さ れ て い た 用 語 が 「 指 定 す る 」 に 改 め ら れ

た ． こ れ に よ り ， そ れ ま で 「 国 設 鳥 獣 保 護 区 」 と 呼 ば れ て い た 区 域 が 以 降

は 「 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 」 と 呼 ば れ る こ と に な っ た ． ま た ， 指 定 区 分 等 が 示

さ れ て き た 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 の 「 基 準 」 は 「 基 本 的 な 指 針 （ 基 本 指 針 ）」

に 改 め ら れ ， そ の 内 容 も 「 鳥 獣 保 護 事 業 の 実 施 に 関 す る 基 本 的 事 項 」 と

「 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 の 作 成 に 関 す る 事 項 」 の  2 本 柱 の 構 成 に 変 更 さ れ た ．  

③  2006 年 の 一 部 改 正  
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  1999 年 の 法 改 正 で 特 定 鳥 獣 保 護 管 理 計 画 制 度 が 創 設 さ れ た 際 に は ， 施 行

後  3 年 を 目 途 に 見 直 し を 行 う 旨 の 附 則 修 正 が 行 わ れ た 経 緯 が あ る ．  

ま た ， 鳥 獣 保 護 区 に お い て は ，  2000 年 度 か ら 公 共 事 業 に よ る 国 設 鳥 獣 保

護 区 （ 当 時 ） で の 「 野 生 鳥 獣 と の 共 生 環 境 等 整 備 事 業 」 が 実 施 さ れ ， ウ ト

ナ イ 湖 及 び 森 吉 山 で 普 及 啓 発 施 設 等 が 整 備 さ れ た ほ か ， ビ オ ト ー プ の 整 備

等 を 目 的 と し た 補 助 制 度 が 拡 充 さ れ ， 野 生 鳥 獣 の 移 動 経 路 の 保 全 等 が 新 た

に 補 助 対 象 と さ れ た （ 森  2001 ， 野 生 鳥 獣 保 護 管 理 研 究 会 編  2001 ）  

一 方 ，  2002 年 の 全 部 改 正 を 経 た 後 も 人 と 鳥 獣 の 軋 轢 や 生 物 多 様 性 の 保 全

な ど の 課 題 は 深 刻 さ を 増 し て い た こ と を 踏 ま え ， 環 境 省 は 野 生 鳥 獣 保 護 管

理 検 討 会 を 設 置 し て  2004 年 に 報 告 を と り ま と め ，  2005-2006 年 の 中 央 環 境 審

議 会 で の 検 討 ， 答 申 等 を 受 け て ，  2006 年 に 以 下 の 内 容 の 法 改 正 が 行 わ れ た ．  

す な わ ち ， ① 休 猟 区 に お け る 特 定 鳥 獣 の 狩 猟 を 可 能 と す る 特 例 区 域 の 指 定 ，

② 「 網 ・ わ な 猟 免 許 」 の 分 割 ， ③ 銃 器 以 外 に 危 険 な 罠 等 の 使 用 を 禁 止 で き

る 特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 の 指 定 ， ④ 捕 獲 総 数 を 制 限 す る た め の 入 猟 承 認 制

度 の 創 設 ， ⑤ 許 可 捕 獲 に 係 る 猟 具 へ の 氏 名 等 の 表 示 義 務 付 け ， ⑥ 輸 入 鳥 獣

へ の 足 環 等 の 標 識 装 着 制 度 の 導 入 ， ⑦ 鳥 獣 保 護 区 に お け る 保 全 事 業 の 実 施

で あ る ．  

 こ こ で 導 入 さ れ た 鳥 獣 保 護 区 に お け る 保 全 事 業 は ， 周 辺 地 域 か ら の 土 砂

の 流 入 や 水 質 の 汚 濁 等 に よ り 鳥 獣 の 生 息 環 境 が 悪 化 し た り ， シ カ 等 の 特 定

鳥 獣 の 増 加 に よ り 区 域 内 の 植 生 が 破 壊 さ れ る 等 の 問 題 に 対 応 す る た め に 新

た に 設 け ら れ た （ 鳥 獣 保 護 管 理 研 究 会  2008 ）． 保 全 事 業 は ， 原 則 と し て は

国 又 は 都 道 府 県 が ， そ れ ぞ れ が 指 定 し た 鳥 獣 保 護 区 に お い て ， 鳥 獣 の 生 息

環 境 の 復 元 や 特 定 の 鳥 獣 の 捕 獲 等 を 行 う も の で あ る が ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区

で 地 方 自 治 体 が 行 う 場 合 や ， 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 で 市 町 村 ，  NPO 等 が

実 施 す る 場 合 な ど ， 多 様 な 主 体 の 実 施 を 相 互 に 推 進 す る 内 容 と な っ て い る ．

保 全 事 業 と し て 実 施 す る 行 為 に つ い て は ， 捕 獲 等 の 許 可 や 特 別 保 護 地 区 内

の 行 為 許 可 が 不 要 と な る 適 用 除 外 が 規 定 さ れ た ．  

④  2014 年 の 法 律 名 ・ 目 的 等 改 正  

 シ カ ， イ ノ シ シ 等 一 部 の 鳥 獣 に よ る 農 林 水 産 業 や 生 態 系 へ の 被 害 が 深 刻

化 し 続 け て い る こ と を 受 け ，  2007 年 に は 鳥 獣 被 害 防 止 特 措 法 （ 鳥 獣 に よ る

農 林 水 産 業 等 に 係 る 被 害 の 防 止 の た め の 特 別 措 置 に 関 す る 法 律 ） が 制 定 さ

れ ， そ れ に 伴 う 一 部 改 正 が 行 わ れ た ． さ ら に  2013 年  12 月 ， 環 境 省 及 び 農 水

省 は 「 抜 本 的 な 鳥 獣 捕 獲 強 化 対 策 」 を 策 定 し ，  10 年 後 （  2023 年 ） ま で に ，

シ カ ， イ ノ シ シ の 生 息 個 体 数 を 半 減 さ せ る 目 標 を 立 て て 取 り 組 ん で い く こ

と と な っ た ．  

  2014 年 の 法 改 正 は ， こ う し た 背 景 を 受 け ， 従 来 の 狩 猟 に 伴 う 危 険 の 防 止

や 鳥 獣 の 保 護 に 重 点 を 置 い た 施 策 か ら ， 鳥 獣 の 管 理 を 含 め た 積 極 的 な 対 策

に 重 点 を 置 い た 政 策 体 系 へ 転 換 し た 大 き な 意 味 を 持 つ も の だ と さ れ た （ 環
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境 省 自 然 環 境 局 野 生 生 物 課 鳥 獣 保 護 管 理 室 監 修  2017 ）． 具 体 的 に は 以 下 が

主 な 改 正 点 で あ っ た ．  

ⅰ  法 律 名 と 法 目 的 に 「 管 理 」 が 加 え ら れ ， 同 時 に 「 保 護 」 は 生 息 数 を

増 加 ， も し く は 生 息 域 を 拡 大 ま た は こ れ ら を 維 持 す る こ と ， 「 管 理 」 は 生

息 数 を 減 少 ， ま た は 生 息 地 を 縮 小 さ せ る こ と を い う と 定 義 が 規 定 さ れ た ．  

ⅱ  「 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 」 が 「 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 計 画 」 に 改 め ら れ ， 下

位 計 画 で あ っ た 「 特 定 鳥 獣 保 護 管 理 計 画 」 は ， 国 の 「 希 少 鳥 獣 保 護 計 画 」

「 特 定 希 少 鳥 獣 管 理 計 画 」， 都 道 府 県 の 「 第 一 種 特 定 鳥 獣 保 護 計 画 」 「 第

二 種 特 定 鳥 獣 管 理 計 画 」 に 再 編 成 さ れ た  

ⅲ  環 境 大 臣 が 「 指 定 管 理 鳥 獣 」 を 定 め ， 都 道 府 県 ま た は 国 の 機 関 が 集

中 的 に 捕 獲 等 を 行 う 事 業 （ 指 定 管 理 鳥 獣 捕 獲 等 事 業 ） に つ い て は ， 捕 獲 等

の 許 可 を 不 要 と し ， 一 定 の 条 件 下 で 夜 間 銃 猟 を 可 能 と す る 等 の 規 制 緩 和 を

行 っ た ．  

ⅳ  指 定 管 理 鳥 獣 捕 獲 等 事 業 を 受 託 す る な ど 鳥 獣 の 捕 獲 等 を 行 う 事 業 を

実 施 す る 者 に つ い て ， 一 定 の 基 準 に 適 合 し て い る こ と を 都 道 府 県 知 事 が 認

定 す る 制 度 （ 認 定 鳥 獣 等 捕 獲 事 業 者 制 度 ） が 導 入 さ れ た ．  

ⅴ  都 道 府 県 知 事 の 許 可 を 受 け る こ と に よ り ， 住 居 集 合 地 域 等 に お い て

も 麻 酔 銃 に よ る 鳥 獣 の 捕 獲 等 が で き る こ と と さ れ た ．  

ⅵ  網 猟 免 許 と わ な 猟 免 許 の 取 得 年 齢 が  20 歳 以 上 か ら  18 歳 以 上 に 引 き 下

げ ら れ た ．  

こ の 改 正 に お い て は ， 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 計 画 へ の 移 行 等 に 伴 い ， 鳥 獣 保

護 員 も 鳥 獣 保 護 管 理 員 に 名 称 が 改 め ら れ た が ， 鳥 獣 保 護 区 に 関 す る 条 文 の

変 更 は な か っ た ．  

 

２ ． ２  鳥 獣 保 護 区 の 理 念 の 変 化  

 

（ １ ） 鳥 獣 保 護 区 創 設 時 （  1950 年 ）  

  1950 年 の 法 改 正 に よ り 誕 生 し た 鳥 獣 保 護 区 は ，  1901 年 以 来 の 「 禁 猟 区 」

と 併 存 す る 形 で 設 け ら れ た ． 法 律 の 条 文 上 は ， 禁 猟 区 は ， 農 林 大 臣 ま た は

都 道 府 県 知 事 が 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 の 為 ま た は 土 地 所 有 者 の 出 願 そ の 他 の 事 由

に よ り 必 要 と 認 め る 場 合 に  10 年 以 内 の 期 間 を 定 め て 設 け る こ と が で き る

（ 狩 猟 法 第  9 条 ） の に 加 え ， 鳥 獣 保 護 区 は ， 農 林 大 臣 ま た は 都 道 府 県 知 事

が 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 を 図 る た め 特 に 必 要 が あ る と き 省 令 に 基 づ き 設 定 す る こ

と が で き る （ 同 法 第  8 条 ノ  2 ） と 規 定 さ れ た も の で あ る ． な お ， 鳥 獣 保 護

区 の 面 積 は 政 令 （ 施 行 令 ） で  500 町 歩 以 上 （ 土 地 お よ び 水 面 ）， 存 続 期 間

は 省 令 （ 施 行 規 則 ） で  20 年 以 内 と 規 定 さ れ た ．  

 1950 年 当 時 ， 禁 猟 区 は 国 設  97 カ 所 ， 県 設  128 カ 所 の 計  225 カ 所 が 設 置 さ

れ て い た （ 林 野 庁  1969 ）． 禁 猟 区 が 実 際 に ど の よ う な 場 所 に 設 定 さ れ て い
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た か に つ い て ， 内 田 （  1930 ） は ， 目 的 に よ っ て 区 別 す れ ば ， ① 食 虫 鳥 類 繁

殖 地 の 保 護 ， ② 候 鳥 類 の 保 護 ， ③ 海 鳥 類 繁 殖 地 の 保 護 ， ④ 特 殊 鳥 獣 類 の 保

護 ， ⑤ 狩 猟 鳥 獣 類 の 保 護 ， の ５ つ に 分 け ら れ る と し て い る ． ま た ， 具 体 的

な 指 定 地 域 は ， 鳥 獣 保 護 施 設 要 覧 （ 農 林 省 畜 産 局  1928 ） で 知 る こ と が で き

る が ， こ こ に は 内 田 の 挙 げ た よ う な 目 的 以 外 に ， 風 致 保 存 ， 危 険 予 防 ， 野

火 防 止 ， 貯 水 池 保 護 ， 猟 区 設 定 （ 準 備 ） な ど の 理 由 が 記 さ れ て い る 禁 猟 区

も み ら れ る ．  

  1950 年 の 法 改 正 は ， ア メ リ カ に よ る 占 領 下 で 狩 猟 法 の 改 正 と し て 行 わ れ

た も の で あ る ．   GHQ の 天 然 資 源 局 野 生 生 物 科 長 と し て  1946 年 に 来 日 し た オ

ー ス チ ン 博 士 は ， 日 本 各 地 の 実 態 を 視 察 し ， 野 生 鳥 獣 の 著 し い 減 少 に 驚 き ，

保 護 の 徹 底 と 狩 猟 の 規 制 を 強 く 日 本 政 府 に 勧 告 し て い た ． 具 体 的 に は ，

 1946 年  11 月 に 開 催 し た 「 日 米 鳥 談 会 」 で 示 し た  5 項 目 の 中 に 「 完 全 な る 保

護 区 域 の 設 置 」 を 挙 げ て い た （ 松 山  1997 ） ほ か ，  1947 年 の 狩 猟 法 施 行 規 則

改 正 の 際 に 出 さ れ た 意 見 に お い て も 「 保 護 区 を 沢 山 つ く る こ と ， そ し て そ

れ を 規 則 に よ っ て 十 分 守 る よ う に し な け れ ば な ら な い 」 と 記 し て い た （ 林

野 庁  1969 ）． こ れ ら を 受 け て 行 わ れ た 法 改 正 に つ い て ， 「 鳥 獣 行 政 の あ ゆ

み 」 （ 林 野 庁  1969 ） で は ， 「 狩 猟 法 制 は ， 鳥 獣 保 護 の 方 向 に 前 進 し た が ，

予 算 措 置 が 不 十 分 な た め 思 う に 任 か せ ず ， 実 質 的 に は 狩 猟 の 規 則 を 強 め た

に 止 ま っ た 」 も の の 「 鳥 獣 保 護 区 制 度 の 新 設 は ， 鳥 獣 保 護 の た め ， 鳥 獣 の

捕 獲 を 禁 じ た の み な ら ず 土 地 所 有 者 等 の 私 権 を 公 的 に 制 限 し 得 る 途 を 開 い

た と い う 点 に お い て 画 期 的 な も の で あ り ， （ 中 略 ） 戦 後 に お け る 鳥 獣 保 護

思 想 の 進 歩 を 示 し た も の と い え る 」 と 評 さ れ て い る ．  

当 時 北 海 道 林 務 部 林 政 課 林 政 係 長 だ っ た 齋 藤 春 雄 は ， 札 幌 営 林 局 広 報 に

お い て 「 当 時 の 原 案 と し て は ， 従 来 の 狩 猟 法 を 廃 し ， 新 た に 鳥 獣 保 護 法 を

制 定 し ， 完 全 な も の に す る 当 局 の 考 え で あ っ た と 聞 い て い た 」 と 明 ら か に

し つ つ ， 狩 猟 法 に は 従 来 も 鳥 獣 保 護 に つ い て 様 々 な 区 域 的 禁 止 条 項 が 定 め

ら れ て い た が ， い ず れ も 捕 獲 の 禁 止 を 規 定 し て あ る の み で 積 極 的 な 保 護 対

策 に は 触 れ て い な か っ た こ と か ら ， 「 今 般 新 に 制 定 さ れ た 鳥 獣 保 護 区 は ，

鳥 獣 の 保 護 に つ い て 極 め て 強 い 力 を 持 っ て い て ， こ れ の 運 営 如 何 は ， 将 来

の 鳥 獣 の 繁 殖 を 左 右 す る と こ ろ が 極 め て 大 き い 」 「 従 来 は す べ て に 従 属 的

な 立 場 に お か れ て い た 鳥 獣 の 保 護 と 言 う こ と が ， こ の 保 護 区 の 持 つ 力 に よ

っ て ， は っ き り 浮 か び 上 が っ た の は 何 よ り よ ろ こ ば し い 」 と 記 し た （ 齋 藤

 1951 ）  

 こ の よ う に ， 区 域 内 を 禁 猟 と す る と と も に ， 土 地 所 有 者 に 設 定 者 が 行 う

保 護 繁 殖 施 設 に 関 す る 受 忍 義 務 を 定 め ， さ ら に 区 域 内 の 立 木 の 伐 採 等 の 行

為 が 規 制 さ れ る 地 域 と し て 誕 生 し た 当 初 の 鳥 獣 保 護 区 は ， ア メ リ カ の 先 進

的 な 鳥 獣 保 護 思 想 に 基 づ く ， 従 来 に は な か っ た 画 期 的 な 制 度 と し て 受 け 止

め ら れ て い た ．  
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（ ２ ） 現 制 度 移 行 時 （  1963 年 ）  

  1950 年 の 鳥 獣 保 護 区 創 設 以 降 ，  1956 年 に は 「 有 益 鳥 獣 の 保 護 増 殖 お よ び

狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 特 別 措 置 法 案 」 が 日 本 鳥 類 保 護 連 盟 （  1947 年 発 足 ）

や 全 国 知 事 会 な ど の 反 対 で 審 議 未 了 と な り ，  1958 年 に は 狩 猟 規 制 を 主 と し

た 一 部 法 改 正 が 行 わ れ た ． ま た ，  1960 年 に は 東 京 で 第  12 回 国 際 鳥 類 保 護 会

議 が 開 催 さ れ ， 鳥 獣 保 護 思 想 は 広 が り を 見 せ て い た ．  

 1963 年 の 法 律 改 正 の 基 と な っ た  1962 年  6 月  26 日 付 鳥 獣 審 議 会 答 申 に お い

て は 「 最 近 の 野 生 鳥 獣 減 少 の 実 態 に か ん が み ， 鳥 獣 保 護 区 を 積 極 的 に 増 加

し ， 保 護 施 設 の 整 備 を 図 る と と も に ， 現 在 の 禁 猟 区 は つ と め て 鳥 獣 保 護 区

に 編 入 す べ き で あ る ． ま た ， 禁 猟 区 の 名 称 は 廃 止 し て ， 鳥 獣 保 護 区 の う ち ，

経 費 を 投 入 し て 積 極 的 に 野 生 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 を 図 る べ き 地 域 を 第 一 種 鳥 獣

保 護 区 と 称 し ， そ の 他 の 保 護 地 域 を 第 二 種 鳥 獣 保 護 区 と 称 す る の が 妥 当 で

あ る ．」 と さ れ て い た ． な お ， こ の 答 申 で は 「 狩 猟 は ， 農 林 大 臣 が 指 定 す

る 猟 場 に お い て の み 行 う も の と 改 め る 」 「 都 道 府 県 知 事 は ， 農 林 大 臣 が 指

定 し た 猟 場 を 狩 猟 区 お よ び 休 猟 区 に 分 け そ れ を 適 切 に 運 用 す る 」 こ と も 併

せ て 提 言 し て い た こ と は 重 要 で あ る ．  

こ れ に 対 し ， 実 際 に 行 わ れ た 法 律 改 正 に つ い て ， 林 野 庁 監 修 の 「 鳥 獣 保

護 と 狩 猟 （ 法 律 の 解 説 ） （ 鳥 獣 行 政 研 究 会 編  1963 ）」 で は ， 「 双 方 と も に

目 的 を 同 じ く す る 地 区 と な れ ば ， そ の 違 い は ， 単 に 所 有 権 の 規 制 の 程 度 の

差 と な る ． そ し て 禁 猟 区 を 鳥 獣 保 護 区 と す る に つ い て は ， 従 来 の 鳥 獣 保 護

区 の よ う に ， 立 木 の 伐 採 ， そ の 他 土 地 の 形 質 変 更 ま で は と ら ぬ と し て も ，

国 や 都 道 府 県 が 鳥 獣 保 護 の た め に 設 け る ， 巣 箱 ， え さ 台 ， え さ 木 の 植 栽 な

ど に つ い て の 所 有 者 の 受 忍 義 務 は 少 な く と も 付 加 せ ね ば 改 正 の 意 味 が な い ．

そ の よ う に 改 正 す る と 両 者 の 異 り は 単 に 前 記 の 許 可 制 の 有 無 だ け に な る ．

こ の 許 可 制 の 必 要 の あ る 地 区 と な い 地 区 と は 必 ず し も 別 に 存 在 す る も の で

は な く ， 一 つ の 地 区 の 中 で そ れ を 必 要 と す る 地 区 と そ う で な い 地 区 と い う

よ う な 関 係 で 併 存 す る の が 実 態 で あ る ．」 と の 理 由 か ら ， 「 そ こ で ， 第 一 ，

第 二 と い う よ う な 名 称 は 採 用 せ ず ， 従 来 の 禁 猟 区 は こ れ に 前 述 の 受 忍 義 務

を 付 加 し て 鳥 獣 保 護 区 と 改 称 し ， 従 来 の 鳥 獣 保 護 区 に あ た る 土 地 所 有 権 等

の 規 制 地 区 は ， 新 設 の 鳥 獣 保 護 区 の 中 の 特 別 保 護 地 区 と し て 位 置 づ け る こ

と に な っ た 」 と 説 明 し て い る ．  

こ の 改 正 に お い て は ， 答 申 に あ っ た 狩 猟 の 場 の 限 定 は 実 現 せ ず 乱 場 制 が

維 持 さ れ た が ， 鳥 獣 保 護 区 に 加 え ， 可 猟 地 域 の 中 で 巡 回 式 に 一 定 の 地 域 を

限 っ て 狩 猟 を 禁 止 し ， 狩 猟 鳥 獣 の 生 息 状 況 の 回 復 を 図 る 「 休 猟 区 」 も 新 設

さ れ た ．  

 こ の よ う に ， 当 時 の 鳥 獣 保 護 区 の 理 念 と し て は ， 土 地 所 有 者 の 受 忍 義 務

が 重 視 さ れ て お り ， 行 為 規 制 は さ ら に 特 別 な ゾ ー ニ ン グ 下 で 行 わ れ る 強 い
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措 置 と い う 位 置 づ け だ っ た こ と が 分 か る ． 狩 猟 者 数 が ピ ー ク に 向 か っ て い

た こ の 時 期 に 整 理 さ れ た 概 念 が ， こ の 後 ，  1972 年 か ら  1978 年 に か け て の

「 狩 猟 の 場 」 に 関 す る 集 中 的 な 議 論 を 経 て も ， 政 令 に よ る 特 別 保 護 指 定 区

域 の 指 定 制 度 が 作 ら れ た こ と 以 外 は 変 わ ら ぬ ま ま 現 在 に 至 っ て お り ， 近 代

の 保 護 地 域 の 概 念 （  IUCN 1994 な ど ） と 乖 離 し て き て い る と 推 察 さ れ る ．  

 

（ ３ ） 保 全 事 業 導 入 時 （  2006 年 ）  

  2006 年 の 法 改 正 に お い て は ， 鳥 獣 保 護 区 及 び 特 別 保 護 地 区 の 定 義 や 規 制

範 囲 等 の 変 更 は な か っ た が ， 鳥 獣 保 護 区 に お け る 保 全 事 業 （ 鳥 獣 の 生 息 地

の 保 護 及 び 整 備 を 図 る た め の 事 業 ） の 規 定 が 新 設 さ れ た ． こ の 目 的 は ，

「 近 年 ， 周 辺 地 域 か ら の 土 砂 や 汚 濁 物 質 の 流 入 ， 増 加 し た シ カ 等 の 動 物 に

よ る 植 生 被 害 等 に よ り ， 従 来 の 自 然 環 境 に 適 応 し て き た 鳥 獣 の 生 息 に 悪 影

響 が 及 ぶ 例 が 見 ら れ る 」 こ と や 「 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 目 的 を 達 成 す る た め に

は ， 従 来 の 鳥 獣 の 捕 獲 や 開 発 行 為 の 規 制 だ け で は 困 難 な 状 況 と な っ て い る 」

こ と か ら ， 「 鳥 獣 の 生 息 地 の 保 護 及 び 整 備 を 図 る 事 業 を 積 極 的 に 行 い ， 鳥

獣 保 護 区 の 機 能 の 維 持 ， 向 上 を 図 る 」 と 説 明 さ れ て い る （ 鳥 獣 保 護 管 理 研

究 会  2008 ）．  

こ の 改 正 に 先 立 っ て 行 わ れ た ， 中 央 環 境 審 議 会 野 生 生 物 部 会 や 自 然 保 護

管 理 小 委 員 会 に お い て ， 具 体 的 な 鳥 獣 保 護 区 の 事 例 が 挙 げ ら れ 議 論 さ れ た

形 跡 は 見 ら れ な い が ， 前 述 し た 通 り ，  2000 年 度 か ら 公 共 事 業 と し て ウ ト ナ

イ 湖 及 び 森 吉 山 で 実 施 さ れ た 「 野 生 鳥 獣 と の 共 生 環 境 等 整 備 事 業 」 や ， ビ

オ ト ー プ の 整 備 等 を 目 的 と し た 補 助 制 度 の 対 象 に 「 野 生 鳥 獣 の 移 動 経 路 の

保 全 」 等 が 新 た に 追 加 さ れ て い た こ と な ど が 背 景 に あ っ た と 考 え ら れ る ．

な お ， 施 行 後 に 実 際 に 保 全 事 業 が 導 入 さ れ た 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に つ い て は ，

第 ４ 章 で 分 析 す る ．  

 い ず れ に し て も ， 当 時 か ら ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 は 国 際 的 に 重 要 な 湿 地 等

に お け る 指 定 が 増 加 す る 一 方 ， 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 は ， 農 林 水 産 業 被

害 を 背 景 に 指 定 が 進 ま ず 横 ば い の 傾 向 に あ り ， 鳥 獣 保 護 区 に お け る 生 息 環

境 の 積 極 的 な 保 全 ・ 改 善 が 必 要 で あ る こ と が 強 調 さ れ て い た ． 当 時 の 審 議

会 答 申 （  2006 年  2 月 ） で は ， 保 全 事 業 の 導 入 以 外 に も ， 鳥 獣 保 護 区 の 適 切

な 配 置 や 管 理 の 推 進 ， 鳥 獣 保 護 区 ご と の 保 護 に 関 す る 指 針 の 充 実 や 管 理 計

画 の 策 定 ， 特 別 保 護 地 区 の 計 画 的 な 指 定 と よ り 適 切 な 管 理 ， 特 別 保 護 指 定

区 域 に お け る 各 区 域 の 状 況 に 応 じ た 選 択 的 な 規 制 実 施 の 検 討 な ど が 指 摘 さ

れ て い た ． こ れ ら は ， 狩 猟 の 禁 止 を 柱 と す る 鳥 獣 保 護 区 制 度 か ら の 抜 本 的

な 転 換 を 必 要 と す る 大 き な 課 題 と し て ， 現 在 ま で 引 き 継 が れ て い る と 考 え

ら れ る ．  
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２ ． ３  許 可 権 限 お よ び 他 法 令 に よ る 保 護 制 度 と の 関 係  

鳥 獣 保 護 区 に お け る 国 指 定 と 都 道 府 県 指 定 の 役 割 分 担 や 効 果 的 な 連 携 を

考 え る う え で は ， 各 々 の 指 定 に よ る 許 可 手 続 の 実 際 を 念 頭 に お く 必 要 が あ

る ． 他 法 令 に 基 づ く 保 護 地 域 と 重 複 す る 場 合 は 特 に 複 雑 な 関 係 が あ り ， 精

査 が 重 要 と な る ． こ こ で は ， 鳥 獣 保 護 区 内 で 捕 獲 等 を 行 う 場 合 や 鳥 獣 保 護

区 特 別 保 護 地 区 内 で 規 制 行 為 を 行 う 場 合 の 許 可 に つ い て 包 括 的 な 整 理 を 行

う ．  

 

（ １ ） 捕 獲 等 許 可 に 係 る 整 理  

① 捕 獲 許 可 権 限 の 基 本 区 分  

 1999 年 の 「 地 方 分 権 一 括 法 」 に よ り 行 わ れ た 改 正 に よ り ， 鳥 獣 捕 獲 許 可

権 限 区 分 の 整 理 に つ い て は ， 従 来 は 捕 獲 の 目 的 別 に 対 象 種 を 限 り 都 道 府 県

知 事 の 権 限 が 定 め ら れ て い た も の が ，  (1) 国 設 鳥 獣 保 護 区 内 に お け る 捕 獲 ，

 (2) 保 護 繁 殖 を 特 に 図 る 必 要 が あ る 種 の 捕 獲 ，  (3) 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 上 重 大 な 支

障 の あ る 網 又 は わ な で の 捕 獲 に つ い て は 環 境 庁 長 官 （ 当 時 ） 権 限 ， そ の 他

は 都 道 府 県 知 事 権 限 と 改 め ら れ た ． こ れ に よ り 現 在 は ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区

内 で の 捕 獲 許 可 は 全 て 環 境 大 臣 権 限 ， 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 内 で の 捕 獲

許 可 は ， 大 臣 権 限 鳥 獣 （ 哺 乳 類 お よ び 鳥 類 の レ ッ ド リ ス ト に お い て 絶 滅 危

惧 （  IA 類 及 び  IB 類 並 び に  II 類 ） と さ れ て い る 種 （ 亜 種 を 含 む ） の う ち 鳥 獣

保 護 法 の 対 象 と な る も の を 施 行 規 則 の 別 表 と し て 規 定 ） を 捕 獲 す る 場 合 と

「 か す み 網 」 を 用 い る 場 合 は 環 境 大 臣 権 限 ， そ れ 以 外 の 場 合 は 知 事 権 限 と

な っ て い る ．  

 な お ，  2006 年 の 鳥 獣 法 改 正 で 設 け ら れ た ， 鳥 獣 保 護 区 の 保 全 事 業 と し て

実 施 さ れ る 捕 獲 に つ い て は ， 捕 獲 許 可 を 受 け る 必 要 が な く ， 同 様 に  2014 年

の 鳥 獣 法 改 正 に よ り ， 鳥 獣 法 第  14 条 の  2 に 基 づ く 指 定 管 理 鳥 獣 捕 獲 等 事 業

と し て 行 わ れ る 場 合 は ， 鳥 獣 保 護 区 か 否 か に 関 わ ら ず 捕 獲 等 の 許 可 は 不 要

（ 適 用 除 外 ） と な っ て い る ．  

② 他 法 令 と の 関 係  

 他 法 令 と の 関 係 で は ． 手 続 き の 合 理 化 等 の 観 点 か ら 特 例 や 適 用 除 外 の 規

定 が 各 々 に 置 か れ て い る ．    

（ ⅰ ） 捕 獲 対 象 に 係 る 関 係  

種 の 保 存 法 （  1992 年 施 行 ） に 基 づ く 希 少 野 生 動 植 物 種 の 捕 獲 等 の 許 可 等

を 受 け た 場 合 ， も し く は 認 定 保 護 増 殖 事 業 等 と し て 捕 獲 等 を 行 う 場 合 に は ，

鳥 獣 法 に 基 づ く 環 境 大 臣 に よ る 捕 獲 許 可 は 不 要 と さ れ て い る （ 鳥 獣 法 第  9

条 第  14 項 ）． つ ま り 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 内 の 場 合 は ， 希 少 野 生 動 植 物 種 に 該

当 す る 鳥 獣 の 捕 獲 許 可 は ， 種 の 保 存 法 の 手 続 き だ け で 済 む こ と と な っ て い

る ．  

外 来 生 物 法 （  2005 年 施 行 ） に 基 づ き 確 認 ・ 認 定 を 受 け た 防 除 と し て 行 わ
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れ る 特 定 外 来 生 物 の 捕 獲 等 に つ い て は 鳥 獣 法 の 適 用 は 受 け な い と さ れ て い

る （ 外 来 生 物 法 第  12 条 及 び 第  18 条  4 項 ）． 例 え ば ， 外 来 生 物 法 の 防 除 の 認

定 を 受 け た 民 間 業 者 が 鳥 獣 保 護 区 で ア ラ イ グ マ を 捕 獲 し よ う と す る 場 合 ，

国 指 定 ， 都 道 府 県 指 定 の い ず れ で も 鳥 獣 法 の 許 可 は 不 要 で あ る ． し か し ，

確 認 ・ 認 定 を 受 け て い な い 者 が 捕 獲 す る 場 合 は ， 鳥 獣 法 の 捕 獲 許 可 権 限 に

基 づ い て 環 境 大 臣 ま た は 都 道 県 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い ．  

鳥 獣 被 害 防 止 特 措 法 （  2007 年 施 行 ） に 基 づ き 被 害 防 止 計 画 を 作 成 し た 市

町 村 に つ い て は ， 鳥 獣 法 に お け る 都 道 府 県 知 事 の 捕 獲 許 可 権 限 が 計 画 作 成

市 町 村 長 に 読 み 替 え ら れ る こ と と さ れ て い る ． こ れ に よ り ， 鳥 獣 保 護 区 に

お け る 捕 獲 等 の 場 合 も ， 都 道 府 県 指 定 の 場 合 は 市 町 村 長 の 許 可 で 足 り る こ

と に な る が ， 国 指 定 の 場 合 に は 該 当 し な い ．  

（ ⅱ ） 他 法 令 の 保 護 地 域 と の 関 係  

 自 然 公 園 法 （  1957 年 施 行 ） に 基 づ く 国 立 公 園 ま た は 国 定 公 園 の 特 別 保 護

地 区 に お い て は ， 鳥 獣 を 含 む 動 物 の 捕 獲 等 は ， そ れ ぞ れ 環 境 大 臣 ま た は 都

道 府 県 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば し て は な ら な い ． そ の 上 で ， 国 立 公 園 に

お い て 鳥 獣 法 に 基 づ く 環 境 大 臣 の 許 可 ， 国 定 公 園 に お い て 都 道 府 県 知 事 の

許 可 を 受 け て い る 場 合 は 自 然 公 園 法 の 許 可 を 要 し な い と さ れ て い る （ 自 然

公 園 法 施 行 規 則 第  12 条 ）． こ の た め ， 許 可 権 限 に い わ ゆ る 「 ね じ れ 」 が 生

じ て い る 場 合 ， す な わ ち ， 国 立 公 園 と 重 複 す る 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 ，

も し く は 国 定 公 園 と 重 複 す る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に お い て 鳥 獣 を 捕 獲 し よ う

と す る 場 合 は ， 両 法 に 基 づ く 許 可 を ， 環 境 大 臣 と 都 道 府 県 知 事 の 其 々 に 申

請 し て 受 け る 必 要 が あ る ． た だ し ， 同 施 行 規 則 に は ， 鳥 獣 法 に 基 づ く 指 定

管 理 鳥 獣 捕 獲 等 事 業 ま た は 保 全 事 業 と し て 行 わ れ る 場 合 に は ， こ の よ う な

鳥 獣 保 護 区 の 指 定 主 体 に よ る 差 異 が 生 じ な い よ う に 規 定 さ れ ， 自 然 公 園 法

の 許 可 は 不 要 と な っ て い る ．  

 ま た ，  2010 年 か ら 自 然 公 園 法 及 び 自 然 環 境 保 全 法 に 導 入 さ れ た 生 態 系 維

持 回 復 事 業 と し て 実 施 さ れ る 場 合 は ， 自 然 公 園 法 に 基 づ く 許 可 を 得 る 必 要

は な い （ 自 然 公 園 法 第  20 条 第  9 項 ，  21 条 第  8 項 ）． こ の 適 用 除 外 は ， 国

立 ・ 国 定 公 園 の い ず れ も 対 象 と な る が ， 前 述 の 関 係 か ら ， 例 え ば ， 国 立 公

園 特 別 保 護 地 区 と 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 が 重 複 し て い る 地 域 に お い て ，

国 立 公 園 の 生 態 系 維 持 回 復 事 業 と し て シ カ の 捕 獲 が 行 わ れ る 場 合 ， そ れ が

鳥 獣 保 護 区 の 保 全 事 業 や 鳥 獣 法 の 指 定 管 理 鳥 獣 捕 獲 等 事 業 に 位 置 付 け ら れ

て い な け れ ば ， 鳥 獣 保 護 法 に 基 づ く 知 事 の 捕 獲 許 可 も 受 け て お く 必 要 が あ

る ．  

な お ， 国 立 ・ 国 定 公 園 の 特 別 地 域 で は ， 公 園 ご と に 指 定 す る 動 物 （ い わ

ゆ る 指 定 動 物 ） の 捕 獲 等 が 禁 止 さ れ る が ， 実 態 と し て 哺 乳 類 お よ び 鳥 類 は

指 定 さ れ て い な い と 考 え ら れ る ． ま た ， 都 道 府 県 立 自 然 公 園 に つ い て は ，

特 別 保 護 地 区 の 指 定 が 推 奨 さ れ て お ら ず （  2013 年  5 月  17 日 付 環 境 省 自 然 環
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境 局 長 通 知 ）， 実 際 に 指 定 は 行 わ れ て い な い と 想 定 さ れ る ．  

自 然 環 境 保 全 法 （  1972 年 施 行 ） に 基 づ く 原 生 自 然 環 境 保 全 地 域 に お い て

は 動 植 物 の 採 捕 等 が 原 則 禁 止 さ れ ， 自 然 環 境 保 全 地 域 に お い て は 指 定 動 植

物 の 採 捕 等 を 禁 止 す る 野 生 動 植 物 保 護 地 区 が 指 定 で き る こ と に な っ て い る ．

こ れ ら と 重 複 す る 鳥 獣 保 護 区 で 対 象 種 を 捕 獲 す る 場 合 に は 両 法 の 許 可 が 必

要 と な る が ， 自 然 環 境 保 全 地 域 の 野 生 動 植 物 保 護 地 区 に お け る 保 護 す べ き

野 生 動 植 物 種 と し て ， 実 態 と し て は ， 植 物 お よ び チ ョ ウ 類 の 指 定 の み で 鳥

獣 は 対 象 と さ れ て い な い ． な お ， 都 道 府 県 自 然 環 境 保 全 地 域 に お け る 野 生

動 植 物 保 護 地 区 の 保 護 対 象 と し て は ， 愛 知 県 の 「 海 上 の 森 自 然 環 境 保 全 地

域 」 の  3 地 区 で ア ズ マ モ グ ラ ， 佐 賀 県 の 「 多 良 岳 自 然 環 境 保 全 地 域 」 で ヤ

マ ネ が 挙 げ ら れ て い る （  2022 年  3 月  31 日 現 在 ）． こ の う ち 多 良 岳 自 然 環 境

保 全 地 域 は ， 佐 賀 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 と 重 複 し て お り ， 全 域 が 特 別 保 護 地 区

と な っ て い る ．  

種 の 保 存 法 に 基 づ く 生 息 地 等 保 護 地 区 に お い て は ， 管 理 地 区 内 で は 環 境

大 臣 が 指 定 す る 野 生 動 植 物 の 捕 獲 等 が 禁 止 さ れ る が ， 実 態 と し て 鳥 獣 （ 鳥

類 及 び 哺 乳 類 ） か ら は 指 定 さ れ て お ら ず ， 許 可 権 限 の 重 複 等 は 生 じ て い な

い ．  

 

（ ２ ） 特 別 保 護 地 区 に お け る 行 為 許 可 に 係 る 整 理  

 鳥 獣 保 護 区 特 別 保 護 地 区 に お い て 工 作 物 の 新 築 等 を 行 お う と す る 場 合 ，

保 全 事 業 と し て 実 施 さ れ る 行 為 以 外 は ， 国 指 定 の 特 別 保 護 地 区 で は 環 境 大

臣 ， 都 道 府 県 指 定 の 特 別 保 護 地 区 で は 当 該 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら

な い ．  

 自 然 公 園 法 に 基 づ く 行 為 許 可 （「  ( １  ) 捕 獲 等 許 可 に 係 る 整 理 ② 他 法 令

と の 関 係 」 で 述 べ た 動 物 の 捕 獲 等 以 外 ） に つ い て は ， 法 律 の 目 的 や 規 制 の

趣 旨 の 違 い か ら ， 適 用 除 外 の 規 定 は 設 け ら れ て い な い ． 前 提 と な る 許 可 不

要 行 為 の 範 囲 や 許 可 基 準 等 も 各 々 の 制 度 で 定 め ら れ て い る ． こ の た め ， 国

立 公 園 と 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 ， 国 定 公 園 ・ 都 道 府 県 立 自 然 公 園 と 国 指

定 鳥 獣 保 護 区 が 重 複 し て い る 地 域 の 場 合 は ， 両 法 に 基 づ く 環 境 大 臣 と 都 道

府 県 知 事 の 許 可 等 を 各 々 受 け る 必 要 が あ り ， 国 立 公 園 と 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 ，

国 定 公 園 ・ 都 道 府 県 立 自 然 公 園 と 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 が 重 複 し て い る

地 域 の 場 合 に も 両 法 に 基 づ く 同 じ 許 可 権 者 の 許 可 等 を 得 る 必 要 が あ る ． な

お ， 巣 箱 ・ 給 餌 台 ・ 給 水 台 等 の 設 置 ， 鳥 獣 害 防 止 の た め の カ メ ラ や 柵 ・ 金

網 等 の 新 改 増 築 ， 鳥 獣 保 護 区 の 保 全 事 業 の た め の 木 竹 の 損 傷 （ 特 別 保 護 地

区 の 場 合 は 放 鳥 獣 も ）， 野 生 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 の た め の 標 識 の 設 置 等 ， 鳥 獣

保 護 区 の 管 理 者 が 鳥 獣 保 護 の た め に 行 う 必 要 が あ る よ う な 行 為 は ， 許 可 不

要 と し て 明 示 さ れ て い る （ 自 然 公 園 法 施 行 規 則 第  12 ，  13 条 ）． な お ， 自 然

公 園 法 に 基 づ く 生 態 系 維 持 回 復 事 業 と し て 行 わ れ る 行 為 は 国 立 ・ 国 定 公 園
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の い ず れ も 同 法 の 許 可 を 受 け る 必 要 は な い （ 自 然 公 園 法 第  20 条 第  9 項 ，  21

条 第  8 項 ） が ， 鳥 獣 保 護 区 特 別 保 護 地 区 に お け る 行 為 許 可 は ， 大 臣 ・ 知 事

の い ず れ も 適 用 除 外 と は さ れ て い な い ．  

 自 然 環 境 保 全 法 （  1972 年 施 行 ） に 基 づ く 原 生 自 然 環 境 保 全 地 域 ， 自 然 環

境 保 全 地 域 の 特 別 地 区 に お け る 行 為 許 可 の 場 合 も ， 基 本 的 に は 適 用 除 外 の

規 定 は な い ． 許 可 不 要 行 為 と し て は ， 野 生 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 の た め の 標 識 の

設 置 （ 原 生 自 然 環 境 保 全 地 域 は こ れ の み ）， 巣 箱 ・ 給 餌 台 ・ 給 水 台 の 設 置

等 ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 保 全 事 業 と し て 行 わ れ る 木 竹 の 損 傷 は 許 可 不 要 と

し て 規 定 さ れ て い る （ 自 然 環 境 保 全 法 施 行 規 則 第  3 ，  18 ，  19 条 ）  

種 の 保 存 法 に 基 づ く 生 息 地 等 保 護 地 区 の 管 理 地 区 に お け る 行 為 許 可 に つ

い て も 同 様 に ， 野 生 鳥 獣 の 保 護 増 殖 の た め の 標 識 ・ 巣 箱 ・ 給 餌 台 ・ 給 水 台  

の 設 置 等 は 許 可 不 要 と さ れ て い る （ 種 の 保 存 法 施 行 規 則 第  25 条 ）． な お ，

認 定 保 護 増 殖 事 業 等 と し て 行 う 行 為 に 関 し て も ， 捕 獲 許 可 の よ う な 不 要 規

定 は 鳥 獣 法 に は 規 定 さ れ て お ら ず ， こ れ ら が 重 複 す る 場 合 に は 両 法 に 基 づ

く 許 可 を 得 る 必 要 が あ る ．  

な お ， 文 化 財 保 護 法 等 に 基 づ く 現 状 変 更 の 手 続 き に つ い て も ， 当 該 指 定

（ 天 然 記 念 物 等 ） が 種 指 定 な の か 地 域 指 定 な の か ， 捕 獲 許 可 な の か 行 為 許

可 な の か に 関 わ ら ず ， 適 用 除 外 等 の 特 例 は 設 け ら れ て い な い ． ま た ， 森 林

法 に 基 づ く 保 安 林 解 除 等 に つ い て も 原 則 と し て 同 様 に 扱 わ れ て い る と 考 え

ら れ る ．  

 

２ ． ４  国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 計 画 の 進 捗 経 緯  

  1950 年 に 最 初 の 鳥 獣 保 護 区 制 度 が 創 設 さ れ ， 翌  1951 年 に 日 光 鳥 獣 保 護 区

と 浅 間 鳥 獣 保 護 区 の  2 カ 所 を 国 が 設 定 し た の が 我 が 国 最 初 の 鳥 獣 保 護 区 で

あ る （ 齋 藤  1951 ）． そ の 後  1963 年 ま で に ， 国 は  21 都 道 県  19 カ 所 に 鳥 獣 保 護

区 を 設 定 し た が ， 都 道 府 県 に よ る 設 定 は 北 海 道 の  2 カ 所 （ 大 沼 ， 濤 沸 湖 ）

の み に と ど ま っ た （ 林 野 庁  1969 ）  

  1964 年 に 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 制 度 と 共 に 現 行 の 鳥 獣 保 護 区 制 度 が ス タ ー ト

し た 際 ， 施 行 規 則 に お い て ， 国 有 地 の 占 め る 面 積 割 合 が  50% を 超 え ず ， 区

域 が 複 数 の 都 道 府 県 に わ た ら な い 場 合 は 知 事 が 設 定 し ， そ れ 以 外 は 国 が 設

定 す る （ た だ し 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 を 図 る た め 特 に 必 要 が あ る 時 は そ の 限 り で

な い ） こ と と さ れ た ．  1964 年 度 末 の 国 設 鳥 獣 保 護 区 は  273 カ 所 ， 第  1 次 事

業 計 画 後 の  1966 年 度 に は  366 カ 所 と な り （ 林 野 庁  1969 ）， そ の 後 も 国 設 鳥

獣 保 護 区 は 増 加 し て い っ た ．    

  1978 年 の 法 改 正 に 際 し て の 検 討 の 中 で ， そ れ ま で の 機 械 的 な 基 準 が 当 時

の 第  4 次 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 の 基 準 の 考 え 方 に も そ ぐ わ な く な っ て い た こ と

等 か ら ， 施 行 規 則 の 条 文 は 削 除 さ れ ， そ の 後 は 事 業 計 画 の 基 準 の 中 で 国 が

設 定 す る 鳥 獣 保 護 区 を 明 確 に 示 し て い く こ と と な っ た ． こ の 前 年 （  1977 年 ）
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の 鳥 獣 統 計 で は 国 設 鳥 獣 保 護 区 は  482 カ 所 あ り ， こ れ を  1986 年 ま で に  54 カ

所 ま で 削 減 し ， 管 理 や 施 設 整 備 面 を 充 実 さ せ て い く 方 針 が 示 さ れ た （ 日 比

野  1981 ）．  

 1964 年 か ら  2019 年 現 在 ま で の 鳥 獣 保 護 区 の 全 カ 所 数 と 国 設 （ 国 指 定 ） カ

所 数 の 推 移 を 図 ２ － １ に 示 し た ．  

 1978 年 に  54 カ 所 の 設 定 計 画 を 示 し て 以 降 は ， 国 は 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 の 基

準 お よ び そ の 作 成 要 領 と 併 せ て 国 設 鳥 獣 保 護 区 設 定 計 画 を 示 し て き た （ 表

２ － １ ）． 地 方 分 権 一 括 法 が 施 行 さ れ る 前 の  1996 年 の 通 達 で は ， 未 指 定 の

 11 カ 所 を 含 む  65 カ 所 の 指 定 計 画 が 示 さ れ て い た （  1996 年  12 月  12 日 付 環 境 庁

自 然 保 護 局 長 通 達 ）． こ こ で の 未 指 定  11 カ 所 の う ち ， 現 在 ま で 国 の 指 定 が

行 わ れ て い な い  4 カ 所 に つ い て は ， 第 ４ 章 で 考 察 す る ．  

 2000 年 に は ， 地 方 分 権 一 括 法 に よ る 改 正 と あ わ せ て ， そ れ ま で す べ て 環

境 庁 本 庁 で 行 わ れ て き た 国 設 鳥 獣 保 護 区 の 関 連 事 務 が ， 全 国 の 地 方 事 務 所

で 分 掌 さ れ る こ と に な っ た ． そ の た め ， 国 設 鳥 獣 保 護 区 の 管 理 や 指 定 ・ 更

新 に つ い て も 地 方 事 務 所 と 都 道 府 県 と の 間 で 調 整 が 行 わ れ る こ と か ら ， 本

庁 か ら 全 都 道 府 県 へ 一 律 に 指 定 計 画 を 提 示 す る 必 要 性 は 低 く な っ た と 推 察

さ れ る ． ま た ， 実 際 に 指 定 計 画 を 作 成 す る 場 合 に は ， 本 省 か ら 各 地 方 事 務

所 の 意 向 を 照 会 し 集 約 す る よ う な 流 れ に 変 わ っ て き た よ う で あ る ．  

な お ， 第  10 次 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 の 開 始 時 に あ た る  2007 年  3 月  23 日 に 都 道

府 県 へ 通 知 さ れ た 指 定 計 画 が 存 在 し ， 未 指 定  21 カ 所 を 含 む  88 カ 所 が 挙 げ ら

れ て い た （ 鳥 獣 保 護 管 理 研 究 会  2008 ）． こ こ で は ， 大 規 模 生 息 地 の 候 補 地

と し て ， 国 立 ・ 国 定 公 園 と 重 複 す る 地 域  6 カ 所 の 名 称 の ほ か ， コ ム ケ 湖 ，

三 番 瀬 （ 集 団 渡 来 地 ）， 口 永 良 部 島 （ 希 少 鳥 獣 生 息 地 ） な ど ，  1996 年 に は

示 さ れ な か っ た 候 補 地 で ， い ず れ も 現 在 ま で 指 定 に 至 っ て い な い 地 域 が 記

載 さ れ て い た ． こ の 指 定 計 画 が 発 出 さ れ た 時 期 は ， ラ ム サ ー ル 条 約 湿 地 候

補 地 検 討 会 が 候 補 地 を 挙 げ た こ と に よ り 第  9 回 締 約 国 会 議 （  2005 ） で  20 カ

所 も の 登 録 が 進 み ， 第  3 次 生 物 多 様 性 国 家 戦 略 （  2007 ） で 「 沿 岸 ・ 海 洋 域

に お け る 重 要 な 繁 殖 地 に お い て 保 護 区 の 指 定 に 努 め る 」 と 明 記 さ れ た 時 期

に あ た っ て お り ， 熟 度 が 低 い 地 域 を 含 め 野 心 的 な 計 画 が 示 さ れ た と 考 え ら

れ る ． 実 際 に ， 未 指 定 の  21 カ 所 の 内 ，  5 カ 所 （ 祇 苗 島 が 指 定 さ れ た 神 津 島

を 含 め る と  6 カ 所 ） の 集 団 繁 殖 地 ， 有 明 海 （ 集 団 渡 来 地 ）， 沖 縄 島 北 部

（ 希 少 鳥 獣 生 息 地 ） で は 指 定 が 実 現 し た が ， そ の 他  14 カ 所 は ， そ の 後 は 候

補 地 と し て 示 さ れ る こ と は な く 現 在 に 至 っ て い る ．  
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図 ２ － １  鳥 獣 保 護 区 の 総 数 （ 実 線 ） と 国 指 定 （ 国 設 ） 鳥 獣 保 護 区 数 （ 点

線 ） の 推 移  
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表 ２ － １  国 指 定 （ 国 設 ） 鳥 獣 保 護 区 指 定 （ 設 定 ） 計 画 の 変 遷 （ １ ／ ２ ）  

 

指定現況（2019）

名称
設定
状況

名称
設定
状況

名称
指定
状況

保護区名

大雪 未 大雪山 大雪山 大雪山 
十和田 十和田 十和田 十和田

白神山地 未 白神山地 白神山地
浅間 浅間 浅間 浅間 
白山 白山 白山 白山 
大台山系 大台山系 大台山系 大台山系 

剣山山系 剣山山系 剣山山系 
大山 大山 大山 大山 
石鎚山系 石鎚山系 石鎚山系 石鎚山系 
霧島 霧島 霧島 霧島 

支笏湖 未
栗駒 未
奥只見・尾瀬 未
南アルプス 未
氷ノ山 未
祖母傾山 未

小計 8 1 10 1 16 6 10
浜頓別クッチャロ湖 道 浜頓別クッチャロ湖 浜頓別クッチャロ湖 浜頓別クッチャロ湖 
サロベツ 道 サロベツ サロベツ サロベツ

濤沸湖 濤沸湖 濤沸湖 
野付半島 未 野付半島 未 野付半島・野付湾 野付半島・野付湾 
風蓮湖 道 風蓮湖 風蓮湖 風蓮湖 

厚岸・別寒辺牛・霧多
布

厚岸・別寒辺牛・霧多
布

厚岸・別寒辺牛・霧多
布

宮島沼 未 宮島沼 宮島沼
ウトナイト 道 ウトナイ湖 ウトナイ湖 ウトナイ湖 
小湊 小湊 小湊 小湊
伊豆沼 県 伊豆沼 伊豆沼 伊豆沼
仙台海浜 県 仙台海浜 仙台海浜 仙台海浜 

蕪栗沼・周辺水田 蕪栗沼・周辺水田
化女沼

最上川河口 最上川河口
大山上池・下池

福島潟 福島潟 福島潟 福島潟
瓢湖 未 瓢湖 瓢湖 

佐潟 県 佐潟 佐潟 佐潟
涸沼 
渡良瀬遊水地
葛西沖三枚洲 

谷津 未 谷津 谷津 谷津
片野鴨池 片野鴨池 片野鴨池 
庄内川・新川・日光川
河口部

未 藤前干潟 藤前干潟

浜甲子園 浜甲子園 浜甲子園 浜甲子園 
中海 中海 中海 中海 

宍道湖 宍道湖 

博多湾（福岡） 未 和白干潟
和白干潟・多々良川河
口
東よか干潟
肥前鹿島干潟
荒尾干潟 

荒崎（鹿児島） 県 荒崎 出水・高尾野 出水・高尾野
　※特定（希少）鳥獣生息地

屋我地 屋我地 屋我地 屋我地 
漫湖 漫湖 漫湖 漫湖 

与那覇湾
池間 

汐川（愛知） 未 汐川 未 汐川 未
コムケ湖 未
利根川下流部 未
三番瀬 未

小計 17 11 25 7 31 4 36

1979（第4次） 1996（第8次） 2007（第10次）

大規模生息地

集団渡来地

有明海（福岡、佐賀） 未 有明海（福岡、佐賀） 未 有明海（福岡、佐賀）
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表 ２ － １  国 指 定 （ 国 設 ） 鳥 獣 保 護 区 指 定 （ 設 定 ） 計 画 の 変 遷 （ ２ ／ ２ ）  

 

 

  

指定現況（2019）

名称
設定
状況

名称
設定
状況

名称
指定
状況

保護区名

天売島 道 天売島 天売島 天売島 
ユルリ・モユルリ 道 ユルリ・モユルリ ユルリ・モユルリ ユルリ・モユルリ
大黒島 大黒島 大黒島 大黒島 
日出島 県 日出島 日出島 日出島
三貫島 県 三貫島 三貫島 三貫島 

神津島 未 祗苗島 
大野原島

西之島 未 西之島
北硫黄島 未 北硫黄島 
南鳥島 未 南鳥島 

七ツ島 七ツ島 七ツ島
紀伊長島 紀伊長島 紀伊長島 紀伊長島

冠島・沓島 未 冠島・沓島 
鹿久居島 鹿久居島 鹿久居島 鹿久居島 
筑前沖ノ島 県 沖ノ島 沖ノ島 沖ノ島 
男女群島 男女群島 男女群島 男女群島 
草垣島 草垣島 草垣島 草垣島

枇榔島 未 枇榔島
仲之神島 未 仲の神島 仲の神島 仲の神島
鵜ノ山（愛知） 県

利根川河川敷 未 小見川、東庄周辺 未
小計 12 7 13 1 19 7 19

知床 未 知床 知床 知床
クッチャロ太（北海道） 釧路湿原 釧路湿原 釧路湿原
脇野沢（青森） 下北西部 下北西部 下北西部 

仏沼 仏沼 
大潟草原 大潟草原 大潟草原 大潟草原 
森吉山 森吉山 森吉山 森吉山 
大鳥・朝日 大鳥朝日 大鳥朝日 大鳥朝日 
鳥島 鳥島 鳥島 鳥島 
小笠原諸島 小笠原諸島 小笠原諸島 小笠原群島 
新穂（新潟） 小佐渡東部 小佐渡東部 小佐渡東部
北アルプス 北アルプス 北アルプス 北アルプス 

円山川下流域 
伊奈（長崎） 伊奈 伊奈 

舟志ノ内 
湯湾岳 湯湾岳 湯湾岳 湯湾岳 

名蔵アンパル 名蔵アンパル
やんばる（安田） 
やんばる（安波） 

大東諸島 大東諸島 
与那国島 未 与那国 与那国 与那国 
西表島 未 西表 西表 西表 

21

八代（山口） 県 八代 未 八代 未
西南（高知） 西南 西南 H26.3解除 
与那覇岳（沖縄） 県 与那覇岳 未 与那覇岳 未

口永良部島 未
小計 17 6 17 2 22 4 21
合計 54 25 65 11 88 21 86

1979（第4次） 1996（第8次） 2007（第10次）

集団繁殖地

希少鳥獣生息地

沖縄島北部 未
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２ ． ５  鳥 獣 保 護 区 の 管 理 要 員  

鳥 獣 保 護 区 に お け る 国 指 定 と 都 道 府 県 指 定 の 役 割 分 担 を 考 え る 際 に は ，

双 方 の 管 理 体 制 の 違 い を 理 解 し て お く こ と も 重 要 で あ る ．  

指 定 後 の 許 認 可 事 務 ， 関 連 事 業 の 実 施 等 に 係 る 一 義 的 な 管 理 主 体 と し て

は ， 国 指 定 の 場 合 は  7 カ 所 の 地 方 環 境 事 務 所 と  3 カ 所 の 自 然 環 境 事 務 所 ，

県 指 定 の 場 合 は 各 都 道 府 県 鳥 獣 行 政 担 当 課 お よ び 其 々 の 組 織 体 制 に 応 じ た

出 先 の 地 方 振 興 局 や 森 林 事 務 所 等 が そ れ に あ た っ て い る ．  

こ れ に 加 え て ， そ れ ら 管 理 組 織 の 業 務 を 補 助 す る 観 点 か ら ， 巡 視 活 動 や

鳥 獣 生 息 状 況 の 把 握 ， 利 用 者 指 導 等 の 日 常 的 な 現 場 管 理 を 行 う 管 理 要 員 が

位 置 づ け ら れ て い る ．  

 

（ １ ） 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 管 理 員  

 国 設 鳥 獣 保 護 区 管 理 員 は  1965 年 度 か ら 配 置 さ れ て い る ． 当 時 ， 大 部 分 が

国 有 林 野 で あ る 鳥 獣 保 護 区 は 営 林 局 署 が 維 持 管 理 し ， そ れ 以 外 は 各 都 道 府

県 に 依 頼 し て い た こ と か ら ， 管 理 体 制 の 強 化 を 図 る た め ， 知 事 が 特 に 必 要

と 認 め た 箇 所 に  1 人 ず つ 置 く こ と と さ れ た ． そ の 業 務 の 内 容 は ， ① 鳥 獣 保

護 区 の 標 識 の 管 理 ， ② 保 護 施 設 の 管 理 （ 巣 箱 ， 給 餌 ， 給 水  , 案 内 板 等 ），

③ 保 護 区 内 の 密 猟 防 止 と さ れ ， ① は  10 月 ， ② は 冬 期 （ 巣 箱 は  6 月 を 含 む ），

③ は  6 月 お よ び  11 月 か ら  2 月  15 日 ま で に 重 点 的 に 行 い ， 年 間 出 動 回 数 は  4

回 以 上  8 回 以 内 の 範 囲 内 で 知 事 が 定 め ， 謝 金 は 出 動  1 回 に  500 円 の 割 合 で

支 払 う と さ れ て い た （ 昭 和  40 年  5 月  24 日 付 林 野 庁 長 官 通 達 「 国 設 鳥 獣 保 護

区 管 理 員 設 置 要 領 」） 設 置 当 初 （  1965 年 度 ） の 配 置 人 員 は  160 人 ， 謝 金 に

あ て ら れ た 予 算 額 は  800 千 円 だ っ た （ 林 野 庁  1969 ）  

鳥 獣 行 政 が 環 境 庁 に 移 管 さ れ た 後 ，  1975 年 に は 「 国 設 鳥 獣 保 護 区 等 に 国

有 林 野 以 外 の 地 域 を 含 む 場 合 に は ， 営 林 局 長 は ， 原 則 と し て 国 有 林 野 に 限

り 管 理 委 託 を 受 け る こ と と す る （ そ れ 以 外 に つ い て は 知 事 が 行 う ）」 と 整

理 さ れ た （ 昭 和  50 年  5 月  23 日 お よ び  5 月  28 日 通 達 ） こ と を 受 け ， 翌 年 に は

「 国 設 鳥 獣 保 護 区 管 理 員 設 置 要 領 」 も 改 正 さ れ た （ 昭 和  51 年  7 月  5 日 付 自

然 保 護 局 長 通 達 ）． こ こ で は ， ① は  9 月 ， ② は 冬 期 （ 巣 箱 は 冬 期 及 び  6

月 ）， ③ は  5 月 ，  6 月 お よ び 狩 猟 期 間 中 に 重 点 的 に 行 い ， 年 間 出 動 回 数 は

 6 回 以 上  20 回 以 内 に お い て 知 事 の 計 画 書 に 基 づ き 環 境 省 自 然 保 護 局 長 が 定

め ， 賃 金 は 別 途 定 め る 額 を 支 払 う と 改 め ら れ た ．  

 そ の 後 ，  1978 年 の 法 改 正 に あ た り 国 設 鳥 獣 保 護 区 を  1 割 近 く ま で 減 少 さ

せ る 方 針 が 出 さ れ た 際 に は ， 鳥 獣 保 護 区 毎 に 管 理 の あ り 方 （ 通 年 巡 視 ， 季

節 巡 視 ， 巡 回 巡 視 の い ず れ か ） を 区 分 し ， 其 々 通 年 巡 視 は 年 間  300 日 ， 季

節 巡 視 は  6 か 月 程 度 で 年 間  150 日 ， 巡 回 巡 視 は 離 島 等 に 年 間  2 回 の 巡 視 を

計 画 す る こ と と さ れ た ． ま た ， こ の 巡 視 日 数 に つ い て は 「 鳥 獣 保 護 区 管 理

員 の 基 地 と な る 管 理 舎 が 整 備 す る ま で の 間 は ， 原 則 と し て ① の 場 合  60 日 ，
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② の 場 合  24 日 と す る 」 と 但 し 書 き が さ れ て い る （ 日 比 野  1981 ）． 当 時 ， 国

設 鳥 獣 保 護 区 の 箇 所 数 を 絞 り 込 む と 同 時 に ， 国 設 鳥 獣 保 護 区 の 管 理 の 充 実

を 図 る た め ， 必 要 な 箇 所 に は 管 理 舎 等 を 含 む 施 設 整 備 を 積 極 的 に 行 う 方 針

が 打 ち 出 さ れ て お り ， 昭 和  56 年 度 の 予 算 要 求 で は ク ッ チ ャ ロ 太 鳥 獣 保 護 区

の 管 理 舎 監 視 塔 の 予 算 要 求 が 行 わ れ て い た ． し か し ， そ の 後 は 環 境 省 の 思

惑 通 り に 予 算 が 確 保 さ れ ず ， 国 設 鳥 獣 保 護 区 の 管 理 棟 の 建 設 は 少 数 に 留 ま

っ た も の と 推 察 さ れ る ．  

 そ の 後  1999 年 の 法 改 正 に よ っ て 国 と 都 道 府 県 の 権 限 の 整 理 が 行 わ れ た た

め ， 国 設 に つ い て は ， 設 定 ， 管 理 と も に 環 境 庁 （ 当 時 ） が 実 施 す る こ と に

な り ， 国 設 鳥 獣 保 護 区 管 理 員 の 選 定 ， 配 置 も 環 境 庁 の 自 然 保 護 事 務 所 （ 当

時 ） が 担 当 す る こ と と な っ た ． こ の 際 に 定 め ら れ た 「 国 設 鳥 獣 保 護 区 管 理

員 設 置 等 要 領 」 （ 平 成  12 年  4 月  1 日 付 自 然 保 護 局 長 通 知 ） で は ， 管 理 員 の

業 務 は ， ① 密 猟 防 止 等 の た め の 巡 回 ， ② 利 用 者 の 指 導 ， ③ 鳥 獣 の 生 息 概 況

の 調 査 ， ④ 所 長 が 指 定 す る 環 境 省 直 轄 施 設 の 管 理 ， ⑤ そ の 他 所 長 が 指 示 す

る 事 項 と さ れ ， 出 勤 回 数 ， 業 務 内 容 等 は ， 任 命 さ れ た 管 理 員 に 対 し て 事 務

所 長 が 個 別 に 指 示 す る こ と と さ れ た ． ま た ， 同 時 に 各 国 設 鳥 獣 保 護 区 に つ

い て マ ス タ ー プ ラ ン を 作 成 す る 方 針 が 示 さ れ た が ， 必 ず し も 徹 底 さ れ ず に

今 日 に 至 っ て い る ．  

 当 時  54 カ 所 の 国 設 鳥 獣 保 護 区 の 管 理 形 態 は ， 原 則 と し て 通 年 巡 視 （  36 カ

所 ）， 繁 殖 期 や 渡 来 期 の 前 後 を 中 心 に し た 季 節 巡 視 （  7 カ 所 ）， 人 の 入 込

が な い 離 島 等 の 巡 回 巡 視 （ 隔 年 ， 数 年 お き の 場 合 を 含 む ．  11 カ 所 ） と さ れ

て い た （ 野 生 鳥 獣 保 護 管 理 研 究 会  ,2001 ）  

 な お ， 鳥 獣 統 計 に よ る と ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 管 理 員 の 配 置 人 数 は 地 区 数

の 増 加 に 応 じ て 増 加 傾 向 に あ り ，  2002 年 度 に は  56 地 区 に 対 し て  102 人 で あ

っ た が ，  2019 年 度 に は  86 地 区 に 対 し て  148 名 と な っ て い る ．  

 

（ ２ ） 鳥 獣 保 護 管 理 員  

 鳥 獣 保 護 管 理 員 は ， 現 行 法 第  78 条 に 規 定 さ れ て い る ． す な わ ち 「 鳥 獣 保

護 管 理 事 業 の 実 施 に 関 す る 事 務 を 補 助 さ せ る た め ， 都 道 府 県 に 鳥 獣 保 護 管

理 員 を 置 く こ と が で き る ． 鳥 獣 保 護 管 理 員 は ， 非 常 勤 と す る ．」 と い う 規

定 で あ り ，  2014 年 の 法 改 正 以 前 は ， 鳥 獣 保 護 員 と い う 名 称 が 用 い ら れ て い

た ． 鳥 獣 保 護 員 は ，  1963 年 法 改 正 に お い て 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 の 創 設 と 同 時

に 設 置 さ れ ， 当 初 か ら 義 務 規 定 で は な か っ た が ， 各 都 道 府 県 と も 設 置 を 行

っ た （ 林 野 庁  1969 ）． 鳥 獣 保 護 区 の 職 務 権 限 等 に つ い て は ， 施 行 通 達 （ 昭

和  38 年  7 月  22 日 農 林 事 務 官 よ り 各 県 知 事 宛 ） に お い て 示 さ れ て お り ， 通 常

業 務 と し て ， ① 鳥 獣 保 護 区 等 の 管 理 ， ② 狩 猟 取 締 り の 実 施 ， ③ 一 般 住 民 及

び 狩 猟 者 の 指 導 ， ④ 鳥 獣 保 護 思 想 の 普 及 啓 蒙 ， ⑤ 鳥 獣 に 関 す る 諸 調 査 ， 等

に 従 事 さ せ る こ と と さ れ た ． 鳥 獣 保 護 員 の 筆 頭 業 務 と し て 想 定 さ れ て い た
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の が 鳥 獣 保 護 区 等 の 管 理 だ っ た と い え る ．  

 鳥 獣 保 護 員 の 配 置 数 は ， 市 町 村 ご と に  1 名 の 割 合 と さ れ ， 狩 猟 期 間 中 は

週  2 回 ， そ の 他 の 期 間 中 は 月  2 回 出 勤 し ， そ の 他 は 任 意 勤 務 と す る こ と 等

が 示 さ れ て お り ， こ の 考 え 方 は ， 鳥 獣 保 護 管 理 員 に 改 名 さ れ た 現 在 に 至 る

ま で 踏 襲 さ れ て い る （ 環 境 省 自 然 環 境 局 野 生 生 物 課 鳥 獣 保 護 管 理 室 監 修

 2017 ）．  

 実 際 の 鳥 獣 保 護 管 理 員 の 配 置 お よ び 活 動 状 況 は 鳥 獣 統 計 に 掲 載 さ れ て い

る ． こ れ に よ る と ，  1990 年 代 以 降 の 配 置 人 数 は 市 町 村 数 と ほ ぼ 同 等 の  3 千

数 百 人 で 推 移 し て お り ，  2002 年 か ら  2006 年 に か け ， い わ ゆ る 「 平 成 の 大 合

併 」 に よ り 市 町 村 数 が 約 半 数 に 減 少 し て か ら も ， 微 減 傾 向 に と ど ま り 現 在

に 至 っ て い る ．  2019 年 度 統 計 で は ，  2,890 人 （ 対 象 市 町 村 数  1,696 ） の 鳥 獣 保

護 管 理 員 が 配 置 さ れ て い る ． 活 動 別 稼 働 日 数 を 見 る と ， 最 も 割 合 が 高 い の

は 「 狩 猟 取 締 り の 実 施 」 で ， 「 鳥 獣 保 護 区 等 の 管 理 」 は そ れ に 次 ぐ  2 番 目

の 稼 働 日 数 と な っ て い る ． 「 鳥 獣 保 護 区 等 の 管 理 」 の 稼 働 日 数 だ け で 見 る

と  2000 年 頃 を ピ ー ク に 漸 減 傾 向 と な っ て い る ．  2019 年 度 統 計 で は ， 鳥 獣 保

護 管 理 員 の 総 稼 働 日 数  137,805 日 の 内 ， 鳥 獣 保 護 区 等 の 管 理 等 に は  35,725 日

（  25.9% ） が 割 り 当 て ら れ た と さ れ て い る ．  

 な お ， 鳥 獣 保 護 （ 管 理 ） 員 に つ い て は ， 鳥 獣 保 護 及 び 狩 猟 に 関 し 相 当 の

知 識 を 有 し て お り ， 地 元 住 民 の 信 望 が あ る 者 が 選 定 さ れ る こ と と さ れ て い

る こ と な ど か ら ， 経 験 豊 富 な 狩 猟 者 か ら 選 任 さ れ る 場 合 が 多 い こ と が 指 摘

さ れ て い る ． こ う し た 鳥 獣 保 護 員 の 属 性 に つ い て 分 析 さ れ た 例 は 少 な い が ，

 1993 年 に 環 境 庁 （ 当 時 ） が 行 っ た ア ン ケ ー ト 調 査 に よ る と ， 狩 猟 免 許 所 持

者 が  93 ％ （ 自 然 保 護 団 体 の 会 員 で 狩 猟 免 許 所 持 者 以 外 が  7 ％ ）， 職 業 別 で

は ， 農 林 水 産 業 が  35 ％ ， 自 営 業 が  21 ％ だ っ た と さ れ て い る ． ま た ， 当 時 す

で に  60 歳 代 以 上 が  62 ％ を 占 め て お り ， 高 齢 化 が 指 摘 さ れ て い た （ 野 生 鳥 獣

保 護 管 理 研 究 会 編  2001 ）．  
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第３章 鳥獣保護区の指定区分および指定実績の変遷 

 

３ ． １  鳥 獣 保 護 区 と 指 定 区 分  

本 章 で は ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 お よ び 指 定 実 績 の 変 遷 に つ い て 取 り 上

げ る ．  

鳥 獣 保 護 区 の 箇 所 ご と の 指 定 目 的 や 保 護 対 象 は ， 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 計 画

（  2014 年 以 前 は 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 ） に 関 し て 国 が 定 め る 基 本 指 針 （  2002 年

以 前 は 基 準 ） （ 注 １ ） に 示 さ れ た 「 指 定 区 分 」 に よ っ て 明 ら か に さ れ て い

る ． 現 行 の 基 本 指 針 で は ， ① 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 ， ② 大 規 模 生 息 地 の

保 護 区 ， ③ 集 団 渡 来 地 の 保 護 区 ， ④ 集 団 繁 殖 地 の 保 護 区 ， ⑤ 希 少 鳥 獣 生 息

地 の 保 護 区 ， ⑥ 身 近 な 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 ， ⑦ 生 息 地 回 廊 の 保 護 区 ， の  7

区 分 が 設 け ら れ て い る ．  

特 別 保 護 地 区 も 含 め た 現 行 の 体 系 と な っ た  1963 年 以 降 ， 鳥 獣 保 護 区 の 指

定 区 分 は 何 度 か 見 直 さ れ て き た が ， そ の 変 遷 や 区 分 ご と の 指 定 実 績 に つ い

て は ほ と ん ど 分 析 さ れ て こ な か っ た ．  2020 ～  2021 年 度 に か け て 行 わ れ た ，

中 央 環 境 審 議 会 自 然 環 境 部 会 （ 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 の あ り 方 検 討 小 委 員 会 ）

に お け る 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 計 画 の 基 本 指 針 の 見 直 し 等 に 関 す る 検 討 に お い

て も ， 鳥 獣 保 護 区 に 関 す る 本 格 的 な 議 論 は な さ れ て い な い ．  

そ こ で 本 章 で は ， 鳥 獣 保 護 区 が 創 設 さ れ て か ら 約  70 年 を 経 て ， 狩 猟 免 許

所 持 者 が ピ ー ク を 越 え て 激 減 し ， シ カ や イ ノ シ シ 等 一 部 の 狩 猟 鳥 獣 に よ る

人 間 と の 軋 轢 が 深 刻 化 し て き た 中 で ， 指 定 区 分 が ど の よ う に 改 編 さ れ ， そ

れ に 対 応 し た 指 定 面 積 等 の 変 遷 を 概 観 す る ． こ れ に よ り 鳥 獣 保 護 区 制 度 の

実 績 を 評 価 し ， さ ら に 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 の 改 善 方 法 を 探 る ．    

 

３ ． ２  「 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 の 基 準 」 と 鳥 獣 統 計  

 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 は ，  1964 年 度 か ら 開 始 さ れ 概 ね  5 年 単 位 で 実 施 さ

れ て い る 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 （  2014 年 以 降 は 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 計 画 ． 以 下

「 計 画 」 と す る ） に 関 し て 国 が 定 め る 基 準 （  2002 年 以 降 は 基 本 指 針 ． 以 下

「 基 準 等 」 と す る ） に 記 述 さ れ て い る ． 本 研 究 で は ， 基 準 等 の 文 章 を ， 過

去 に 出 版 さ れ た 鳥 獣 保 護 等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 鳥 獣 法 」 と す る ） の 解 説

図 書 や 通 達 集 等 ， ま た は 環 境 省 ホ ー ム ペ ー ジ 等 か ら 収 集 し 整 理 し た （ 注 ）． 

指 定 実 績 に つ い て は ， 各 次 の 計 画 の 最 終 年 度 の 指 定 面 積 を 比 較 す る こ と

と し ， 鳥 獣 統 計 の 数 値 を 使 用 し た ． 鳥 獣 統 計 の 平 成  10 年 度 （  1998 年 度 ） 版

以 降 は イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 全 デ ー タ が 順 次 公 開 さ れ て い る （  2021 年  8 月 現

在 ， 平 成  29 年 度 （  2017 年 度 ） 版 ま で ） が ， そ れ 以 前 は 電 子 化 さ れ て い な い

た め ， 鳥 獣 統 計 の 冊 子 版 も し く は 既 存 出 版 物 に 転 載 さ れ て い る デ ー タ を 参

照 し た ． 前 者 に つ い て は ， 環 境 省 図 書 館 又 は 同 省 自 然 環 境 局 野 生 生 物 課 に
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保 管 さ れ て い る 冊 子 を 閲 覧 し て 用 い た ．  

 基 準 等 に は ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 に お け る 国 と 都 道 府 県 の 役 割 分 担 の 考 え

方 に つ い て も 記 述 さ れ て お り ， 現 行 の  7 区 分 で は ， 国 は 大 規 模 生 息 地 ， 集

団 渡 来 地 ， 集 団 繁 殖 地 ， 希 少 鳥 獣 生 息 地 の  4 区 分 を 指 定 し ， 都 道 府 県 は 全

て の 区 分 を 指 定 す る こ と と さ れ て い る ． 指 定 区 分 の 分 析 に お い て は ， 必 要

に 応 じ て 指 定 主 体 に つ い て も 考 慮 し た が ， 指 定 実 績 に 関 し て は ， 指 定 区 分

と の 対 応 を 把 握 す る 観 点 か ら ， 指 定 主 体 は 区 別 せ ず に 指 定 面 積 の 合 計 値 を

用 い て 解 析 を 行 っ た ．  

な お ， 法 律 で 鳥 獣 保 護 区 を 「 指 定 す る 」 と い う 用 語 が 使 わ れ て い る の は

 2002 年 の 全 部 改 正 （ ひ ら が な 書 き 口 語 体 化 ） 以 降 で ， そ れ 以 前 は 「 設 定 ス

ル 」 だ っ た が ， 本 章 で は 指 定 と い う 用 語 に 統 一 し て 記 述 し た ．    

 

３ ． ３  指 定 区 分 お よ び 指 定 実 績 の 変 遷  

 

３ ． ３ ． １  鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分  

 

（ １ ） 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 以 前 の 鳥 獣 保 護 区  

 第  2 次 世 界 大 戦 敗 戦 後 の  GHQ に よ る 占 領 行 政 下 で 行 わ れ た 法 改 正 の 一 環

と し て 鳥 獣 保 護 区 の 制 度 が 創 設 さ れ た  1950 年 か ら ， 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 制 度

が 創 設 さ れ た  1963 年 ま で の 鳥 獣 保 護 区 は ， 禁 猟 区 と 併 存 し て 設 け ら れ て お

り ， 捕 獲 の 禁 止 の み な ら ず 積 極 的 に 保 護 繁 殖 を 図 る た め ， 繁 殖 施 設 を 設 置

す る た め の 土 地 所 有 者 の 受 忍 義 務 や 一 定 規 模 以 上 の 行 為 規 制 を 課 す こ と が

で き る 区 域 と し て 指 定 さ れ て い た ． 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 目 的 に よ る 区 分 は 設

け ら れ て お ら ず ， 鳥 獣 類 の 生 息 ， 繁 殖 ， 渡 来 お よ び 休 息 地 と し て 重 要 な 地

域 で ， か つ 国 立 公 園 や 国 定 公 園 の 指 定 地 域 に 優 先 的 に 指 定 さ れ て い た ．    

 1962 年 度 ま で に 実 際 に 指 定 さ れ た 鳥 獣 保 護 区 は ， 国 設  19 カ 所 ， 北 海 道 設

 2 カ 所 で ， 指 定 目 的 と し て は ， 「 有 益 小 禽 類 の 繁 殖 」， 「 水 禽 類 の 保 護 」，

「 観 光 」 な ど が 挙 げ ら れ て い た ． こ の 中 に は ， 十 和 田 ， 浅 間 ， 大 山 ， 霧 島

な ど 現 在 で は 「 大 規 模 生 息 地 」 と な っ た 地 区 や 「 集 団 渡 来 地 」 と さ れ た 濤

沸 湖 が 含 ま れ て い た （ 林 野 庁  1969 ）．  

  

（ ２ ） 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 に 基 づ く 鳥 獣 保 護 区  

  1963 年 の 法 律 改 正 に よ り ， そ れ ま で の 禁 猟 区 が 鳥 獣 保 護 区 に ， 鳥 獣 保 護

区 は 特 別 保 護 地 区 に 移 行 さ れ た ． 併 せ て ， 国 と 都 道 府 県 の 指 定 権 限 も 整 理

さ れ ， 指 定 し よ う と す る 面 積 の う ち ， 国 有 地 の 占 め る 割 合 が  50 ％ を 超 え ず ，

か つ 区 域 が 複 数 の 都 道 府 県 に わ た ら な い 場 合 は 都 道 府 県 知 事 が 指 定 し ， そ

れ 以 外 は 国 が 指 定 す る こ と と さ れ た （ 同 法 施 行 規 則 ）． 同 時 に ， そ れ 以 降

は 国 の 定 め る 基 準 等 に 従 っ て 計 画 を 樹 立 し て 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 を 進 め ， 指
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定 区 分 な ど が 基 準 等 に 記 述 さ れ る こ と に な っ た ．  

そ れ 以 降 ， 国 が 定 め た 基 準 等 に お け る 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 の 推 移 は 表

３ － １ の と お り だ っ た ．  

 

表 ３ － １  鳥 獣 保 護 事 業 計 画 に お け る 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 の 推 移  

 

 

第 １ 次 計 画  (1964-1966 年 度  ) は ，  1963 年 の 改 正 法 の 附 則 で 同 年 末 ま で に 策

定 し な け れ ば な ら な か っ た た め 計 画 期 間 が  3 年 間 と さ れ た が ， 第  2 次 計 画

（  1967-1971 年 度 ） 以 降 は  5 年 間 の 計 画 期 間 と し て 基 準 等 が 定 め ら れ て い る ．  

 第  4 次 計 画 （  1977-1981 年 度 ） の 基 準 は ，  1978 年 の 法 改 正 に 先 立 ち  1976 年

 8 月 に 発 出 さ れ た が ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 は こ の 時 点 で 大 き く 見 直 さ れ

て い る ． そ れ ま で 「 基 本 的 な 鳥 獣 保 護 区 」 と し て ま と め ら れ て い た 区 分 が

「 森 林 鳥 獣 生 息 地 」 「 大 規 模 生 息 地 」 「 集 団 渡 来 地 」 「 集 団 繁 殖 地 」 の ４

つ に 区 分 さ れ ， 他 の 区 分 も 同 時 に 名 称 が 変 更 さ れ た ． こ れ ら は そ の 後 の 基

本 と な っ て お お む ね 現 在 ま で 継 続 さ れ て い る ． ま た ， 第  4 次 計 画 期 間 中 に

は ，  1978 年 の 法 律 改 正 を 受 け て ， 国 が 指 定 す る 鳥 獣 保 護 区 に 関 す る 施 行 規

則 の 条 文 が 削 除 さ れ た た め ，  1979 年 に 第  4 次 計 画 の 基 準 を 改 正 す る 通 達 が

出 さ れ た ． そ れ 以 降 は 国 が 指 定 す る 鳥 獣 保 護 区 に つ い て も 基 準 等 の 中 に 記

述 さ れ て い る ．  

 特 定 鳥 獣 保 護 管 理 計 画 制 度 の 創 設 と 地 方 分 権 推 進 一 括 法 に よ る 法 改 正 を

受 け て  2001 年  1 月 に 告 示 さ れ た 第  9 次 計 画 （  2002-2006 年 度 ） の 基 準 で は ，

そ れ ま で の 「 特 定 鳥 獣 生 息 地 」 が 「 希 少 鳥 獣 生 息 地 」 と な り ， 「 誘 致 地 区 」

「 愛 護 地 区 」 の ２ つ に 区 分 さ れ て い た も の が 「 身 近 な 鳥 獣 生 息 地 」 に 統 合

さ れ た ． さ ら に 新 た な 区 分 と し て ， 野 生 鳥 獣 の 移 動 経 路 を 保 護 し ， 生 息 域

の 連 続 性 を 確 保 す る 観 点 か ら 「 生 息 地 回 廊 の 保 護 区 」 が 新 設 さ れ た ． な お ，

こ の 第  9 次 計 画 の 基 準 で は ， 「 鳥 獣 保 護 区 設 定 の 目 的 と 意 義 」 の 項 目 も 新

た に 追 加 さ れ ， 鳥 獣 の 捕 獲 を 禁 止 す る と と も に ， 多 様 な 鳥 獣 の 生 息 環 境 を

保 全 ， 管 理 ， 整 備 す る こ と に よ り 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 を 図 る と い う 目 的 と ， こ

れ ら を 通 じ て 地 域 に お け る 生 物 多 様 性 の 保 全 に も 資 す る と い う 意 義 が 明 記

計画単位 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次 第9次 第10次 第11次 第12次
計画期間(年度） 1964-1966 1966-1971 1972-1976 1977-1981 1982-1986 1987-1991 1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2016 2017-2021

基準等の出典

鳥獣行政研究
会編1966

林野庁1969 環境庁自然保
護局1981

江原秀則1976 鳥獣保護研究
会編1984

環境庁野生生
物課1987

野生生物保護
行政研究会編
1992

野生生物保護
行政研究会編
2000

鳥獣保護管理
研究会編2001

鳥獣保護管理
研究会編2008

環境省ホーム
ページ(1)

環境省自然環
境局野生生物
課鳥獣保護管
理室監修2017

指定区分

基本的な鳥獣保護区

森林鳥獣生息地の保護区
大規模生息地の保護区
集団渡来地の保護区
集団繁殖地の保護区

特別に保護繁殖を図る必要のある鳥獣の生息地 特定鳥獣生息地の保護区 希少鳥獣生息地の保護区
都市における野鳥の誘致地区 誘致地区の保護区

身近な鳥獣生息地の保護区
小中学校の設ける野鳥愛護林 愛護地区の保護区

生息地回廊の保護区



 

- 40 - 
 

さ れ た ．  

 そ の 後 ，  2006 年 の 法 改 正 で は 鳥 獣 保 護 区 に お け る 保 全 事 業 が 開 始 さ れ ，

 2014 年 に は 法 律 名 及 び 目 的 に 「 鳥 獣 の 管 理 」 が 加 え ら れ た が ， こ の 間 ， 鳥

獣 保 護 区 の 指 定 区 分 は 見 直 さ れ る こ と は な く 現 在 に 至 っ て い る ．  

 

３ ． ３ ． ２  指 定 区 分 ご と の 指 定 面 積  

 指 定 区 分 ご と の 指 定 面 積 の 変 化 を 図 ３ － １ に 示 す ． 以 下 で は ， 保 護 区 の

指 定 区 分 ご と に 変 化 の 経 緯 を 述 べ る ．  

 

 
図 ３ － １  鳥 獣 保 護 区 の 指 定 面 積 の 変 化 （ 指 定 区 分 別 ）  

注  1 ： 横 軸 は 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 の 開 始 年 度 及 び 各 次 計 画 の 最 終 年 度 と し た ．  

注  2 ： 基 本 的 な 鳥 獣 保 護 区 は 第  4 次 計 画 （  1977- ） か ら  4 つ の 指 定 区 分 に 分

割 さ れ ， 誘 致 地 区 と 愛 護 地 区 は 第  9 次 計 画 （  2002- ） か ら 身 近 な 鳥 獣 生 息 地

に 統 合 さ れ た ． こ れ ら の 凡 例 は グ ラ フ 中 に 記 載 し ， 対 応 関 係 を グ ラ フ 間 の

実 線 で 表 し た ．  

 

 

（ １ ） 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 以 前 の 鳥 獣 保 護 区  

 1950 年 か ら  1963 年 ま で に 指 定 さ れ て い た 鳥 獣 保 護 区 は ， 国 設 と 北 海 道 設

を 合 わ せ て  21 カ 所  202,445ha だ っ た ． こ れ ら は 全 て が 特 別 保 護 地 区 に 移 行 し た

の で は な く ， 第  1 次 計 画 末 （  1971 年 ） ま で に  65 ％ が 解 除 さ れ た と さ れ る ．   

一 方 ， 鳥 獣 保 護 区 に 移 行 す る 直 前 の  1963 年 度 末 ま で に 設 定 さ れ て い た 禁 猟

区 は ， 国 設 が  233 カ 所 ， 県 設 が  591 カ 所 で ， 合 計 面 積 は  1,003,081ha だ っ た ．
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移 行 直 後 の  1964 年 度 末 の 鳥 獣 保 護 区 の 面 積 は ， 全 体 で  1,273,510ha と な っ た

 ( 林 野 庁  1969 ）．  

 

（ ２ ） 基 本 的 な 鳥 獣 保 護 区  

 第  1 次 計 画 か ら 第  3 次 計 画 ま で 「 基 本 的 な 鳥 獣 保 護 区 」 と さ れ て い た 保

護 区 は ， 計 画 の 基 準 で は ， 林 野 面 積  12,500ha （ 第  3 次 で は  10,000ha ， 北 海 道 は

 25,000ha （ 第  3 次 で は  20,000ha ）） の 地 域 ご と に  300ha 以 上 の も の を  1 カ 所 指 定

す る と さ れ て い た ．  

 本 区 分 で の 指 定 面 積 は ， 第  1 次 計 画 開 始 時 （  1964 年 ） に は  887,296ha だ っ た

が ， 細 分 化 さ れ る 前 の 第  3 次 計 画 末 （  1977 年 ） に は  2,255,514ha ま で 増 大 し て

い た ．  

 

① 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区  

森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 は ， 森 林 に 生 息 す る 鳥 獣 の 保 護 を 図 る た め に 指

定 す る も の と さ れ （ 第  9 次 計 画 の 基 準 ）， 規 模 に つ い て は ， 第  1 次 計 画 か

ら 第  3 次 計 画 ま で の 「 基 本 的 な 鳥 獣 保 護 区 」 を 踏 襲 し て い る ． す な わ ち

「 森 林 面 積 が お お む ね  10,000ha （ 北 海 道 は  20,000ha ） の 地 域 ご と に  1 箇 所 を 選

定 し ， 面 積 は  300ha 以 上 と な る よ う 努 め る 」 と さ れ ， 合 計 の 指 定 面 積 で も 鳥

獣 保 護 区 全 体 の お よ そ  1/2 を 占 め て き た ． な お ， こ の 記 述 は ， 現 行 の 第  12 次

計 画 （  2017-2021 年 度 ） か ら は 削 除 さ れ て い る ．  

第  7 次 計 画 中 の  1995 年 度 ま で は 本 区 分 に も 国 が 指 定 し た 保 護 区 が あ っ た

が ， そ れ 以 降 は す べ て 都 道 府 県 指 定 と な っ て い る ．  

第  4 次 計 画 以 降 の 本 区 分 の 指 定 面 積 は 漸 減 し て お り ， 第  4 次 計 画 末

（  1982 年 ） の  1,878,888ha か ら 第  11 次 計 画 末 （  2017 年 ） で は  1,739,528ha と な り ，

 92.6 ％ に 縮 小 し た ．  

鳥 獣 保 護 区 全 体 に 占 め る 割 合 は 最 も 高 い が ，  60.9% か ら  48.3 ％ に 減 少 し て

い る ．  

 

② 大 規 模 生 息 地 の 保 護 区  

大 規 模 生 息 地 の 保 護 区 は ， 樹 種 ， 林 相 ， 林 齢 を 異 に す る 各 種 の 森 林 を 包

括 し ， か つ 質 量 と も に 多 彩 な 鳥 獣 の 生 息 す る 場 所 の う ち ， 必 要 な 地 区 に つ

い て  10,000ha 以 上 を 指 定 す る （ 第  4 次 計 画 の 基 準 ） も の で ， そ の 後 第  9 次 計

画 （  2002 年 度 - ） の 基 準 に お い て ， 行 動 圏 が 広 域 に 及 ぶ 大 型 鳥 獣 を 始 め そ

の 地 域 に 生 息 す る 多 様 な 鳥 獣 相 を 保 護 す る た め ， ① 猛 禽 類 又 は 大 型 獣 類 を

含 む 多 様 な 鳥 獣 が 生 息 す る 地 域 ， ② 暖 帯 林 ， 温 帯 林 ， 亜 寒 帯 林 等 そ の 地 方

を 代 表 す る 森 林 植 生 が 含 ま れ る 地 域 ， ③ 地 形 等 の 変 化 に 富 み ， 河 川 ， 湖 沼 ，

湿 原 等 多 様 な 環 境 要 素 を 含 む 地 域 ， の う ち 必 要 な 地 域 を 選 定 す る こ と と さ

れ た ． ま た ， 国 立 ・ 国 定 公 園 を 中 心 と す る 代 表 的 な も の は ， 国 が 指 定 す る
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と さ れ て い る （ 第  5 次 計 画 の 基 準 ）．  

第  4 次 計 画 以 降 の 本 区 分 の 指 定 面 積 は 増 大 傾 向 で ， 第  4 次 計 画 末 （  1982

年  ) の  514,551ha か ら 第  11 次 計 画 末 （  2017 年 ） で は  687,803ha と な り ，  33.7 ％ 増 大

し て い た ．  

鳥 獣 保 護 区 全 体 に 占 め る 割 合 も  16.7 ％ か ら  19.1 ％ に 増 加 し た ．  

 

③ 集 団 渡 来 地 の 保 護 区  

集 団 渡 来 地 の 保 護 区 は ， 干 潟 ・ 湖 沼 ・ 湿 地 等 で あ っ て ， 鳥 類 の 集 団 渡 来

地 の う ち 必 要 な 地 区 を 指 定 す る （ 第  4 次 計 画 の 基 準 ） も の で ， ① 現 在 ， 当

該 都 道 府 県 内 に お い て 渡 来 す る 鳥 類 の 種 数 又 は 個 体 数 の 多 い 地 域 ， ② か つ

て 渡 来 す る 鳥 類 の 種 又 は 個 体 数 の 多 か っ た 地 域 で ， 鳥 類 の 渡 り の 経 路 上 そ

の 回 復 が 必 要 か つ 可 能 と 考 え ら れ る も の ， の い ず れ か に 該 当 す る 必 要 な 地

域 に つ い て ， 鳥 類 の 渡 り の ル ー ト を 踏 ま え た 配 置 と な る よ う に 配 慮 し て 選

定 し ， 採 餌 ， 就 塒 又 は 休 息 の た め の 後 背 地 又 は 水 面 等 も 可 能 な 限 り 含 め る

こ と と さ れ て い る （ 第  9 次 計 画 の 基 準 ）．  

ま た ，  1982 年 以 降 ， 渡 り 鳥 保 護 条 約 等 の 国 際 条 約 に よ り ， 保 護 対 象 で あ

る シ ギ ・ チ ド リ 類 ， ガ ン ・ カ モ ・ ハ ク チ ョ ウ 類 の 主 た る 渡 り の 経 路 上 に あ

り ， 地 域 的 に 重 要 な 拠 点 と な っ て い る も の は 国 が 指 定 す る と さ れ て お り

（ 第  4 次 計 画 の 改 定 基 準 ）， 国 は 国 際 的 ・ 全 国 的 な 観 点 か ら 計 画 的 に 指 定

を 行 う と い う 基 本 的 事 項 に 改 め ら れ た 現 在 （ 第  12 次 計 画 ） も 考 え 方 は 変 わ

っ て い な い ．  

第  4 次 計 画 以 降 の 本 区 分 の 指 定 面 積 は 増 大 傾 向 で ， 第  4 次 計 画 末 （  1982

年  ) の  367,635ha か ら 第  11 次 計 画 末 （  2017 年 ） で は  467,142ha と な り ，  27.1 ％ 増 大

し て い た ．  

鳥 獣 保 護 区 全 体 に 占 め る 割 合 は ，  11.9 ％ か ら  13.0 ％ に 増 加 し た ．  

 

④ 集 団 繁 殖 地 の 保 護 区  

集 団 繫 殖 地 の 保 護 区 は ， 集 団 で 繁 殖 す る 鳥 類 ， コ ウ モ リ 類 及 び 海 棲 哺 乳

類 の 保 護 を 図 る た め ， 島 嶼 ， 断 崖 ， 樹 林 ， 草 原 ， 砂 地 ， 洞 窟 等 に お け る 集

団 繁 殖 地 の う ち 必 要 な 地 域 に つ い て 指 定 さ れ る ． 対 象 は ， 基 準 等 の 定 義 上

は ， 第  4 次 計 画 か ら 第  8 次 計 画 ま で は 鳥 類 の み だ っ た が ， 第  9 次 計 画

（  2002 年 度 - ） で コ ウ モ リ 類 ， 第  10 次 計 画 （  2007 年 度 - ） か ら 海 棲 哺 乳 類

が 追 加 さ れ て い る ． 前 者 の 背 景 は 明 ら か で な い が ， 後 者 は ，  2002 年 の 全 部

改 正 （ ひ ら が な 化 ） の 際 に ， そ れ ま で 対 象 外 と さ れ て い た ネ ズ ミ ・ モ グ ラ

類 と 海 棲 哺 乳 類 が 含 ま れ て 定 義 さ れ た こ と を 受 け た も の と 考 え ら れ る ．  

繁 殖 す る 種 類 ， 生 息 数 か ら 見 て 大 規 模 で 代 表 的 な も の は 国 が 指 定 す る と

さ れ て い る （ 第  5 次 計 画 の 基 準 ）． ま た ， 指 定 に 当 た っ て は ， 採 餌 ， 就 塒

又 は 休 息 の た め の 後 背 地 又 は 水 面 等 も 可 能 な 限 り 含 め る （ 第  9 次 計 画 の 基
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準 ）．  

第  4 次 計 画 以 降 の 本 区 分 の 指 定 面 積 は 大 き く 増 大 し て お り ， 第  4 次 計 画

末 （  1982 年 ） の  19,191ha か ら 第  11 次 計 画 末 （  2017 年 ） で は  47,024ha と ， 約  2.5 倍

と な っ た ．  

鳥 獣 保 護 区 全 体 に 占 め る 割 合 も  0.6 ％ か ら  1.3 ％ に 増 加 し た ．  

な お ， こ の 間 ， 法 令 や 基 準 等 の 対 象 が コ ウ モ リ 類 ， 海 棲 哺 乳 類 に 拡 大 さ

れ た こ と に 実 際 の 指 定 が ど の よ う に 対 応 し た か は ， 今 回 扱 っ た 鳥 獣 統 計 の

デ ー タ か ら は 明 ら か で は な か っ た ．  

 

（ ３ ） 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区  

希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 は ， 希 少 鳥 獣 等 そ の 他 の 絶 滅 の お そ れ の あ る 鳥

獣 又 は こ れ ら に 準 ず る 鳥 獣 の 生 息 地 で あ っ て 保 護 上 必 要 な 地 域 に 指 定 さ れ

る も の で ， 第  1 次 計 画 か ら 第  3 次 計 画 ま で は 「 特 別 に 保 護 繁 殖 を 図 る 必 要

の あ る 鳥 獣 の 生 息 地 」， 第  4 次 計 画 か ら 第  8 次 計 画 ま で は 「 特 定 鳥 獣 生 息

地 の 保 護 区 」 と さ れ て い た ．  

「 希 少 鳥 獣 」 の 範 囲 は ， 環 境 省 が 作 成 し た レ ッ ド リ ス ト に 絶 滅 危 惧 Ⅰ 類

又 は Ⅱ 類 ， 地 域 個 体 群 と し て 掲 載 さ れ て い る 鳥 獣 ， 都 道 府 県 の レ ッ ド リ ス

ト で 同 様 の 扱 い が さ れ て い る 鳥 獣 ， そ の 他 の 絶 滅 の お そ れ の あ る 鳥 獣 等 の

生 息 地 と さ れ て お り （ 第  9 次 計 画 の 基 準 ），  2014 年 の 法 律 改 正 で 定 義 さ れ ，

法 律 第  2 条 第  4 項 に 基 づ き 環 境 省 令 で 定 め ら れ る 「 希 少 鳥 獣 」 よ り 広 範 囲

で あ る ． 「 当 該 鳥 獣 の 代 表 的 な 生 息 地 を 含 む も の は 国 が 指 定 す る 」 と い う

考 え 方 は ， 「 国 際 的 ・ 全 国 的 な 保 護 の 観 点 か ら 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 」

と い う 表 現 に な っ た 現 在 （ 第  12 次 計 画 ） も 踏 襲 さ れ て い る ．  

本 区 分 の 指 定 面 積 は ， 第  1 次 計 画 開 始 時 （  1964 年 ） に は  94,581ha で ， 第  1

次 計 画 末 （  1967 年 ） に は  1,349,570ha と な り ， 第  3 次 計 画 末 （  1977 年 ） に は

 308,817ha ま で 増 大 し た が ， 区 分 名 称 が 変 更 さ れ た 第  4 次 計 画 末 （  1982 年 ） に

は 一 旦  107,919ha ま で 縮 小 し た ． こ れ は ， 第  4 次 計 画 当 時 の 「 絶 滅 の お そ れ の

あ る 鳥 獣 」 に 関 し て 明 確 な 定 義 は な か っ た が ，  1972 年 に 制 定 さ れ た 「 特 殊

鳥 類 等 の 譲 渡 等 の 規 制 に 関 す る 法 律 」 に 基 づ く 特 殊 鳥 類 が 存 在 し た こ と に

加 え ，  1974 年 度 に 環 境 庁 に 設 置 さ れ た 検 討 会 に お い て 保 護 増 殖 対 策 が 必 要

な 特 定 鳥 獣 を リ ス ト ア ッ プ す る な ど の 動 き が あ っ た 中 （ 環 境 庁 自 然 保 護 局

 1981 ），  1978 年 に 「 代 表 的 な 生 息 地 を 含 む も の は 国 が 指 定 す る 」 と し た こ

と （ 第  4 次 計 画 の 改 定 基 準 ） が 影 響 し た と 考 え ら れ る ．  

第  5 次 計 画 （  1982 年 度 - ） 以 降 は 再 び 増 大 し ， 第  11 次 計 画 末 （  2017 年 ）

に は  352,014ha と な っ た ． 第  1 次 計 画 開 始 前 （  1964 年 ） と 比 べ る と ， 約  3.7 倍 の

面 積 に 増 大 し た こ と に な る ． し か し ， 鳥 獣 保 護 区 全 体 に 占 め る 割 合 と し て

は ，  9.4 ％ か ら  9.8 ％ へ の 微 増 に と ど ま っ て い る ．  
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（ ４ ） 身 近 な 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区  

身 近 な 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 は ， 第  9 次 計 画 （  2002 年 度 - ） に お い て ， そ

れ ま で の 誘 致 地 区 の 保 護 区 （ 都 市 に お け る 野 鳥 の 誘 致 地 区 ） と ， 愛 護 地 区

の 保 護 区 （ 小 中 学 校 が 設 定 す る 野 鳥 愛 護 林 の た め の 保 護 区 ） が 統 合 さ れ た

も の で ， 市 街 地 及 び そ の 近 郊 に お い て 鳥 獣 の 良 好 な 生 息 地 を 確 保 ・ 創 出 す

る た め ， 又 は 自 然 と の ふ れ あ い 若 し く は 鳥 獣 の 観 察 や 保 護 活 動 を 通 じ た 環

境 教 育 の 場 を 確 保 す る た め に 指 定 さ れ る （ 第  9 次 計 画 の 基 準 ）．  

愛 護 地 区 の 保 護 区 の 指 定 対 象 と な る 野 鳥 愛 護 林 は ， 第  1 次 計 画 か ら 第  3

次 計 画 ま で は 農 山 村 地 域 を 対 象 と し て ， 小 中 学 校  40 校 （ 第  1 次 計 画 で は  50

校 ） に １ 校 の 割 合 で 指 定 す る と さ れ て い た ． 第  4 次 計 画 （  1977 年 度 - ） か

ら は ， そ れ ま で 同 じ 割 合 で 都 市 地 域 を 対 象 に 指 定 す る と さ れ て い た 「 愛 鳥

モ デ ル 校 」 を 農 山 村 地 域 で も 指 定 す る こ と に な り ， 併 せ て ， 愛 鳥 モ デ ル 校

の 付 属 施 設 と し て 野 鳥 愛 護 地 区 を 生 息 状 況 に 応 じ 設 定 す る と さ れ た ． 現 在

（ 第  12 次 計 画 ） で も ， 愛 鳥 モ デ ル 校 の 学 校 周 辺 に 身 近 な 鳥 獣 生 息 地 の 保 護

区 を 指 定 す る よ う 努 め る と さ れ て い る ．  

第  8 次 計 画 末 （  2002 年 ） の 誘 致 地 区 の 保 護 区 は  242,868ha ， 愛 護 地 区 の 保 護

区 は  53,848ha で 誘 致 地 区 の 方 が  4.5 倍 の 面 積 を 占 め て い た も の の ， 第  1 次 計 画

開 始 前 （  1964 年 ） に 比 べ る と ， い ず れ も 約  12 倍 の 面 積 ま で 増 大 し て い た ．

統 合 後 の 第  9 次 計 画 中 （  2002-2007 年 度 ） は 旧 区 分 の 合 計 と 比 べ る と 短 期 的

に 減 少 し た が ， こ れ は  2002 年 度 の 鳥 獣 統 計 か ら す ぐ に 旧 区 分 が 削 除 さ れ た

こ と か ら ， 移 行 作 業 が 遅 れ た 各 都 道 府 県 か ら の 報 告 が 欠 落 し た た め で は な

い か と 推 察 さ れ る ． 第  9 次 計 画 末 （  2007 年 ） に は 旧 区 分 の 合 計 を 上 回 り ，

そ の 後 も 毎 年 の 増 減 は あ る も の の ， お お む ね 増 大 傾 向 を 維 持 し て い る ．  

鳥 獣 保 護 区 全 体 に 占 め る 割 合 も ， 本 区 分 の 全 体 と し て は ， 第  1 次 計 画 か ら

第  11 次 計 画 を 通 じ て ，  2.4 ％ か ら  8.5 ％ と 大 き く 増 加 し て い た ．  

鳥 獣 統 計 に は ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 状 況 と は 別 に ， 愛 鳥 モ デ ル 校 の 指 定 状

況 の 項 目 と し て ， 愛 護 地 区 の 鳥 獣 保 護 区 を 持 つ 指 定 校 の 数 と 面 積 が 掲 載 さ

れ て い る ． こ の 項 目 の 面 積 は ， 指 定 区 分 統 合 前 の 「 愛 護 地 区 の 保 護 区 」 の

場 合 も 全 体 の 一 部 に 過 ぎ な か っ た ． 第  4 次 計 画 以 降 の 動 向 を み る と 図 ３ －

２ の 通 り ， 愛 鳥 モ デ ル 校 の 指 定 校 数 は 第  8 次 計 画 を ピ ー ク に 減 少 し て い た

が ， そ の 内 ， 愛 護 地 区 の 保 護 区 を 持 つ 指 定 校 数 は 第  4 次 計 画 か ら 全 体 に 減

少 傾 向 だ っ た ． 一 方 ， 指 定 面 積 は 第  10 次 計 画 が ピ ー ク と な っ て い た ． な お ，

最 新 の 鳥 獣 統 計 （  2017 年 度 版 ） で は ， 愛 護 地 区 の 鳥 獣 保 護 区 を 持 つ 愛 鳥 モ

デ ル 校 は  10 道 県  77 校 （ 合 計  24,087ha ） に 過 ぎ な い ． ま た ， 愛 鳥 モ デ ル 校 を 指

定 し て い る の は  33 都 道 府 県 で ，  14 県 は 指 定 を 行 っ て い な い の が 現 状 で あ る ．  
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図 ３ － ２  愛 鳥 モ デ ル 校 の 指 定 校 数 （ 棒 グ ラ フ ） と 愛 護 地 区 の 保 護 区 の 指

定 面 積 （ 線 グ ラ フ ）  

注 ： 棒 グ ラ フ は 全 指 定 校 数 （ 濃 ） と 鳥 獣 保 護 区 を 持 つ 指 定 校 数 （ 淡 ） を 示

す ．  

 

 

（ ５ ） 生 息 地 回 廊 の 保 護 区  

 生 息 地 回 廊 の 保 護 区 は 第 ９ 次 計 画 （  2002-2007 年 度 ） か ら 新 設 さ れ た 区 分

で ， ① 生 息 地 間 を つ な ぐ 樹 林 帯 や 河 畔 林 で あ っ て 鳥 獣 の 移 動 経 路 と な っ て

い る 地 域 ， ② 鳥 獣 保 護 区 に 指 定 す る こ と に よ り 鳥 獣 の 移 動 経 路 と し て の 機

能 が 回 復 す る 見 込 み の あ る 地 域 ， に 指 定 さ れ る ． 確 保 す べ き 地 域 の 選 定 の

際 に は ， 既 存 の 鳥 獣 保 護 区 だ け で な く ， 他 の 制 度 に よ る 保 護 地 域 等 を 相 互

に 結 び つ け る 等 の 効 果 的 な 配 置 に 努 め る と さ れ て い る （ 第  9 次 計 画 の 基

準 ）．  

 本 区 分 の 指 定 面 積 は ， 第  9 次 計 画 末 （  2007 年 ） で  11,649ha だ っ た が ， そ の

後 は 減 少 し ， 第  11 次 計 画 末 （  2017 年 ） で は  4,645ha と 約  40% ま で 減 少 し て い

る ．  

 鳥 獣 統 計 で は ， 新 設 直 後 に 一 時 的 に 指 定 面 積 の 拡 大 が 見 ら れ ，  2002 年 度

に は  81,608ha と 最 大 の 数 字 が 計 上 さ れ て い る が ， そ の 後  2 年 間 で 半 減 し ， 第

 9 次 計 画 末 に は  8 分 の  1 近 く ま で 減 少 し て い た ． 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 期 間 は

 20 年 以 内 と さ れ て お り ， 数 年 間 の 指 定 を 行 っ た と は 考 え に く い こ と か ら ，
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こ れ ら も ， 新 規 指 定 で は な く 既 存 の 保 護 区 が 振 り 替 え て 報 告 さ れ る な ど ，

鳥 獣 統 計 上 の 混 乱 が 生 じ た の で は な い か と 考 え ら れ る ．  

 鳥 獣 保 護 区 全 体 に 占 め る 割 合 は ， こ の 最 大 値 を 含 め て も  0.3 ％ か ら  0.1% と

低 く と ど ま っ て い た ．  

  

３ ． ３ ． ３  各 指 定 区 分 に お け る 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合  

 各 指 定 区 分 に お け る 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 を 図 ３ － ３ に 示 す ． 以 下 で

は 特 別 保 護 区 の 面 積 割 合 の 変 化 の 経 緯 に つ い て 指 定 区 分 ご と に 述 べ る ．  

 

 
 

図 ３ － ３  鳥 獣 保 護 区 に お け る 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 （ 指 定 区 分 別 ）   

注 ： 基 本 的 な 鳥 獣 保 護 区 は 第  4 次 計 画 （  1977- ） か ら  4 つ の 指 定 区 分 に 分 割

さ れ ， 誘 致 地 区 と 愛 護 地 区 は 第  9 次 計 画 （  2002- ） か ら 身 近 な 鳥 獣 生 息 地 に

統 合 さ れ た ． 破 線 は こ れ ら の 対 応 関 係 を 示 す ．  

 

 

（ １ ） 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区  

 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 で は ， 第 ３ 次 計 画 以 前 の 「 基 本 的 な 鳥 獣 保 護 区 」

の 期 間 か ら ， 特 別 保 護 地 区 を 「 箇 所 数 の  1/2 以 上 （ 第  1 次 計 画 で は 概 ね  1/3 ）

に つ い て ， そ れ ぞ れ の 面 積 の  1/10 以 上 を 指 定 す る 」 と さ れ て お り ， 現 行 計

画 （ 第  12 次 ） ま で 引 き 継 が れ て い る ． こ の 記 述 は ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 に つ

い て の 基 準 ， す な わ ち 「 林 野 面 積 概 ね 面 積  10,000ha （ 北 海 道 は  20,000ha ） の 地
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域 ご と に  300ha 以 上 の も の を  1 箇 所 」 が 前 提 に な っ て お り ， 単 純 に 鳥 獣 保 護

区 の  5 ％ 以 上 の 面 積 を 特 別 保 護 地 区 に 指 定 す る こ と と は 解 釈 で き な い ．  

 実 績 と し て 指 定 さ れ た 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 は ，  3.4-3.8% で 第  3 次 計 画

末 （  1977 年 ） 以 降 ほ ぼ 横 ば い だ っ た ．  

 

（ ２ ） 大 規 模 生 息 地 ， 集 団 渡 来 地 及 び 集 団 繁 殖 地 の 保 護 区  

 こ れ ら  3 区 分 は ， 第  3 次 計 画 ま で は 「 基 本 的 な 鳥 獣 保 護 区 」 に 含 ま れ て

い た 保 護 区 で ， 区 分 さ れ た 第  4 次 計 画 以 降 は ， い ず れ も 「 全 箇 所 で 必 要 と

認 め ら れ る 中 核 的 地 区 を 指 定 す る 」 と 基 準 が 改 め ら れ ， 現 在 で も こ れ に 努

め る と さ れ て い る ．  

 大 規 模 生 息 地 の 保 護 区 で 指 定 さ れ た 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 は ， 第  4 次

計 画 末 （  1982 年 ） の  15.3 ％ か ら 第  11 次 計 画 末 （  2017 年 ） の  10.8 ％ ま で 漸 減

し て い た ．  

 集 団 渡 来 地 の 保 護 区 で 指 定 さ れ た 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 は ， 第  4 次 計

画 末 の  6.9 ％ か ら 第  11 次 計 画 末 の  16.1 ％ ま で 大 き く 増 加 し た ．  

集 団 繁 殖 地 の 保 護 区 で 指 定 さ れ た 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 は ， 第  4 次 計

画 末 の  14.1 ％ か ら 第  11 次 計 画 末 の  7.4 ％ に 半 減 し て い た ．  

 

（ ３ ） 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区  

 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 で は ， 第  2 次 計 画 ま で は 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護

区 と 同 じ 「 箇 所 数 の  1/2 以 上 （ 第  1 次 計 画 で は 概 ね  1/3 ） に つ い て ， そ れ ぞ れ

の 面 積 の  1/10 以 上 」 を 特 別 保 護 地 区 に 指 定 す る こ と と さ れ て い た が ， 第  3

次 計 画 で は 「 全 箇 所 の 面 積 の  1/10 以 上 」， 第  4 次 計 画 以 降 は 「 全 箇 所 に つ

い て 広 範 囲 に 」， 第  9 次 計 画 以 降 は 「 必 要 な 区 域 を 広 範 囲 に 」 と 比 較 的 細

か く 基 準 等 が 変 更 さ れ て き た ．  

 実 績 と し て 指 定 さ れ た 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 は ， 第  4 次 計 画 末 （  1982

年 ） の  32.3% を ピ ー ク と し て ， 第  5 次 計 画 以 降 は ，  26-28 ％ 台 で 概 ね 横 ば い だ

っ た ．  

 こ の 割 合 は 全 区 分 中 で 最 も 高 く ， 大 規 模 生 息 地 や 集 団 渡 来 地 と 比 べ て も

 2 倍 近 い 水 準 で 推 移 し て い た ．  

 

（ ４ ） 身 近 な 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区  

 身 近 な 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 で は ， 第  1 次 計 画 か ら 「 特 に 必 要 と 認 め ら れ

る 場 合 に 必 要 な 地 区 を 指 定 」 と さ れ ， 現 在 に 至 る ま で ， 鳥 獣 の 誘 致 又 は 鳥

獣 保 護 思 想 の 普 及 啓 発 上 必 要 と 認 め ら れ る 区 域 が あ る 場 合 は 特 別 保 護 地 区

に 指 定 す る と い う 考 え 方 で あ る ．  

 実 績 と し て も ， 特 別 保 護 地 区 の 割 合 は 全 区 分 の 中 で 最 も 低 く 概 ね  1-2 ％ 台

だ っ た ． 誘 致 地 区 お よ び 愛 護 地 区 に 区 分 さ れ て い た 第  8 次 計 画 以 前 を 通 し
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て も ， 合 計 で  3-4 ％ 台 か ら 漸 減 傾 向 だ っ た ．  

 

（ ５ ） 生 息 地 回 廊 の 保 護 区  

 生 息 地 回 廊 の 保 護 区 で は ， 指 定 区 分 が 設 け ら れ た 第  9 次 計 画 で 「 必 要 と

認 め ら れ る 中 核 的 地 区 」 を 特 別 保 護 地 区 に 指 定 す る こ と と さ れ ， そ の 後 変

更 は さ れ て い な い ．  

指 定 さ れ た 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 は ， 第  9 次 計 画 末 （  2007 年 ） の  3.1 ％

か ら 第  11 次 計 画 末 （  2017 年 ） の  4.7 ％ ま で 増 加 し て い た ．   

 

３ ． ４  指 定 区 分 に 基 づ く 考 察  

鳥 獣 保 護 区 の 指 定 面 積 の 縮 小 は ， 最 も 大 き な 割 合 を 占 め る 「 森 林 鳥 獣 生

息 地 の 保 護 区 」 で 顕 著 に 見 ら れ た ． そ の 他 の 区 分 で は ， 最 も 新 し い 区 分 で

あ る 「 生 息 地 回 廊 の 保 護 区 」 を 除 き ， 増 大 傾 向 が 続 い て い た ．  

森 林 鳥 獣 生 息 地 と 生 息 地 回 廊 は い ず れ も 保 護 の 対 象 が 森 林 に 生 息 す る 鳥

獣 全 般 で あ る た め ， 主 要 な 構 成 種 で あ る シ カ や イ ノ シ シ 等 に よ る 鳥 獣 被 害

を 理 由 に 解 除 や 縮 小 を 余 儀 な く さ れ る 場 合 が 多 い と 考 え ら れ る ．  

環 境 省 自 然 環 境 局  (2015) に よ る と ，  2014 年 に 都 道 府 県 に ヒ ア リ ン グ し た 結

果 ，  2013-2014 年 度 に 解 除 又 は 縮 小 さ れ た 鳥 獣 保 護 区  36,772ha （  68 件 ） の 内 ，

 33,939ha （  58 件 ） は 鳥 獣 被 害 を 理 由 に し た も の だ っ た ． こ の 報 告 書 で は 指 定

区 分 は 記 載 さ れ て い な い が ， 山 地 や 高 原 を 表 す 保 護 区 名 や  300ha 以 上 の 保 護

区 が 比 較 的 多 い こ と な ど か ら ， 大 部 分 が 森 林 鳥 獣 生 息 地 で は な い か と 推 測

で き る ．  

鳥 獣 法 で は ， 都 道 府 県 が 狩 猟 鳥 獣 の 生 息 数 を 増 加 さ せ る 必 要 が あ る と き

に  3 年 以 内 の 存 続 期 間 で 指 定 で き る 「 休 猟 区 」 も 併 存 し て い る が ， 休 猟 区

の 指 定 面 積 は 第  3 次 計 画 末 （  1977 年 ） を ピ ー ク に  1/10 以 下 に ま で 減 少 し て

い る ． さ ら に ， 都 道 府 県 知 事 の 権 限 に 基 づ い て ， シ カ ， イ ノ シ シ の み を 除

外 し た 狩 猟 鳥 獣 捕 獲 禁 止 区 域 を 指 定 す る 例 も 見 ら れ る な ど ， 狩 猟 者 数 （ 狩

猟 免 許 所 持 者 数 ） が 約  53 万 人 （  1970 年 度 ） か ら 約  21 万 人 （  2017 年 度 ） に 減

少 す る 中 で ， 狩 猟 禁 止 を 主 目 的 と し て 鳥 獣 保 護 区 を 維 持 す る 意 義 は 明 ら か

に 低 減 し て い る ．  

「 大 規 模 生 息 地 の 保 護 区 」 も 対 象 は 鳥 獣 全 般 だ が ， 指 定 面 積 は 増 大 傾 向

だ っ た ． こ れ は ， 国 が 国 立 公 園 ， 国 定 公 園 を 中 心 と す る 代 表 的 な も の を 指

定 す る と し て い る よ う に ， 都 道 府 県 で も 県 立 自 然 公 園 等 ， 何 ら か の 保 護 地

域 と 重 複 し て 指 定 す る 場 合 が 多 い か ら で は な い か と 推 察 さ れ る ．  

特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 は ， 森 林 鳥 獣 生 息 地 で は 横 ば い だ が ， 大 規 模 生

息 地 で は 減 少 ， 生 息 地 回 廊 で は 増 加 し て い た ． 大 規 模 生 息 地 で は ， 自 然 公

園 等 の 重 複 す る 保 護 地 域 の 行 為 規 制 を 前 提 と し て 必 要 な 地 区 が 特 別 保 護 地

区 に 指 定 さ れ る の に 対 し ， 生 息 地 回 廊 で は 保 護 区 自 体 が ， 自 然 公 園 等 の 保
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護 地 域 を 相 互 に 結 び つ け る 等 の 考 え 方 で 指 定 さ れ て い る か ら だ と 考 え ら れ

る ．  

こ れ ま で の 鳥 獣 保 護 区 は ， 森 林 鳥 獣 生 息 地 と 大 規 模 生 息 地 の 面 積 が  7 割

以 上 を 占 め て お り ， 制 度 を 支 え て き た の は こ れ ら の 指 定 区 分 で あ る ． 禁 猟

区 と し て の 意 義 が 低 減 し て い る 中 で ， シ カ ， イ ノ シ シ な ど 人 間 と の 軋 轢 を

生 じ て い る 特 定 種 を 含 む 鳥 獣 全 般 を 保 護 対 象 と す る こ れ ら の 区 分 に つ い て

は ， 指 定 の 意 義 を よ り 明 確 化 す る 必 要 が あ る ． 鳥 獣 の 繁 殖 地 や 主 要 な 行 動

圏 を カ バ ー し て 安 定 的 な 生 息 環 境 を 確 保 す る と い う 本 来 の 保 護 区 の 機 能 が

十 分 に 発 揮 さ れ れ ば ， 区 域 外 へ の 侵 出 を 抑 制 し 鳥 獣 被 害 を 軽 減 さ せ る な ど ，

鳥 獣 の 「 管 理 」 に も 有 効 な は ず で あ る ． そ の た め に は ， 人 間 と の 軋 轢 を 生

じ て い る 個 別 の 種 に つ い て ， 管 理 目 標 と す る 個 体 数 や 密 度 で 安 定 的 に 存 続

可 能 な 生 息 地 を 確 保 す る た め の 面 積 や 配 置 を 明 ら か に す る 必 要 が あ り ， 複

数 種 に 関 す る 生 態 学 的 知 見 を 統 合 し て ， 指 定 計 画 に 的 確 に 反 映 さ せ る 仕 組

み も 求 め ら れ る ． 休 猟 区 の も つ 狩 猟 資 源 管 理 の 機 能 を 統 合 す る こ と や ， 追

い 上 げ や 学 習 放 獣 の 目 的 地 と し て 位 置 づ け る こ と な ど も 含 め て ， 鳥 獣 保 護

区 が ， 鳥 獣 の 本 来 の 生 息 地 と し て 確 保 さ れ る べ き ゾ ー ン だ と い う こ と を 明

確 化 す る 必 要 が あ る ． そ の 際 に は ， 生 息 地 回 廊 を 的 確 に 確 保 す る 考 え 方 も

引 き 続 き 重 要 と な る だ ろ う ．  

「 集 団 渡 来 地 の 保 護 区 」 と 「 集 団 繁 殖 地 の 保 護 区 」 の 指 定 面 積 は い ず れ

も 増 大 し て い た が ． 特 別 保 護 地 区 の 割 合 で は ， 集 団 渡 来 地 で は 増 加 傾 向 な

の に 対 し ， 集 団 繁 殖 地 で は 減 少 傾 向 だ っ た ． い ず れ も 他 区 分 と 比 べ て 指 定

対 象 と な る 地 域 が 明 確 だ と 考 え ら れ る が ， 集 団 繁 殖 地 の 方 が ， よ り 保 護 区

自 体 の 指 定 が 優 先 さ れ る 傾 向 を 示 し て い た ．  

 「 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 」 は ， 対 象 と な る 鳥 獣 の 明 確 化 や 増 加 に 対 応

し て ， 指 定 面 積 は 増 大 し て い る が ， 特 別 保 護 地 区 の 割 合 は 高 水 準 で 横 ば い

と な っ て い た ． 希 少 鳥 獣 生 息 地 は ， 第  1 次 計 画 開 始 時 に 約  10 万  ha が 当 時 の

鳥 獣 保 護 区 お よ び 禁 猟 区 か ら 移 行 し た 経 緯 が あ り ， 他 区 分 と 比 べ て ， 現 在

で も 国 指 定 の 面 積 が 都 道 府 県 指 定 の 面 積 を 大 き く 上 回 っ て い る ． 特 別 保 護

地 区 の 割 合 が 高 い こ と は ， 絶 滅 の お そ れ の あ る 鳥 獣 を 保 護 す る 上 で ， 生 息

環 境 を 改 変 す る 行 為 を 規 制 す る こ と の 必 要 性 が 高 い こ と を 示 し て い る と 考

え ら れ る ．  1992 年 に 「 絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動 植 物 の 種 の 保 存 に 関 す る

法 律 」 が 制 定 さ れ て 以 降 ， そ れ ま で の 特 殊 鳥 類 や 天 然 記 念 物 を 中 心 に 鳥 類

や 哺 乳 類 か ら も 同 法 に 基 づ く 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 が 指 定 さ れ て い る が ，

生 息 地 等 保 護 区 は ， 植 物 や 昆 虫 ， 両 生 ・ 爬 虫 類 を 対 象 に し た ９ 地 域 し か 指

定 さ れ て い な い ． こ れ は ， 従 来 か ら 鳥 獣 法 が 鳥 獣 全 般 に 対 す る 捕 獲 規 制 を

行 っ て い た こ と に 加 え ， 鳥 獣 保 護 区 特 別 保 護 地 区 や 自 然 公 園 等 に 指 定 す る

こ と で 生 息 地 の 改 変 行 為 を 同 様 に 規 制 で き る か ら だ と 考 え ら れ る ． こ の た

め ， 国 立 ， 国 定 公 園 等 と 重 複 し て い な い 希 少 鳥 獣 の 主 要 な 生 息 地 に つ い て
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は ， 鳥 獣 保 護 区 ， 特 に 特 別 保 護 地 区 の 指 定 の 必 要 性 は 引 き 続 き 高 い と 考 え

ら れ る ．  

「 身 近 な 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 」 の 指 定 面 積 は 増 大 傾 向 が 維 持 さ れ て お り ，

反 対 に 特 別 保 護 地 区 の 割 合 は 減 少 し て い た ． こ の 区 分 は 鳥 獣 観 察 な ど に よ

る 環 境 教 育 の 場 を 確 保 す る た め の も の で あ り ， 特 に 都 市 や 市 街 地 に お い て

は ， こ う し た 場 所 の 重 要 性 は 高 ま っ て お り ， 行 為 規 制 ま で は 行 う 必 要 が な

い 地 域 に お い て 鳥 獣 保 護 区 と し て の 指 定 が 進 め ら れ て い る と 考 え ら れ る ．    

 な お ， 都 道 府 県 に よ る 指 定 に 関 し て は ， 鳥 獣 の 生 息 状 況 や 狩 猟 者 の 動 向

な ど に よ る 地 域 的 な 差 異 も 少 な く な い と 考 え ら れ る ． 集 計 公 表 さ れ て い る

鳥 獣 統 計 の デ ー タ が  3-4 年 前 ま で の も の で あ る こ と も 踏 ま え て ， 今 後 の 研 究

が 深 め ら れ る こ と を 期 待 し た い ．  

 

（ 注  1 ） 環 境 省 「 野 生 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 に 係 る 計 画 制 度  基 本 指 針

 http://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan1.html   2022 年  2 月  18 日 確 認  

指 定 区 分 等 が 示 さ れ て い る 計 画 の 基 準 等 に つ い て は ，  2000 年 の 地 方 分 権

一 括 法 以 降 は 官 報 告 示 さ れ て い る た め ， 官 報 を 原 典 と し て 閲 覧 す る こ と が

可 能 で あ る ． 現 在 ま で の 各 次 基 本 指 針 の 告 示 日 及 び 告 示 番 号 は 以 下 の と お

り で あ る （ 上 記 ウ ェ ブ サ イ ト に は 記 載 さ れ て い な い ）．  

 第  9 次 （ 基 準 ） ： 平 成  13 年  1 月  23 日 環 境 省 告 示 第  2 号  

第  9 次 （ 基 本 指 針 ） ： 平 成  14 年  12 月  27 日 環 境 省 告 示 第  86 号  

 第  10 次 ： 平 成  19 年  1 月  29 日 環 境 省 告 示 第  3 号  

 第  11 次 ： 平 成  23 年  9 月  5 日 環 境 省 告 示 第  59 号   

  変 更 ： 平 成  26 年  12 月  16 日 環 境 省 告 示 第  133 号  

 第  12 次 ： 平 成  28 年  10 月  11 日 環 境 省 告 示 第  100 号  

  変 更 ： 平 成  29 年  9 月  21 日 環 境 省 告 示 第  69 号  

 第  13 次 ： 令 和  3 年  10 月  26 日 環 境 省 告 示  69 号  
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第４章 国指定鳥獣保護区の指定区分別の現状と傾向 

 

４ ． １  国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分  

 本 章 で は ， 現 行 の 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 全 箇 所 に つ い て ， 指 定 区 分 別 に 現

状 と 傾 向 を 分 析 す る ．  

国 指 定 鳥 獣 保 護 区 は ， 全 国 に  86 カ 所 ，  593,058ha （ う ち 同 法 第  29 条 に 基 づ く

特 別 保 護 地 区  163,873ha ） が 指 定 さ れ て お り  (1) ， 指 定 区 分 と し て は ， 大 規 模 生

息 地 の 保 護 区 ， 集 団 渡 来 地 の 保 護 区 ， 集 団 繁 殖 地 の 保 護 区 ， 希 少 鳥 獣 生 息

地 の 保 護 区 の  4 区 分 が あ る ．  

 特 別 保 護 地 区 を 含 め る 現 行 の 鳥 獣 保 護 区 制 度 が 確 立 さ れ  , そ れ ま で の 禁

猟 区 が 鳥 獣 保 護 区 に 移 行 さ れ た  1963 年 当 時 に は ， 「 国 有 地 の 占 め る 面 積 割

合 が  50% を 超 え ず ， 区 域 が 複 数 の 都 道 府 県 に わ た ら な い 場 合 」 は 知 事 が 設

定 し ， そ れ 以 外 は 国 が 設 定 す る 旨 が 施 行 規 則 に 規 定 さ れ て お り ， 最 多 時 に

は 約  480 カ 所 の 国 設 鳥 獣 保 護 区 が 設 定 さ れ て い た ． そ の 後  1978 年 の 法 改 正

と 併 せ て 施 行 規 則 の 規 定 は 廃 止 さ れ ， そ れ 以 降 は 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 の 基 準

（ 現 在 は 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 計 画 の 基 本 指 針 ． 以 下 「 基 準 」 又 は 「 基 本 指 針 」

と す る ） に お い て ， 指 定 区 分 と と も に 国 の 指 定 方 針 が 示 さ れ る よ う に な っ

た （ 日 比 野  1981 ）． 国 が 現 行 の ４ 区 分 に 限 っ て 指 定 す る 方 針 は ， こ の 改 正

当 時 に 整 理 さ れ た も の で あ る ． ま た ， 国 は 都 道 府 県 が 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 を

作 成 す る 際 の 参 考 と し て 具 体 的 な 候 補 地 を 挙 げ て 指 定 計 画 を 明 ら か に し て

お り ， 地 方 分 権 一 括 法 の 施 行 前 だ っ た  1996 年 の 環 境 庁 自 然 保 護 局 長 通 達 で

は ， 既 指 定 を 含 め  65 カ 所 の 指 定 計 画 が 示 さ れ て い た ．  

 国 が 指 定 す る 鳥 獣 保 護 区 と ， そ の 区 域 内 に 指 定 さ れ る 特 別 保 護 地 区 に つ

い て は ， 箇 所 毎 に 指 定 計 画 書 が 作 成 さ れ て お り ， 指 定 目 的 や 管 理 方 針 等 の

他 に ， 土 地 形 態 や 土 地 所 有 者 ， 他 法 令 に 基 づ く 保 護 地 域 等 の 面 積 割 合 ， 生

息 す る 鳥 獣 の リ ス ト 等 が 記 載 さ れ て い る ． こ れ ら の 情 報 は ， 鳥 獣 保 護 区 に

お け る 政 策 目 的 や 地 権 構 造 ， 他 法 令 と の 関 連 等 を 把 握 ， 解 析 す る こ と を 可

能 に し ， 法 律 の 見 直 し や 基 本 指 針 の 改 定 等 の 行 政 的 な 検 討 に 重 要 な 知 見 を

提 供 し 得 る ． し か し な が ら ， 研 究 分 野 で こ れ ら が 利 用 さ れ た 例 は な く ， 法

律 の 見 直 し や 基 本 指 針 の 改 定 等 の 行 政 的 な 検 討 に 際 し て ， こ れ ら の 分 析 デ

ー タ が 提 示 さ れ た 例 は 見 当 た ら な い ． 鳥 獣 保 護 区 全 体 の 指 定 面 積 が 近 年 は

減 少 傾 向 に あ る 中 ， 指 定 区 分 に つ い て も  , 本 来 は 指 定 実 績 の 分 析 を 踏 ま え

て 常 に 点 検 さ れ  , 必 要 に 応 じ て 改 善 が 図 ら れ る べ き だ が  , そ の よ う に 進 め

ら れ て い な い の が 現 状 で あ る （ 奥 山  2023 ， 第 ３ 章 ）  

こ の た め ， 本 章 で は ， 現 在 指 定 さ れ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区  86 カ 所 全 て

に つ い て 指 定 計 画 書 等 の 記 述 デ ー タ を 収 集 ・ 整 理 し ， 指 定 区 分 別 の 現 状 や

傾 向 を 分 析 す る こ と に よ り ， 指 定 地 域 の 特 徴 ， 他 法 令 と の 関 係 等 を 明 ら か
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に す る と と も に ， 未 指 定 の 候 補 地 等 に つ い て 考 察 し ， 今 後 の 指 定 に 向 け た

課 題 を 探 る こ と を 目 的 と し た ．  

 

４ ． ２  国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 計 画 書  

国 指 定 の 鳥 獣 保 護 区 お よ び 特 別 保 護 地 区 に 係 る 指 定 計 画 書 は ， 環 境 省 に

よ り 各 地 区 の 指 定 ま た は 更 新 の 際 に 作 成 さ れ て い る が ， そ の 公 開 方 針 に つ

い て は 各 地 方 環 境 事 務 所 ま た は 自 然 環 境 事 務 所 に よ り 異 な っ て お り ， 全 て

の 計 画 書 を 閲 覧 で き る 状 況 に は な っ て い な い ． 国 に よ る 鳥 獣 保 護 区 の 新 規

指 定 や 面 積 の 拡 大 ， ま た は 特 別 保 護 地 区 を 指 定 す る （ 更 新 を 含 む ） 場 合 に

は ， 中 央 環 境 審 議 会 に 諮 問 さ れ パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 制 度 （ 意 見 公 募 手 続 ）

を 経 る こ と な ど か ら ， 環 境 省 の ウ ェ ブ サ イ ト に 関 係 す る 情 報 が 掲 載 さ れ て

い る ． し か し ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 存 続 期 間 が  10-20 年 間 と 長 期 で あ る こ と や ，

特 別 保 護 地 区 が 指 定 さ れ な い 鳥 獣 保 護 区 を 単 に 更 新 す る 場 合 に は こ れ ら の

プ ロ セ ス を 経 な い こ と 等 か ら ， 公 開 さ れ て い る 情 報 は 限 ら れ て お り ， 網 羅

的 に 参 照 す る こ と は 困 難 で あ る ． こ の た め ， 本 研 究 で は ， 環 境 省 自 然 環 境

局 野 生 生 物 課 が 電 子 フ ァ イ ル で 保 管 し て い る 全 地 域 の 指 定 計 画 書 を 一 括 し

て 閲 覧 し 参 照 す る こ と に よ り 分 析 を 行 っ た ． 参 照 し た 指 定 計 画 書 は  2022 年

 1 月 時 点 の ， そ れ ま で に 指 定 又 は 更 新 さ れ た 鳥 獣 保 護 区 等 の も の で あ る ．  

分 析 に あ た っ て は ， 「 国 設 鳥 獣 保 護 区 設 定 等 計 画 書 策 定 要 領 （  2000 年  4

月  1 日 ）」 に 定 め ら れ た 計 画 書 の 記 載 内 容 お よ び 添 付 書 類 の う ち ， お も に

「 指 定 理 由 」， 「 生 息 す る 鳥 獣 類 」， 「 面 積 内 訳 表 」 に 当 た る 部 分 の 記 載

お よ び 数 値 を 使 用 し た ． こ の た め ， 土 地 の 地 目 別 面 積 及 び 水 面 の 面 積 を 合

わ せ た も の を 「 形 態 別 面 積 内 訳 」 と し て い る （ 以 下 同 様 ）． ま た ， 本 研 究

で は 「 獣 類 」 を 「 哺 乳 類 」 と し て 取 り 扱 っ た ．  2002 年 の 法 改 正 ま で は  , 鳥

獣 保 護 区 の 保 護 対 象 た る 「 鳥 獣 」 に は ネ ズ ミ ・ モ グ ラ 類 ， 海 棲 哺 乳 類 は 含

ま な い と 解 釈 さ れ て き た が ， 当 該 法 改 正 で 「 鳥 獣 」 は 「 鳥 類 ま た は 哺 乳 類

に 属 す る 野 生 動 物 」 と 定 義 さ れ た た め で あ る ．    

生 息 種 数 に つ い て は ，  4 つ の 指 定 区 分 の そ れ ぞ れ に お い て ， 鳥 獣 保 護 区

の 指 定 面 積 や 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 等 と の 関 係 を 明 ら か に す る た め ， ピ

ア ソ ン の 積 率 相 関 係 数 を 用 い て 解 析 を 行 っ た ． 加 え て ， 大 規 模 生 息 地 の 保

護 区 で は ， 土 地 形 態 の 多 様 度 （ 形 態 別 面 積 内 訳 の 数 値 か ら 算 出 し た 多 様 度

指 数  Shannon-Wiener H ’） に つ い て も ， 生 息 種 数 と の 関 係 を 同 様 に 解 析 し ， 他

の 指 定 区 分 等 と 比 較 し た ． こ れ ら の デ ー タ 解 析 に は  Microsoft Excel 2019 MSO 

 version2204 を 使 用 し た ．   

執 筆 に あ た り 引 用 し た 基 準 を 含 む 通 達 ・ 通 知 等 は ， 環 境 省 の 関 連 ウ ェ ブ

サ イ ト  (2) の 他 ， 環 境 庁 自 然 保 護 局 監 修 ・ 鳥 獣 行 政 制 度 研 究 会 編 （  1979 ） 等

の 解 説 図 書 や 野 生 生 物 保 護 行 政 研 究 会 編 （  2000 ） 等 の 通 達 集 に 掲 載 さ れ て

い る も の を 参 照 し た ，  
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４ ． ３  指 定 区 分 別 の 現 状 と 傾 向  

 

４ ． ３ ． １  ４ つ の 指 定 区 分 別 の 集 計 お よ び 比 較  

  86 カ 所 の 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 計 画 書 お よ び 別 表 に 記 載 さ れ て い る ，

面 積 内 訳 の 数 値 お よ び 生 息 す る 鳥 獣 の 種 数 を ４ つ の 指 定 区 分 別 に 集 計 し た

結 果 は 表 ４ － １ ～ ５ の 通 り だ っ た ．   

 

 

表 ４ － １  国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 毎 の 指 定 面 積  

注 ： 特 別 保 護 地 区 が 指 定 さ れ て い な い 場 合 は  0ha と し て 算 入 し た  .   

 

 

表 ４ － ２  国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 毎 の 形 態 別 面 積 内 訳  

 

注 ： 各 区 分 の 値 は ， 上 段 ： 面 積 割 合 （ ％ ）， 下 段 ： 出 現 カ 所 数 （ 左 端 は 各

指 定 区 分 の 合 計 カ 所 数 ）  
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表 ４ － ３  国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 毎 の 土 地 所 有 別 面 積 内 訳  

 

注  1 ： 各 区 分 の 値 は ， 上 段 ： 面 積 割 合 （ ％ ） 下 段 ： 出 現 カ 所 数 （ 左 端 は 各

指 定 区 分 の 合 計 カ 所 数 ）  

注  2 ： 集 団 繁 殖 地 の 公 有 水 面 に つ い て は ， 計 上 す る か 否 か が 統 一 さ れ て い

な か っ た た め ， 集 計 か ら 除 い た ．  

 

 

表 ４ － ４  国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 毎 の 他 法 令 に 基 づ く 自 然 保 護 地 域

等 と の 重 複  

 
注  1 ： 各 区 分 の 値 は ， 上 段 ： 面 積 割 合 （ ％ ）， 下 段 ： 出 現 カ 所 数 （ 左 端 は

各 指 定 区 分 の 合 計 カ 所 数 ）  

注  2 ： 鳥 獣 保 護 区 お よ び 特 別 保 護 地 区 の 内 訳 の う ち ， 略 記 し た 項 目 は そ れ

ぞ れ 以 下 の と お り  

自 環 特 別 ： 自 然 環 境 保 全 地 域 特 別 地 区 （ 自 然 環 境 保 全 法 第  25 条 に 基 づ く ）  

自 環 普 通 ： 自 然 環 境 保 全 地 域 普 通 地 区 （ 自 然 環 境 保 全 法 第  28 条 に い う ）  

公 園 特 保 ： 自 然 公 園 特 別 保 護 地 区 （ 自 然 公 園 法 第  21 条 に 基 づ く ）  

公 園 特 別 ： 自 然 公 園 特 別 地 域 （ 自 然 公 園 法 第  20 条 に 基 づ く ）  

公 園 普 通 ： 自 然 公 園 普 通 地 域 （ 自 然 公 園 法 第  33 条 に い う ）  

公 園 合 計 ： 自 然 公 園 区 域 合 計 （ 上 記  3 項 目 の 合 計 ）  
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表 ４ － ５  国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 毎 に 生 息 す る 鳥 類 及 び 哺 乳 類 の 種

数  

 
 

 

 こ れ ら の 数 値 な ら び に ， 指 定 経 緯 ， 指 定 目 的 お よ び 存 続 期 間 な ど に つ い

て ， 指 定 区 分 毎 の 特 徴 に よ る 重 点 を 加 味 し て 分 析 を 行 っ た 結 果 を 以 下 に 述

べ る ．  

 

４ ． ３ ． ２  大 規 模 生 息 地 の 保 護 区  

（ １ ） 指 定 経 緯 お よ び 存 続 期 間  

 現 行 の 基 本 指 針 （  2021 年  10 月 告 示 版 ． 以 下 同 じ ） で は ， 「 大 規 模 生 息 地

の 保 護 区 」 は 行 動 圏 が 広 域 に 及 ぶ 大 型 鳥 獣 を は じ め そ の 地 域 に 生 息 す る 多

様 な 鳥 獣 相 を 保 護 す る た め ， 必 要 な 地 区 に 一 箇 所 当 た り  10,000ha 以 上 の 面 積

を 指 定 す る こ と と さ れ て い る ． 特 別 保 護 地 区 に つ い て は ， 全 箇 所 に つ い て

中 核 的 地 区 を 指 定 す る よ う 努 め る と さ れ て い る ．  

 本 区 分 で 国 が 指 定 し た 鳥 獣 保 護 区 は 現 在  10 カ 所 で あ る （ 表 ４ － ６ ）． 当

初 指 定 は 最 も 古 い 浅 間 鳥 獣 保 護 区 （ 以 下 「 浅 間 」 と す る ． 他 の 鳥 獣 保 護 区

に つ い て も 同 様 ） が  1951 年 で ， 最 も 新 し い 白 神 山 地 で も  2004 年 だ っ た ． 十

和 田 ， 浅 間 ， 大 山 ， 霧 島 の  4 カ 所 は ，  1963 年 以 前 か ら 鳥 獣 保 護 区 と し て 指

定 さ れ て お り （ 以 下 「 旧 鳥 獣 保 護 区 」 と す る ）， 同 年 の 法 改 正 に よ り 禁 猟

区 が 廃 止 さ れ た 際 ， 現 行 制 度 の 鳥 獣 保 護 区 に 移 行 さ れ た 経 緯 が あ る ．  

 現 行 の 存 続 期 間 は  5 カ 所 が  10 年 ，  5 カ 所 が  20 年 と な っ て い た ． 存 続 期 間

を  10 年 と し て い る の は 旧 鳥 獣 保 護 区 か ら の  4 カ 所 お よ び 白 山 （ 当 初 指 定

 1969 年 ） で ， 指 定 年 代 が 古 い 方 が 現 在 で も 存 続 期 間 が 短 い 傾 向 が 見 ら れ た ．  

大 規 模 な 面 積 を 確 保 し て 多 様 な 鳥 獣 相 を 保 護 す る と い う 本 区 分 の 指 定 目

的 に 鑑 み ， 以 下 の 分 析 に お い て は ， 指 定 面 積 等 と 生 息 す る 鳥 獣 の 種 数 の 関

係 に 重 点 を お い た ．  
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表 ４ － ６  指 定 区 分 が 大 規 模 生 息 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 概 要  

   

 

 

（ ２ ） 指 定 面 積 ， 形 態 別 面 積 内 訳 お よ び 生 息 種 数 の 状 況  

 本 区 分  10 カ 所 の 指 定 面 積 は 合 計  214,750ha だ っ た ． こ の う ち 大 山 の み が 複 数

県 に ま た が ら ず  10,000ha に 満 た な い  5,156ha で ， 他 は 複 数 県 に ま た が る  1-3 万  ha

台 ， 最 も 広 い 指 定 面 積 は 十 和 田 の  37,674ha だ っ た ． な お ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区

全 体 で は ， 北 ア ル プ ス ， 知 床 ， 大 鳥 朝 日 が さ ら に 広 い 面 積 を 有 し て い る が ，

い ず れ も 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 に 分 類 さ れ て い る ．  

特 別 保 護 地 区 は 大 雪 山 ， 白 神 山 地 ， 白 山 を 除 く  7 カ 所 で 指 定 さ れ て お り ，

合 計  28,706ha で ， 大 規 模 生 息 地 の 保 護 区 （  10 カ 所 ） 全 体 の 面 積 に 占 め る 割 合

は  13.4% だ っ た ．  

 形 態 別 面 積 内 訳 で は ， 林 野  93.8 ％ （  10 カ 所 ）， 農 耕 地  0.8 ％ （  4 カ 所 ），

水 面  3.0 ％ （  4 カ 所 ）， そ の 他  2.5% （  6 カ 所 ） だ っ た ． 特 別 保 護 地 区 だ け で

見 る と ， 林 野  78.3 ％ （  7 カ 所 ）， 水 面  21.4 ％ （  3 カ 所 ）， そ の 他  0.2 ％ （  3

カ 所 ） だ っ た ． い ず れ も 水 面 に つ い て は 十 和 田 湖 を 包 含 す る 十 和 田

（  6,102ha ） が 大 部 分 を 占 め て い た ．  

 生 息 す る 鳥 獣 と し て リ ス ト に 掲 載 さ れ た 種 数 は ， 鳥 類  89-183 種 （ 平 均

 128 種 ）， 哺 乳 類  11-54 種 （ 平 均  33 種 ） だ っ た ．  

 指 定 面 積 と 生 息 す る 鳥 獣 の 種 数 の 相 関 関 係 を 分 析 し た と こ ろ ， 直 線 回 帰
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に お け る 決 定 係 数 は ， 鳥 類  0.03 （ 相 関 係 数  0.17 ）， 哺 乳 類   0.22 （ 相 関 係 数

 0.47 ） で ， 哺 乳 類 で は 弱 い 相 関 が み ら れ た （ 図 ４ － １ ）．  

 

 
図 ４ － １  指 定 区 分 が 大 規 模 生 息 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に お け

る 指 定 面 積  (ha) と 哺 乳 類 の 生 息 種 数 の 関 係  

 

 

生 息 環 境 の 多 様 度 （ 形 態 別 内 訳 （ ４ 地 目 ） か ら 算 出 し た 多 様 度 指 数

 Shannon-Wiener H ’） と 生 息 種 数 の 相 関 解 析 で は ， 直 線 回 帰 に お け る 決 定 係 数

は ， 鳥 類  0.43 （ 相 関 係 数  0.66 ）， 哺 乳 類  0.06 （ 相 関 係 数  0.25 ） で ， 鳥 類 で

は 指 定 面 積 よ り も 高 い 相 関 が み ら れ た （ 図 ４ － ２ ）．   
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図 ４ － ２  指 定 区 分 が 大 規 模 生 息 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に お け

る 土 地 形 態 の 多 様 度  (Shannon-Wiener H’) と 鳥 類 の 生 息 種 数 の 関 係  

 

 

ま た ， 鳥 獣 保 護 区 ご と の 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 と 生 息 種 数 と の 相 関 を

み る と ， 直 線 回 帰 に お け る 決 定 係 数 は ， 鳥 類  0.51 （ 相 関 係 数  0.72 ）， 哺 乳

類  0.02 （ 相 関 係 数  0.13 ） で ， 鳥 類 で は 比 較 的 高 い 相 関 が み ら れ た （ 図 ４ －

３ ）．  

 

 

 
図 ４ － ３  指 定 区 分 が 大 規 模 生 息 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に お け

る 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 と 鳥 類 の 生 息 種 数 の 関 係  
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（ ３ ） 土 地 所 有 区 分 の 傾 向  

 土 地 所 有 別 面 積 内 訳 で は ， 国 有 林  77.3% （  10 カ 所 ）， そ の 他 国 有 地  0.6%

（  5 カ 所 ）， 都 道 府 県 有 地  4.3% （  7 カ 所 ）， 市 町 村 有 地  2.8% （  7 カ 所 ），

私 有 地  12.1% （  8 カ 所 ）， 公 有 水 面  3.0% （  4 カ 所 ） だ っ た ． 全 箇 所 で 国 有 林

が 多 く を 占 め て お り ， 自 治 体 の 所 有 地 よ り も 私 有 地 （ 民 有 林 ） の 割 合 が 高

か っ た ． 白 神 山 地 に つ い て は 指 定 地 域 の 全 て が 国 有 林 で あ る （ 国 指 定 鳥 獣

保 護 区 の 区 域 全 体 が 国 有 林 な の は ， こ の 他 に 仲 の 神 島 （ 集 団 繁 殖 地 の 保 護

区 ） が あ る ）． 特 別 保 護 地 区 だ け で 見 る と 国 有 林  73.8% （  7 カ 所 ）， そ の 他

国 有 地  3.1% （ ３ カ 所 ）， 都 道 府 県 有 地  0.93% （  2 カ 所 ）， 市 町 村 有 地  0.7%

（  1 カ 所 ）， 私 有 地  0.03% （  1 カ 所 ）， 公 有 水 面  21.4% （  2 カ 所 ） だ っ た ． な

お ， 大 雪 山 ， 白 神 山 地 ， 白 山 で は 特 別 保 護 地 区 が 指 定 さ れ て い な い ． ま た ，

公 有 水 面 の 高 い 割 合 は 十 和 田 （ 十 和 田 湖 ） が 大 部 分 を 占 め て い る ．  

 

（ ４ ） 他 法 令 の 保 護 地 域 等 と の 重 複 関 係  

 他 法 令 に 基 づ く 保 護 地 域 等 と の 重 複 に つ い て 指 定 計 画 書 で は ， 自 然 環 境

保 全 法 第  14 条 及 び 第  22 条 又 は 第  45 条 に 基 づ く 条 例 に よ り 指 定 さ れ た 自 然 環

境 保 全 地 域 ， 自 然 公 園 法 第 ２ 条 第 １ 号 に 定 義 さ れ て い る 自 然 公 園 ， 文 化 財

保 護 法 第  109 条 に 基 づ く 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 等 の 文 化 財 （ 条 例 に よ り 地 方

公 共 団 体 の 教 育 委 員 会 が 指 定 し た 地 域 を 含 む ） の 面 積 が 記 載 さ れ て い る ．

さ ら に ， 所 有 別 面 積 内 訳 の 中 に ， 所 有 区 分 毎 に 保 安 林 （ 森 林 法 第  25 条 に 基

づ き 農 林 水 産 大 臣 ま た は 都 道 府 県 知 事 が 指 定 し た も の ） の 面 積 が 記 載 さ れ

て い る ．  

本 指 定 区 分 （ 大 規 模 生 息 地 の 保 護 区 ） で の 重 複 割 合 （ 全 体 面 積 に 占 め る

そ れ ぞ れ の 指 定 地 域 の 割 合 ） は ， 自 然 環 境 保 全 地 域  6.6% （  2 カ 所 ）， 自 然

公 園  78.7% （  10 カ 所 ）， 保 安 林  81.6% （  10 カ 所 ）， 文 化 財  21.6% （  8 カ 所 ） だ っ

た ． 全 て の 箇 所 で 自 然 公 園 で あ り 保 安 林 で あ る 地 域 を 広 く 指 定 し て い る こ

と が わ か る ． 本 区 分 に つ い て は 従 来 ， 国 立 ・ 国 定 公 園 を 中 心 と す る 代 表 的

な 地 域 を 国 が 指 定 す る と さ れ て お り （ 第  5 次 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 の 基 準 ），

こ れ に 沿 っ た 指 定 が 行 わ れ て き た こ と を 示 し て い る ．     

 特 別 保 護 地 区 だ け で 見 る と ， 自 然 公 園  98.3% （  7 カ 所 ）， 保 安 林  74.0% （  7

カ 所 ）， 文 化 財  39.6% （  5 カ 所 ） と な り ， 鳥 獣 保 護 区 自 体 の 重 複 割 合 と 比 べ

て ， 自 然 公 園 と 文 化 財 の 重 複 割 合 が よ り 高 く ， 保 安 林 の 割 合 は や や 低 か っ

た ．  
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４ ． ３ ． ３  集 団 渡 来 地 の 保 護 区   

 

（ １ ） 指 定 経 緯 お よ び 存 続 期 間  

現 行 の 基 本 指 針 で は ， 「 集 団 渡 来 地 の 保 護 区 」 は 集 団 で 渡 来 す る 渡 り 鳥

及 び 海 棲 哺 乳 類 の 保 護 を 図 る た め ， こ れ ら の 渡 来 地 で あ る 干 潟 ， 湖 沼 ， 湿

地 ， 岩 礁 等 の う ち 必 要 な 地 区 を 指 定 す る も の で ， 鳥 類 の 渡 り の ル ー ト を 踏

ま え た 配 置 に 配 慮 し ， ま た ， 採 餌 ， ね ぐ ら 等 の た め の 後 背 地 又 は 水 面 等 も

可 能 な 限 り 含 め る と さ れ て い る ． ま た ， 特 別 保 護 地 区 は 全 箇 所 で 中 核 的 地

区 の 指 定 に 努 め る と さ れ て い る ． さ ら に ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 等 に 関 す る 基

本 的 事 項 の 中 に ， ラ ム サ ー ル 条 約 湿 地 選 定 基 準 を 満 た す も の を 含 む 鳥 獣 保

護 区 に つ い て は ， 特 別 保 護 地 区 の 指 定 を 行 っ た 上 で ， ラ ム サ ー ル 条 約 湿 地

の 登 録 に 努 め る と 記 載 さ れ て い る ．   

本 区 分 で 国 が 指 定 し た 鳥 獣 保 護 区 は 現 在  36 カ 所 で あ る ． 当 初 指 定 は 最 も

古 い 小 湊 が  1971 年 で ， 最 も 新 し い 葛 西 沖 三 枚 洲 は  2018 年 で あ る ．  4 区 分 の

中 で は 新 し い 鳥 獣 保 護 区 が 多 く ， 日 本 が ラ ム サ ー ル 条 約 に 加 入 し た  1980 年

よ り 前 に 指 定 さ れ た の が  36 カ 所 中 の  6 カ 所 （ 小 湊 ， 福 島 潟 ， 浜 甲 子 園 ， 中

海 ， 屋 我 地 ， 漫 湖 ） だ っ た ． な お ， 日 本 の 最 初 の 登 録 湿 地 で あ る 釧 路 湿 原

は 集 団 渡 来 地 で は な く 希 少 鳥 獣 生 息 地 に 区 分 さ れ て い る ．  

主 な 保 護 対 象 と さ れ て い る 渡 り 鳥 の 分 類 群 に 着 目 し ， ガ ン ・ カ モ ・ ハ ク

チ ョ ウ 類 だ っ た 場 合 を 「 ガ ン カ モ 型 」， シ ギ ・ チ ド リ 類 だ っ た 場 合 を 「 シ

ギ チ ド リ 型 」， ツ ル 類 な ど そ の 他 の 分 類 群 で あ る か ど ち ら と も 区 分 で き な

い 場 合 を 「 そ の 他 ・ 複 合 型 」 と し て  3 タ イ プ に 分 類 し て み た ． そ の 結 果 は ，

ガ ン カ モ 型  20 カ 所 ， シ ギ チ ド リ 型  9 カ 所 ， そ の 他 ・ 複 合 型  7 カ 所 と な っ た ．

な お ， こ の 区 分 （ 以 下 ， 本 文 で 「 主 対 象 ３ タ イ プ 」 と す る ） に つ い て は ，

計 画 書 の 記 載 だ け で は 判 断 で き な い 場 合 も あ り ， ラ ム サ ー ル 湿 地 関 係 の 資

料  (3) な ど も 参 照 し て 総 合 的 に 判 断 し た （ 表 ４ － ７ ）．   

現 行 の 存 続 期 間 は  5 カ 所 が  10 年 ， そ れ 以 外 の  31 カ 所 は  19-20 年 と さ れ て い

た ． 存 続 期 間 を  10 年 と し て い る  5 カ 所 は 全 て 西 日 本 に あ っ た ．  

国 際 的 な 観 点 か ら 主 に 水 鳥 の 集 団 渡 来 地 を 保 護 す る 本 区 分 の 目 的 に 鑑 み ，

以 下 の 分 析 に お い て は ， 主 な 保 護 対 象 に よ る 差 異 や ラ ム サ ー ル 湿 地 登 録 と

の 関 係 に 重 点 を お い た ．  
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表 ４ － ７  指 定 区 分 が 集 団 渡 来 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 概 要  

 

注 ： 「 対 象 区 分 」 は 主 な 保 護 対 象 に 着 目 し た 分 類 で ， ｗ ： ガ ン カ モ 型 ，  s:

シ ギ チ ド リ 型 ， ｏ ： そ の 他 ・ 複 合 型 を 示 す  
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（ ２ ） 指 定 面 積 ， 形 態 別 面 積 内 訳 お よ び 生 息 種 数 の 状 況  

本 区 分  36 カ 所 の 指 定 面 積 は 合 計  86,792ha だ っ た ． 最 小 面 積 は 片 野 鴨 池 の

 10ha で ， 最 大 面 積 を 有 す る 厚 岸 ・ 別 寒 辺 牛 ・ 霧 多 布 の  13,064ha ま で 幅 広 い 指

定 面 積 と な っ て い た ．  

特 別 保 護 地 区 は  29 カ 所 で 指 定 さ れ て お り ， 合 計 面 積 は  50,823ha で ， 本 区 分

の 保 護 区 （  36 カ 所 ） 全 体 の  58.6% だ っ た ．  

形 態 別 面 積 内 訳 で は ， 林 野  8.3 ％ （  18 カ 所 ）， 農 耕 地  8.0 ％ （  23 カ 所 ）， 水

面  64.7 ％ （  36 カ 所 ）， そ の 他  19.1% （  31 カ 所 ） だ っ た ． 特 別 保 護 地 区 だ け で

見 る と ， 林 野  3.8 ％ （  7 カ 所 ）， 農 耕 地  2.5 ％ （  8 カ 所 ）， 水 面  76.6 ％ （  28 カ

所 ）， そ の 他  17.7% （  20 カ 所 ） だ っ た ． 水 鳥 等 の 集 ま る 干 潟 ・ 湖 沼 ・ 湿 地 等

を 対 象 に し て い る た め ， 全 て の 保 護 区 で 水 面 が 広 く 指 定 さ れ て い る こ と が

わ か る ．  

形 態 別 面 積 内 訳 を 主 対 象  3 タ イ プ で 比 較 す る と ， 湖 沼 環 境 を 指 標 す る と

思 わ れ る ガ ン カ モ 型 と ， 干 潟 環 境 を 示 す と 思 わ れ る シ ギ チ ド リ 型 で ， 数 値

上 の 大 き な 差 は 見 ら れ ず ， そ の 他 ・ 複 合 型 で は 林 野 と そ の 他 が 比 較 的 多 く

含 ま れ て い た （ 表 ４ － ８ ）．  

 

   

表 ４ － ８  指 定 区 分 が 集 団 渡 来 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に お け る

主 な 保 護 対 象 に 着 目 し た 区 分 と 形 態 別 面 積 内 訳  

 

注 ： 各 区 分 の 値 は ， 上 段 ： 面 積 割 合 （ ％ ）， 下 段 ： 出 現 カ 所 数 （ 左 端 は 各

区 分 の 合 計 カ 所 数 ）   

 

 

特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 は ， ガ ン カ モ 型 が  68.0 ％ で ， シ ギ チ ド リ 型

（  45.1% ）， そ の 他 ・ 複 合 型 （  47.8% ） よ り も 高 か っ た ．  

 生 息 リ ス ト に 掲 載 さ れ た 種 数 は ， 鳥 類  77-339 種 （ 平 均  176 種 ）， 哺 乳 類

 0-40 種 （ 平 均  9.4 種 ） だ っ た ．  
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指 定 面 積 と 生 息 す る 鳥 獣 の 種 数 の 相 関 関 係 を 分 析 し た と こ ろ ， 直 線 回 帰

に お け る 決 定 係 数 は ， 鳥 類  0.35 （ 相 関 係 数  0.59 ）， 哺 乳 類  0.28 （ 相 関 係 数

 0.53 ） で い ず れ も 比 較 的 高 い 相 関 を 示 し た （ 図 ４ － ４ ）． ま た ， 特 別 保 護

地 区 の 面 積 割 合 と 生 息 種 数 と の 関 係 で は ， 直 線 回 帰 に お け る 決 定 係 数 は ，

鳥 類  0.01 （ 相 関 係 数  0.09 ）， 哺 乳 類  0.07 （ 相 関 係 数  0.26 ） で ， い ず れ も 相

関 は み ら れ な か っ た ．  

指 定 面 積 と 鳥 類 の 種 数 の 相 関 に つ い て ， 主 対 象 ３ タ イ プ に 分 割 し て 決 定

係 数 を 比 較 す る と ， ガ ン カ モ 型  0.30 （ 相 関 係 数  0.54 ）， シ ギ チ ド リ 型  0.02

（ 相 関 係 数  0.14 ）， そ の 他 ・ 複 合 型  0.29 （ 相 関 係 数  0.54 ） で ， 特 に シ ギ チ

ド リ 型 で 低 い 傾 向 が あ っ た ．  

 

 
図 ４ － ４  指 定 区 分 が 集 団 渡 来 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に お け る

指 定 面 積 と 鳥 類 （ 上 ）， 哺 乳 類 （ 下 ） の 生 息 種 数 の 関 係  
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（ ３ ） 土 地 所 有 区 分 の 傾 向  

 土 地 所 有 別 面 積 内 訳 で は ， 国 有 林  3.6% （  6 カ 所 ）， そ の 他 国 有 地  11.5%

（  24 カ 所 ）， 都 道 府 県 有 地  0.6% （  21 カ 所 ）， 市 町 村 有 地  4.8% （  25 カ 所 ），

私 有 地  16.8% （  27 カ 所 ）， 公 有 水 面  62.8% （  28 カ 所 ） だ っ た ． 水 面 が 広 く 指 定

さ れ て い る こ と を 反 映 し て 公 有 水 面 が 多 く を 占 め て い る が ， そ れ 以 外 で は ，

国 有 地 だ け で な く 自 治 体 所 有 地 ， 私 有 地 の 割 合 も 比 較 的 高 か っ た ．  

特 別 保 護 地 区 で は ， 国 有 林  1.6% （  4 カ 所 ）， そ の 他 国 有 地  11.8% （  10 カ

所 ）， 都 道 府 県 有 地  0.3% （  7 カ 所 ）， 市 町 村 有 地  4.3% （  11 カ 所 ）， 私 有 地

 6.7% （  17 カ 所 ）， 公 有 水 面  75.3% （  22 カ 所 ） と な っ て い た ．  

 主 対 象  3 タ イ プ で み る と ， シ ギ チ ド リ 型 で 比 較 的 国 有 地 の 割 合 が 低 く ，

そ の 他 ・ 複 合 型 で 公 有 水 面 の 割 合 が 低 い 傾 向 が あ っ た （ 表 ４ － ９ ）．  

 

 

表 ４ － ９  指 定 区 分 が 集 団 渡 来 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に お け る

主 な 保 護 対 象 に 着 目 し た 区 分 と 土 地 所 有 区 分 割 合  

 
注 ： 各 区 分 の 値 は ， 上 段 ： 面 積 割 合 （ ％ ）， 下 段 ： 出 現 カ 所 数 （ 左 端 は 各

区 分 の 合 計 カ 所 数 ）  

 

 

（ ４ ） 他 法 令 の 保 護 地 域 等 と の 重 複 関 係  

 他 法 令 に 基 づ く 保 護 地 域 等 と の 重 複 割 合 （ 全 体 面 積 に 占 め る そ れ ぞ れ の

指 定 地 域 の 割 合 ） は ， 自 然 環 境 保 全 地 域  0.2% （  1 カ 所 ）， 自 然 公 園  49.6%

（  15 カ 所 ）， 保 安 林  3.8% （  8 カ 所 ）， 文 化 財  6.7% （  9 カ 所 ） だ っ た ． 自 然

環 境 保 全 地 域 の １ カ 所 は 仙 台 海 浜 で の 宮 城 県 条 例 に 基 づ く 知 事 指 定 の 自 然

環 境 保 全 地 域 と の 重 複 で ， 自 然 公 園 と の 重 複 は ， 北 海 道 内 の 鳥 獣 保 護 区 で

の 重 複 が 多 か っ た （  6/8 カ 所 ）． 文 化 財 と の 重 複 で は ， 小 湊 で の 特 別 天 然 記

念 物 「 小 湊 の ハ ク チ ョ ウ お よ び そ の 渡 来 地 」 と の 重 複 が 全 体 面 積 の  7 割 を

占 め て い た ．  

 特 別 保 護 地 区 だ け で 見 る と ， 自 然 環 境 保 全 地 域  0.2% （  1 カ 所 ）， 自 然 公

園  67.8% （  12 カ 所 ）， 保 安 林  0.7% （  4 カ 所 ）， 文 化 財  3.0% （  6 カ 所 ） と な っ
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て い た ．  

 こ れ ら を 主 対 象  3 タ イ プ 別 に 見 る と ， シ ギ チ ド リ 型 で は 他 法 令 の 指 定 は

ほ と ん ど 受 け て お ら ず ， ガ ン カ モ 型 と そ の 他 ・ 複 合 型 で 上 記 の 重 複 を 占 め

て い た （ 表 ４ － １ ０ ）．  

 

 

表 ４ － １ ０  指 定 区 分 が 集 団 渡 来 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に お け

る 主 な 保 護 対 象 に 着 目 し た 区 分 と 他 法 令 に 基 づ く 自 然 保 護 地 域 等 と の 重 複  

 
注  1 ： 各 区 分 の 値 は ， 上 段 ： 面 積 割 合 （ ％ ）， 下 段 ： 出 現 カ 所 数 （ 左 端 は

各 区 分 の 合 計 カ 所 数 ）  

注  2 ： ア ス タ リ ス ク の 「 自 環 地 域 」 は 自 然 環 境 保 全 地 域 を 表 す  

 

 

 ま た ， 指 定 書 に は 記 載 が な い も の も 含 め ， ラ ム サ ー ル 条 約 湿 地 に 登 録 さ

れ て い る か 否 か で 区 分 す る と ， 登 録 湿 地 は  28 カ 所 （  49,246ha ） に あ り ，  8 カ

所 は 登 録 湿 地 で は な か っ た ．  

 こ れ は ， 日 本 の ラ ム サ ー ル 条 約 湿 地 全 体 （  53 湿 地  155,174ha ） に 対 し て ， カ

所 数 で は  55 ％ ， 面 積 で は  32 ％ に あ た る （  2021 年  11 月 現 在 ）  

 ラ ム サ ー ル 条 約 湿 地 に 登 録 さ れ て い る 鳥 獣 保 護 区 の 割 合 を 主 対 象  3 タ イ

プ で 見 る と ， ガ ン カ モ 型  85 ％ （  17/20 カ 所 ）， シ ギ チ ド リ 型  78 ％ （  7/9 カ 所 ），

そ の 他 ・ 複 合 型  57 ％ （  4/7 カ 所 ） で 顕 著 な 差 は み ら れ な か っ た ．  

な お ， 「 そ の 他 ・ 複 合 型 」 と し た 厚 岸 ・ 別 寒 辺 牛 ・ 霧 多 布 に は ラ ム サ ー

ル 条 約 湿 地 が  2 件 含 ま れ て い る ． ま た ， ラ ム サ ー ル 条 約 湿 地 全 体 で は ， 本

区 分 以 外 か ら も ， 「 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 」 に 分 類 さ れ て い る ， 釧 路 湿

原 ， 仏 沼 ， 名 蔵 ア ン パ ル の  3 カ 所 が 登 録 さ れ て い る ．  
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４ ． ３ ． ４  集 団 繁 殖 地 の 保 護 区  

 

（ １ ） 指 定 経 緯 お よ び 存 続 期 間  

現 行 の 基 本 指 針 で は ， 「 集 団 繫 殖 地 の 保 護 区 」 は 集 団 で 繁 殖 す る 鳥 類 ，

コ ウ モ リ 類 及 び 海 棲 哺 乳 類 の 保 護 を 図 る た め ， 島 し ょ ， 断 崖 ， 樹 林 ， 草 原 ，

砂 地 ， 洞 窟 等 に お け る 集 団 繁 殖 地 の う ち 必 要 な 地 域 に つ い て 指 定 さ れ る ．

対 象 は ， 従 来 は 鳥 類 の み だ っ た が ， 第  9 次 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 （  2002 年 度 - ）

で コ ウ モ リ 類 ， 第  10 次 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 （  2007 年 度 - ） か ら 海 棲 哺 乳 類 が

追 加 さ れ て い る ． 指 定 に 当 た っ て は ， 採 餌 ， ね ぐ ら 等 の た め の 後 背 地 又 は

水 面 等 も 可 能 な 限 り 含 め ， 特 別 保 護 地 区 は 全 箇 所 で 中 核 的 地 区 の 指 定 に 努

め る と さ れ て い る ．  

本 区 分 で 国 が 指 定 し た 鳥 獣 保 護 区 は 現 在  19 カ 所 で あ る ． 当 初 指 定 は ， 鹿

久 居 島 が  1953 年 と 極 め て 古 く  1963 年 に 禁 猟 区 か ら 移 行 し て い た が ， 一 方 で

 2008-2010 年 に 指 定 さ れ た 鳥 獣 保 護 区 が  19 カ 所 中 の  7 カ 所 を 占 め て い た ． 現

在 の 存 続 期 間 は ，  19 カ 所 全 て で  19-20 年 間 と な っ て い た ． ま た ， 紀 伊 長 島 で

は ，  2009 年 に シ カ ， イ ノ シ シ ， サ ル （  Macaca fuscata ） 等 に よ る 甚 大 な 農 林 業

被 害 を 理 由 に ， 陸 域 部 分 の 区 域 が 縮 小 さ れ た 経 緯 が あ っ た ．  

本 区 分 で は  19 カ 所 の 全 て が 鳥 類 の 繁 殖 地 を 対 象 と し て お り ， コ ウ モ リ 類

又 は 海 棲 哺 乳 類 を 対 象 と し た 指 定 地 は な か っ た ． さ ら に ， ア オ サ ギ （ Ardea 

 cinerea ） の 集 団 繁 殖 地 を 指 定 し た 鹿 久 居 島 を 除 く  18 カ 所 は ， 全 て 海 鳥 の 集

団 繁 殖 地 を 対 象 と し て い た ．  

現 状 で 国 が 指 定 し た 本 区 分 で は ， 大 部 分 が 海 鳥 を 対 象 と し て い る こ と に

鑑 み ， 以 下 の 分 析 に お い て は ， 島 嶼 と し て の 社 会 状 況 や 土 地 所 有 状 況 に 重

点 を お い た ．  

 

（ ２ ） 指 定 面 積 ， 形 態 別 面 積 内 訳 お よ び 生 息 種 数 の 状 況  

本 区 分  19 カ 所 の 指 定 面 積 は 合 計  12,469ha だ っ た ．  19 カ 所 全 て が 離 島 ・ 島 嶼

部 に 指 定 さ れ て お り ， 最 小 面 積 は  4 区 分 全 体 を 通 じ て も 最 小 で あ る 日 出 島

の  8ha で ， 本 区 分 最 大 で あ る 紀 伊 長 島 の  6,131ha ま で 幅 広 い 面 積 を 有 し て い

た （ 表 ４ － １ １ ）．  
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表 ４ － １ １  指 定 区 分 が 集 団 繁 殖 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 概 要  

 
注 ： 男 女 群 島 に お け る 哺 乳 類 の 生 息 種 数 は 計 画 書 に 記 載 が な い ．  

 

 

ま た ， 天 売 島 お よ び ， 本 土 と 陸 橋 で 結 ば れ て い る 鹿 久 居 島 の  2 カ 所 が 有

人 島 内 に 指 定 さ れ て い た ． そ れ 以 外 の  15 カ 所 は ， 国 関 係 機 関 の 人 員 が 常 駐

し て い る 南 鳥 島 ， 神 職 の み が 駐 在 し て い る 沖 ノ 島 を 含 め ， 無 人 島 に お い て

指 定 さ れ て い た ．  

特 別 保 護 地 区 は 南 鳥 島 と 鹿 久 居 島 を 除 く  17 カ 所 で 指 定 さ れ て お り ， 合 計

 1,591ha で ， 集 団 繁 殖 地 の 保 護 区 （  19 カ 所 ） 全 体 の  12.86% だ っ た ．    

形 態 別 面 積 内 訳 で は ， 林 野  20.4 ％ （  15 カ 所 ）， 農 耕 地  0.5 ％ （ １ カ 所 ），

水 面  75.9 ％ （  8 カ 所 ）， そ の 他  3.2% （  11 カ 所 ） だ っ た ． 特 別 保 護 地 区 だ け

で 見 る と ， 林 野  85.0 ％ （  12 カ 所 ）， 農 耕 地 な し ， 水 面  2.3 ％ （  2 カ 所 ）， そ
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の 他  12.7% （  8 カ 所 ） だ っ た ． 鳥 獣 保 護 区 全 体 で は 水 面 の 割 合 が 高 い が ， こ

れ は ， 紀 伊 長 島 と 冠 島 ・ 沓 島 の  2 カ 所 の 海 面 部 分 で  8 割 近 く を 占 め て お り ，

水 面 を 除 く と 全 体 の  8 割 近 く が 林 野 だ っ た ．  

特 別 保 護 地 区 の 割 合 も ， 水 面 を 除 い て 計 算 す る と 約  52% と な り ， 集 団 渡

来 地 に 次 ぐ 高 い 割 合 だ っ た ． 水 面 の 面 積 を 除 い た 特 別 保 護 地 区 の 指 定 面 積

割 合 を 箇 所 ご と に み る と ， 特 別 保 護 地 区 が 指 定 さ れ て い な い 南 鳥 島 と 鹿 久

居 島 以 外 で は ， 天 売 島 （ 約  21% ）， ユ ル リ ・ モ ユ ル リ （ 約  16% ） を 除 く  15

カ 所 で は ほ ぼ  100% だ っ た ． こ れ ら の 保 護 区 で は ， 指 定 区 域 の 陸 域 部 分 は ほ

ぼ す べ て が 特 別 保 護 地 区 に も 指 定 さ れ て い る こ と に な る ．  

生 息 リ ス ト に 掲 載 さ れ た 種 数 は ， 鳥 類  12-283 種 （ 平 均  74 種 ）， 哺 乳 類  0-5 種

（ 平 均  1.8 種 ） だ っ た ．  

指 定 面 積 と 生 息 す る 鳥 獣 の 種 数 の 相 関 関 係 を 分 析 し た と こ ろ ， 直 線 回 帰

に お け る 決 定 係 数 は ， 鳥 類  0.00 （ 相 関 係 数  0.06 ）， 哺 乳 類  0.37 （ 相 関 係 数

 0.61 ） で ， 哺 乳 類 は 生 息 種 数 自 体 が 極 め て 少 な い 中 で 比 較 的 高 い 相 関 を 示

し た ． ま た ， 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 と 生 息 種 数 と の 関 係 で は ， 決 定 係 数

は 鳥 類  0.02 （ 相 関 係 数  0.12 ）， 哺 乳 類  0.04 （ 相 関 係 数  0.19 ） で ， い ず れ も

相 関 は み ら れ な か っ た ．  

 

（ ３ ） 土 地 所 有 区 分 の 傾 向  

 土 地 所 有 別 面 積 内 訳 で は ， 国 有 林  52.8% （  6 カ 所 ）， そ の 他 国 有 地  14.9%

（  10 カ 所 ）， 都 道 府 県 有 地  0.5% （  2 カ 所 ）， 市 町 村 有 地  9.3% （  7 カ 所 ），

私 有 地  22.5% （  8 カ 所 ） だ っ た ． こ こ で は ， 海 面 を 公 有 水 面 と し て 計 上 す る

か 否 か が 統 一 さ れ て い な か っ た た め ， 陸 域 の み の 傾 向 を 比 較 す る こ と と し ，

公 有 水 面 の 値 を 除 い た 割 合 で 計 算 し た ． 合 計 面 積 で は 国 有 林 が 大 き い が ，

各 土 地 所 有 区 分 の 出 現 カ 所 数 は そ れ ぞ れ 小 数 で あ り ， 各 鳥 獣 保 護 区 の 土 地

所 有 形 態 は 箇 所 ご と の 状 況 に よ り 様 々 で あ る こ と を 示 し て い る ．  

特 別 保 護 地 区 で は ， 国 有 林  58.7% （  4 カ 所 ）， そ の 他 国 有 地  16.9% （  9 カ

所 ）， 都 道 府 県 有 地  0.5% （  1 カ 所 ）， 市 町 村 有 地  8.7% （  7 カ 所 ）， 私 有 地

 15.2% （  6 カ 所 ） と な っ て い た ．  

 

（ ４ ） 他 法 令 の 保 護 地 域 等 と の 重 複 関 係  

他 法 令 に 基 づ く 保 護 地 域 等 と の 重 複 割 合 （ 全 体 面 積 に 占 め る そ れ ぞ れ の

指 定 地 域 の 割 合 ） は ， 自 然 環 境 保 全 地 域  2.1% （  2 カ 所 ）， 自 然 公 園  39.2%

（  13 カ 所 ）， 保 安 林  4.6% （  4 カ 所 ）， 文 化 財  12.9% （  10 カ 所 ） だ っ た ． 特 別

保 護 地 区 で は ， 自 然 環 境 保 全 地 域  6.2% （  2 カ 所 ）， 自 然 公 園  59.5% （  12 カ

所 ）， 保 安 林  35.6% （  4 カ 所 ）， 文 化 財  48.8% （  10 カ 所 ） と な っ て い た ． 他 区

分 と 比 べ て ， 自 然 公 園 と の 重 複 が 少 な く 文 化 財 と の 重 複 が 多 い 傾 向 が 見 ら

れ た ．  
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自 然 公 園 と の 重 複 を 自 然 公 園 制 度 の 地 種 区 分 別 に 見 る と ， 鳥 獣 保 護 区 全

体 で は 普 通 地 域 （ 自 然 公 園 法 第  33 条 ） の 割 合 が 高 く ， 海 面 の 普 通 地 域 と の

重 複 が 多 い こ と を 表 し て い る ． 一 方 ， 鳥 獣 保 護 区 の 特 別 保 護 地 区 と 重 複 す

る 自 然 公 園 の 区 域 で は ， 特 別 地 域 （ 自 然 公 園 法 第  20 条 ） と 特 別 保 護 地 区

（ 自 然 公 園 法 第 第  21 条 ） に 限 ら れ て い た ． ま た ， 自 然 環 境 保 全 地 域 と 重 複

す る  2 カ 所 は ， い ず れ も 条 例 に 基 づ く 道 県 指 定 の 自 然 環 境 保 全 地 域 だ っ た ．  

 

４ ． ３  . ５  希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区  

 

（ １ ） 指 定 経 緯 お よ び 存 続 期 間  

現 行 の 基 本 方 針 で は  , 「 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 」 は 希 少 鳥 獣 等 そ の 他

の 絶 滅 の お そ れ の あ る 鳥 獣 又 は こ れ ら に 準 ず る 鳥 獣 の 生 息 地 で あ っ て 保 護

上 必 要 な 地 域 に 指 定 さ れ る も の で ， 特 別 保 護 地 区 は 全 箇 所 で 必 要 な 区 域 を

広 範 囲 に 指 定 す る よ う 努 め る と さ れ て い る ．  

本 区 分 で 国 が 指 定 し た 鳥 獣 保 護 区 は 現 在  21 カ 所 で あ る ．  

当 初 指 定 は  , 旧 鳥 獣 保 護 区 か ら 移 行 し た 鳥 島 の  1954 年 ， 釧 路 湿 原 の  1958

年 が 古 く ， 最 も 新 し い の は 舟 志 ノ 内 の  2015 年 で あ る ． 釧 路 湿 原 は ， ク ッ チ

ャ ロ 太 鳥 獣 保 護 区 と し て 当 初  2,848ha を 指 定 し て い た も の を ， そ の 後  3 回 の

区 域 変 更 と  1989 年 の 名 称 変 更 を 経 て 現 在 に 至 っ て い る ．  

現 行 の 存 続 期 間 は  3 カ 所 で  10 年 ，  21 カ 所 で  19-20 年 と さ れ て い た ． 存 続 期

間 を  10 年 以 下 と し て い る の は 下 北 西 部 ， 小 佐 渡 東 部 ， 北 ア ル プ ス だ っ た が ，

こ の う ち 下 北 西 部 ， 北 ア ル プ ス で は ，  2014 年 の 更 新 時 に ， 鳥 獣 被 害 を 理 由

に 一 部 区 域 を 除 外 し て 面 積 が 縮 小 さ れ て い た ． ま た 小 佐 渡 東 部 で は ， ト キ

（  Nipponia nippon ） の 野 生 復 帰 事 業 の 推 進 と 併 せ て ， 短 い 期 間 に 指 定 区 域 及 び

存 続 期 間 が 見 直 さ れ た 経 緯 が あ る ． ま た ， 本 区 分 の 中 に は ，  1979 年 か ら ニ

ホ ン カ ワ ウ ソ （  Lutra lutra nippon ） の 生 息 地 と し て 指 定 さ れ て い た 西 南 鳥 獣 保

護 区 が あ っ た が ，  2012 年 の レ ッ ド リ ス ト に お い て 同 種 が 絶 滅 と 判 断 さ れ た

こ と か ら ，  2014 年 に 指 定 解 除 さ れ て い る ．  

本 区 分 の 鳥 獣 保 護 区 で 保 護 対 象 と さ れ る 「 希 少 鳥 獣 」 は レ ッ ド リ ス ト の

見 直 し の 都 度 増 加 す る 傾 向 に あ り ， 指 定 面 積 も 増 加 傾 向 に あ る こ と に 鑑 み ，

以 下 の 分 析 に お い て は ， 主 な 保 護 対 象 （ 鳥 類 ま た は 哺 乳 類 ）， 指 定 地 域 の

状 況 （ 本 土 ま た は 島 嶼 部 ） に よ る 差 異 に 重 点 を お い た ． こ こ で ， 主 な 保 護

対 象 と さ れ た 種 は ，  21 カ 所 中 ，  16 カ 所 が 鳥 類 ，  5 カ 所 が 哺 乳 類 だ っ た ． な

お ， 鳥 類 と 哺 乳 類 に ま た が る 複 数 種 の 希 少 鳥 獣 が 生 息 し て い る 鳥 獣 保 護 区

も あ る が ， こ こ で の 主 対 象 は ， 計 画 書 の 記 載 で 筆 頭 と さ れ て い た 種 と し た

（ 表 ４ － １ ２ ）．  
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表 ４ － １ ２  指 定 区 分 が 希 少 鳥 獣 生 息 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の

概 要  

注 ： 種 の 保 存 法 で の 位 置 付 け は ， 〇 ： 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 に 指 定 ， ◎ ：

保 護 増 殖 事 業 計 画 を 策 定 ， を 示 す ．  

 

 

（ ２ ） 指 定 面 積 ， 形 態 別 面 積 内 訳 お よ び 生 息 種 数 の 状 況  

希 少 鳥 獣 生 息 地 と し て 国 が 指 定 し て い る 鳥 獣 保 護 区 は  21 カ 所 で 合 計 面 積

は  276,745ha だ っ た ．  

指 定 面 積 の 最 小 は 大 潟 草 原 の  150ha で ，  4 区 分 全 体 で も 最 大 で あ る 北 ア ル

プ ス の  109,980ha ま で 幅 広 い 指 定 面 積 だ っ た ． 特 別 保 護 地 区 は 鳥 島 ， 伊 奈 ， や

ん ば る （ 安 波 ） の  3 カ 所 を 除 く  18 カ 所 で 合 計  84,026ha が 指 定 さ れ て お り ， 本

区 分 の 鳥 獣 保 護 区 （  21 カ 所 ） 全 体 の  30.36% だ っ た ． さ ら に ， 知 床 お よ び 小

笠 原 群 島 に お い て は ， 特 別 保 護 地 区 の 中 に ， 鳥 獣 保 護 管 理 法 第  29 条 第  7 項

第  4 号 に 基 づ き 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 行 為 （ 木 竹 以

外 の 植 物 の 採 取 ， 火 入 れ ， 車 馬 の 乗 り 入 れ ， 犬 を 入 れ る こ と 等 ） が 追 加 的

に 規 制 さ れ る ， い わ ゆ る 「 特 別 保 護 指 定 区 域 」 が そ れ ぞ れ  1,156ha ，  3ha 指

定 さ れ て い る ．  

形 態 別 面 積 内 訳 で は ， 林 野  84.5 ％ （  19 カ 所 ）， 農 耕 地  2.1 ％ （  12 カ 所 ），

水 面  6.2 ％ （  13 カ 所 ）， そ の 他  7.2% （  19 カ 所 ） だ っ た ． 大 規 模 生 息 地 に 次 い

で 林 野 の 割 合 が 高 く ， 仏 沼 ， 小 佐 渡 東 部 ， 大 東 諸 島 な ど で 農 耕 地 も 比 較 的
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高 い 割 合 が 見 ら れ た ． 水 面 の 割 合 が 高 い 小 笠 原 群 島 や 名 蔵 ア ン パ ル で は ，

海 面 が 指 定 面 積 に 含 ま れ て い る こ と を 表 し て い る ． そ の 他 の 割 合 は 釧 路 湿

原 が 特 に 高 く ， 湿 原 を 含 む 原 野 が 算 入 さ れ て い る と 考 え ら れ る ．  

特 別 保 護 地 区 （  18 カ 所 ） だ け で 見 る と ， 林 野  86.3 ％ （  16 カ 所 ）， 農 耕 地

 0.4% （  3 カ 所 ）， 水 面  0.9 ％ （  9 カ 所 ）， そ の 他  12.4% （  11 カ 所 ） だ っ た ． コ

ウ ノ ト リ （  Ciconia boyciana ） を 対 象 と し た 円 山 川 下 流 域 で は 特 別 保 護 地 区 の

約  84 ％ の 面 積 が 農 耕 地 だ っ た ． 釧 路 湿 原 ， 仏 沼 ， 大 潟 草 原 で は 大 部 分 が そ

の 他 と な っ て お り ， 原 野 な ど だ と 推 測 さ れ る ．  

 主 対 象 が 鳥 類 か 哺 乳 類 か で は ， 鳥 類 で 水 面 ， 哺 乳 類 で 農 耕 地 の 割 合 が 大

き か っ た が ， 前 者 は 小 笠 原 群 島 の 海 面 ， 後 者 は 大 東 諸 島 で の 農 耕 地 の 影 響

が 大 き い ． い ず れ も 特 別 保 護 地 区 の 指 定 面 積 は 小 さ い た め ， 特 別 保 護 地 区

で は 林 野 と ， 鳥 類 で は そ の 他 （ 原 野 ， 草 地 等 ） の 割 合 が 高 く な っ て い た ．

鳥 獣 保 護 区 が 本 土 に あ る か 島 嶼 （ 沖 縄 県 全 域 を 含 む ） に あ る か で 区 分 す る

と ， 全 体 に 林 野 の 割 合 が 高 い が ， 島 嶼 で は 本 土 よ り も 農 耕 地 ， 水 面 の 割 合

が 高 か っ た （ 表 ４ － １ ３ ）． こ れ に つ い て も 小 笠 原 群 島 と 大 東 諸 島 の 影 響

が 大 き か っ た ．  

 

 

表 ４ － １ ３  指 定 区 分 が 希 少 鳥 獣 生 息 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に

お け る 主 対 象 ま た は 所 在 場 所 に よ る 区 分 と 形 態 別 面 積 内 訳  

 

注 ： 各 区 分 の 値 は ， 上 段 ： 面 積 割 合 （ ％ ）， 下 段 ： 出 現 カ 所 数 （ 左 端 は 各

区 分 の 合 計 カ 所 数 ）  

   

 

生 息 リ ス ト に 掲 載 さ れ た 種 数 は ， 鳥 類  31-268 種 （ 平 均  131 種 ）， 哺 乳 類
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 0-48 種 （ 平 均  13.9 種 ） だ っ た ． 指 定 面 積 と 生 息 す る 鳥 獣 の 種 数 の 相 関 関 係

を 分 析 し た と こ ろ ， 直 線 回 帰 に お け る 決 定 係 数 は ， 鳥 類  0.05 （ 相 関 係 数

 0.23 ）， 哺 乳 類  0.64 （ 相 関 係 数  0.80 ） で ， 哺 乳 類 で は  4 区 分 で 最 も 高 い 相

関 が み ら れ た （ 図 ４ － ５ ）． ま た ， 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 と 生 息 種 数 と

の 関 係 で は ， 決 定 係 数 は 鳥 類  0.01 （ 相 関 係 数  0.09 ）， 哺 乳 類  0.06 （ 相 関 係

数  0.24 ） で ， い ず れ も 相 関 は み ら れ な か っ た ．  

 

 

図 ４ － ５  指 定 面 積 が 希 少 鳥 獣 生 息 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に お

け る 指 定 面 積 と 哺 乳 類 の 生 息 種 数 の 関 係  

 

 

（ ３ ） 土 地 所 有 区 分 の 傾 向  

土 地 所 有 別 面 積 内 訳 で は ， 国 有 林  73.7% （  10 カ 所 ）， そ の 他 国 有 地  5.7%

（  15 カ 所 ）， 都 道 府 県 有 地  1.3% （  11 カ 所 ）， 市 町 村 有 地  3.3% （  16 カ 所 ），

私 有 地  10.0% （  18 カ 所 ）， 公 有 水 面  6.0% （  12 カ 所 ） だ っ た ． 傾 向 と し て は 形

態 別 内 訳 を 反 映 し た も の と 考 え ら れ ， 国 有 林 ・ 国 有 地 の 割 合 が 高 く ， 公 有

地 や 私 有 地 の 割 合 は 低 か っ た ．  

特 別 保 護 地 区 （  18 カ 所 ） で は ， 国 有 林  83.8% （  10 カ 所 ）， そ の 他 国 有 地

 11.3% （  6 カ 所 ）， 都 道 府 県 有 地  1.5% （  5 カ 所 ）， 市 町 村 有 地  2.0% （  11 カ

所 ）， 私 有 地  0.6% （  9 カ 所 ）， 公 有 水 面  0.8% （  7 カ 所 ） と な っ て い た ．  

主 対 象 が 鳥 類 か 哺 乳 類 か で は ， 哺 乳 類 で 市 町 村 有 地 や 私 有 地 の 割 合 が 比

較 的 大 き く ， こ れ ら に は 大 東 諸 島 ， 舟 志 ノ 内 ， 伊 奈 の 影 響 が 大 き か っ た ．

特 別 保 護 地 区 で は こ の 傾 向 は 弱 ま り ， 哺 乳 類 を 主 対 象 と し た 鳥 獣 保 護 区 で
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も 国 有 林 の 割 合 が  95% を 占 め て い た ． 本 土 か 島 嶼 （ 沖 縄 県 全 域 を 含 む ） か

で は ， 島 嶼 で は 本 土 よ り も 国 有 林 等 の 国 有 地 の 割 合 が 低 く ， 市 町 村 有 地 ，

私 有 地 や 公 有 水 面 の 割 合 が 高 か っ た ． こ れ も 小 笠 原 群 島 と 大 東 諸 島 ， 舟 志

ノ 内 ， 伊 奈 の 影 響 が 大 き か っ た ． 特 別 保 護 地 区 で は ， 島 嶼 部 の 鳥 獣 保 護 区

で も 国 有 林 ・ 国 有 地 の 割 合 が  92% 超 を 占 め て い た （ 表 ４ － １ ４ ）．  

 

 

表 ４ － １ ４  指 定 区 分 が 希 少 鳥 獣 生 息 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に

お け る 主 対 象 ま た は 所 在 場 所 に よ る 区 分 と 土 地 所 有 区 分 内 訳 ．  

 

注 ： 各 区 分 の 値 は ， 上 段 ： 面 積 割 合 （ ％ ） 下 段 ： 出 現 カ 所 数 （ 左 端 は 各 区

分 の 合 計 カ 所 数 ）  

   

 

（ ４ ）  他 法 令 の 保 護 地 域 等 と の 重 複 関 係  

他 法 令 に 基 づ く 保 護 地 域 等 と の 重 複 割 合 （ 全 体 面 積 に 占 め る そ れ ぞ れ の

指 定 地 域 の 割 合 ） は ， 自 然 環 境 保 全 地 域  1.4% （  2 カ 所 ）， 自 然 公 園  86.4%

（  13 カ 所 ）， 保 安 林  67.5% （  12 カ 所 ）， 文 化 財  10.8% （  14 カ 所 ） だ っ た ． 特 別

保 護 地 区 （  18 カ 所 ） だ け で 見 る と ， 自 然 環 境 保 全 地 域  0.1% （  1 カ 所 ）， 自

然 公 園  93.2% （  12 カ 所 ）， 保 安 林  67.8% （  11 カ 所 ）， 文 化 財  15.5% （  9 カ 所 ） と

な っ て い た ．  

自 然 公 園 と の 重 複 は  4 区 分 の 中 で も 最 も 高 く ， 保 安 林 と の 重 複 も 大 規 模

生 息 地 に 次 い で 高 か っ た ． 自 然 公 園 と の 重 複 は ， 特 に ， 知 床 ， 大 鳥 朝 日 ，

北 ア ル プ ス な ど ， 大 面 積 の 鳥 獣 保 護 区 で の 国 立 公 園 と の 重 複 面 積 が 大 き か

っ た ．  

自 然 環 境 保 全 地 域 と の 重 複 は 大 鳥 朝 日 と 与 那 国 の  2 カ 所 で ， い ず れ も 条

例 に 基 づ く 県 指 定 地 域 だ っ た ． こ の う ち 特 別 保 護 地 区 で の 重 複 は 与 那 国 の

み で あ る ． 文 化 財 と の 重 複 は 釧 路 湿 原 や 北 ア ル プ ス で の 重 複 面 積 が 大 き な

割 合 を 占 め て い た ．  

主 対 象 が 鳥 類 か 哺 乳 類 か で 分 析 す る と ， 鳥 類 が 哺 乳 類 よ り ， い ず れ の 保
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護 地 域 と の 重 複 も 大 き く ， 自 然 公 園 と の 重 複 で も 鳥 類  90% に 対 し て 哺 乳 類

 40% と 大 き な 差 が み ら れ た ． 特 別 保 護 地 区 で も ， 保 安 林 を 除 い て 同 様 の 傾

向 が 見 ら れ た ． 本 土 か 島 嶼 （ 沖 縄 県 全 域 を 含 む ） か で は ， 本 土 が 島 嶼 よ り ，

い ず れ の 保 護 地 域 と の 重 複 も 大 き く ， 特 に 保 安 林 ， 文 化 財 で の 差 が 大 き か

っ た （ 表 ４ － １ ５ ）．  

 

 

表 ４ － １ ５  指 定 区 分 が 希 少 鳥 獣 生 息 地 と な っ て い る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に

お け る 主 対 象 ま た は 所 在 場 所 に よ る 区 分 と 他 法 令 に 基 づ く 自 然 保 護 地 域 等

と の 重 複    

 
注  1 ： 各 区 分 の 値 は ， 上 段 ： 面 積 割 合 （ ％ ）， 下 段 ： 出 現 カ 所 数 （ 左 端 は

各 区 分 の 合 計 カ 所 数 ）．  

注  2 ： 鳥 獣 保 護 区 お よ び 特 別 保 護 地 区 の 内 訳 の う ち ， 略 記 し た 項 目 は そ れ

ぞ れ 以 下 の と お り  

自 環 特 別 ： 自 然 環 境 保 全 地 域 特 別 地 区 （ 自 然 環 境 保 全 法 第  25 条 に 基 づ く ）  

自 環 普 通 ： 自 然 環 境 保 全 地 域 普 通 地 区 （ 自 然 環 境 保 全 法 第  28 条 に い う ）  

公 園 特 保 ： 自 然 公 園 特 別 保 護 地 区 （ 自 然 公 園 法 第  21 条 に 基 づ く ）  

公 園 特 別 ： 自 然 公 園 特 別 地 域 （ 自 然 公 園 法 第  20 条 に 基 づ く ）  

公 園 普 通 ： 自 然 公 園 普 通 地 域 （ 自 然 公 園 法 第  33 条 に い う ）  

公 園 合 計 ： 自 然 公 園 区 域 合 計 （ 上 記  3 項 目 の 合 計 ）  

 

 

４ ． ４  指 定 区 分 に 基 づ く 考 察  

 

４ ． ４ ． １  大 規 模 生 息 地 の 保 護 区 と 指 定 面 積  

保 護 地 域 に お け る 面 積 と 種 数 の 関 係 は ， 生 物 地 理 学 理 論 に 基 づ き ， 面 積

が 大 き い ほ ど 多 く の 種 を 保 護 で き る と い う 原 則 や ， 同 面 積 で も よ り 効 果 的

に 保 護 す る た め の 形 状 又 は 配 置 が 議 論 さ れ て き た が （  Wilson ＆  Willis,1975 ，

小 林  ,1985 ）， 日 本 国 内 の デ ー タ に 基 づ き 検 討 さ れ た 例 は 見 当 た ら な い ．  

今 回 ， 国 指 定 の 「 大 規 模 生 息 地 の 保 護 区 」 に つ い て ， 指 定 面 積 の 広 さ と

生 息 す る 鳥 類 の 種 数 に は 直 接 の 相 関 は 見 ら れ な か っ た 一 方 ， 森 林 以 外 の 農

耕 地 や 水 面 ， そ の 他 （ 原 野 な ど ） の 環 境 が 幅 広 く 含 ま れ て い る 地 域 ほ ど 種
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数 が 多 く ， ま た ， 特 別 保 護 地 区 と し て 生 息 環 境 が 保 護 さ れ て い る 割 合 が 高

い ほ ど ， 多 数 の 鳥 種 が 生 息 で き る 傾 向 が あ っ た ． 一 方 ， 哺 乳 類 に つ い て は ，

指 定 面 積 に も 弱 い 相 関 が み ら れ た ． 相 関 が 弱 か っ た 理 由 と し て は ， 各 鳥 獣

保 護 区 で リ ス ト ア ッ プ さ れ た 哺 乳 類 の 中 で は ネ ズ ミ 目 ・ モ グ ラ 目 や コ ウ モ

リ 目 の 種 数 に 差 異 が 大 き い こ と か ら ， 対 象 分 類 群 に つ い て の 認 識 や ， 鳥 獣

保 護 区 ご と の 調 査 努 力 ま た は デ ー タ 収 集 の 精 度 な ど に よ る ば ら つ き が 大 き

い こ と が 考 え ら れ た ．  

上 記 の 傾 向 を 確 認 す る た め ， 本 区 分 以 外 も 含 め た い く つ か の 組 み 合 わ せ

で 同 様 の 回 帰 分 析 を 行 っ た と こ ろ ， 決 定 係 数 （ ｒ ² ） は 表 ４ － １ ６ の 通 り

だ っ た ．  

 

 

表 ４ － １ ６  国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 各 指 定 区 分 等 に お け る  , 指 定 面 積 等 と 生

息 種 数 の 各 組 合 せ に よ る 直 線 回 帰 の 決 定 係 数 （ ｒ ² ） の 比 較  

注  1 ： 決 定 係 数 が  0.2 を 超 え た 値 （ 相 関 係 数 は 全 て 正 の 値 ） を 記 載 し た ．  

注  2 ： 省 略 し た 各 表 記 （ ＊ ） は 以 下 を 示 す ．  

多 様 度 ： 形 態 別 面 積 内 訳 か ら 算 出 し た 多 様 度 指 数 （  Shannon-Wiener H ’）  

特 保 割 合 ： 鳥 獣 保 護 区 に お け る 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 （ 各 区 分 等 の 合 計

値 に よ る ）  

 

 

指 定 面 積 と 生 息 種 数 の 正 の 関 係 は ， 鳥 類 で は 集 団 渡 来 地 の み ， 哺 乳 類 で

は ほ ぼ 全 区 分 で 決 定 係 数 が  0.22 以 上 （ 相 関 係 数  0.47 以 上 ） と な り ， 希 少 鳥

獣 生 息 地 で 特 に 相 関 が 強 か っ た ． 哺 乳 類 で の 相 関 は ， 大 規 模 生 息 地 よ り も

他 区 分 の 方 が 強 く ， 全 区 分 を 合 わ せ る と 大 面 積 の 鳥 獣 保 護 区 の 方 が 小 面 積

よ り も 強 い 傾 向 が み ら れ た ． 本 来 ， 行 動 圏 が 広 域 に 及 ぶ 大 型 鳥 獣 等 の 保 護

指定面積 *多様度 *特保割合 指定面積 *多様度 *特保割合
大規模生息地 10 - 0.43 0.51 0.22 - -
集団渡来地 36 0.35 - - 0.28 - -
集団繁殖地 19 - - - 0.37 - -
希少鳥獣生息地 21 - - - 0.64 - -
全指定区分 86 - - - 0.49 - -
全指定区分（指定面積1,000ha以上） 45 - - - 0.41 - -
全指定区分（指定面積1,000ha未満） 41 - 0.23 - - 0.24 -
大規模生息地＋希少鳥獣生息地 31 - - - 0.46 - -
大規模生息地＋希少鳥獣生息地（指定面積1,000ha以上） 16 - 0.39 - 0.28 - -
大規模生息地＋希少鳥獣生息地（本土に所在） 19 - 0.23 0.52 0.39 - -
大規模生息地+希少鳥獣生息地（指定面積1,000ha以上で本土に所在） 13 - - 0.67 0.24 - -

鳥類の生息種数 哺乳類の生息種数
カ所数指定区分および面積規模等
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を 目 的 と し た 大 規 模 生 息 地 の み な ら ず ， 特 に 大 面 積 を 占 め る 鳥 獣 保 護 区 で

は ， 多 く の 哺 乳 類 の 行 動 圏 や 移 動 経 路 を 確 保 す る 役 割 が 発 揮 さ れ て い る こ

と が 示 唆 さ れ る ．  

鳥 類 の 生 息 種 数 が 土 地 形 態 の 多 様 度 に 比 例 す る 傾 向 は ， 大 規 模 生 息 地 以

外 の 区 分 で は 弱 く ， 大 規 模 生 息 地 と ， さ ら に  1,000ha 以 上 の 希 少 鳥 獣 生 息 地

を 加 え た 場 合 が 強 か っ た ． 小 面 積 な 鳥 獣 保 護 区 や 全 体 集 計 で は 相 関 が 弱 か

っ た こ と か ら ， 林 野 を 主 体 と し た 大 面 積 な 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 に 他 の 土 地 形

態 が よ り 多 く 含 ま れ る こ と で 種 数 が 増 加 す る 傾 向 を 示 し て い る と 考 え ら れ

た ． 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 と 鳥 類 の 種 数 と の 相 関 は ， 離 島 を 除 き 本 土  4

島 の み と し た 場 合 ， か つ  1,000ha を 超 え る 大 規 模 の 保 護 区 で 強 い 相 関 が 見 ら

れ た ． 連 坦 し た 大 面 積 の 保 護 区 で は ， 生 息 環 境 が 保 護 さ れ た 特 別 保 護 地 区

の 面 積 が 広 い 方 が 多 く の 鳥 種 が 生 息 で き る こ と を 示 す と 考 え ら れ る が ， 一

方 で ， 鳥 獣 保 護 区 に お け る 特 別 保 護 地 区 の 指 定 は ， 他 法 令 な ど の 様 々 な 事

情 に 影 響 を 受 け て お り ， 面 積 割 合 だ け で は 直 接 的 な 指 標 と は な り に く い こ

と も 示 唆 さ れ た ．  

 大 規 模 生 息 地 の 中 で 基 本 方 針 で の 国 指 定 要 件 に 合 致 し て い な い 大 山 鳥 獣

保 護 区 は ， 区 域 が 鳥 取 県 内 に 限 ら れ ， か つ 全 域 が 大 山 隠 岐 国 立 公 園 の 特 別

地 域 （ 特 別 保 護 地 区 を 含 む ） と 重 複 し て い る （  5,156ha ）． 大 山 隠 岐 国 立 公

園 は 島 根 県 ， 岡 山 県 に も ま た が り ， 現 在 の 鳥 獣 保 護 区 を 含 む 「 大 山 蒜 山 地

域 」 だ け で も 面 積 は  22,317ha で あ る ．  1957 年 に 旧 鳥 獣 保 護 区 と し て 指 定 さ れ

て 以 来 の 歴 史 が あ る が ， 存 続 期 間  10 年 で の 更 新 が 繰 り 返 さ れ て き て お り ，

更 新 時 に は 区 域 の 拡 張 を 検 討 す る 余 地 が あ る と 思 わ れ る ． 特 別 保 護 地 区 が

指 定 さ れ て い な い 大 雪 山 ， 白 神 山 地 ， 白 山 に つ い て も ， 自 然 環 境 保 全 地 域

や 国 立 公 園 の 特 別 地 域 等 と の 重 複 が 大 き い こ と か ら ， 他 の 地 区 と 同 様 に 特

別 保 護 地 区 の 指 定 を 検 討 す る こ と は 可 能 だ と 考 え ら れ る ．  

 

４ ． ４ ． ２  集 団 渡 来 地 の 保 護 区 と ラ ム サ ー ル 湿 地 登 録  

 ラ ム サ ー ル 条 約 の 正 式 名 称 は 「 特 に 水 鳥 の 生 息 地 と し て 国 際 的 に 重 要 な

湿 地 に 関 す る 条 約 」 で あ り ， 登 録 湿 地 の 基 準 （  9 項 目 ） に は ， 定 期 的 に  2

万 羽 以 上 の 水 鳥 を 支 え て い る 湿 地 （ 基 準  5 ）， 水 鳥 の  1 種 ま た は  1 亜 種 の

個 体 群 の 個 体 数 の  1 ％ 以 上 を 定 期 的 に 支 え て い る 湿 地 （ 基 準  6 ） な ど が 挙

げ ら れ て い る ． ま た ， 環 境 省 は ， 日 本 で の 登 録 要 件 と し て ， こ れ ら の 国 際

基 準 に 該 当 す る こ と に 加 え て ， 国 の 法 律 に よ っ て 将 来 に わ た っ て 保 全 が 図

ら れ る こ と を 挙 げ ， 自 然 公 園 な ど に 指 定 さ れ て い な い 場 合 に は ， 国 指 定 鳥

獣 保 護 区 の 特 別 保 護 地 区 に 指 定 す る 方 針 を 示 し て き た ． ま た 一 方 で ， 生 物

多 様 性 国 家 戦 略 な ど に 数 値 目 標 を 示 し て ， ラ ム サ ー ル 条 約 湿 地 の 数 を 増 や

し て き て い る ． こ う し た 動 き の 中 で ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 中 で も 特 に 関 係

が 深 い と 考 え ら れ る 本 区 分 で は ，  1980 年 の ラ ム サ ー ル 条 約 締 結 以 前 に は 国
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指 定 鳥 獣 保 護 区 の 候 補 地 と さ れ て い な か っ た 箇 所 を 含 め て 新 規 指 定 が 推 進

さ れ て い た ．  

干 潟 環 境 を 指 標 す る と 考 え ら れ る シ ギ チ ド リ 型 で は ， 国 有 地 以 外 の 場 所

が 比 較 的 多 く ， 他 法 令 の 保 護 地 域 と は 重 複 し な い 場 所 が 広 く 指 定 さ れ て い

た ． ま た ， 特 別 保 護 地 区 の 割 合 は  4 区 分 の 中 で 最 も 高 く ， と く に ， 湖 沼 環

境 を 示 す と 考 え ら れ る ガ ン カ モ 型 で 高 い 傾 向 が 見 ら れ た ． こ れ ら は ， ラ ム

サ ー ル 条 約 湿 地 の 登 録 と 連 携 し て ， 重 要 な 場 所 の 指 定 が 積 極 的 に 進 め ら れ

た 結 果 だ と 考 え ら れ る ． 日 本 の 干 潟 は ，  1945 年 か ら  1995 年 末 ま で の  50 年 間

で  40 ％ 以 上 減 少 し て お り （ 生 物 多 様 性 国 家 戦 略  2012-2020 ）， 自 然 公 園 や 文

化 財 に 指 定 さ れ 保 護 さ れ た 地 域 が 少 な か っ た 一 方 で ， 残 さ れ た 干 潟 の 重 要

性 が 増 し て い る こ と が う か が え る ． シ ギ チ ド リ 型 で は 指 定 面 積 と 生 息 種 数

の 相 関 が 弱 く ， 特 別 保 護 地 区 の 指 定 割 合 が 比 較 的 低 か っ た こ と も ， 残 さ れ

た 干 潟 を 鳥 獣 保 護 区 が 最 大 限 に 取 り 込 ん で い る 状 況 を 示 す と 考 え ら れ る ．

ま た ， シ ギ ・ チ ド リ 類 が 集 団 渡 来 地 を 利 用 す る 春 期 ・ 秋 期 は ， お も に 狩 猟

期 間 以 外 の 時 期 で あ る こ と か ら ， 狩 猟 を 禁 止 す る 効 果 だ け で な く ， 鳥 獣 保

護 区 と し て の 指 定 自 体 が 重 視 さ れ て い る こ と が 推 察 さ れ る ． 狩 猟 対 象 を 含

む ガ ン カ モ 類 を 主 対 象 と し た 集 団 渡 来 地 に お い て も 特 別 保 護 地 区 の 割 合 が

高 い の は ， や は り ラ ム サ ー ル 湿 地 登 録 が 動 機 と な っ て 指 定 を 牽 引 し て い る

か ら だ と 考 え ら れ る ．  

 

４ ． ４ ． ３  集 団 繁 殖 地 の 保 護 区 と 離 島 ・ 島 嶼  

本 区 分 の 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 は ，  17 カ 所 中 の  15 カ 所 が 無 人 島 に 指 定 さ れ て

い た ． 私 有 地 や 市 町 村 有 地 の 割 合 が 比 較 的 高 い の は ， こ う し た 無 人 島 の 所

有 形 態 が 様 々 で あ る こ と を 反 映 し て い る と 考 え ら れ る ．  

こ れ ら の 無 人 島 は そ も そ も ア ク セ ス が 困 難 な 場 合 が 多 い た め ， 狩 猟 捕 獲

を 禁 止 す る 効 果 は 低 い と 考 え ら れ る が ， 特 別 保 護 地 区 の 面 積 割 合 は 海 面 を

除 い て も  51.7% で ， 集 団 渡 来 地 よ り 低 か っ た ． 他 の 指 定 区 分 と 比 較 し て 私 有

地 や 市 町 村 有 地 の 割 合 が 高 い の は 特 別 保 護 地 区 で も 同 様 だ っ た が ， 特 別 保

護 地 区 が 指 定 さ れ て い な い 南 鳥 島 ， 鹿 久 居 島 で は ， 指 定 区 域 の 全 て が 国 有

地 だ っ た ． こ の た め ， 南 鳥 島 に お い て も ， 他 の 地 区 と 同 様 に 特 別 保 護 地 区

の 指 定 を 検 討 す る の が 妥 当 だ と 考 え ら れ る ．  

鹿 久 居 島 に つ い て は ， 有 人 島 内 に 指 定 さ れ ， 全 域 が 国 有 林 で あ る 一 方 で ，

特 別 保 護 地 区 が 指 定 さ れ て い な い な ど ， 本 区 分 の 中 で も 多 く の 点 で 特 異 な

状 況 に あ る ． 全 域 が 国 立 公 園 特 別 地 域 と 重 複 し て い る こ と も あ り ， 国 指 定

の ま ま 更 新 す る 上 で は 異 論 が 少 な い と 考 え ら れ る が ， ア オ サ ギ の 代 表 的 な

繁 殖 地 の 一 つ と さ れ る 当 該 鳥 獣 保 護 区 が ， 現 在 で も 全 国 的 ま た は 国 際 的 に

重 要 な 地 域 と し て 位 置 付 け ら れ る か ど う か を 含 め ， 今 後 の 点 検 が 必 要 だ と

思 わ れ る ．  
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 2008-2010 年 の 間 に  7 カ 所 の 新 規 指 定 が 行 わ れ た 背 景 と し て は ，  2007 年 に

策 定 さ れ た 第 三 次 生 物 多 様 性 国 家 戦 略 に お い て ， 「 沿 岸 ・ 海 洋 域 に お け る

重 要 な 繁 殖 地 に つ い て （ 鳥 獣 ） 保 護 区 の 指 定 に 努 め る 」 と 明 記 さ れ て い た

こ と が 強 く 影 響 し た と 考 え ら れ る ．  

基 本 指 針 と の 整 合 の 観 点 で は ， コ ウ モ リ 類 や 海 棲 哺 乳 類 の 集 団 繁 殖 地 と

し て 国 が 指 定 す べ き 重 要 な 地 域 の 有 無 を 検 討 す べ き だ と 考 え ら れ る ． 希 少

鳥 獣 生 息 地 で は 小 笠 原 群 島 で オ ガ サ ワ ラ オ オ コ ウ モ リ （  Pteropus pselaphon ），

大 東 諸 島 で ダ イ ト ウ オ オ コ ウ モ リ （  Pteropus dasymallus daitoensis ） が 保 護 対 象 と さ

れ て い る が ， そ の 他 多 く の コ ウ モ リ 目 に 属 す る 希 少 鳥 獣 の 集 団 繁 殖 地 で の

指 定 は 進 ん で い な い ． 海 棲 哺 乳 類 に つ い て は ， 襟 裳 地 域 で ゼ ニ ガ タ ア ザ ラ

シ （  Phoca vitulina ） が 現 在 の と こ ろ 唯 一 の 特 定 希 少 鳥 獣 管 理 計 画 の 対 象 と な

っ て い る よ う に ， 希 少 鳥 獣 で あ り な が ら 漁 業 者 と の 軋 轢 が 生 じ て い る 場 合

が あ る ． 集 団 繁 殖 地 と し て の 指 定 に お い て も 漁 業 と の 調 整 が 課 題 に な る と

予 想 さ れ る が ， 指 定 す べ き 重 要 な 集 団 繁 殖 地 の 有 無 を 常 に 点 検 し て お く こ

と が 必 要 と 思 わ れ る ．    

 

４ ． ４ ． ４  希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 と 他 法 令  

 本 区 分 の 保 護 区 は ， 対 象 希 少 鳥 獣 に 応 じ て ， 本 土 に も 島 嶼 部 に も 指 定 さ

れ て い る が ， 特 別 保 護 地 区 が 指 定 さ れ て い な い 鳥 島 ， 伊 奈 ， や ん ば る （ 安

波 ） の  3 カ 所 は い ず れ も 島 嶼 部 に 位 置 し て い る ． こ の う ち ア ホ ウ ド リ

（  Diomedea albatrus ） の 繁 殖 地 で あ る 鳥 島 は  1954 年 の 鳥 獣 保 護 区 指 定 後 ， 全 域

が  1958 年 に 「 鳥 島 の ア ホ ウ ド リ お よ び そ の 繁 殖 地 」 と し て 国 の 天 然 記 念 物

に 指 定 （  1962 年 に 特 別 天 然 記 念 物 に 指 定 ） さ れ た が ，  1965 年 に は 特 別 天 然

記 念 物 「 ア ホ ウ ド リ 」 と し て 地 域 を 定 め な い 種 指 定 と な っ た 経 緯 が あ る ．

伊 奈 は  1989 年 に ツ シ マ ヤ マ ネ コ （  Prionailurus bengalensis euptilurus ） の 特 定 鳥 獣 生

息 地 と し て 鳥 獣 保 護 区 に 指 定 さ れ ， 現 在 に 至 っ て い る ． ほ ぼ 全 域 が 私 有 地

で ， 他 法 令 の 保 護 地 域 と の 重 複 が 一 切 な い 状 況 で あ る ． や ん ば る （ 安 波 ）

は ，  2009 年 の 指 定 後 ，  2016 年 に 全 域 が や ん ば る 国 立 公 園 の 区 域 と 重 複 す る

こ と に な っ た ． 指 定 計 画 書 に は 記 載 が な い た め 詳 細 な 内 訳 は 不 明 だ が ， 国

立 公 園 の 特 別 保 護 地 区 ， 特 別 地 域 ， 普 通 地 域 に 分 か れ て い る ．  

 ま た ， 本 区 分 で は ， 鳥 獣 保 護 区 の 機 能 の 維 持 ， 向 上 を よ り 積 極 的 に 図 る

目 的 で  2006 年 の 法 律 改 正 で 導 入 さ れ た ， 鳥 獣 保 護 管 理 法 第  28 条 の  2 に 基 づ

く 保 全 事 業 が  , 鳥 島 （ ア ホ ウ ド リ ）， 舟 志 ノ 内 （ ツ シ マ ヤ マ ネ コ ）， や ん

ば る （ 安 田 ） （ ヤ ン バ ル ク イ ナ  Gallirallus okinawae ）， 大 東 諸 島 （ ダ イ ト ウ オ

オ コ ウ モ リ ） の  4 地 域 で 実 施 さ れ て い た ． こ の う ち ダ イ ト ウ オ オ コ ウ モ リ

に つ い て は ， 種 の 保 存 法 （ 絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動 植 物 の 種 の 保 存 に 関

す る 法 律 ） 第  45 条 に 基 づ く 保 護 増 殖 事 業 計 画 は 策 定 さ れ て い な い ． ま た ，

同 法 第  36 条 に 基 づ く 生 息 地 等 保 護 区 は 鳥 類 ・ 哺 乳 類 を 対 象 と し て は 指 定 さ
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れ て お ら ず ， 今 後 も 拡 大 さ れ る 見 込 み は 少 な い と 思 わ れ る こ と か ら ， 鳥 獣

保 護 管 理 法 に 基 づ く 鳥 獣 保 護 区 で の 保 全 事 業 は ， 保 護 増 殖 事 業 計 画 の 有 無

に 関 わ ら ず ， 必 要 に 応 じ て 積 極 的 に 実 施 さ れ る べ き で あ る ．  

同 様 に ， 現 在 ， 国 で は 知 床 ， 小 笠 原 群 島 の 特 別 保 護 地 区 に の み 指 定 し て

い る 特 別 保 護 指 定 区 域 に つ い て は ， 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 他 地 区 あ る い は ， 当

該 制 度 創 設 時 に も 想 定 さ れ て い た 集 団 繁 殖 地 の 保 護 区 （  1978 年  8 月  23 日 付

施 行 通 知 ） 等 で も 必 要 に 応 じ た 指 定 が 積 極 的 に 進 め ら れ る こ と が 期 待 さ れ

る ．  

 

４ ． ４ ． ５  ４ 区 分 の 横 断 的 事 項  

（ １ ） 保 全 事 業 の 実 施  

 前 章 で 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 に 関 し て 記 述 し た ，  2006 年 度 か ら 導 入 さ

れ た 鳥 獣 保 護 区 に お け る 保 全 事 業 に つ い て は ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 全 体 で は

 12 カ 所 で 実 施 さ れ て お り ， そ の う ち  6 カ 所 が 集 団 渡 来 地 ，  2 カ 所 が 集 団 繁

殖 地 ，  4 カ 所 が 希 少 鳥 獣 繁 殖 地 の 保 護 区 だ っ た （  2022 年  1 月 現 在 ）．  

保 全 事 業 の 実 施 に つ い て は ， 現 行 の 指 定 計 画 書 に は 必 ず し も 記 載 さ れ て

お ら ず ， 更 新 等 の タ イ ミ ン グ 以 外 に 「 保 護 に 関 す る 指 針 」 と し て 中 央 環 境

審 議 会 に 報 告 さ れ て い る 場 合 が あ っ た ． 都 道 府 県 指 定 も 含 め ， 鳥 獣 保 護 区

で 保 全 事 業 が 実 施 さ れ て い る か ど う か は 鳥 獣 関 係 統 計 に も 項 目 が な く ， 網

羅 的 に 把 握 す る 仕 組 み は で き て い な い ．  

国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に お け る 保 全 事 業 の 内 容 は ， 集 団 渡 来 地 で は 干 潟 造 成 ，

土 砂 流 入 防 止 な ど の 生 息 環 境 改 善 が 主 と な っ て い る が ， 集 団 繁 殖 地 や 希 少

鳥 獣 生 息 地 の 実 施 箇 所 で は ， 外 来 種 の 除 去 に 関 す る 事 業 も ほ ぼ 全 て で 含 ま

れ て い る ． こ の う ち 地 方 公 共 団 体 が 保 全 事 業 の 一 部 を 実 施 し て い る 事 例 も ，

ク ッ チ ャ ロ 湖 ， 谷 津 干 潟 ， 浜 甲 子 園 ， 漫 湖 （ い ず れ も 集 団 渡 来 地 ） で 確 認

で き た が ， 上 述 の 理 由 に よ り ， 全 て を 把 握 す る こ と は 困 難 だ っ た  . 現 在 は

保 全 事 業 が 実 施 さ れ て い な い 箇 所 で も ， 自 然 公 園 等 と 重 複 し て い る 場 合 は ，

同 様 の 事 業 が 自 然 公 園 事 業 や 自 然 再 生 事 業 な ど で 実 施 さ れ て い る 場 合 も あ

る と 考 え ら れ る ． 前 述 し た 希 少 鳥 獣 に 係 る 保 護 増 殖 事 業 計 画 と の 連 携 も 含

め ， 他 法 令 に 基 づ く 事 業 と 効 果 的 に 連 携 す る 中 で ， 必 要 な 保 全 事 業 の 導 入

が 進 め ら れ る べ き で あ ろ う ．  

 

（ ２ ） 未 指 定 の 候 補 地  

地 方 分 権 一 括 法 の 施 行 前 だ っ た 第  8 次 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 策 定 時 の 「 国 設

鳥 獣 保 護 区 設 定 計 画 」 （  1996 年  12 月  12 日 付 環 境 庁 自 然 保 護 局 長 通 達 ） で は ，

国 が 未 指 定 と す る 候 補 地 が  11 カ 所 示 さ れ て い た が ， そ の 中 で 現 在 ま で に 国

の 指 定 が 行 わ れ て い な い の は ， 汐 川 （ 集 団 渡 来 地 ）， 利 根 川 河 川 敷 （ 集 団

繁 殖 地 ）， 八 代 （ 希 少 鳥 獣 生 息 地 ）， 与 那 覇 岳 （ 希 少 鳥 獣 生 息 地 ） の  4 カ
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所 で あ る ．  

汐 川 干 潟 お よ び 利 根 川 下 流 部 は ， い ず れ も  2005 年 ，  2010 年 に 選 定 さ れ た

ラ ム サ ー ル 湿 地 の 候 補 地 リ ス ト に 掲 載 さ れ て お り ， 登 録 湿 地 を 目 指 す 中 で ，

国 指 定 鳥 獣 保 護 区 お よ び 特 別 保 護 地 区 の 指 定 が 引 き 続 き 検 討 さ れ て い く と

考 え ら れ る ．  

 ナ ベ ヅ ル （  Grus monacha ） の 渡 来 地 と し て 出 水 と と も に 国 の 特 別 天 然 記 念

物 に 指 定 さ れ て い る 八 代 は ， 出 水 ・ 高 尾 野 が ， 県 指 定 （ 希 少 鳥 獣 生 息 地 ）

か ら 国 指 定 （ 集 団 渡 来 地 ） に 移 行 し た 経 緯 も 踏 ま え る と ， 集 団 渡 来 地 の 選

定 要 件 と し て 基 本 指 針 に あ る 「 か つ て 渡 来 す る 鳥 類 の 種 又 は 個 体 数 の 多 か

っ た 地 域 で ， 鳥 類 の 渡 り の 経 路 上 そ の 回 復 が 必 要 か つ 可 能 と 考 え ら れ る も

の 」 と し て ， 出 水 ・ 高 尾 野 に 集 中 し て い る ツ ル 類 の 分 散 化 の 観 点 か ら ， 他

の 候 補 地 の 発 掘 や 保 全 事 業 の 導 入 等 も 併 せ て 検 討 さ れ る べ き で あ ろ う ．  

ノ グ チ ゲ ラ （  Sapheopipo noguchii ）， ホ ン ト ウ ア カ ヒ ゲ （  Erithacus komadori 

 namiyei ） お よ び ヤ ン バ ル ク イ ナ を 主 な 対 象 と す る 与 那 覇 岳 に つ い て は ，

 1965 年 か ら 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 と な っ て お り ， 指 定 面 積  666ha の う ち  23ha が 特

別 保 護 地 区 に 指 定 さ れ て い る ． そ の 後 ，  2016 年 に 全 域 が や ん ば る 国 立 公 園

に 指 定 さ れ ，  2021 年 に 世 界 自 然 遺 産 登 録 地 と な っ た 経 緯 も 踏 ま え て ， 引 き

続 き 国 と し て の 指 定 が 検 討 さ れ る 必 要 が あ る ． こ の 場 合 ， 同 じ く 世 界 自 然

遺 産 地 域 と な っ た 知 床 や 小 笠 原 諸 島 と 同 様 に ， 特 別 保 護 指 定 区 域 を 指 定 す

る 必 要 が あ る か ど う か も 重 要 な 検 討 事 項 だ と 考 え ら れ る ．  

国 の 指 定 方 針 に つ い て は ，  1996 年 ま で の 設 定 計 画 以 降 ， 前 述 の 通 り ， ラ

ム サ ー ル 条 約 湿 地 の 登 録 や 国 際 的 な 海 洋 保 護 区 拡 大 の 要 請 な ど に よ り 変 化

し て き た ． ま た 近 年 は ， こ れ ら が 基 本 指 針 だ け で な く 生 物 多 様 性 国 家 戦 略

に お い て よ り 明 確 に 記 述 さ れ る 傾 向 が 見 ら れ る （ 第 三 次 生 物 多 様 性 国 家 戦

略  2007 に お け る 集 団 繁 殖 地 の 例 な ど ）． こ う し た 状 況 は ， 他 の 制 度 に お け

る 保 護 施 策 と 緊 密 に 連 携 し つ つ 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 の 推 進 を 図 ろ う と す る 方

針 に 基 づ く と 考 え ら れ る ． 国 指 定 候 補 地 の 中 で す で に 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保

護 区 と さ れ て い る 地 域 に お い て も ， 国 立 ・ 国 定 公 園 等 に お け る 施 策 や ， 種

の 保 存 法 に 基 づ く 保 護 増 殖 事 業 と の 連 携 ， さ ら に ラ ム サ ー ル 条 約 な ど へ の

対 応 を 強 化 す る 上 で は ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に 期 待 さ れ る 役 割 は 大 き い ． 引

き 続 き 時 宜 に 適 っ た 的 確 な 新 規 指 定 の 推 進 が 期 待 さ れ る  .  

 

注  

(1) 環 境 省 「 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 状 況 」  

 http://www.env.go.jp/nature/choju/area/area2.html   2022 年  8 月  26 日 確 認 ．  

 (2) 環 境 省 「 野 生 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 に 係 る 計 画 制 度  基 本 指 針 」

 https://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan1.html   2022 年  8 月  26 日 確 認 ．  

 (3) 環 境 省 「 ラ ム サ ー ル 条 約 と 条 約 湿 地 」  
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 http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/index.html   2022 年  8 月  26 日 確 認 ．  

 (4) 環 境 省 「 生 物 多 様 性 国 家 戦 略 」

 https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives/index.html   2022 年  8 月  26 日 確 認 ．  

 (5) 湯 湾 岳 ， や ん ば る （ 安 田 ）， や ん ば る （ 安 波 ） に つ い て は ， 指 定 計 画 書

の 作 成 時 点 （  2005 年 ，  2009 年 ） に は 国 立 公 園 （  2017 年 指 定 の 奄 美 群 島 国 立

公 園 お よ び  2016 年 指 定 の や ん ば る 国 立 公 園 ） が 指 定 さ れ て い な か っ た ． こ

こ で は ， 世 界 自 然 遺 産 登 録 推 薦 書 等 に よ り 自 然 公 園 全 体 の 数 値 を 補 完 し た

が ， や ん ば る 国 立 公 園 の 地 種 区 分 に つ い て は 不 明 な た め ， 内 訳 の 数 値 に は

含 め て い な い ．  
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第５章 鳥獣保護区と農林業被害の関係 

 

５ ． １  鳥 獣 保 護 区 と 農 林 業 被 害  

本 章 で は ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 と 鳥 獣 に よ る 農 林 業 被 害 と の 関 係 に つ い て

解 析 を 試 み る ．    

鳥 獣 保 護 区 の 面 積 は 近 年 縮 小 傾 向 に あ り ， 都 道 府 県 等 に お け る 鳥 獣 保 護

区 の 指 定 （ 更 新 を 含 む ） 作 業 に お い て は ， シ カ ， イ ノ シ シ 等 に よ る 被 害 が

激 し い こ と か ら 関 係 者 の 同 意 を 得 ら れ な か っ た 例 や 「 鳥 獣 保 護 区 内 で も 駆

除 捕 獲 は 可 能 」 と の 説 明 で 地 権 者 等 を 説 得 し て い る 例 が 増 え て い る と の 声

が 聞 か れ る ．  

環 境 省 自 然 環 境 局 （  2015 ） に よ る と ，  2014 年 に 都 道 府 県 に ヒ ア リ ン グ し

た 結 果 ，  2013-2014 年 に 解 除 又 は 縮 小 さ れ た 鳥 獣 保 護 区 の う ち ， 件 数 で  85% ，

面 積 で  92% が 鳥 獣 被 害 を 理 由 に し た も の だ っ た ．  

海 外 に お い て は ， 保 護 地 域 周 辺 の 野 生 動 物 と の 軋 轢 を 和 ら げ る 政 策 と し

て ， 保 護 地 域 の 廃 止 や そ の 境 界 線 の 変 更 等 が 選 択 さ れ る 例 は ， 豊 か な 国 よ

り 貧 し い 国 で 多 く 見 ら れ る と い う 分 析 も あ る （  Treves, 2009 ）．  

わ が 国 で も ， 鳥 獣 保 護 区 の 設 定 に よ る 農 作 物 被 害 等 の 増 大 へ の 懸 念 は ，

 1980 年 代 以 降 の 鳥 獣 被 害 の 激 甚 化 に よ り 新 た に 発 生 し た も の で は な く ， さ

ら に 以 前 ， 禁 猟 区 の 時 代 か ら 絶 え ず 物 議 が 醸 さ れ て い た ．  

椋 鳩 十 は 「 イ ノ シ シ の 谷 」 （  1974 ） で ， 鹿 児 島 県 の 日 当 山 （ 現 在 の 霧 島

市 隼 人 町 ） で ， 自 然 林 の 伐 採 と ス ギ 林 化 が 進 む 中 で 禁 猟 区 （ 鳥 獣 保 護 区 と

は 書 か れ て い な い ） が 設 定 さ れ た こ と に よ り ， そ こ を 逃 げ 場 と す る イ ノ シ

シ が ， 周 辺 の ナ バ 山 （ シ イ タ ケ 栽 培 地 ） や サ ツ マ イ モ 畑 ， 稲 田 に 深 刻 な 被

害 を 与 え 住 民 を 苦 し め る 様 子 を 描 い た ．  

さ ら に ， 禁 猟 区 （  1963 年 以 前 ） の 時 代 で は ， 「 禁 猟 区 の 設 定 区 域 内 に あ

る 農 地 の 所 有 者 は ， 禁 猟 区 設 定 行 為 に よ り 鳥 獣 の 繁 殖 が 著 し く 農 作 物 の 損

害 を 受 け た こ と を 理 由 と し て 右 設 定 行 為 の 無 効 確 認 を 求 め る 法 律 上 の 利 益

を 有 し な い 」 と す る 判 例 （ 東 京 高 裁 昭 和  39 年  7 月  9 日 判 決 ， 行 政 事 件 裁 判

例 集  15 巻  7 号  1442 頁 ） も あ る （ 鳥 獣 保 護 研 究 会 編 著  1984 ）． 当 該 訴 訟 は ，

山 梨 県 都 留 市 で  1959 年 に 設 定 （ 存 続 更 新 ） さ れ た 禁 猟 区 に 関 す る 件 だ っ た

が ， 一 審 判 決 時 （  1963 年  11 月  28 日 ） の 判 決 文 に お い て も ， 農 作 物 等 に 被 害

が あ る 場 合 に は ， 法 第  12 条 （ 判 決 当 時 ） の 規 定 （ 有 害 鳥 獣 駆 除 等 を 目 的 と

し た 鳥 獣 捕 獲 許 可 ） に よ り 被 害 を 防 止 し 得 る こ と や ， （  1959 年 当 時 の 鳥 獣

保 護 区 の よ う に ） 直 接 か つ 積 極 的 に 私 人 の 所 有 権 等 に 制 限 を 加 え る 場 合 と

は 異 な り ， （ 禁 猟 区 は ） 私 人 の 有 す る 権 利 に 対 し 何 ら 制 限 を 加 え よ う と す

る も の で は な い こ と に 言 及 さ れ て い る ．  

ま た ， 最 新 の 鳥 獣 保 護 管 理 事 業 計 画 の 基 本 方 針 （  2021 年  10 月 告 示 ） に お
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い て ， 国 は ， 「 人 と 鳥 獣 の す み 分 け 」 を 図 る こ と を 目 的 に し た 地 域 区 分 と

ゾ ー ニ ン グ 管 理 に 取 り 組 む こ と を 表 明 し て い る ． こ れ を 進 め る う え で も ，

現 在 の 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 が ， 実 際 に 鳥 獣 被 害 の 増 減 に 影 響 を 与 え て い る の

か ど う か を 明 ら か に す る 必 要 が あ る ．  

 

５ ． ２  鳥 獣 統 計 と 農 作 物 ・ 森 林 被 害 に 係 る 統 計  

鳥 獣 保 護 区 の 指 定 面 積 が 鳥 獣 に よ る 農 作 物 被 害 や 森 林 被 害 の 面 積 に 関 係

し て い る か ど う か を 明 ら か に す る た め ， 鳥 獣 統 計 お よ び 農 林 水 産 省 ， 林 野

庁 の 各 都 府 県 別 の 数 値 を 用 い て  2 段 階 の 統 計 解 析 を 行 っ た ． い ず れ も ， 解

析 処 理 お よ び 図 表 作 成 に は  Microsoft Excel 2019 MSO virsion2204 を 使 用 し た ．  

使 用 し た デ ー タ は ，  2017 年 度 版 鳥 獣 関 係 統 計 ，  2017 年 度 農 林 水 産 省 公 表

値 ，  2019 年 度 林 野 庁 公 表 値 で あ り ， 北 海 道 と 沖 縄 県 は 鳥 獣 の 生 息 状 況 が 大

き く 異 な る た め 除 外 し た ．  

被 害 面 積 に つ い て は ， 農 作 物 作 付 面 積 も し く は 森 林 面 積 ま た は 人 工 林 面

積 に 占 め る 割 合 を 計 算 し て 用 い た ． 分 析 に あ た っ て は ， 被 害 の 報 告 が な い

都 府 県 は 除 外 し た が ， 森 林 被 害 面 積 が  0 （ 被 害 は あ る が 単 位 に 満 た な い も

の ） の 都 府 県 は 算 入 し た ．  

（ １ ） 分 析 １   

鳥 獣 保 護 区 の 指 定 面 積 等 と 鳥 獣 被 害 の 程 度 に 関 係 が あ る か ど う か を 探 る

た め ， 都 道 府 県 指 定 の 全 区 分 合 計 に よ る  2 変 数 （ 鳥 獣 保 護 区 全 体 お よ び 特

別 保 護 地 区 の 面 積 に 係 る も の ） 並 び に ， 特 に 広 い 面 積 が 必 要 と さ れ て い る

「 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 」 に 注 目 し た  3 変 数 を 設 定 し ， そ れ ぞ れ （  2 変

数 と  3 変 数 ） を 別 グ ル ー プ と し て ， 各 都 府 県 別 の 鳥 獣 に よ る 農 作 物 被 害 面

積 ， 森 林 被 害 面 積 と の 重 回 帰 分 析 を 行 っ た ．  

（ ２ ） 分 析 ２  

分 析 １ で 示 唆 さ れ た 傾 向 （ 仮 説 ） に 基 づ き ， 可 能 な 限 り 汎 用 性 の 高 い 解

析 と す る た め ， 指 定 区 分 に よ ら な い 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 面 積 の 変 数 を 用 い て ，

鳥 獣 被 害 面 積 の デ ー タ （ 鳥 獣 別 ， 加 害 種 別 ） と の 組 合 せ に よ っ て ， ス ピ ア

マ ン の 順 位 相 関 に よ る 解 析 を 行 っ た ．  

 

５ ． ３  鳥 獣 保 護 区 の 指 定 面 積 と 農 林 業 被 害 面 積 の 相 関  

（ １ ） 分 析 １ （ 重 回 帰 分 析 お よ び 相 関 分 析 ） の 結 果  

 設 定 し た 組 合 せ で の 重 回 帰 分 析 に お け る 各 グ ル ー プ の  R2 値 お よ び 各 説 明

変 数 の 係 数 は 表 ５ － １ の 通 り と な っ た ．  
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表 ５ － １  鳥 獣 保 護 区 の 指 定 面 積 と 鳥 獣 被 害 に 関 す る 重 回 帰 分 析 の 結 果  

 

 

全 体 的 に 有 意 な 組 合 せ は 少 な か っ た が ， 以 下 の  3 組 で 因 果 関 係 が 示 唆 さ れ

た ．  

① シ カ に よ る 森 林 被 害 は ， 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 の 指 定 面 積 （ 森 林 面

積 に 占 め る 割 合 ） に 伴 っ て 増 加 す る ．  

② シ カ に よ る 森 林 被 害 は ， 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 特 別 保 護 地 区 の 箇 所 数 割 合

（ 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 の 箇 所 数 の 内 ， 特 別 保 護 地 区 が 指 定 さ れ て

い る 箇 所 数 の 割 合 ） に と も な っ て 増 加 す る ．  

③ 鳥 類 に よ る 農 作 物 被 害 は ， 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 の 平 均 面 積 に と も

な っ て 増 加 す る ．  

 

ま た ， 農 作 物 被 害 は 森 林 被 害 に 比 べ て 係 数 が マ イ ナ ス を 示 す 組 合 せ が 多

く ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 面 積 と 負 の 関 係 を 持 つ 傾 向 が う か が わ れ た ．  

重 回 帰 分 析 で 傾 向 が 見 ら れ た ① ～ ③ の  3 つ の 組 合 せ の そ れ ぞ れ に つ い て

直 線 回 帰 分 析 を 行 っ た と こ ろ ， 決 定 係 数 は  0.08 －  0.27 （ 相 関 係 数  0.28 －

 0.52 ） で ， い ず れ も 弱 い 正 の 相 関 が み ら れ た （ 図 ５ － １ ～ ３ ）．  

 

 

 

 

 

鳥類 イノシシ サル シカ シカ クマ ウサギ
重回帰分析のR２値 0.0429 0.0659 0.0152 0.0005 0.1336 0.0285 0.0280
係数
（鳥獣保護区全体）県土面積に占める割合 -0.0075 -0.0148 -0.0030 0.0013 0.0031 0.0003 0.0000
（特別保護地区全体）県土面積に占める割合 0.1883 -0.0512 0.0054 -0.0091 -0.0206 -0.0032 -0.0003
重回帰分析のR２値 0.2229 0.0936 0.0664 0.0592 0.4200 0.0371 0.2165
係数
（森林鳥獣生息地の保護区）森林面積に占める割合 -0.0115 -0.0134 -0.0067 -0.0062 0.0049 -0.0002 0.0000
（森林鳥獣生息地の保護区）箇所当たり面積 0.0003 -0.0002 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
（森林鳥獣生息地の特別保護地区）箇所数割合 -0.0051 -0.0014 0.0001 -0.0035 0.0013 0.0001 0.0000

P<0.05 P＜0.01

　　　　　　説明変数（2017鳥獣統計）
農作物被害面積/作付面積（2017） 森林被害面積/森林面積（2019）



 

- 86 - 
 

 
図 ５ － １  森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 に お け る 指 定 面 積 （ 森 林 面 積 に 占 め る

割 合 （ ％ ）） と シ カ に よ る 森 林 被 害 （ 森 林 被 害 面 積 ／ 森 林 面 積 ） の 関 係   

 

 

 
図 ５ － ２  森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 に お け る 特 別 保 護 地 区 の 箇 所 数 割 合

（ ％ ） と シ カ に よ る 森 林 被 害 （ 森 林 被 害 面 積 ／ 森 林 面 積 ） の 関 係  
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図 ５ － ３  森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 の 平 均 面 積  (ha) と 鳥 類 に よ る 農 作 物 被

害 （ 農 作 物 被 害 面 積 ／ 作 付 面 積 ） の 関 係  

 

 

さ ら に ， 傾 向 を 比 較 す る た め ， 森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 の 指 定 面 積 （ 森

林 面 積 に 占 め る 割 合 ） と ， 狩 猟 獣 で あ る ウ サ ギ の 森 林 被 害 ， イ ノ シ シ の 農

作 物 被 害 に つ い て 直 線 回 帰 分 析 を 行 う と ， そ れ ぞ れ 決 定 係 数  0.16 ，  0.07

（ 相 関 係 数  0.40 ， -0.26 ） で 正 と 負 の 弱 い 相 関 が み ら れ た （ 図 ５ － ４ ， ５ ）  
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図 ５ － ４  森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 の 指 定 面 積 （ 森 林 面 積 に 占 め る 割 合

 (%) ） と ウ サ ギ に よ る 森 林 被 害 （ 森 林 被 害 面 積 ／ 森 林 面 積 ） の 関 係   

 

 

 
図 ５ － ５  森 林 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 の 指 定 面 積 （ 森 林 面 積 に 占 め る 割 合

 (%) ） と イ ノ シ シ に よ る 農 作 物 被 害 （ 農 作 物 被 害 面 積 ／ 作 付 面 積 ） の 関 係   

 

 

こ れ ら の 結 果 か ら ， 鳥 獣 保 護 区 の 面 積 と 森 林 被 害 に は 正 ， 農 作 物 被 害 に
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は 負 の 関 係 が 示 唆 さ れ る と 推 察 し ， 分 析 ２ で は こ れ を 仮 説 と し て 設 定 し た

順 位 相 関 分 析 を 行 っ た ．  

 

（ ２ ） 分 析 ２ （ 順 位 相 関 分 析 ） の 結 果  

分 析 １ の 結 果 を 受 け ， 「 鳥 獣 保 護 区 の 面 積 と 森 林 被 害 に は 正 ， 農 作 物 被

害 に は 負 の 関 係 が あ る 」 と い う 仮 説 を 明 ら か に す る た め ， 指 定 区 分 に よ ら

な い 都 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 全 体 の 指 定 面 積 （ 県 土 面 積 に 占 め る 割 合 ）， 国

指 定 も 含 め た 鳥 獣 保 護 区 全 体 の 指 定 面 積 （ 同 ） の ２ つ の 変 数 に つ い て ， 鳥

獣 被 害 面 積 の デ ー タ （ 鳥 獣 別 ， 加 害 種 別 ） と の 順 位 相 関 係 数 ρ を 算 出 し た ．

算 出 の 単 位 は ， 分 析 １ と 同 じ く 北 海 道 ， 沖 縄 県 を 除 く 各 都 府 県 と し ， 各 種

の 被 害 を 報 告 し て い な い 場 合 は 除 外 し た ． ま た ， 農 作 物 被 害 面 積 は 作 付 面

積 に 対 す る 割 合 ， 森 林 被 害 面 積 は 人 工 林 面 積 に 対 す る 割 合 に 統 一 し て 解 析

を 行 っ た  .  

そ の 結 果 は 表 ５ － ２ の と お り と な っ た ．  

 

 

表 ５ － ２  鳥 獣 保 護 区 の 指 定 面 積 と 鳥 獣 に よ る 農 作 物 ・ 森 林 被 害 面 積 に 関

す る 順 位 相 関 分 析 の 結 果  

 

 

注 ： 小 数 値 は ス ピ ア マ ン の 順 位 相 関 係 数 ρ を 示 し ， 相 関 係 数 ρ お よ び 有 意

確 率  P 値 に 基 づ い て 網 掛 け を 行 っ た （ 詳 細 は 表 下 の 凡 例 を 参 照 ）．  

 

 

鳥 獣 保 護 区 の 指 定 面 積 は ， 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 ， 全 鳥 獣 保 護 区 の い

ず れ の 組 み 合 わ せ で も ， 順 位 相 関 係 数 ρ は ， 農 作 物 被 害 と は 負 ， 森 林 被 害

と は 正 を 示 し た ．  

こ の う ち ， 農 作 物 被 害 割 合 は ， 獣 類 合 計 お よ び イ ノ シ シ に よ る も の が ，

全 鳥 獣 保 護 区 の 面 積 割 合 と 有 意 な 負 の 相 関 を 示 し た ． イ ノ シ シ に よ る 被 害

で は ， 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 の み の 面 積 割 合 と も 有 意 な 相 関 が あ っ た ．  

森 林 被 害 割 合 は ， 獣 類 合 計 お よ び シ カ に よ る も の が ， 都 道 府 県 指 定 鳥 獣

保 護 区 の 面 積 割 合 と 有 意 な 正 の 相 関 を 示 し た ． シ カ に よ る 被 害 と は 全 鳥 獣

鳥類 獣類計 イノシシ サル シカ 獣類計 シカ クマ ウサギ
被害計上都府県数（北海道、沖縄県を除く） 45 45 43 42 37 40 35 21 22
県指定鳥獣保護区面積／県土面積（2017） -0.013 -0.257 -0.386 -0.065 -0.065 0.390 0.404 0.141 0.245

全鳥獣保護区面積／県土面積（2017） -0.086 -0.343 -0.413 -0.086 -0.110 0.280 0.357 0.051 0.186

ρ＞0.25 P＜0.05 P＜0.01

農作物被害面積/作付面積（2017） 森林被害面積/人工林面積（2019)
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保 護 区 の 面 積 割 合 と も 有 意 な 相 関 が あ っ た ．  

 

（ ３ ） 分 析 ２ に か か る 参 考 分 析  

 都 道 府 県 単 位 の デ ー タ か ら 得 た 結 論 が ， よ り 狭 い 圏 域 で も 同 様 の 傾 向 が

見 ら れ る か ど う か ， 表 ５ － ３ の デ ー タ を 入 手 で き た 鹿 児 島 県 の 例 で 試 行 を

行 っ た ． 用 い た デ ー タ は ， 鹿 児 島 県 内 の  5 つ の 振 興 局 の 所 管 区 域 （ 島 嶼 部

の ２ 区 域 は 対 象 外 と し た ） 別 の 数 値 で あ り ， 鳥 獣 保 護 区 の 面 積 は 令 和  3 年

度 鹿 児 島 県 森 林 ・ 林 業 統 計 ， 被 害 額 は 令 和  2 年 度 鳥 獣 被 害 防 止 対 策 推 進 会

議 （  2021 年  3 月  23 日 開 催 ） の 資 料 に 掲 載 さ れ た 獣 類 全 体 に よ る 農 作 物 被 害

額 で あ る ． 林 業 被 害 額 は  2 つ の 区 域 で し か 報 告 さ れ て い な い た め 統 計 的 な

処 理 は で き な か っ た ．  

 

 

表 ５ － ３  鹿 児 島 県 の 振 興 局 所 管 区 域 に お け る 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 面 積 と 鳥

獣 に よ る 農 林 業 被 害 額  

 

 

鳥 獣 保 護 区 の 指 定 面 積 と 農 作 物 被 害 額 を い ず れ も 各 地 域 面 積 の 割 合 と し ，

ス ピ ア マ ン の 順 位 相 関 係 数 （ ρ ） を 計 算 す る と -0.900 と 高 く ，  n=5 に も 関 わ

ら ず  5% 水 準 で 有 意 だ っ た ．  

な お ， 鳥 獣 保 護 区 の 面 積 割 合 （ 各 地 域 の 総 面 積 に 占 め る 割 合 ） に つ い て

は ， 県 指 定 の み と 国 指 定 を 含 め た 場 合 と で ス ピ ア マ ン の 順 位 相 関 係 数 は 変

わ ら な か っ た ．  

こ れ ら の 結 果 か ら ， 鹿 児 島 県 本 土 の 振 興 局 単 位 に お い て も ， 鳥 獣 保 護 区

の 指 定 面 積 と 鳥 獣 に よ る 農 業 被 害 額 に は 負 の 関 係 が 示 さ れ た ．  

 

５ ． ４  統 計 分 析 か ら の 考 察  

森 林 被 害 と 指 定 面 積 の 間 に 正 の 関 係 が あ る こ と か ら ， シ カ 等 の 狩 猟 獣 が

県指定 国指定 合計 農作物 林業
鹿児島 1,045.0 18,090 18,090 25
南薩 865.2 4,853 21 4,874 39
北薩 1,567.5 6,013 867 6,880 153 37

姶良・伊佐 1,371.7 8,202 4,789 12,991 32 26
大隅 2,104.1 12,556 12,556 56

振興局・支庁 面積(km2)
鳥獣保護区(ha） 被害額（百万円）
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鳥 獣 保 護 区 内 を 含 む 人 工 林 等 で 広 く 被 害 を 発 生 さ せ て い る 状 況 が 示 唆 さ れ

た ． 一 方 ， 農 作 物 被 害 が 指 定 面 積 と 負 の 関 係 に あ る こ と か ら は ， 農 作 物 被

害 は 主 に 鳥 獣 保 護 区 外 で 発 生 し て い る も の の ， イ ノ シ シ 等 の 狩 猟 獣 を 含 め

て ， 鳥 獣 保 護 区 で 増 加 し た 鳥 獣 が 農 地 に 侵 出 し て 被 害 を 及 ぼ し て い る 状 況

で は な く ， む し ろ 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 に よ り ， 周 辺 農 地 へ の 出 没 や 被 害 が 抑

え ら れ て い る 可 能 性 が 考 え ら れ る ．  

 獣 類 の 中 で も 森 林 被 害 で は シ カ ， 農 作 物 被 害 で は イ ノ シ シ で 特 に 傾 向 が

強 く 見 ら れ た こ と か ら ， 狩 猟 者 が 減 少 し た 現 在 で も ， 両 種 と も 一 定 の 狩 猟

圧 を 受 け て お り ， 保 護 区 の 指 定 に よ る 差 異 が 表 れ や す い 状 況 に あ る こ と が

推 察 さ れ る ． 有 害 駆 除 や 個 体 数 調 整 に よ る 許 可 捕 獲 数 が 増 加 し て い る 中 に

あ っ て も ， メ ス ジ カ の 可 猟 化 や １ 日 当 た り の 捕 獲 数 制 限 の 解 除 （ シ カ ），

特 定 鳥 獣 管 理 計 画 に よ る 猟 期 の 延 長 な ど ， 狩 猟 圧 を 高 め る た め の 施 策 に も

一 定 の 効 果 が 生 じ て い る と 考 え ら れ る ．  

な お ， 森 林 被 害 に つ い て は ， 今 回 用 い た 林 野 庁 の 公 表 値 は ， 主 に 人 工 林

に お け る 林 業 上 の 被 害 が 計 上 さ れ て い る と 考 え ら れ る ． 鳥 獣 保 護 区 内 で は ，

自 然 林 等 に お け る 森 林 生 態 系 へ の 被 害 が 深 刻 化 し て い る と 想 像 さ れ る こ と

か ら ， そ れ を 含 め た 森 林 被 害 全 体 の 面 積 が 明 ら か に な れ ば ， よ り 正 確 な 相

関 関 係 を 論 じ る こ と が で き る と 考 え ら れ る ．  

ま た ， 保 護 区 外 の 農 作 物 被 害 を 抑 え る 効 果 に 関 し て も ， 人 工 林 の 施 業 管

理 が 間 伐 主 体 か ら 皆 伐 主 体 に 変 化 し て い る 中 で ， 鳥 獣 保 護 区 に 指 定 さ れ た

森 林 に お け る 施 業 管 理 方 法 と 関 係 が あ る か ど う か な ど ， よ り 深 い 分 析 が 望

ま れ る ．  

ま た ， 参 考 分 析 に 用 い た 鹿 児 島 県 内 地 域 単 位 の 統 計 値 は ， 他 の 都 道 府 県

に お い て は 必 ず し も 公 表 さ れ て お ら ず ， 公 表 さ れ て い て も 農 業 分 野 と 林 業

分 野 で 集 計 地 域 単 位 が 異 な る な ど ， 同 様 の 分 析 を 行 う に は 困 難 な 点 も 多 い ．

各 都 道 府 県 に お い て ， 市 町 村 か ら 報 告 さ れ た 原 デ ー タ を 集 計 す る 際 に は ，

集 計 地 域 単 位 が 揃 え ら れ て ， 比 較 分 析 が 可 能 な デ ー タ が 公 表 さ れ る こ と を

期 待 し た い ．  
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第６章 鹿児島県における国指定鳥獣保護区 

 

 本 章 で は ， 鹿 児 島 県 に お け る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 （  2002 年 の 法 改 正 ま で は

「 国 設 鳥 獣 保 護 区 」） の 経 緯 と と も に ， 現 行 の  4 カ 所 に お け る 指 定 や 保 護

利 用 の 経 緯 等 を ケ ー ス ス タ デ ィ と し て ま と め た ． ま た ， 奄 美 大 島 の 湯 湾 岳

鳥 獣 保 護 区 と の 関 係 か ら ， 同 じ 世 界 自 然 遺 産 を 有 す る 屋 久 島 の 状 況 に つ い

て も 整 理 し た ．  

 文 献 資 料 は ， 文 中 お よ び 末 尾 の リ ス ト に 示 し た ほ か ， 毎 年 度 と り ま と め

ら れ て い る 環 境 省 版 お よ び 鹿 児 島 県 版 の 鳥 獣 関 係 統 計 ， 狩 猟 者 必 携 （ 鹿 児

島 県 版 ）， 鹿 児 島 県 環 境 白 書 並 び に 各 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 計 画 書 を 参

照 し た ．  

鹿 児 島 県 が 発 行 し た 資 料 の 閲 覧 に は 県 政 情 報 セ ン タ ー を 利 用 し た ． 経 緯

等 の 確 認 に あ た っ て は ， 南 日 本 新 聞 デ ー タ ベ ー ス を 利 用 し た ．  

   

６ ． １  鹿 児 島 県 の 国 指 定 鳥 獣 保 護 区  

 

 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 や ， 国 と 都 道 府 県 の 役 割 分 担 は こ れ ま で 度 々 見 直

さ れ て お り ，  1978 年 に 法 改 正 が 行 わ れ る 以 前 の 最 多 時 に は 全 国 に 約  480 箇

所 の 国 設 鳥 獣 保 護 区 （ 当 時 ） が 設 定 さ れ て い た ．  

鹿 児 島 県 で 国 設 鳥 獣 保 護 区 が 最 も 多 か っ た の は ， 鳥 獣 関 係 統 計 や 鹿 児 島

県 環 境 白 書 に よ る と ，  1979 年 度 か ら  1981 年 度 に か け て の  15 箇 所  12,262 ha だ っ

た （ 図 ６ － １ ）．  
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図 ６ － １  鹿 児 島 県 に お け る 国 ・ 県 別 の 鳥 獣 保 護 区 指 定 箇 所 数 の 推 移

（  1963-2018 ）  

 

 

こ の 時 期 お よ び そ れ 以 前 に 設 定 さ れ て い た 国 設 鳥 獣 保 護 区 の 名 称 等 を 表

６ － １ に ま と め た ． こ の 内 ，  4 カ 所 の 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 を 除 く 多 く は 県 指

定 鳥 獣 保 護 区 に 移 行 し て い る が ， 鹿 倉 岳 ， 八 重 高 原 ， 永 野 ， 内 之 浦 の  4 カ

所 に は ， 現 在 は 鳥 獣 保 護 区 が 指 定 さ れ て い な い ．  
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表 ６ － １  鹿 児 島 県 に お い て  1970 －  80 年 代 に 設 定 さ れ て い た 国 設 鳥 獣 保 護

区 の 概 要  

 

 

 

 鹿 児 島 県 が 現 在 指 定 し て い る  128 カ 所 の う ち ， 国 も 指 定 す る ４ つ の 指 定

区 分 に 分 類 さ れ る の は ， 集 団 渡 来 地  1 カ 所  172 ha （ 大 瀬 海 岸 ）， 希 少 鳥 獣 生

息 地  4 カ 所  1,208 ha （ 沖 小 島 ， 馬 毛 島 ， 金 作 原 ， 金 川 岳 ） と な っ て い る ． こ

の う ち 区 域 内 に 特 別 保 護 地 区 が 指 定 さ れ て い る の は ， ウ チ ヤ マ セ ン ニ ュ ウ

の 繁 殖 が 確 認 さ れ  2007 年 に 指 定 さ れ た 沖 小 島 鳥 獣 保 護 区 （ 全 域  5ha を 特 別

【森林鳥獣生息地】
霧島鳥獣保護区 霧島町、牧園町 4,756 (1,323) 1978.11.1－1988.10.31 国指定
佐多岬鳥獣保護区 佐多町 1,262 (157) 1972.9.20－1982.9.19　 県指定
鹿倉岳鳥獣保護区 阿久根市 417 1975.11.1－1985.10.31 なし
八津野鳥獣保護区 瀬戸内町、住用村 453 1975.11.1－1985.10.31 県指定
花之江河鳥獣保護区 屋久町 1,042 1976.11.1－1986.10.31 県指定
住用鳥獣保護区 住用村 550 1976.11.1－1986.10.31 県指定
奥十曽鳥獣保護区 大口市 782 1973.11.1－1983.10.31 県指定
小杉谷鳥獣保護区 屋久町 474 1973.11.1－1983.10.31 県指定
荒川鳥獣保護区 屋久町 349 1973.11.1－1983.10.31 県指定
宮之浦岳鳥獣保護区 屋久町 498 1973.11.1－1983.10.31 県指定
国割岳鳥獣保護区 屋久町 452 1975.11.1－1985.10.31 県指定
八重高原鳥獣保護区 入来町 482 1977.11.1－1987.10.31　 なし
白谷鳥獣保護区 上屋久町 404 1975.11.1－1985.10.31 県指定
【集団繁殖地】
草垣島鳥獣保護区 笠沙町 21 (21) 1973.11.1－1983.10.31 国指定
【特定鳥獣生息地】
湯湾岳鳥獣保護区 大和村、宇検村 320 (103) 1975.11.1－1985.10.31 国指定
【基本的鳥獣保護区】　※上記以前に設定されていた箇所
敷根鳥獣保護区 国分市 630 1964.11.5－1974.114 県指定
永野鳥獣保護区 薩摩町　 325 1965.11.1－1975.10.31 なし
内之浦鳥獣保護区 内之浦町 1,436 1966.11.1－1976.10.31 なし
荒崎鳥獣保護区 出水市、高尾野町　 1,180 始期不明－1972.514 国指定
大口鶴田鳥獣保護区 大口市、鶴田村 2,531 始期不明－1972.919 県指定

名　称 所在地（当時）
面積（ｈａ）

存続期間（当時） 現況
鳥獣保護区（特別保護地区）
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保 護 地 区 に 指 定 ） の み で あ る ．  

な お ， 鹿 児 島 県 が 現 在 指 定 し て い る 鳥 獣 保 護 区 は ， こ れ ら  5 カ 所 の ほ か ，

森 林 鳥 獣 生 息 地 が  58 カ 所  57,522 ha ， 身 近 な 鳥 獣 生 息 地 が  65 カ 所  5,271 ha で あ る ．

ま た ， こ の う ち 特 別 保 護 地 区 は ， 全 て の 指 定 区 分 を 合 わ せ て も ４ カ 所 （ 佐

多 岬 ， 宮 之 浦 岳 ， 国 割 岳 ， 沖 小 島 ） 計  1,460 ha （ 鳥 獣 保 護 区 全 体 の 約  2.3 ％ ）

で あ り ， 都 道 府 県 指 定 の 全 国 平 均 （ 約  5.0 ％ ） の  1/2 以 下 の 面 積 割 合 に と ど

ま っ て い る ．  

 

６ ． ２  現 行 の 国 指 定 鳥 獣 保 護 区  

 

（ １ ） 霧 島 鳥 獣 保 護 区  

 

①  地 区 の 概 要  

霧 島 鳥 獣 保 護 区 は ， 県 北 東 部 か ら 宮 崎 県 西 部 に ま た が る 火 山 群 と そ の 周

辺 地 域 か ら 構 成 さ れ て い る ． 標 高  1,700 m に 達 す る た め ， 暖 帯 林 か ら 冷 温 帯

林 に か け て 変 化 に 富 ん だ 林 相 と な っ て い る ． ま た ， 標 高  900 m か ら  1,200 m に

か け て 生 育 す る モ ミ ， ツ ガ 林 や 大 径 木 を 主 体 と す る ア カ マ ツ 群 落 ， 山 頂 部

の ミ ヤ マ キ リ シ マ の 大 群 落 ， え び の 高 原 の ノ カ イ ド ウ の 群 落 等 ， 原 始 性 の

高 い 自 然 環 境 が 形 成 さ れ て い る ． 鳥 類 で は ， ク マ タ カ 等 の 猛 禽 類 ， ヤ イ ロ

チ ョ ウ 等 が 確 認 さ れ て い る ． さ ら に ， オ オ ル リ ， キ ビ タ キ 等 の 森 林 性 鳥 類

が 数 多 く 生 息 し ， 点 在 す る 火 山 湖 で は ， 冬 期 に マ ガ モ ， ヒ ド リ ガ モ 等 の カ

モ 類 の 飛 来 が 多 数 確 認 さ れ る ． 哺 乳 類 で は ， タ ヌ キ ， ノ ウ サ ギ ， ヤ マ ネ 等

の 良 好 な 生 息 地 と な っ て い る ． こ れ ら の 理 由 に よ り ， 「 大 規 模 生 息 地 の 保

護 区 」 と し て 指 定 さ れ て い る ．  

特 に ， え び の 高 原 周 辺 域 は ， 標 高 に 応 じ て ツ ガ － ハ イ ノ キ 群 集 ， モ ミ －

シ キ ミ 群 集 ， ミ ズ ナ ラ － リ ョ ウ ブ 群 落 等 が 垂 直 分 布 し 変 化 に 富 ん だ 植 生 と

な っ て お り ， 急 峻 な 谷 や 山 地 の 中 下 部 に は 大 径 木 が 林 立 し て い る ． 林 内 は ，

ノ ウ サ ギ 等 の 良 好 な 生 息 地 と な っ て お り ， こ れ ら を 餌 と す る ク マ タ カ 等 猛

禽 類 の 採 餌 の 場 と な っ て い る と と も に ， コ シ ジ ロ ヤ マ ド リ ， ア カ シ ョ ウ ビ

ン ， サ ン コ ウ チ ョ ウ 等 森 林 性 鳥 類 の 貴 重 な 生 息 地 と な っ て い る ． ま た ， 御

池 周 辺 域 は ， 日 本 で は 数 少 な い ヤ イ ロ チ ョ ウ の 繁 殖 地 と し て 重 要 な 区 域 と

な っ て い る ． こ れ ら に よ り ， 当 該 区 域 は ， 特 に 保 護 を 図 る 必 要 の あ る 区 域

と し て 特 別 保 護 地 区 に 指 定 さ れ た ．  

現 在 （ 存 続 期 間  2018 年  11 月 か ら  10 年 間 ） の 指 定 面 積 は  11,433 ha （ う ち 特 別

保 護 地 区  1,935ha ）， う ち 鹿 児 島 県 側 は  4,788ha （ 特 別 保 護 地 区  1318ha ） で ，

計 画 書 の 生 息 鳥 獣 リ ス ト に は ，  18 目  51 科  178 種 の 鳥 類 ，  5 目  8 科  11 種 の 哺

乳 類 が 掲 載 さ れ て い る ．  
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②  指 定 等 の 経 緯  

当 初 指 定 は  1958 年  10 月  10 日 で ， 禁 猟 区 と 併 存 し て い た 旧 制 度 で の 鳥 獣 保

護 区 だ っ た ． 鹿 児 島 県 と 宮 崎 県 に ま た が る 霧 島 国 立 公 園 （  1934 年 指 定 ， 面

積  21,560 ha ） と 重 複 す る  20,683 ha （ 国 有 地  12,533 ha ， 民 有 地  7,980 ha ， 水 面  150 ha ）

が 「 冬 鳥 の 越 冬 渡 鳥 の 休 息 」 を 目 的 と し て 鳥 獣 保 護 区 に 設 定 さ れ た （ 林 野

庁 編  1969 ）  . こ の 指 定 は 全 国  11 番 目 で ， 当 時 の 鳥 相 は  156 余 種 だ っ た と 記

さ れ て い る （ 中 島  1969 ）  

  1963 年 の 法 改 正 で ， 旧 鳥 獣 保 護 区 が 特 別 保 護 地 区 と み な さ れ る こ と に な

っ た こ と を 受 け ，  1964 年 に 新 制 度 の 鳥 獣 保 護 区 と し て  11,826 ha （ う ち 鹿 児 島

県  4,772 ha ） が 移 行 し ， そ の う ち 特 別 保 護 地 区 と し て 残 さ れ た の は  1,476 ha

（ う ち 鹿 児 島 県  946 ha ） と な っ た （ 林 野 庁 編  1969 ）． ま た 同 時 に 鹿 児 島 県 側

の 隣 接 す る 区 域 に 県 設 霧 島 鳥 獣 保 護 区  1,732 ha が 指 定 さ れ た （ 鹿 児 島 県 林 務

部  1965 ）． そ の 後 は  1978 年 ，  1987 年 ，  1992 年 に 小 規 模 な 区 域 変 更 を 経 て ，

現 在 に 至 っ て い る ．  

  

③  保 護 利 用 の 経 緯  

こ の 地 域 は 鳥 獣 保 護 区 が 指 定 さ れ る 以 前 か ら 国 立 公 園 と し て の 管 理 が 行

わ れ て お り ，  1953 年 に は 霧 島 温 泉 地 区 と え び の 高 原 に 厚 生 省 が 国 立 公 園 管

理 員 を 配 置 し て い る ． 当 時 は ミ ヤ マ キ リ シ マ の 保 護 が 主 要 課 題 で ， 盗 掘 対

策 ， ヤ シ ャ ブ シ 等 の 除 伐 ， キ シ タ エ ダ シ ャ ク の 駆 除 な ど が 展 開 さ れ た （ 大

野 ・ 櫛 下  2003 ）． 鳥 獣 保 護 区 が 指 定 さ れ た  1958 年 に は 霧 島 有 料 道 路 （ 霧 島

神 宮  ~ 高 千 穂 河 原 間 ） が ，  1961 年 に は 霧 島 ス カ イ ラ イ ン （ 霧 島 温 泉 郷 ～ え

び の 高 原 ） が 開 通 し ， 観 光 利 用 者 数 も 大 き く 増 加 し た ． 新 制 度 の 鳥 獣 保 護

区 に 移 行 し た  1964 年 に は 霧 島 国 立 公 園 が 霧 島 屋 久 国 立 公 園 に 改 称 さ れ ，

 1966 年 に は え び の 高 原 に ビ ジ タ ー セ ン タ ー が 開 設 さ れ た ．  1972 年 に は ， 御

池 の 特 別 保 護 地 区 内  115 ha が ， 全 国  4 カ 所 の 「 国 設 野 鳥 の 森 」 の  1 つ と し て

整 備 さ れ た ．  1975 年 に は ， え び の 高 原 で 「 全 国 野 鳥 保 護 の つ ど い 」 が 開 催

さ れ ，  1984 年 に 高 千 穂 河 原 ビ ジ タ ー セ ン タ ー が 開 設 さ れ た ．  

火 山 活 動 で は ，  2011 年 に は 新 燃 岳 が  300 年 ぶ り と さ れ る マ グ マ 噴 火 を 起

こ し ， そ の 後  2017 年 に も 噴 火 し て い る ．  2015 年 頃 か ら 活 発 化 し て い た 硫 黄

山 も  2018 年 に  250 年 ぶ り に 噴 火 し ， え び の 高 原 で 営 業 し て い た 施 設 等 も 一

時 閉 鎖 し 避 難 す る な ど の 対 策 が と ら れ た 他 ， 宮 崎 県 道  1 号 線 の 一 部 区 間 が

通 行 止 め と な り ，  2022 年 の 条 件 付 解 除 ま で 続 い た ．   

 環 境 省 に よ る と ，  1990 年 代 後 半 か ら シ カ の 生 息 数 増 加 や ノ カ イ ド ウ 等 の

植 生 へ の 影 響 が 確 認 さ れ る よ う に な り ，  2011 年 か ら 捕 獲 や モ ニ タ リ ン グ 調

査 等 の 取 組 を 開 始 し ，  2012 年 に は 林 野 庁 と と も に 国 立 公 園 の 「 生 態 系 維 持

回 復 事 業 計 画 」 を 策 定 し て 事 業 を 実 施 し て い る ． ま た ，  1970 年 代 か ら え び

の 高 原 に あ っ た 宿 泊 施 設 が 野 生 動 物 へ の 餌 付 け を 行 っ て い る こ と が 問 題 視
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さ れ 始 め （ 上 谷 川  1985 ）， シ カ の 増 加 要 因 の 一 つ と さ れ た た め ，  2001 年 の

国 立 公 園 管 理 計 画 書 に も ， シ カ の 餌 付 け 禁 止 に つ い て 指 導 す る 方 針 が 明 記

さ れ た ． そ の 後  2010 －  2015 年 頃 に か け て ， 集 中 的 な 注 意 喚 起 お よ び 人 馴 れ

ジ カ の 捕 獲 が 実 施 さ れ た 結 果 ， 現 在 は 餌 付 け 行 為 も 見 ら れ な く な り ， シ カ

と 人 が 近 接 す る こ と は な く な っ て い る ．  

ま た ， 本 地 区 を 代 表 す る 希 少 種 ヤ イ ロ チ ョ ウ の 繁 殖 個 体 数 は 減 少 傾 向 に

あ る た め ， 主 要 な 繁 殖 地 で あ る 御 池 野 鳥 の 森 に お い て  2012 年 か ら 関 係 機 関

に よ る ヤ イ ロ チ ョ ウ 保 護 対 策 が 開 始 さ れ た ． そ の 後 は 例 年 ， 繁 殖 期 の 一 定

期 間 （  5 ，  6 月 か ら  8 月 の 毎 年 定 め ら れ る 期 間 ） に 特 定 地 域 の 立 ち 入 り 制

限 が 実 施 さ れ て い る ．  

 

（ ２ ） 出 水 ・ 高 尾 野 鳥 獣 保 護 区  

 

①  地 区 の 概 要  

出 水 ・ 高 尾 野 鳥 獣 保 護 区 は ， 県 北 西 部 の 出 水 平 野 に 位 置 し ， 高 尾 野 川 ，

野 田 川 及 び 江 内 川 の ３ 本 の 河 川 が 流 れ 込 む 八 代 海 に 面 す る ， 干 拓 地 を 中 心

と し た 田 園 地 帯 で ， 夏 季 は 水 稲 ， 冬 季 は 野 菜 等 が 栽 培 さ れ て い る ．  

 1700 年 代 か ら 干 拓 の 進 展 と と も に ナ ベ ヅ ル ， マ ナ ヅ ル が 数 多 く 渡 来 す る

よ う に な り ， 近 年 ， ナ ベ ヅ ル は 全 世 界 の 総 個 体 数 の 約 ９ 割 を 超 え る 約  10,000

か ら  15,000 羽 以 上 ， マ ナ ヅ ル は 全 世 界 の 総 個 体 数 の 約 ５ 割 に 当 た る 約  2,000 

か ら  3,000 羽 の 渡 来 が 確 認 さ れ る ， 国 際 的 に 重 要 な ツ ル 類 の 越 冬 地 と な っ て

い る ． ま た ， ツ ル 類 以 外 の 渡 り 鳥 も 多 く ， ク ロ ツ ラ ヘ ラ サ ギ ， ツ ク シ ガ モ

等 の 希 少 種 の 渡 来 も 確 認 さ れ て い る ． こ の よ う な ツ ル 類 を 始 め と す る 渡 り

鳥 の 越 冬 地 と し て の 重 要 性 か ら 「 集 団 渡 来 地 の 保 護 区 」 と し て 指 定 さ れ て

い る ．  

ま た ， 当 該 区 域 一 帯 は ， 人 の 暮 ら し に 身 近 な 田 園 地 帯 で あ る と 共 に ， 周

辺 は 県 内 有 数 の 養 鶏 地 帯 で あ り ， 人 と 鳥 獣 の 軋 轢 が 生 じ や す い ． そ の た め ，

古 く か ら ツ ル お よ び 渡 来 地 が 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ ， 地 域 に よ る ツ ル 類 の

保 護 管 理 を 図 る た め の 取 組 が 実 施 さ れ て い る ． そ う し た 中 で ， 給 餌 場 所 や

ね ぐ ら の 確 保 が 行 わ れ て い る 荒 崎 地 区 や 東 干 拓 地 区 等 を 含 む 区 域 は ， 特 に

ツ ル 類 等 の 渡 り 鳥 の 保 護 を 図 る 上 で 核 心 的 な 区 域 と し て ， 特 別 保 護 地 区 に

指 定 さ れ て い る ．  2021 年  11 月 に は 「 出 水 ツ ル の 越 冬 地 」 と し て  478 ha が ラ ム

サ ー ル 条 約 湿 地 に 登 録 さ れ た ．  

現 在 （ 存 続 期 間  2017 年  11 月 か ら  10 年 間 ） の 指 定 面 積 は  867 ha （ う ち 特 別 保

護 地 区  453ha ） で ， 現 行 指 定 計 画 書 の 生 息 鳥 獣 リ ス ト に は ，  16 目  44 科  154 種

の 鳥 類 ，  2 目  3 科  4 種 の 哺 乳 類 が 掲 載 さ れ て い る ．  

 

②  指 定 等 の 経 緯  
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出 水 に ツ ル が 渡 来 し 始 め た の は 元 禄 年 間 （  1700 年 前 後 ） で ， 出 水 海 岸 の

干 拓 が 進 む に つ れ て ， 有 明 海 沿 岸 に 渡 来 し て い た ツ ル が 出 水 平 野 に 集 ま り

始 め た と い わ れ て い る （ 出 水 市 郷 土 誌 編 集 委 員 会  2004 ）．  1917 年 に は 当 時

の ね ぐ ら だ っ た 阿 久 根 の 波 留 地 区 （  1916 年 ）， 荘 地 区 （  1921 年 ） と と も に

荒 崎 地 区 が 狩 猟 法 に 基 づ く 禁 猟 区 に 指 定 さ れ ，  1962 年 に は 禁 猟 区 が  1,180ha

に 拡 大 さ れ た （ 出 水 市 教 育 委 員 会  2017 ）． 一 方 ， 当 地 域 の ツ ル お よ び 渡 来

地 は ，  1921 年 に 天 然 記 念 物 ，  1952 年 に 特 別 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い る ．  

こ の 禁 猟 区 は ，  1963 年 の 法 改 正 に よ り 鳥 獣 保 護 区 に 移 行 さ れ た た め ， そ

の 後  1972 年 ま で は 国 設 の 荒 崎 鳥 獣 保 護 区 と さ れ て い た と 考 え ら れ る （ 鹿 児

島 県 林 務 部  1965 ）． 禁 猟 区 か ら の 指 定 期 間 が 満 了 し た  1972 年 か ら  1987 年 ま

で は 県 設 鳥 獣 保 護 区 と さ れ て い た ．  

当 初 指 定 と さ れ て い る の は  1987 年  11 月  1 日 に 「 国 設 荒 崎 鳥 獣 保 護 区 」 と

し て 指 定 さ れ た 日 で あ る ． そ れ ま で は 県 設 鳥 獣 保 護 区 だ っ た が ，  1981 年 の

第  5 次 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 の 作 成 要 領 の 中 で ， 「 特 定 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 」

と し て 国 が 設 定 す る 方 針 を 示 し ， こ れ が 実 行 さ れ た も の で あ る ． し か し 実

際 に は ， 前 述 し た よ う に  1963 年 か ら  1972 年 ま で 国 設 鳥 獣 保 護 区 だ っ た 時 期

が あ る た め ， 鳥 獣 行 政 の 所 管 が 林 野 庁 か ら 環 境 庁 に 移 管 さ れ た こ と を 経 て ，

国 設 鳥 獣 保 護 区 に 戻 さ れ た と 見 る こ と も で き る ．  

な お ， 当 時 ， 県 設 荒 崎 鳥 獣 保 護 区 に 指 定 さ れ て い た の は ， 鳥 獣 統 計 に よ

る と  900 ha （ 私 有 地  802 ha ， 水 面   98ha ） だ っ た が ， 国 設 で の 指 定 は  842 ha （ 私 有

地  802 ha ， 公 有 水 面  40   ha ） と な っ た ．  1970 年 頃 か ら カ モ に よ る 農 業 被 害 が

問 題 と な り 保 護 区 内 で の 駆 除 も 行 わ れ て い た （ 井 手  1982 ） こ と か ら ， 水 面

部 分 を 一 部 縮 小 し た も の と 推 察 さ れ る ． 当 時 は す で に カ モ だ け で な く ツ ル

も 含 め た 農 作 物 被 害 が 問 題 化 し て お り ， 文 化 庁 に よ る 保 護 事 業 も こ れ へ の

対 策 が 中 心 と な っ て い る 中 で ， 鳥 獣 保 護 区 国 設 化 に つ い て の 地 元 同 意 を 得

る 見 通 し が な か な か 立 た ず ， 設 定 ま で に 時 間 が か か っ た ．  1987 年  8 月 に 開

催 さ れ た 公 聴 会 で は ， 公 述 人  25 名 と い う 異 例 の 多 数 指 名 が 行 わ れ ， 農 作 物

被 害 へ の 対 応 を 求 め る 意 見 が 多 く 出 さ れ た た め ， 当 初  10 年 だ っ た 設 定 期 間

を  5 年 間 に 短 縮 し ， 被 害 問 題 等 に 柔 軟 に 対 応 す る こ と と さ れ た （ 関 下  1988 ）  

そ の 後 ，  1997 年 に は 「 出 水 ・ 高 尾 野 鳥 獣 保 護 区 」 に 名 称 変 更 さ れ る と と

も に 特 別 保 護 地 区 の 指 定 （  842 ha の う ち  53 ha ） が 行 わ れ た ． こ れ 以 降 は 存 続

期 間  10 年 で 更 新 が な さ れ て い る ． そ の 後  2021 年 に は ， ラ ム サ ー ル 条 約 湿 地

登 録 を 見 据 え ， 高 尾 野 川 河 口 の 区 域 を 鳥 獣 保 護 区 に 含 め る と と も に ， 特 別

保 護 地 区 が  400 ha 拡 張 さ れ て 現 在 に 至 っ て い る ．  

 

③  保 護 利 用 の 経 緯  

荒 崎 地 区 は  1917 年 に 禁 猟 区 に 指 定 さ れ ，  1921 年 に は 天 然 記 念 物 に も 指 定

さ れ ， 大 正 期 か ら ツ ル 越 冬 地 の 保 護 が 図 ら れ て き た ．  1923 年 に 開 通 し た 鹿
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児 島 本 線 （ 野 田 郷 ～ 米 ノ 津 間 ） は ， 当 初 の 計 画 で は ツ ル の 生 息 地 を 通 過 す

る こ と に な っ て い た が ， 内 田 清 之 助 博 士 ら の 要 請 に よ り 迂 回 さ せ て 現 在 の

路 線 に な っ た 経 緯 が あ る ．  

戦 後  1952 年 に は 早 く も 野 田 中 学 校 で ツ ル ク ラ ブ が 結 成 さ れ ，  1955 年 に は

荘 中 学 校 に も 同 ク ラ ブ が 発 足 し た ． 鳥 獣 保 護 区 に な る 前 年 の  1962 年 に は 鹿

児 島 県 ツ ル 保 護 会 が 発 足 し ， 全 国 で 鳥 獣 保 護 の 機 運 が 高 ま る 中 ， 地 域 が 一

丸 と な っ て ツ ル 保 護 に 取 り 組 む 体 制 が 整 え ら れ た ．  1965 年 に は 負 傷 し た ツ

ル を 扱 う 「 療 養 飼 育 舎 」 が 建 設 さ れ た （ 後 に  1994 年 に は ツ ル 保 護 セ ン タ ー ，

 2011 年 に は 出 水 市 ツ ル 診 察 セ ン タ ー が 設 置 さ れ そ の 業 務 が 引 き 継 が れ て い

る ）．  

 1970 年 頃 か ら は ， カ モ や ツ ル に よ る 農 業 被 害 が 問 題 化 し ， 文 化 庁 や 環 境

庁 に よ る 被 害 状 況 調 査 が 実 施 さ れ ， そ れ を 踏 ま え た 給 餌 場 所 ， ね ぐ ら の 借

上 事 業 を 含 む 保 護 対 策 が 進 め ら れ て い る ．  1976 年 に は ， 鳥 類 標 識 調 査 等 の

拠 点 と な る 全 国  9 カ 所 （ 当 時 ） の 一 級 鳥 類 観 測 ス テ ー シ ョ ン の 一 つ が 蕨 島

に 建 設 さ れ た ．  

こ う し た 保 護 施 策 の 下 ， 越 冬 地 に 渡 来 す る ナ ベ ヅ ル ， マ ナ ヅ ル の 個 体 数

は 年 々 増 加 し て い き ，  1962 年 （ 禁 猟 区 指 定 時 ） に は  907 羽 ，  1987 年 （ 国 設

鳥 獣 保 護 区 指 定 時 ） に は  8,300 羽 ，  1992 年 に は 初 め て  1 万 羽 を 超 え ， 現 在 で

は  18,000 羽 も の 数 が 記 録 さ れ る よ う に な っ て い る ． こ の 羽 数 調 査 は ツ ル ク ラ

ブ の 中 学 生 た ち が 中 心 に な っ て 毎 年 行 わ れ て い る ． ク ロ ヅ ル ， ア ネ ハ ヅ ル ，

カ ナ ダ ヅ ル ， ソ デ グ ロ ヅ ル ， タ ン チ ョ ウ も 記 録 さ れ ， こ れ ま で に 世 界 の ツ

ル  15 種 の 内  7 種 が 確 認 さ れ た こ と に な る ．  

 一 方 ， 荒 崎 に 集 中 し た ツ ル の 過 密 化 を 低 減 す る た め ，  1996 年 か ら は 環 境

庁 に よ る 東 干 拓 で の 借 上 げ 保 護 事 業 （ 給 餌 と ね ぐ ら 整 備 ） が 開 始 さ れ た ．

さ ら に  2002 年 に は ， 出 水 以 外 へ の 分 散 化 を 計 画 的 に 実 現 す る た め ， ３ 省 庁

（ 環 境 省 ， 農 水 省 ， 文 化 庁 ） が 合 同 検 討 会 を 設 置 し 提 言 が ま と め ら れ た ．

 2006 年 か ら は 山 口 県 周 南 市 と の 間 で 傷 病 ヅ ル の 移 送 放 鳥 が 開 始 さ れ た ．

 2014 年 に は 環 境 省 が 「 ナ ベ ヅ ル ， マ ナ ヅ ル の 新 越 冬 地 形 成 等 に 関 す る 基 本

的 考 え 方 」 を 公 表 し ， こ れ を 基 に 取 組 を 進 め る こ と に な っ た ．  

 2010 年 に は ナ ベ ヅ ル  7 羽 の 死 体 か ら 高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス が

検 出 さ れ ， 以 降 は 度 々 出 水 で も 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ が 発 生 す る よ う に な っ た ．

全 国 的 に 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ が 猛 威 を ふ る っ た  2022 年 度 に は ，  1,400 羽 以 上 の

ツ ル が 回 収 さ れ （ 全 数 検 査 は 行 わ れ て い な い が  9 割 以 上 が 高 病 原 性 鳥 イ ン

フ ル エ ン ザ に よ る も の と 推 測 さ れ る ）， 一 時 は 数 千 羽 が 韓 国 南 部 （ 順 天 ）

に 移 動 し た と の 情 報 も あ っ た ．  

   な お ， 国 の 保 護 管 理 体 制 と し て は ， 地 方 分 権 一 括 法 に よ る 法 改 正 で 国 設

鳥 獣 保 護 区 の 管 理 は 国 が 直 接 行 う こ と と な っ た  2000 年  4 月 に ， 鹿 児 島 市 に

環 境 庁 鹿 児 島 自 然 保 護 官 事 務 所 が 新 設 さ れ ， 霧 島 屋 久 国 立 公 園 錦 江 湾 地 域
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な ど と 併 せ て 担 当 す る こ と に な っ た ． そ の 後  2015 年  4 月 に は 鳥 イ ン フ ル エ

ン ザ 問 題 な ど を 受 け ， 出 水 市 ツ ル 博 物 館 ク レ イ ン パ ー ク い ず み 内 に 鹿 児 島

自 然 保 護 官 事 務 所 の 出 水 事 務 室 が 設 置 さ れ ， 自 然 保 護 官  1 名 が 配 置 さ れ た ．

同 室 は 翌 年  2016 年  4 月 か ら 出 水 自 然 保 護 官 事 務 所 と な り ， 当 鳥 獣 保 護 区 に

加 え ， 草 垣 島 鳥 獣 保 護 区 や 藺 牟 田 池 ベ ッ コ ウ ト ン ボ 生 息 地 保 護 区 の 保 護 管

理 を 担 当 し て い る  .  

そ の 後 ，  2020 年 の 特 別 保 護 地 区 の 拡 張 ，  2021 年 の ラ ム サ ー ル 湿 地 登 録 を

経 て ， 翌  2022 年 に は 出 水 市 が 日 本 初 の ラ ム サ ー ル 湿 地 自 治 体 の 認 証 （ 新 潟

市 と 同 時 ） を 受 け た ．  

 

（ ３ ） 草 垣 島 鳥 獣 保 護 区  

 

①  地 区 の 概 要  

    草 垣 島 鳥 獣 保 護 区 は ， 枕 崎 の 西 約  90 km の 東 シ ナ 海 に 位 置 す る 草 垣 群 島 の

う ち 上 ノ 島 本 島 の 全 域 で あ る ． 最 高 標 高 地 点 は  130 ｍ で ， 海 岸 は 急 峻 な 海

食 崖 と な っ て い る ． 島 の 中 心 部 周 辺 に は ， モ ク タ チ バ ナ ， シ マ グ ワ ， ハ マ

ビ ワ ， ア コ ウ な ど の 木 本 類 と ， ハ チ ジ ョ ウ ス ス キ ， ヒ ゲ ス ゲ な ど の 草 本 類

が 繁 茂 し て い る ． 上 ノ 島 は ， 草 垣 群 島 の 中 で 最 も 大 き く 無 人 島 で ， 人 間 活

動 に よ る 鳥 類 へ の 影 響 が 少 な く ， オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ 及 び カ ツ オ ド リ の 重 要

な 集 団 繁 殖 地 と な っ て お り （ 写 真  4 ）， ウ ミ ス ズ メ ， ア オ ツ ラ カ ツ オ ド リ ，

ハ ヤ ブ サ ， チ ゴ モ ズ ， サ ン シ ョ ウ ク イ 等 の 希 少 鳥 類 の 生 息 も 確 認 さ れ て い

る ． 海 鳥 類 の 繁 殖 の 場 又 は 生 息 の 場 と し て 重 要 で あ る こ と か ら 「 集 団 繁 殖

地 の 保 護 区 」 と し て 指 定 さ れ て い る ． さ ら に ， 集 団 繁 殖 す る 海 鳥 類 の 繁 殖

地 の 保 護 を 図 る た め ， そ の 全 域 が 特 に 重 要 で あ る こ と か ら 特 別 保 護 地 区 に

も 指 定 さ れ て い る ．  

現 在 （ 存 続 期 間  2003 年  11 月 か ら  20 年 間 ） の 指 定 面 積 は  21ha （ 全 域 が 特 別

保 護 地 区 ） で ， 現 行 指 定 計 画 書 の 生 息 鳥 獣 リ ス ト で は ，  14 目  37 科  150 種 の

鳥 類 ， 哺 乳 類 は ク マ ネ ズ ミ  1 種 が 掲 載 さ れ て い る ．  

 

②  指 定 等 の 経 緯  

当 初 指 定 は  1973 年  11 月  1 日 で ， 現 在 と 同 じ  21 ha の 区 域 （ 全 域 が 特 別 保 護

地 区 ） が 存 続 期 間  10 年 間 で 設 定 さ れ た ． そ の 後  1983 年 の 更 新 以 降 は ， 存 続

期 間 は  20 年 間 と さ れ ，  2003 年 の 更 新 を 経 て 現 在 に 至 っ て い る （  2023 年 更 新

予 定 ）  

な お ， 天 然 記 念 物 な ど 他 法 令 に 基 づ く 保 護 地 域 の 指 定 は 行 わ れ て い な い ．  

 

③  保 護 利 用 の 経 緯  

上 ノ 島 に は  1932 年 か ら 灯 台 職 員 が 滞 在 勤 務 し て い た が ，  1986 年 に 灯 台 が
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無 人 化 さ れ て 以 降 は 無 人 島 と な っ て い る ．  

鳥 獣 保 護 区 の 指 定 以 前 に 遡 る と ， オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ に つ い て は ，  1953 年

 5 月  30 日 に 鹿 児 島 大 学 ・ 鹿 児 島 県 ・ 笠 沙 町 ・ 南 日 本 新 聞 社 に よ る 学 術 調 査

団 が 草 垣 上 島 に 上 陸 し た 記 録 の 中 で 「 矮 林 内 に は 大 水 凪 鳥 の 巣 が 無 数 に あ

り ， 夕 方 に 至 れ ば そ の 数 千 羽 が ね ぐ ら に 帰 っ て 来 る 様 は 実 に 壮 観 で あ る 」

と 記 し て い る （ 鹿 児 島 大 学 南 方 産 業 科 学 研 究 所  1956 ）． カ ツ オ ド リ に つ い

て は ，  1963 －  67 年 に 東 京 水 産 大 学 練 習 船 海 鷹 丸 船 長 の 小 沢 敬 次 郎 ら が 調 査

し た 記 録 が 報 告 さ れ て お り ， 当 時 上 ノ 島 の 灯 台 勤 務 者 か ら も カ ツ オ ド リ が

繁 殖 し て い る 旨 の 報 告 が あ る こ と も 記 載 さ れ て い る ． 当 時 ， 日 本 近 海 で の

カ ツ オ ド リ の 繁 殖 地 は 小 笠 原 群 島 ， 尖 閣 諸 島 の み 知 ら れ て お り ， 新 た に 草

垣 島 と 伊 豆 諸 島 ス ミ ス 島 に も 生 息 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た が ， さ ら

に 北 に 位 置 す る 男 女 群 島 （ 長 崎 県 ） で は 未 確 認 だ っ た た め ， 草 垣 群 島 上 ノ

島 は ， 北 西 太 平 洋 に お け る カ ツ オ ド リ 繁 殖 地 の 北 限 （ 北 緯  31 度 付 近 ） だ と

考 察 さ れ た （ 小 沢  1966 ， 小 沢 ・ 五 月 女  1968 ）．  

指 定 前 年 の  1973 年  8 月 に 環 境 庁 委 託 「 特 定 鳥 類 等 調 査 」 と し て ㈶ 日 本 野

鳥 の 会 （ 代 表 調 査 員 迫 静 男 ） に よ る 調 査 が 行 わ れ て い る ． 報 告 書 に は 調 査

が 初 め て で あ る と 記 載 さ れ て お り ， 実 質 的 に 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 調 査 の 役 割

を 果 た し た と 考 え ら れ る ． こ の 調 査 で は ， 島 内  10 カ 所 に 10×10 ｍ の 調 査 区 を

設 け ， 巣 の 数 と し て カ ツ オ ド リ  251 個 ， オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ  146 個 が カ ウ ン

ト さ れ て い る ． こ れ に よ り オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ に つ い て は ， 推 定 生 息 数 を  14

万 羽 と さ れ た ． ま た ，  2 種 の 繁 殖 地 と し て の 環 境 は 良 好 だ が ，  1967 年 か ら

灯 台 職 員 の 飼 育 し て い る 犬 が 被 害 を 与 え て い る 可 能 性 が あ る こ と ， 灯 台 を

中 心 と し て ネ ズ ミ 類 が 認 め ら れ て い る こ と か ら ， 将 来 は 灯 台 を 無 人 化 す る

こ と が 望 ま し い と 指 摘 し た （ 環 境 庁  1973 ）．  

 そ の 後 ，  1980 年  7 月 に は 日 本 野 鳥 の 会 テ ク ニ カ ル チ ー ム が カ ツ オ ド リ と

オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ の 生 息 状 況 調 査 を 行 い ，  10 ｍ ×  10 ｍ あ た り の カ ツ オ ド リ

の 使 用 巣  1.20 ±  0.56 個 （ 総 使 用 巣 数  604 ±  284 個 と 推 定 ）， オ オ ミ ズ ナ ギ

ド リ の 巣 穴  47.61 ±  10.24 個 （ 総 巣 穴 数  39,897 ±  8,581 個 と 推 定 ） と さ れ た ． ま た ，

ネ ズ ミ の 影 響 に 加 え ， 多 数 来 島 す る 釣 人 に よ る 干 渉 が 心 配 さ れ る と 指 摘 し

て い る ．  1990 年  10 月 お よ び  1998 年  10-11 月 に 鮫 島 ら が 行 っ た 調 査 で は ， 上 ノ

島 全 域 に ク マ ネ ズ ミ が 多 数 生 息 し て い る こ と が 確 認 さ れ る と と も に ， 過 去

の 記 録 を 含 め  148 種 の 草 垣 島 鳥 類 目 録 が 作 成 さ れ た ．  

  2003 年 の  2 回 目 の 更 新 時 に は ，  1990 年 ，  1998 年 の 調 査 に 加 え ，  2000 年  11

月 ，  2002 年 に 行 わ れ た 調 査 （ い ず れ も 鮫 島 ほ か ， 環 境 省 ， 鹿 児 島 県 に よ る ）

の 結 果 が ま と め ら れ ， カ ツ オ ド リ の 定 点 カ ウ ン ト ， オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ の 出

会 数 カ ウ ン ト ， 営 巣 状 況 の コ ド ラ ー ト 調 査 か ら は 大 き な 変 化 は 見 ら れ な い

と さ れ た （ 鹿 児 島 県 環 境 技 術 協 会  2003 ）．    

 2003 年 に 鹿 児 島 県 立 博 物 館 の 事 業 と し て 上 陸 調 査 を 実 施 し た 中 間 ・ 小 倉
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は ， 生 息 数 や 繁 殖 個 体 数 を 正 確 に 把 握 す る こ と の 難 し さ を 改 め て 指 摘 す る

と と も に ， ク マ ネ ズ ミ の 影 響 が 大 き く ， か つ て 記 録 さ れ た シ マ セ ン ニ ュ ウ

は ウ チ ヤ マ セ ン ニ ュ ウ の 可 能 性 が 高 い が ， ク マ ネ ズ ミ に よ る 卵 の 捕 食 な ど

で 個 体 群 が 消 滅 し た 可 能 性 も 考 え ら れ る と 記 し た ．  

そ の 後 ，  2006 年  11 月 ，  2010 年  9 月 に も  1990 年 以 来 の 手 法 に よ り 両 種 等 の

生 息 状 況 調 査 が 行 わ れ た （ 鹿 児 島 県 環 境 技 術 協 会  2007,2010 ）．  2023 年 の 更

新 を 控 え た  2022 年 に は ，  9 月 に 現 地 調 査 が 行 わ れ ，  1990 年 以 来 の 定 点 カ ウ

ン ト ， コ ド ラ ー ト 調 査 等 の デ ー タ が 整 理 さ れ た （ 株 式 会 社 コ ン パ ス  2022 ）．

こ れ に よ る と ， カ ツ オ ド リ ， オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ に つ い て は ， 年 変 動 や 調 査

時 期 に よ る 差 が 大 き い も の の ， 生 息 数 に 大 き な 変 化 は な く ， 繁 殖 地 と し て

安 定 し た ポ テ ン シ ャ ル を 維 持 し て い る と 考 察 さ れ た ． 草 垣 島 鳥 類 目 録 に つ

い て は ， 延 べ  18 目  46 科  158 種 （ 亜 種 を 含 む ） に 増 加 し た ．  2010 年 の 調 査 で

新 た に 確 認 さ れ た ア カ ア シ カ ツ オ ド リ は 繁 殖 し て い る 可 能 性 も 高 く 動 向 に

注 視 が 必 要 と さ れ た ． ク マ ネ ズ ミ は ， 異 常 繁 殖 し て い る と さ れ た  1990 年 以

降 も ， 増 減 は 大 き い が 経 年 的 に 生 息 が 確 認 さ れ ， 食 性 分 析 等 で は ， オ オ ミ

ズ ナ ギ ド リ や カ ツ オ ド リ も 検 出 さ れ て い る ． 現 時 点 で の 両 種 の 生 息 の 存 続

に 悪 影 響 を 与 え る ほ ど で は な い と 考 え ら れ る も の の ， 引 き 続 き 生 息 動 向 に

注 意 が 必 要 だ と 指 摘 さ れ て い る ．  

こ の 間 ， 国 の 保 護 管 理 体 制 と し て は ，   2000 年  4 月 以 降 は 九 州 地 区 自 然 保

護 事 務 所 （  2005 年 に 九 州 地 方 環 境 事 務 所 に 改 組 ） で 直 接 所 管 し て い た が ，

 2016 年  4 月 に 出 水 自 然 保 護 官 事 務 所 が 設 置 さ れ て か ら は ， 同 事 務 所 が 本 鳥

獣 保 護 区 の 保 護 管 理 を 担 当 し て い る ． 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 管 理 員 は 選 任 さ れ

て お ら ず ， 上 述 の 調 査 や 自 然 保 護 官 等 に よ る 巡 回 巡 視 が 実 施 さ れ て い る ．   

 な お ， 鳥 獣 保 護 区 か ら 約  3.8 ㎞ 離 れ た 下 ノ 島 で は ，  2004 年  10 月 に 民 間 業 者

に よ る 採 石 事 業 が 計 画 さ れ ， 県 に 採 石 法 に 基 づ く 認 可 申 請 が な さ れ た ． こ

れ に 対 し て  2005 年  8 月 に 県 は 漁 業 や 自 然 環 境 へ の 影 響 な ど を 理 由 に 不 認 可

と し た が ， 業 者 は 公 害 等 調 整 委 員 会 に 裁 定 を 申 請 し ，  2007 年  5 月 に 同 委 員

会 が 処 分 を 取 消 す 裁 定 を 下 し た ． そ の た め ， 県 は  2007 年  8 月 に 採 取 計 画 を

認 可 し た ．  

 

（ ４ ） 湯 湾 岳 鳥 獣 保 護 区  

 

① 地 区 の 概 要  

湯 湾 岳 鳥 獣 保 護 区 は ， 奄 美 大 島 の 最 高 峰 で あ る 湯 湾 岳 を 中 心 と し た 中 央

山 地 の 標 高  230 ｍ か ら  694 ｍ ま で の 地 域 に 位 置 し て い る ． 同 島 は ， 大 陸 か

ら 約  100 万 年 か ら  150 万 年 前 と 古 い 時 期 に 隔 離 さ れ た こ と が 知 ら れ て い る ．

現 在 の 中 央 山 地 に は ス ダ ジ イ ， オ キ ナ ワ ウ ラ ジ ロ ガ シ ， タ ブ ノ キ ， イ ス ノ

キ 等 の 常 緑 広 葉 樹 が 優 占 し て い る ．  
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 鳥 類 で は ， 絶 滅 危 惧 種 と さ れ る オ オ ト ラ ツ グ ミ ， ア マ ミ ヤ マ シ ギ ， オ ー

ス ト ン オ オ ア カ ゲ ラ ， ア マ ミ コ ゲ ラ ， サ ン シ ョ ウ ク イ ， ア カ ヒ ゲ 及 び ル リ

カ ケ ス の 生 息 が 確 認 さ れ て い る ． 哺 乳 類 で は ， ヤ ン バ ル ホ オ ヒ ゲ コ ウ モ リ ，

ア マ ミ ノ ク ロ ウ サ ギ ， ケ ナ ガ ネ ズ ミ 及 び リ ュ ウ キ ュ ウ テ ン グ コ ウ モ リ な ど

が 確 認 さ れ て い る ． こ れ ら の 希 少 種 を は じ め と し た 多 様 な 鳥 獣 類 の 生 息 地

及 び 採 餌 の 場 と し て 利 用 さ れ て い る こ と か ら ， 「 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 」

と し て 指 定 さ れ て い る ．  

さ ら に ， 当 保 護 区 の 中 で も 標 高  430 ｍ か ら  694 ｍ ま で に あ る 森 林 は ，

 1998 年 に 新 種 と し て 記 載 さ れ た ヤ ン バ ル ホ オ ヒ ゲ コ ウ モ リ 及 び リ ュ ウ キ ュ

ウ テ ン グ コ ウ モ リ の 奄 美 大 島 に お け る 最 も 重 要 な 繁 殖 及 び 採 餌 の 場 と し て

利 用 さ れ て お り ， 特 に 重 要 な 区 域 と し て 特 別 保 護 地 区 に 指 定 さ れ て い る ．  

 現 在 （ 存 続 期 間  2005 年  11 月 か ら  20 年 間 ） の 指 定 面 積 は  320 ha （ う ち 特 別 保

護 地 区  103ha ） で ， 現 行 指 定 計 画 書 の 生 息 鳥 獣 リ ス ト で は ，  8 目  20 科  45 種 の

鳥 類 ，  6 目  8 科  10 種 の 哺 乳 類 が 掲 載 さ れ て い る ．  

 

② 指 定 等 の 経 緯  

当 初 指 定 は ，  1965 年  11 月  1 日 で ， 現 在 と 同 じ  320 ha （ 国 有 地  168 ha ， 民 有 地

 152 ha ） が 存 続 期 間  10 年 で 設 定 さ れ た ．  

そ の 後 ，  1975 年 の 更 新 を 経 て ，  1977 年 に は ， 現 在 と 同 じ  103 ha （ 全 域 国 有

地 ） が 特 別 保 護 地 区 に 指 定 さ れ た ． こ れ は ，  1974 年  2 月 に 指 定 さ れ た 奄 美

群 島 国 定 公 園 （ 特 別 保 護 地 区 ） と 重 複 す る こ と と な っ た 区 域 を ， 鳥 獣 保 護

区 と し て も 特 別 保 護 地 区 に 指 定 し た も の で あ る ．  1968 年 の 奄 美 群 島 自 然 公

園 予 定 地 基 本 調 査 書 （ 鹿 児 島 県 ，  1968 ） の 中 で 田 村 剛 は ， 「 原 始 林 の 姿 を

よ く 保 存 す る も の は 湯 湾 岳 で ， 頂 上 を 過 る 分 水 嶺 の 南 （ 国 有 林  30 林 班 ） と

こ れ を 囲 む 各 部 落 有 林 に ， 東 南 の 宇 検 村 有 林 と 国 有 林 ２ 林 班 を 加 え る な ら

ば ， 面 積  3,000 ha と な り ， 自 然 公 園 の 中 心 と し て ， 鳥 獣 保 護 林 と し て も 役 立

つ で あ ろ う 」 と 述 べ て い る ． し か し ， こ の エ リ ア で 実 際 に 国 定 公 園 に 指 定

さ れ た の は ， 鳥 獣 保 護 区 特 別 保 護 地 区 に 指 定 さ れ た 国 有 林  30 林 班 の  103 ha の

み に と ど ま っ た ．  

 1985 年 に は ， 特 別 保 護 地 区 と と も に 存 続 期 間 が  20 年 と し て 更 新 設 定 さ れ

た ． さ ら に ，  2005 年 の 更 新 指 定 を 経 て 現 在 に 至 っ て い る ．  

ま た ， 本 鳥 獣 保 護 区 の 保 護 対 象 で あ る 希 少 鳥 獣 の う ち ル リ カ ケ ス は ，

 2006 年 に レ ッ ド リ ス ト の ラ ン ク 外 に な っ た こ と を 受 け ，  2008 年 に は 種 の 保

存 法 施 行 （  1993 年 ） 後 初 め て 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 の 指 定 が 解 除 さ れ た ．

こ の た め ， 鳥 獣 法 の 希 少 鳥 獣 か ら も 除 外 さ れ た ．  

  2017 年 に 奄 美 群 島 国 立 公 園 が 指 定 さ れ た 際 に は ， 国 定 公 園 と 重 複 し て い

た 特 別 保 護 地 区 だ け で は な く ， 湯 湾 岳 鳥 獣 保 護 区 の 全 域 が 国 立 公 園 （ 第  2

種 特 別 地 域 以 上 ） に 含 ま れ る こ と に な っ た ． 鳥 獣 保 護 区 の 特 別 保 護 地 域 で
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な い 区 域 や 鳥 獣 保 護 区 外 の 隣 接 地 も 国 立 公 園 の 特 別 保 護 地 区 に 指 定 さ れ ，

さ ら に  2021 年 に 登 録 さ れ た 世 界 自 然 遺 産 区 域 に も 含 ま れ た ．  2025 年 の 更 新

時 に は ， こ れ と 整 合 を 取 る 形 で の 鳥 獣 保 護 区 お よ び 特 別 保 護 地 区 の 拡 張 が

行 わ れ る こ と が 予 想 さ れ る ．  

  

③ 保 護 利 用 の 経 緯  

前 述 の 通 り ， 湯 湾 岳 鳥 獣 保 護 区 は ， 奄 美 大 島 に 分 布 す る 希 少 鳥 獣 の 生 息

地 の ご く 一 部 に す ぎ ず ， 区 域 外 で も 国 立 ・ 国 定 公 園 や 天 然 記 念 物 と し て の

保 護 が 幅 広 く 行 わ れ て い る ． ア マ ミ ノ ク ロ ウ サ ギ は  1921 年 に 国 指 定 の 天 然

記 念 物 ，  1964 年 に は 特 別 天 然 記 念 物 と さ れ ， さ ら に ， ア カ ヒ ゲ （  1970 年 ），

オ ー ス ト ン オ オ ア カ ゲ ラ （  1971 年 ）， オ オ ト ラ ツ グ ミ （  1971 年 ）， ル リ カ

ケ ス （  1921 年 ）， ケ ナ ガ ネ ズ ミ （  1972 年 ）， ト ゲ ネ ズ ミ （  1972 年 ） が 国 の

天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い る ．  

 当 鳥 獣 保 護 区 が 指 定 さ れ た  1960 年 代 ， 奄 美 大 島 の 人 々 は ， 日 々 の 生 活 の

中 で ハ ブ の 恐 怖 に 怯 え ， 耕 作 地 で は 凄 ま じ い イ ノ シ シ の 被 害 と 戦 い な が ら ，

ル リ カ ケ ス や ア マ ミ ノ ク ロ ウ サ ギ の す む 森 と 近 接 し た 里 で 暮 ら し て い た ．

そ の 様 子 は ， ち ょ う ど こ の 時 代 に 奄 美 大 島 へ 精 力 的 に 取 材 に 出 か け 数 多 く

の 作 品 を 遺 し た 椋 鳩 十 の 著 作 に も 描 か れ て い る （ 椋  1967 ，  1968-69 ，  1974 な

ど ）． ハ ブ 毒 に 対 す る 血 清 は  1900 年 頃 か ら 作 ら れ て い た が ，  1959 年 に 凍 結

乾 燥 抗 毒 素 が 開 発 さ れ 僻 地 で の 治 療 が 可 能 に な っ た こ と で 致 死 率 が 画 期 的

に 低 下 し た 経 緯 が あ る ． ま た ， ハ ブ 退 治 の た め に 沖 縄 か ら マ ン グ ー ス が 導

入 さ れ ， 奄 美 大 島 の 赤 崎 で 約  30 頭 が 放 獣 さ れ た の は  1979 年 で あ る ．  

 1990 年 頃 に は 島 内 ２ カ 所 で ゴ ル フ 場 建 設 計 画 が 浮 上 し ， こ れ を 巡 っ て

 1995 年 に い わ ゆ る 「 奄 美 自 然 の 権 利 訴 訟 （ ア マ ミ ノ ク ロ ウ サ ギ 訴 訟 ）」 が

始 ま っ た ． 日 本 の 自 然 の 権 利 訴 訟 の 第 一 号 と し て 注 目 を 集 め た 本 件 訴 訟 は ，

提 訴 か ら 約  6 年 後 の  2001 年  1 月 に 原 告 適 格 を 否 定 し て 訴 え を 却 下 す る 第 一

審 鹿 児 島 地 裁 判 決 が 下 さ れ た ． 法 廷 は ， ア マ ミ ノ ク ロ ウ サ ギ 外 ３ 名 （ オ オ

ト ラ ツ グ ミ ， ア マ ミ ヤ マ シ ギ ， ル リ カ ケ ス ） の 動 物 が 原 告 と し て 名 を 連 ね

て い た こ と か ら も っ ぱ ら 原 告 適 格 論 争 の 場 と な り ， 森 林 法 ， 文 化 財 保 護 法 ，

種 の 保 存 法 に 係 る 処 分 の 違 法 性 に は 判 断 が 及 ば な か っ た ． し か し ， 原 告 側

で は ， 争 点 と な っ た ２ つ の ゴ ル フ 場 開 発 は 結 果 的 に 阻 止 で き た と し て い る

（ 関 根  2007 ）． な お ，  2002 年 に は 福 岡 高 裁 で 「 自 然 の 権 利 訴 訟 」 の 控 訴 審

が 行 わ れ た が ， 一 審 と 同 じ く 原 告 適 格 な し と し て 控 訴 棄 却 と さ れ た ． 原 告

は 当 初 の 目 的 を は る か に 越 え る 成 果 を 得 た と し て 上 告 を 見 送 っ て い る ． ま

た ， こ の 訴 訟 が 行 わ れ て い た 間 ，  1996 年  6 月 に は 国 会 に 「 ア マ ミ ノ ク ロ ウ

サ ギ を 守 る 議 員 連 盟 」 が 発 足 ， 岩 垂 環 境 庁 長 官 （ 当 時 ） が 新 た な 鳥 獣 保 護

区 の 設 定 や 湯 湾 岳 鳥 獣 保 護 区 の 拡 大 を 検 討 す る 方 針 を 示 し た ． さ ら に ， 同

年  8 月 に 「 奄 美 野 生 生 物 保 護 セ ン タ ー 」 を 設 置 す る こ と を 発 表 ， 同 年  10 月



 

- 106 - 
 

に は  IUCN 総 会 で ク ロ ウ サ ギ 保 護 決 議 が な さ れ る な ど 大 き な 動 き が あ っ た ．

そ の 後 ， 湯 湾 岳 鳥 獣 保 護 区 の 拡 張 は 行 わ れ ず ，  1997 年 に 金 作 原 鳥 獣 保 護 区

（ 名 瀬 市 金 作 原 ，  297ha ），  1998 年 に 金 川 岳 鳥 獣 保 護 区 （ 住 用 村 金 川 岳  158 ha ）

の ２ つ の 県 設 鳥 獣 保 護 区 が 新 設 さ れ た ． い ず れ も 指 定 区 分 は 特 定 鳥 獣 生 息

地 （ 当 時 ） で あ る ． ま た ， 大 和 村 思 勝 に 設 置 場 所 が 決 ま っ た 「 奄 美 野 生 生

物 保 護 セ ン タ ー 」 は  4 年 が か り で 整 備 が 進 め ら れ  2000 年  4 月 に 開 所 し た ．

同 時 に 自 然 保 護 官  1 名 が 配 置 さ れ ， 翌 年 の 環 境 省 設 置 を 経 て 定 員 も 拡 充 さ

れ て い っ た ． 同 セ ン タ ー は ， 設 置 当 初 か ら 本 格 的 な マ ン グ ー ス 駆 除 に 着 手

し ，  2005 年 か ら は 完 全 排 除 を 目 標 に し た 外 来 生 物 法 に 基 づ く 防 除 事 業 が 開

始 さ れ ， 実 行 部 隊 と し て 「 奄 美 マ ン グ ー ス バ ス タ ー ズ 」 が 結 成 さ れ た ． 防

除 事 業 は ， ピ ー ク 時 に は  40 余 名 の 体 制 で  3 万 個 を 超 え る わ な を 設 置 し ， 年

間 約  3 千 頭 を 超 え る 捕 獲 を 行 っ た ． 最 後 の 捕 獲 と な っ た  2018 年  4 月 ま で に

総 計 で  2 万 頭 （ 有 害 駆 除 を 含 め る と  3 万 頭 ） を 超 え る 捕 獲 数 が 記 録 さ れ て

い る ．     

 2015 年 に は 鳥 獣 保 護 区 内 で ， 防 衛 省 の 通 信 鉄 塔 建 設 計 画 （ 高 さ 約  50 ｍ と

約  25 ｍ の  2 基 の 新 設 ） が 明 ら か に な り ， す で に 世 界 自 然 遺 産 候 補 地 に 含 ま

れ て い た 湯 湾 岳 に 近 す ぎ る と し て ， 自 然 保 護 団 体 や 候 補 地 科 学 委 員 会 の メ

ン バ ー か ら も 懸 念 の 声 が 上 が っ た ． 予 定 地 は  2017 年 に 国 立 公 園 第  2 種 特 別

地 域 と な っ た 場 所 で ， 世 界 遺 産 登 録 推 薦 に お い て は 緩 衝 地 帯 に 位 置 付 け ら

れ た ． 世 界 遺 産 登 録 の 推 薦 時 期 と 重 な り 反 対 の 声 が 相 次 い だ こ と か ら ， 整

備 計 画 地 は ， 隣 接 す る 既 設 の 無 線 中 継 所 の 敷 地 内 に 変 更 さ れ た ． 結 果 的 に

開 発 済 み の 土 地 に 収 め ら れ た が ， 変 更 後 の 整 備 箇 所 も 鳥 獣 保 護 区 内 で 国 立

公 園 第  2 種 特 別 地 域 内 で あ っ た （ 常 田 ・ 外 尾  2021 ）．  

 2017 年 に は 奄 美 群 島 国 立 公 園 が 指 定 さ れ ，  2021 年 に は 登 録 延 期 ・ 再 推 薦

を 経 て よ う や く 世 界 自 然 遺 産 と し て の 登 録 が 果 た さ れ た が ， 鳥 獣 保 護 区 と

の 関 係 は 前 述 の と お り で あ る ．  

世 界 遺 産 登 録 後 の  2022 年  11 月 に は ， 国 立 公 園 の 施 設 整 備 事 業 と し て ， 湯

湾 岳 山 頂 手 前 の 祠 広 場 に 高 さ  5.52 ｍ の 展 望 台 が 整 備 ・ 供 用 さ れ た ． こ れ は ，

元 々 展 望 の き か な い 森 林 内 に 位 置 す る 山 頂 部 が ， 希 少 ・ 固 有 の 動 植 物 が 極

め て 多 く ， 世 界 遺 産 登 録 地 に も 含 ま れ た こ と を 受 け ， 展 望 台 設 置 地 点 か ら

山 頂 ま で の 間 約  250 ｍ の 立 入 規 制 措 置 と 併 せ て 実 施 さ れ た も の で あ る ．  

 

６ ． ３  屋 久 島 ・ 口 永 良 部 島 に お け る 鳥 獣 保 護 区  

 

（ １ ） 屋 久 島 に お け る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区  

  1993 年 に 世 界 自 然 遺 産 に 登 録 さ れ た 屋 久 島 に は ， 現 在 ， 国 指 定 鳥 獣 保 護

区 は な く ， 県 指 定 の 鳥 獣 保 護 区 が ８ 箇 所 ， 合 計  3,911 ha 指 定 さ れ て い る （ 表

６ － ２ ）． ま た ， 口 永 良 部 島 は 全 域 （  3,577ha ） が 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 で あ る ．  
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こ れ ら の う ち 宮 之 浦 岳 鳥 獣 保 護 区 （  498 ha ） と 国 割 岳 鳥 獣 保 護 区 （  800 ha ） は

全 域 が 特 別 保 護 地 区 に 指 定 さ れ て い る ．  

 こ の ２ つ の 鳥 獣 保 護 区 特 別 保 護 地 区 の 全 域 と ， 小 杉 谷 鳥 獣 保 護 区 （  474 

 ha ）， 荒 川 鳥 獣 保 護 区 （  349ha ）， 花 之 江 河 鳥 獣 保 護 区 （  1,042 ha ） の 一 部 が

世 界 自 然 遺 産 地 域 に も 含 ま れ て い る （ 環 境 省 ほ か  ,2012 ）．  

 ま た ， ８ 箇 所 の 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 の う ち ， 世 界 遺 産 地 域 に 係 る  5 箇 所 に

白 谷 鳥 獣 保 護 区 （  404 ha ） を 加 え た  6 箇 所 の 鳥 獣 保 護 区 は ，  1983 －  1986 年 頃

ま で は ， 国 設 鳥 獣 保 護 区 と さ れ て い た ．  

 

 

表 ６ － ２  屋 久 島 に お け る 鳥 獣 保 護 区 の 面 積 と 世 界 自 然 遺 産 地 域 と の 重 複

関 係 （  2023 年 現 在 ）  

 
 

 

（ ２ ） 屋 久 島 に お け る 保 護 管 理 の 概 要  

  1950 年 代 頃 ま で 屋 久 島 で は 国 有 林 を 含 め て 禁 猟 と さ れ る 場 所 は な く ， シ

カ や イ タ チ の 狩 猟 や サ ル の 許 可 捕 獲 が 広 範 囲 に 行 わ れ て い た （ 服 部  2021 ）  

ヤ ク シ カ に つ い て は ，  1950 年 頃 に は  10,000 頭 以 上 生 息 し て い た が  1960 年 代 半

ば に は  3,400 －  4,900 頭 く ら い に ま で 減 少 し た と さ れ ，  1971 年 か ら 全 面 禁 猟 措

置 が と ら れ た ． そ の 後 ， 生 息 頭 数 が 増 え て ス ギ 造 林 地 や 果 樹 園 で の 被 害 が

発 生 し た と し て ，  1978 年 以 降 は 年 間  100-300 頭 の 有 害 駆 除 捕 獲 が 行 わ れ て い

る ．  1998 年 に は 国 有 林 内 で の 狩 猟 事 故 が 発 生 し ， 国 有 林 内 で の 有 害 駆 除 が

実 施 さ れ な く な り ， 農 地 周 辺 で の 捕 獲 が 増 加 し た と い わ れ て い る ． 世 界 遺
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産 登 録 後 の  1990 年 代 半 ば か ら ヤ ク シ カ の 生 息 頭 数 が 急 速 に 増 加 し ， 農 林 業

被 害 に 止 ま ら ず ， 森 林 植 生 の 変 化 ， 固 有 植 物 種 の 絶 滅 が 危 惧 さ れ る よ う に

な り ，  2007 年 に メ ス ジ カ の 狩 猟 が ，  2009 年 に は オ ス ジ カ の 狩 猟 が 解 禁 さ れ

た ．  2010 年 か ら は 国 有 林 内 を 含 め て 年 間  1,000 頭 を 超 え る 集 中 的 な ヤ ク シ カ

の 捕 獲 事 業 が 開 始 さ れ た （ 辻 野  2014 ）． 屋 久 島 世 界 遺 産 地 域 科 学 委 員 会 の

下 に ヤ ク シ カ ・ ワ ー キ ン グ グ ル ー プ が 置 か れ ， 環 境 省 ・ 農 林 水 産 省 は 自 然

公 園 法 に 基 づ く 生 態 系 維 持 回 復 計 画 を ， 鹿 児 島 県 は 第 二 種 特 定 鳥 獣 （ ヤ ク

シ カ ） 管 理 計 画 を 策 定 し ， 個 体 数 調 整 等 の 管 理 が 継 続 的 に 実 施 さ れ て い る ．  

 ヤ ク シ マ ザ ル に つ い て は ，  1970 年 頃 か ら 野 生 の ニ ホ ン ザ ル が 果 樹 な ど の

農 作 物 に 大 き な 被 害 を 与 え る よ う に な り ， 対 策 と し て 毎 年  400−500 頭 の 駆 除

が 実 施 さ れ ， ニ ホ ン ザ ル の 南 限 に あ た る 固 有 亜 種 の 保 護 上 の 問 題 も 指 摘 さ

れ て い る ． 農 作 物 被 害 額 は 減 少 傾 向 に あ る 一 方 ， 捕 獲 数 は  2009 年 以 降 に 急

増 し 近 年 は 平 均 し て 年 間  1,000 頭 以 上 が 捕 獲 さ れ て い る （ 宮 田 ら  2017 ）．  

屋 久 島 に は ， 他 法 令 に 基 づ く 国 指 定 の 保 護 地 域 と し て ，  1964 年 に 霧 島 屋

久 国 立 公 園 と し て 指 定 さ れ  2012 年 に 屋 久 島 国 立 公 園 と し て 拡 張 ・ 独 立 さ れ

た 国 立 公 園 区 域 ，  1975 年 に 指 定 さ れ た 屋 久 島 原 生 自 然 環 境 保 全 地 域 が あ る ．

現 在 の 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 は ， 矢 筈 岳 と 宮 之 浦 を 除 き ， 屋 久 島 国 立 公 園 と 重

複 し た 区 域 が 指 定 さ れ て い る ． 花 之 江 河 鳥 獣 保 護 区 は ， 屋 久 島 原 生 自 然 環

境 保 全 地 域 と も 一 部 が 重 複 し て い る ．  

 日 本 の 世 界 自 然 遺 産  5 地 域 の う ち ， 登 録 区 域 内 に 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 が 指

定 さ れ て い な い の は 屋 久 島 の み で あ る ． 屋 久 島 と 同 時 に 日 本 初 の 登 録 を 受

け た 白 神 山 地 は ， 登 録 後 約  10 年 を 経 た  2004 年 に 登 録 区 域  16,971 ha 全 域 を 含 む

 17,157  ha が 「 大 規 模 生 息 地 の 保 護 区 」 と し て 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に 指 定 さ れ

て い る ．  

 

（ ３ ） 口 永 良 部 島 鳥 獣 保 護 区  

 鹿 児 島 県 が 口 永 良 部 島 を 鳥 獣 保 護 区 に 指 定 （ 当 時 は 設 定 ） し た の は  1989

年 で ， 指 定 区 分 は 森 林 鳥 獣 生 息 地 で あ る ． 指 定 面 積 は  3,804ha （ 全 て 民 有 地 ）

と さ れ て い た が ，  2 回 目 の 更 新 時 （  2009 年 ） か ら は  3,577 ha （ 国 有 地  807 ha ，

民 有 地  2,770 ha ） に 変 更 さ れ て い る ． こ の 変 更 は ， 現 在 の 指 定 範 囲 も 島 全 域

と な っ て い る こ と か ら ， 区 域 を 縮 小 し た の で は な く ， 当 時 の 計 測 値 や 所 有

実 態 に 合 わ せ た も の と 推 察 さ れ る ．  

 前 述 し た 通 り ， 屋 久 島 に は 過 去 に 国 設 鳥 獣 保 護 区 が あ り 現 在 は 全 て 県 指

定 鳥 獣 保 護 区 に な っ て い る が ， こ の 間 ， 口 永 良 部 島 に 国 設 鳥 獣 保 護 区 が 存

在 し た こ と は な か っ た ． 地 方 分 権 一 括 法 以 前 の 「 国 設 鳥 獣 保 護 区 設 定 計 画 」

に 候 補 地 と し て 挙 げ ら れ た こ と も な か っ た ． し か し ，  2007 年  3 月  23 日 に 都

道 府 県 に 通 知 さ れ た 「 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 指 定 計 画 」 に は ， 希 少 鳥 獣 生 息 地

の 未 指 定 地 と し て 口 永 良 部 島 が 掲 載 さ れ て い た と さ れ る （ 鳥 獣 保 護 管 理 研
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究 会 編  ,2008 ）  

 口 永 良 部 島 が 霧 島 屋 久 国 立 公 園 （ 当 時 ） に 編 入 さ れ た の が 同  2007 年  3 月

 30 日 の こ と で あ り ， 併 せ て 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に 移 行 す べ き と い う 意 向 が あ

っ た こ と は 当 然 で あ ろ う ． 当 時 ， エ ラ ブ オ オ コ ウ モ リ の 天 然 記 念 物 指 定

（  1995 年 ） を 受 け て 上 屋 久 町 が 調 査 を 実 施 し ， 推 定 生 息 数 を  50 －  100 頭 と

算 出 し ， 数 十 年 前 の 数 百 頭 か ら 大 き く 減 少 し た と さ れ て い た ． ま た ，  2000

年 代 の 半 ば ま で 集 落 周 辺 に は 出 現 し な か っ た ヤ ク シ カ が 増 加 し て 農 作 物 被

害 が 発 生 し 始 め ， す で に 野 生 化 し て い た ノ ヤ ギ と と も に 生 態 系 や 生 活 環 境

へ の 悪 影 響 が 懸 念 さ れ て い た ． （ 子 々 孫 々 の 口 永 良 部 島 を 夢 見 る え ら ぶ 年

寄 り 組  2020 ）  

そ の 後 ，  2014 年 か ら  2020 年 に か け て 新 岳 の 噴 火 が 繰 り 返 さ れ ， エ ラ ブ オ

オ コ ウ モ リ の 生 息 環 境 の 変 化 が 懸 念 さ れ る 中 で ，  2019 年 に は エ ラ ブ オ オ コ

ウ モ リ が 国 内 希 少 野 生 動 植 物 種 に 新 規 指 定 さ れ た ． し か し ， 口 永 良 部 島 鳥

獣 保 護 区 の 国 指 定 へ の 移 行 は 実 行 さ れ ず ，  2019 年 に も 鹿 児 島 県 指 定 鳥 獣 保

護 区 と し て  3 回 目 の 更 新 指 定 が 行 わ れ て 現 在 に 至 っ て い る ．  
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第７章 総合考察 

 

７ ． １  結 論 と ま と め  

 本 研 究 は ， 鳥 獣 保 護 区 制 度 の 達 成 度 を 明 ら か に す る 目 的 で ， 鳥 獣 保 護 制

度 に お け る 鳥 獣 保 護 区 に つ い て 包 括 的 に 整 理 す る と と も に ， 鳥 獣 保 護 区 の

指 定 区 分 お よ び 指 定 実 績 の 変 遷 ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 別 の 現 状 と

傾 向 ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 と 鳥 獣 に よ る 農 林 業 被 害 の 関 係 等 を 分 析 し ， さ ら

に 鹿 児 島 県 に お け る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 等 の 指 定 や 保 護 利 用 の 経 緯 等 に 関 す

る 事 例 研 究 を 行 っ た も の で あ る ．    

本 章 で は ， 第 ６ 章 ま で の 研 究 結 果 か ら 得 ら れ た 結 論 や 残 さ れ た 課 題 に つ

い て 論 考 を ま と め た 上 で ， わ が 国 の 鳥 獣 保 護 区 制 度 が 今 後 ど の よ う に 進 展

し て い く べ き か を 明 ら か に し ， 考 察 を 加 え る と と も に 展 望 と 課 題 を 示 す ．  

 

（ １ ） 鳥 獣 保 護 制 度 に お け る 鳥 獣 保 護 区 （ 第 ２ 章 ） に 関 す る 論 考  

狩 猟 規 制 と し て の 禁 猟 区 と し て 誕 生 し た 鳥 獣 保 護 区 は ， 特 別 保 護 地 区 や

保 全 事 業 の 導 入 な ど を 経 て ， 鳥 獣 の 生 息 状 況 ， 国 と 都 道 府 県 の 関 係 な ど の

変 化 を 背 景 に 改 善 が 重 ね ら れ て き た ． し か し ， 基 本 と な る 鳥 獣 保 護 区 の 理

念 は ， 狩 猟 人 口 が 現 在 の  1.5 倍 （  1963 年 当 時 約  31 万 人 ） か つ 増 加 中 で あ り ，

野 生 鳥 獣 を 過 度 な 狩 猟 圧 か ら 守 る こ と に 主 眼 が 置 か れ て い た 当 時 か ら 変 わ

っ て お ら ず ， 現 在 の 保 護 地 域 の 概 念 と は 乖 離 が あ る こ と が 改 め て 浮 き 彫 り

に な っ た ．  

法 律 上 の 規 制 内 容 が 変 わ ら な い 国 指 定 と 都 道 府 県 指 定 と の 相 違 点 と し て ，

捕 獲 許 可 等 の 他 法 令 と の 関 係 に 注 目 す る と ， 捕 獲 許 可 に つ い て は ， 対 象 が

種 の 保 存 法 や 外 来 生 物 法 に 基 づ く 指 定 種 で あ る 場 合 や ， 他 法 令 に 基 づ く 保

護 地 域 と 重 複 し て い る 場 合 に は ， 特 に 許 可 権 限 者 が 同 じ で あ る ケ ー ス に つ

い て ， 多 く の 組 合 せ で 特 例 や 適 用 除 外 の 規 定 が 置 か れ て い る ． 一 方 ， 特 別

保 護 地 区 で の 行 為 規 制 に お い て は ， 野 生 鳥 獣 の 保 護 繁 殖 の た め の 標 識 等 は

許 可 不 要 行 為 と さ れ て い る 場 合 が 多 い が ， そ の 他 許 可 が 必 要 な 工 作 物 等 に

つ い て は ， ほ と ん ど の 場 合 で 両 法 で の 手 続 き が 必 要 と さ れ て い る ． こ れ ら

に つ い て は ， 捕 獲 許 可 の 可 否 は ， も っ ぱ ら 当 該 鳥 獣 種 の 生 息 に 悪 影 響 を 与

え な い か ど う か で 判 断 さ れ る の に 対 し ， 改 変 行 為 の 許 可 の 可 否 に 関 し て は ，

各 法 令 に よ り 許 可 基 準 や 判 断 も 異 な る が ， 風 致 景 観 の 保 護 ， 地 域 の 自 然 環

境 保 全 ， 絶 滅 危 惧 種 の 生 息 地 等 保 護 な ど 保 護 地 域 の 指 定 目 的 が 様 々 で あ る

こ と か ら ， 合 理 的 だ と 考 え ら れ る ． し か し ， い ず れ に つ い て も ， 設 定 者

（ 国 ま た は 都 道 府 県 ） が 異 な る こ と に よ り 特 例 や 適 用 除 外 が 受 け ら れ な い

場 合 は ， 許 可 を 受 け よ う と す る 者 に と っ て は 負 担 感 が 強 く な り が ち で あ る ．

指 定 区 分 に よ っ て 置 か れ て い る 状 況 も 異 な り 一 律 な 整 理 は 難 し い が ， 可 能
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な 限 り ， 国 レ ベ ル の 保 護 地 域 と 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 ， 都 道 府 県 レ ベ ル の 保 護

地 域 と 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 を 重 複 さ せ る 方 向 で 点 検 ， 見 直 し を 進 め る

必 要 が あ る ．  

国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 計 画 の 進 捗 経 緯 を 改 め て 整 理 し た 結 果 ，  1978 年

の 法 改 正 に 伴 う 国 設 鳥 獣 保 護 区 （ 当 時 ） の 大 幅 削 減 方 針 が ， こ れ ま で の 最

大 の 転 換 点 だ っ た こ と が 確 認 さ れ た ． そ の 後 は ， 鳥 獣 保 護 事 業 計 画 の 基 準

で 指 定 方 針 を 明 確 に 示 す の に 併 せ て ， 国 の 指 定 計 画 が 候 補 地 も 含 め て 具 体

的 に 示 さ れ る よ う に な っ た が ， 地 方 分 権 一 括 法 が 施 行 さ れ ， 環 境 省 の 鳥 獣

法 関 連 事 務 が 地 方 事 務 所 に 分 掌 さ れ た  2000 年 頃 か ら は ， 指 定 計 画 は 公 表 さ

れ な く な っ た ． 示 さ れ て い た 候 補 地 を 見 る と ， 第  8 次 事 業 計 画 の 基 準 と 共

に 示 さ れ た  1996 年 の 指 定 計 画 で は  4 カ 所 ， 第  10 次 事 業 計 画 の 開 始 時 に 示 さ

れ た と さ れ る  2007 年  3 月 の も の で は  14 カ 所 が 存 在 し ， こ れ ら の 候 補 地 は 現

在 で も 国 に よ る 指 定 が 実 現 し て い な い ． 指 定 計 画 作 成 時 の 熟 度 が 高 か っ た

と 思 わ れ る 前 者 の  4 カ 所 に つ い て は 第  4 章 で 具 体 的 な 考 察 を 行 っ た が ， い

ず れ も 引 き 続 き 国 に よ る 指 定 の 検 討 が 進 め ら れ る べ き 地 域 だ と 考 え ら れ る ．  

国 指 定 と 都 道 府 県 指 定 と の 間 に は ， 法 規 制 な ど に 基 本 的 な 違 い は な い が ，

指 定 主 体 の 違 い に 基 づ き ， 現 地 の 管 理 体 制 は 大 き く 異 な る ． 国 指 定 鳥 獣 保

護 区 管 理 員 は ， 法 定 さ れ た 要 員 で は な い が ， 保 護 区 毎 に 配 置 さ れ 個 別 に 指

示 を 受 け て 巡 視 ， 調 査 等 を 実 施 し て い る 一 方 ， 鳥 獣 保 護 管 理 員 は ， 鳥 獣 保

護 管 理 事 業 の 実 施 を 補 助 す る 都 道 府 県 の 要 員 と し て 法 定 さ れ て お り ， 主 要

な 業 務 と し て ， 狩 猟 期 間 中 を 中 心 に 鳥 獣 保 護 区 等 の 巡 視 ， 管 理 を 行 っ て い

る ． 鳥 獣 保 護 管 理 員 に つ い て は ， 狩 猟 者 か ら 選 任 さ れ る こ と が 多 く ， 高 齢

化 も 指 摘 さ れ て い る が ，  2014 年 に 鳥 獣 の 「 管 理 」 が 対 象 業 務 に 加 わ り 名 称

が 変 更 さ れ た 後 も ， 配 置 や 活 動 に 大 き な 変 更 は な さ れ て い な い ． 現 在 ， 都

道 府 県 に 鳥 獣 保 護 管 理 の 専 門 的 知 見 を 有 す る 担 当 職 員 を 配 置 す る こ と が 求

め ら れ て い る 中 で ， 現 在 は 非 常 勤 と さ れ て い る 鳥 獣 保 護 管 理 員 を 常 勤 も 可

能 と す る な ど ， 鳥 獣 保 護 管 理 員 制 度 の 抜 本 的 な 見 直 し も 必 要 で あ る ． そ の

中 で ， 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 管 理 業 務 に つ い て も ， 例 え ば ， 国 も 指 定

す る  4 区 分 の 鳥 獣 保 護 区 に お い て は ， 国 指 定 の よ う に 保 護 区 毎 の 管 理 員 を

配 置 す る な ど ， 現 地 管 理 体 制 の 充 実 が 進 め ら れ る べ き で あ る ．  

 

（ ２ ） 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 お よ び 指 定 実 績 の 変 遷 （ 第 ３ 章 ） に 関 す る 論

考  

 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 を 巡 る 課 題 に つ い て ， 古 く は 環 境 庁 （  1976 ） に お い て ，

鳥 獣 保 護 区 が 森 林 に 偏 在 し 干 潟 や 自 然 海 岸 等 の 保 護 が 希 薄 で あ る こ と や ，

自 然 保 護 と 産 業 振 興 の 両 立 の 観 点 か ら 指 定 が 困 難 に な り つ つ あ る こ と が 指

摘 さ れ て い る ． 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 面 積 が 頭 打 ち に な る 中 で ， 指 定 区 分 別 に

見 れ ば ， 森 林 鳥 獣 生 息 地 と 生 息 地 回 廊 を 除 き ， 第  11 次 計 画 ま で の 指 定 面 積
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は 増 大 傾 向 に あ る こ と が 確 認 で き た ．  

こ れ ま で 鳥 獣 保 護 区 の 根 幹 と な っ て き た ， 森 林 鳥 獣 生 息 地 と 大 規 模 生 息

地 に つ い て は ， 保 護 区 外 で の 鳥 獣 と 人 間 と の 軋 轢 を 軽 減 す る こ と を 目 的 と

し て 指 定 が 進 め ら れ る こ と を 期 待 し た い ． こ れ は ， 新 た な 考 え 方 で 鳥 獣 保

護 区 に 「 管 理 」 の 機 能 を 持 た せ る こ と を 意 味 す る の で は な く ， 従 来 か ら の

設 計 思 想 だ っ た は ず の ， 中 心 部 （ 繁 殖 地 ） を 特 別 保 護 地 区 ， そ の 周 囲 （ 遊

行 地 ） を 保 護 区 ， さ ら に 外 側 （ 緩 衝 地 ） を 休 猟 区 に 位 置 付 け る ゾ ー ニ ン グ

（ 池 田 真 次 郎  1971 な ど ） に 立 ち 返 り ， 同 時 に 生 息 環 境 を 積 極 的 に 維 持 ・ 造

成 し て い く こ と に 他 な ら な い ． 池 田 啓 （  1997 ） は ， 農 林 産 物 に 対 す る 食 害

や 都 市 進 出 に よ り 人 間 活 動 と 軋 轢 を 生 じ て い る 「 迷 惑 動 物 （  problemed 

 wildlife ）」 の 保 護 に つ い て ， 狭 い 保 護 地 域 （ コ ア ゾ ー ン ） を 用 意 す る こ と

に 止 ま ら ず ， 踏 石 ビ オ ト ー プ や コ リ ダ ー （ 回 廊 ）， 島 状 の 緑 地 な ど を 設 け

ネ ッ ト ワ ー ク 化 す る こ と で ， 動 物 を 人 間 生 活 と 棲 み 分 け る （ 排 除 原 理 ） の

で は な く 「 共 棲 み 」 す る こ と が 可 能 と な る と 述 べ ， そ れ を 実 現 す る た め の

合 意 形 成 に は 問 題 解 決 型 の 管 理 的 な 発 想 が 必 要 だ と 指 摘 し て い る ．  

 集 団 渡 来 地 や 集 団 繁 殖 地 な ど ， 他 法 令 に よ る 保 護 地 域 の 重 複 が 少 な い と

思 わ れ る 区 分 で は ， 特 別 保 護 地 区 の 指 定 ニ ー ズ が 高 い こ と が 示 さ れ た ． こ

れ ら や 希 少 鳥 獣 生 息 地 に お い て は ， 特 別 保 護 地 区 と そ れ を 取 り 囲 む バ ッ フ

ァ ゾ ー ン が 的 確 に 配 置 さ れ ， 鳥 獣 保 護 区 が 真 の 自 然 保 護 地 域 と し て 機 能 を

発 揮 す る こ と が 期 待 さ れ る ．  

ま た  , 森 林 鳥 獣 生 息 地 ， 生 息 地 回 廊 と 同 様 に 都 道 府 県 の み が 指 定 し て い

る 「 身 近 な 鳥 獣 生 息 地 」 に つ い て は ， 自 然 と の ふ れ あ い の 場 ， 鳥 獣 に 関 わ

る 環 境 教 育 の 場 と い う ニ ー ズ は 維 持 さ れ て い る と 考 え ら れ た ． し か し ， 愛

鳥 モ デ ル 校 の 指 定 校 数 や そ の 周 辺 に 指 定 さ れ た 鳥 獣 保 護 区 も 現 在 は 減 少 し

て い る ． 愛 鳥 モ デ ル 校 の 指 定 は ， 鳥 獣 の 保 護 思 想 の 普 及 を 図 る 一 環 で あ る

に も 関 わ ら ず ， そ の 名 称 か ら は 野 鳥 を 主 な 対 象 に し た も の と 解 釈 さ れ が ち

で あ る ． 愛 鳥 週 間 ， 野 鳥 の 森 等 と 相 ま っ て 長 年 日 本 の 野 鳥 保 護 思 想 を 培 っ

て き た 仕 組 み を 活 か し つ つ ， 人 間 と の 軋 轢 を 生 じ て い る 鳥 獣 と の 付 き 合 い

方 な ど ， 鳥 獣 全 般 や 生 物 多 様 性 に つ い て よ り 幅 広 く 次 世 代 が 学 ぶ 機 会 を 提

供 で き る よ う ， 現 状 に 見 合 っ た 転 換 を 図 る べ き だ と 考 え ら れ る ．  

 

（ ３ ） 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 別 の 現 状 と 傾 向 （ 第 ４ 章 ） に 関 す る 論

考  

 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 の 実 態 は ， こ れ ま で 各 保 護 区 の 指 定 ， 更 新 時 の 資 料 や

鳥 獣 関 係 統 計 と し て 公 表 さ れ て い る 数 値 の 他 に は 詳 細 に 分 析 さ れ て い な か

っ た が ， 今 回 ， 全 て の 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 デ ー タ を 網 羅 的 に 集 計 解 析

す る こ と が で き た ．  

 全 体 と し て は ，  4 つ の 指 定 区 分 と そ れ に 関 す る 基 準 や 基 本 指 針 が  5 年 単
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位 で 見 直 さ れ る 中 で ， 国 の 役 割 や 対 象 地 の 重 要 性 に 応 じ て 指 定 ， 更 新 が 積

み 重 ね ら れ て お り ， 各 地 域 の 実 情 に 見 合 っ た 運 用 が な さ れ て き た こ と が 確

認 さ れ た ．  

 と く に ， 大 規 模 生 息 地 に 代 表 さ れ る 森 林 地 域 の 大 面 積 の 鳥 獣 保 護 区 は ，

面 積 に 応 じ て 多 種 類 の 哺 乳 類 が 生 息 す る と と も に ， 農 地 ・ 水 面 ・ 原 野 等 の

多 様 な 環 境 を 包 含 す る こ と で よ り 多 様 な 鳥 類 の 生 息 も 可 能 と な り ， さ ら に

特 別 保 護 地 区 の 指 定 が そ れ を よ り 確 実 な も の に し て い る 傾 向 が 示 さ れ た ．  

一 方 で ， 指 定 年 代 が 古 い 鳥 獣 保 護 区 に つ い て は ， 現 行 の 基 本 指 針 に は 適

合 し な い 状 態 で 更 新 が 重 ね ら れ て い る 例 や ， 全 箇 所 に お け る 特 別 保 護 地 区

の 指 定 の よ う に ， 都 道 府 県 指 定 に 対 し て 努 力 を 求 め な が ら も ， 国 指 定 で は

達 成 で き て い な い 事 項 も 浮 き 彫 り に な っ た ．  

既 指 定 の 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に お い て は ， 保 全 事 業 の 導 入 や 特 別 保 護 指 定

区 域 の 指 定 が 進 め ば ， 都 道 府 県 指 定 鳥 獣 保 護 区 へ も 波 及 さ れ る こ と を 見 据

え て ， こ れ ら が 積 極 的 に 推 進 さ れ る こ と が 期 待 さ れ る ．  

ま た ， 国 の 指 定 す る 区 分 が 現 行 の  4 区 分 で 十 分 か ど う か も 常 に 点 検 す る

必 要 が あ る ． 本 章 の 結 果 か ら は ， 大 規 模 生 息 地 の 指 定 に 関 連 し て 生 息 地 回

廊 の 考 え 方 を 取 り 込 む 必 要 が な い か ， 集 団 渡 来 地 の 分 散 や 希 少 鳥 獣 の 生 息

地 回 復 （ 再 導 入 ） を 目 的 と し た 区 分 を 新 設 す る 必 要 が な い か と い う 論 点 が

挙 げ ら れ る ．  

 

（ ４ ） 鳥 獣 保 護 区 と 農 林 業 被 害 の 関 係 （ 第 ５ 章 ） に 係 る 論 考  

シ カ 等 の 狩 猟 獣 が 鳥 獣 保 護 区 内 を 含 む 人 工 林 等 で 広 く 森 林 被 害 を 発 生 さ

せ て い る 一 方 ， 農 作 物 被 害 に つ い て は ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 に よ り 周 辺 農 地

へ の 出 没 や 被 害 が 抑 え ら れ て い る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た ．  

こ の 結 果 か ら ， 狩 猟 捕 獲 が 禁 止 さ れ る 鳥 獣 保 護 区 内 に お い て は ， 森 林 保

護 の た め の シ カ 等 の 個 体 数 管 理 は 区 域 外 と 同 様 に 実 施 す る こ と が 必 要 と 考

え ら れ る が ， 農 作 物 被 害 を 防 止 す る た め の イ ノ シ シ 等 の 捕 獲 は 効 果 が 低 い

と 考 え ら れ る ．  

鳥 獣 保 護 区 を 指 定 あ る い は 拡 大 す る 場 合 に は ， 集 団 渡 来 地 や 希 少 鳥 獣 生

息 地 な ど で 保 護 対 象 種 の 生 息 環 境 と し て 農 地 が 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る

場 合 を 除 き ， イ ノ シ シ 等 の 被 害 を 受 け る 可 能 性 が あ る 農 地 は で き る だ け 含

ま ず ， 保 護 区 内 で は シ カ 等 の 森 林 被 害 に 的 確 に 対 応 す る と い う 方 針 を 明 確

に す べ き で あ ろ う ． 第 ３ 章 に お け る 分 析 か ら も ， 大 規 模 生 息 地 （ 国 指 定 に

限 る ） に お け る 農 耕 地 の 面 積 割 合 は 現 在 で も  0.8 ％ に 過 ぎ ず ， こ れ ま で も 農

地 を 最 小 限 に す る 方 向 で 指 定 ・ 更 新 が 重 ね ら れ て き た こ と が う か が わ れ る ．

都 道 府 県 指 定 に 関 し て は 同 様 の デ ー タ は 得 ら れ な い が ， 森 林 鳥 獣 生 息 地 や

生 息 地 回 廊 の 指 定 に お い て も 同 様 の 状 況 だ と 推 測 さ れ る ．  

な お ， 本 文 中 で も 引 用 し た 椋 鳩 十 は ， 最 晩 年 の 著 作 （  1987 ） に お い て ，
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当 時 の 鹿 児 島 市 吉 野 の 禁 猟 区 （ 現 在 の 磯 鳥 獣 保 護 区 （ 県 指 定 ） だ と 考 え ら

れ る ） に つ い て ， 「 人 間 の つ く っ た も の を ひ ど く 荒 ら さ な く て も ， 生 き る

に 十 分 の 食 べ も の が あ っ た 」 た め 「 こ の 禁 猟 区 に や っ て く れ ば ， 狩 人 ば か

り で な く ， 田 畑 を 耕 す 人 た ち か ら も 追 い ま わ さ れ る 心 配 が な か っ た ．」 と

し ， 猟 期 に な る と ， ウ サ ギ と か キ ジ と か い っ た 小 動 物 が 相 当 数 避 難 し て き

て い る よ う だ と 述 べ て い る ． 鳥 獣 保 護 区 と 農 林 業 の 関 係 を 考 え る 上 で は ，

今 回 は 相 関 が 低 か っ た 小 型 哺 乳 類 や 鳥 類 に つ い て も 常 に 念 頭 に 置 く 必 要 が

あ る ．  

今 後 全 国 的 に 検 討 が 進 め ら れ る ， 人 と 鳥 獣 の 棲 み 分 け を 図 る こ と を 目 的

に し た 地 域 区 分 と ゾ ー ニ ン グ 管 理 に お い て は ， 指 定 さ れ た 鳥 獣 保 護 区 の こ

う し た 経 緯 や 状 況 を 念 頭 に お き ， 鳥 獣 保 護 区 の 機 能 が 効 果 的 に 発 揮 さ れ る

よ う に 位 置 づ け る こ と が 重 要 で あ る ．  

 

（ ５ ） 鹿 児 島 県 に お け る 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 （ 第 ６ 章 ） に 関 す る 論 考  

 霧 島 鳥 獣 保 護 区 は ， 旧 制 度 か ら 引 き 継 が れ た 歴 史 の あ る 鳥 獣 保 護 区 で あ

り ， 全 域 が 国 立 公 園 と 重 複 し て い る こ と な ど ， 「 大 規 模 生 息 地 の 保 護 区 」

と し て は 典 型 的 な 地 域 だ と 考 え ら れ る ． シ カ に よ る 植 生 被 害 対 策 も 国 立 公

園 の 事 業 と し て 行 わ れ て い る が ， 御 池 の 「 国 設 野 鳥 の 森 」 は 現 在 で も 全 国

に  4 カ 所 し か 設 置 さ れ て お ら ず 特 記 さ れ る べ き 存 在 で あ る ．  

 出 水 ・ 高 尾 野 鳥 獣 保 護 区 は ， ツ ル 類 の 集 団 渡 来 地 で あ る こ と ， 区 域 の

 80% 以 上 が 農 地 で あ る こ と な ど ， ガ ン ・ カ モ ・ ハ ク チ ョ ウ 類 の 渡 来 す る 湖

沼 や シ ギ ・ チ ド リ 類 の 渡 来 す る 干 潟 が 主 に 指 定 さ れ て い る 「 集 団 渡 来 地 の

保 護 区 」 の 中 で は 特 異 な 地 域 と い え る ． 一 方 ， 特 別 保 護 地 区 を 拡 張 し て ラ

ム サ ー ル 湿 地 と し て 登 録 さ れ た 経 緯 は 全 国 的 な 状 況 を 反 映 し て い る ． 鳥 イ

ン フ ル エ ン ザ へ の 対 応 も 含 め ， 渡 来 地 の 過 密 化 を 低 減 さ せ 分 散 化 を 進 め る

必 要 が 生 じ て い る こ と も ， 他 の 保 護 区 で は 見 ら れ な い 特 徴 で あ る ．  

 草 垣 島 鳥 獣 保 護 区 は ， 海 鳥 の 集 団 繁 殖 地 で あ る こ と ， 無 人 島 と な っ て い

る こ と ， 全 域 を 特 別 保 護 地 区 に 指 定 し て い る こ と な ど ， 「 集 団 繁 殖 地 の 保

護 区 」 と し て 典 型 的 な 地 域 で あ る ． 外 来 生 物 （ ク マ ネ ズ ミ ） に よ る 影 響 が

懸 念 さ れ る こ と も 他 地 域 と 共 通 し て い る が ， 文 化 財 保 護 法 を 含 め 他 法 令 の

保 護 地 域 と の 重 複 が 全 く な い こ と は 特 徴 的 と い え る ． 鳥 獣 保 護 区 管 理 員 は

選 任 さ れ て い な い が ， 環 境 省 に よ る 調 査 ・ 巡 視 が 行 わ れ て お り ， 更 新 時 以

外 に も 適 宜 モ ニ タ リ ン グ 結 果 を フ ィ ー ド バ ッ ク す る 体 制 が 求 め ら れ る ．  

 湯 湾 岳 鳥 獣 保 護 区 は 「 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 」 の 中 で は ， 比 較 的 指 定

年 代 が 古 く ， 対 象 と す る 希 少 鳥 獣 種 も 多 い ． し か し ， 指 定 面 積 は 小 さ く ，

対 象 と す る 希 少 鳥 獣 の 生 息 地 の ご く 一 部 で あ り ， 国 立 公 園 ， 天 然 記 念 物 ，

保 安 林 と の 重 複 が 大 き い ． ま た ， ア マ ミ ノ ク ロ ウ サ ギ ， ア マ ミ ヤ マ シ ギ ，

オ オ ト ラ ツ グ ミ に つ い て は ， 種 の 保 存 法 に よ る 保 護 増 殖 事 業 が 実 施 さ れ て
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い る ． 今 後 は ， こ れ ら 他 法 令 に よ る 事 業 と の 連 携 ， 補 完 の 観 点 か ら ， 特 別

保 護 地 区 （ 特 別 保 護 指 定 区 域 を 含 む ） の 拡 充 や 保 全 事 業 の 新 規 導 入 が 検 討

さ れ る 必 要 が あ る ． 世 界 遺 産 登 録 区 域 と 整 合 さ せ る 観 点 か ら も ， 次 回 指 定

（ 更 新 ） 時 に は ， 鳥 獣 保 護 区 お よ び 特 別 保 護 地 区 の 区 域 拡 張 が 期 待 さ れ る ．

ま た ， 希 少 鳥 獣 生 息 地 で あ る 金 作 原 ， 金 川 岳 を は じ め と す る 奄 美 大 島 内 の

県 指 定 鳥 獣 保 護 区 に つ い て も ， 同 様 に 更 新 時 に は ， 特 別 保 護 地 区 の 指 定 等

の 拡 充 が 検 討 さ れ る べ き で あ る ．  

 世 界 自 然 遺 産 ， 国 立 公 園 と の 関 係 を 整 理 す る 観 点 で は ， 屋 久 島 に お い て

も 同 様 の 課 題 が 認 識 さ れ る ． 白 神 山 地 で の 前 例 や シ カ 対 策 の 効 果 的 な 推 進

等 の 観 点 か ら も ， 全 域 が 遺 産 地 域 に 含 ま れ る 鳥 獣 保 護 区 や 口 永 良 部 島 に つ

い て は ， 世 界 遺 産 登 録 以 前 に 国 指 定 だ っ た こ と や 国 指 定 候 補 地 と し て 公 表

さ れ た こ と 等 の 経 緯 も 踏 ま え ， 県 指 定 か ら 国 指 定 へ の 移 行 を 含 め ， 鳥 獣 保

護 区 お よ び 特 別 保 護 地 区 の 指 定 面 積 の 拡 充 を 検 討 す べ き で あ ろ う ．  

 

７ ． ２  今 後 の 展 望 と 課 題  

 

７ ． ２ ． １  鳥 獣 保 護 区 の 基 本 的 な 位 置 づ け  

 こ れ ま で の 鳥 獣 保 護 区 制 度 の 達 成 度 を 検 討 す る う え で は ， 特 別 保 護 地 区

に 指 定 さ れ て い な い 鳥 獣 保 護 区 （ 以 下 「 普 通 鳥 獣 保 護 区 」 と い う ） で 行 わ

れ て い る 規 制 の 実 態 が 未 だ に 禁 猟 区 の ま ま で あ り ， し か も 現 制 度 創 設 時 か

ら ， 本 来 は 乱 場 制 を 廃 止 し た 上 で 設 置 さ れ る 構 想 だ っ た こ と を 改 め て 認 識

し な け れ ば な ら な い ．  

 乱 場 制 に つ い て は ， そ の 後 も ， 環 境 庁 発 足 時 の ５ 年 余 に わ た る 議 論 を は

じ め ， 度 重 な る 論 争 を 経 た が 廃 止 さ れ ず 現 在 に 至 っ て い る ． こ の 間 ， 鳥 獣

保 護 区 は ， 法 律 の 根 幹 と も い え る 思 想 が 定 ま ら な い ま ま ， 指 定 実 績 が 積 み

重 ね ら れ ， 指 定 区 分 も 拡 充 さ れ ， 禁 猟 の 場 の 代 表 と し て 奮 闘 し て き た と も

み る こ と が で き る ．  

乱 場 に 関 わ る 法 制 度 を 幅 広 く 検 証 し た 小 柳 泰 治 （  2015 ） は ，  1901 年 に 生

業 保 護 と 一 体 の 自 由 狩 猟 が 採 用 さ れ た 時 点 か ら 国 際 的 に は 非 常 識 な 法 制 度

と な っ て お り ，  2002 年 改 正 に お い て 「 狩 猟 」 「 狩 猟 可 能 地 域 」 が 定 義 さ れ

た こ と に よ り ， さ ら に 違 法 性 が 増 し 実 効 性 の な い も の に な っ た と 評 し て い

る ．  

高 橋 満 彦 （  2008 ） は ， 狩 猟 圧 の 高 か っ た 昭 和  50 年 代 ま で と は 異 な る 狩 猟

の 場 の 議 論 が あ る べ き と し た う え で ， 地 域 猟 友 会 等 に よ る 縄 張 り が 濫 獲 を

防 い で き た 実 態 も 踏 ま え ， 地 域 中 間 団 体 が 設 定 し コ モ ン ズ 的 な 管 理 保 全 を

行 う 「 準 猟 区 ゾ ー ン 」 の 創 設 を 提 案 し て い る ． 羽 澄 俊 裕 （  2022 ） も ， 人 口

減 少 と 生 物 多 様 性 保 全 に 対 応 す る た め の 鳥 獣 法 の 大 転 換 ， 棲 み 分 け の 実 現

を 図 る 中 で ， 乱 場 制 を 改 め ， 猟 区 以 外 の 地 域 を 全 て 遊 猟 者 で は な く 職 猟 者
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に よ る 管 理 捕 獲 の 対 象 地 と し ， 猟 区 は 職 猟 者 を 育 成 す る 役 割 も 持 た せ た

「 新 生 猟 区 」 と し て 設 置 を 進 め る こ と を 提 案 し て い る ． ま た ， わ が 国 の 猟

区 制 度 の 通 史 を 整 理 し た 古 賀 達 也 ・ 赤 石 旺 之 （  2023 ） は ， 猟 区 は 鳥 獣 の 保

護 繁 殖 を 目 的 と し た 制 度 で あ り 積 極 的 な 捕 獲 を 伴 う 「 管 理 」 を 進 め る 上 で

限 界 が 顕 在 化 し て い る こ と ， 所 有 者 不 明 山 林 や 相 続 未 登 記 な ど の 問 題 か ら

猟 区 の 設 定 が 困 難 に な っ て い る こ と を 指 摘 し て い る ．  

こ れ ら を 踏 ま え た 変 革 が 実 現 し 乱 場 制 が 廃 止 さ れ た 場 合 に は ， 普 通 鳥 獣

保 護 区 は 不 要 に な る と 考 え ら れ が ち だ が ， 本 研 究 で 明 ら か に し た と お り ，

こ れ ま で 長 年 に わ た っ て 受 忍 義 務 等 の 概 念 が 重 視 さ れ 保 護 地 域 と 同 等 に 扱

わ れ て き た こ と や ， 狩 猟 鳥 獣 の 資 源 保 護 に と ど ま ら な い 指 定 区 分 の 進 展 と

と も に 指 定 が 推 進 さ れ て き た 経 緯 を 踏 ま え ， む し ろ 普 通 鳥 獣 保 護 区 に お け

る 保 護 保 全 が 拡 充 さ れ る 方 向 で 制 度 が 見 直 さ れ ， 自 然 保 護 地 域 と 呼 ぶ に ふ

さ わ し い 新 生 鳥 獣 保 護 区 と し て 存 続 さ れ て い く べ き で あ る ． ま た そ の 場 合 ，

鳥 獣 法 に お け る 「 管 理 」 の 機 能 は 持 た な い 「 保 護 」 の 場 で あ る こ と を 明 確

に し ， 「 鳥 獣 保 護 区 」 と い う 名 称 も 維 持 さ れ る べ き だ と 考 え る ．  

狩 猟 者 が 著 し く 減 少 し て い る 現 状 で は ， 乱 場 制 の 廃 止 に 向 け た イ ン セ ン

テ ィ ブ は  1970 年 代 よ り も 低 下 し て お り ， 土 地 所 有 権 の 絡 む 大 胆 な 変 革 を 実

現 す る に は こ れ ま で 以 上 に 困 難 を 伴 う と 考 え ら れ る ． さ ら に ， 鳥 獣 保 護 区

を 含 む 狩 猟 の 場 に 係 る 制 度 を 見 直 す 上 で は ， 狩 猟 免 許 や 狩 猟 者 登 録 の 制 度

も 併 せ て 抜 本 的 に 見 直 す こ と が 重 要 で あ る ． そ の た め ， 例 え ば ， ガ バ メ ン

ト ハ ン タ ー も し く は 職 猟 免 許 を 創 設 し ， そ の 所 持 者 な ら 普 通 鳥 獣 保 護 区 内

に お い て は ， 個 別 の 捕 獲 許 可 を 受 け ず と も 免 許 捕 獲 を 行 え る よ う に す る な

ど ， 免 許 制 度 と 連 動 し た 効 果 的 な 改 正 を 進 め る 必 要 が あ る と 考 え る ．  

そ れ に 併 せ て ， 他 法 令 で の ゾ ー ニ ン グ 等 を 参 考 に し つ つ ， 普 通 鳥 獣 保 護

区 に お け る 必 要 な 規 制 の 追 加 が 検 討 さ れ る べ き で あ る ． 例 え ば ， 自 然 公 園

の 普 通 地 域 で 行 わ れ て い る よ う な 大 規 模 改 変 行 為 の 事 前 届 出 制 や ，  2021 年

の 自 然 公 園 法 改 正 （  2022 年 施 行 ） で 追 加 さ れ た ， 鳥 獣 に 餌 を 与 え る こ と や

著 し く 接 近 ・ つ き ま と い を 行 う こ と の 禁 止 等 に 準 じ た 規 制 な ど が 検 討 対 象

と し て 挙 げ ら れ る ．  

こ の よ う な 検 討 は ， 今 後 進 め ら れ る ， 人 と 鳥 獣 の 棲 み 分 け を 図 る た め の

地 域 区 分 と ゾ ー ニ ン グ 管 理 に 関 す る 検 討 と も 連 携 し て ， 追 い 払 い ・ 追 い 上

げ や 学 習 放 獣 ・ 移 動 放 獣 な ど を 進 め る た め の 受 け 皿 と し て の 機 能 の 向 上 な

ど を 念 頭 に ， 効 果 的 に 実 施 さ れ る 必 要 が あ る ．  

さ ら に ， 鳥 獣 保 護 区 の 基 本 的 な 位 置 づ け を 整 理 し 改 善 を 進 め る う え で は ，

増 え す ぎ た 一 部 の 狩 猟 獣 の 管 理 へ の 対 応 に 偏 る こ と な く ， 現 に 保 護 が 行 き

届 い た と は 言 い 難 い 状 況 に あ る 大 部 分 の 在 来 の 鳥 類 ・ 哺 乳 類 を 常 に 念 頭 に

お く べ き こ と を 強 調 し て お き た い ．  
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７ ． ２ ． ２  自 然 保 護 地 域 と し て の 機 能 の 拡 充  

鳥 獣 保 護 区 が 自 然 保 護 地 域 と し て 有 効 に 機 能 を 発 揮 す る た め に は ， 特 別

保 護 地 区 等 の 指 定 促 進 と と も に ， ７ ． ２ ． １ で 述 べ た よ う な 規 制 内 容 の 見

直 し が ， 普 通 鳥 獣 保 護 区 の み な ら ず ， 特 別 保 護 地 区 や 特 別 保 護 指 定 区 域 に

つ い て も 積 極 的 に 行 わ れ る 必 要 が あ る ．  

高 橋 満 彦 （  2022 ） は 野 生 動 物 観 光 に 関 す る 論 文 に お い て ， 特 別 保 護 指 定

区 域 の 指 定 が 全 国 ５ カ 所 に 止 ま っ て お り ， 同 区 域 の 規 制 対 象 と な る 動 植 物

の 観 察 方 法 も 指 定 さ れ て い な い こ と ， さ ら に 鳥 獣 法 に は 餌 付 け を 規 制 す る

規 定 が な い こ と を 指 摘 し て い る ．  

そ も そ も ， 自 然 公 園 法 に お い て は 特 別 保 護 地 区 内 で 規 制 さ れ て い る ， 木

竹 以 外 の 植 物 の 採 取 等 ， 火 入 れ 又 は た き 火 ， 車 馬 の 使 用 ， 動 力 船 の 使 用 ，

（ 犬 そ の 他 の ） 動 物 を 放 つ こ と な ど の 行 為 は ， 鳥 獣 法 で は ， 特 別 保 護 指 定

区 域 の み の 規 制 行 為 と さ れ ， 単 な る 特 別 保 護 地 区 に 係 る 規 制 行 為 は ， 工 作

物 の 新 改 増 築 ， 水 面 の 埋 め 立 て ・ 干 拓 ， 木 竹 の 伐 採 に 限 ら れ て い る （ 法 第

 29 条 第  7 項 ）． さ ら に ， 特 別 保 護 指 定 区 域 に お け る 規 制 は ， 全 体 に 「 道 路 ，

広 場 そ の 他 の 公 共 の 場 所 に お い て 行 う も の を 除 く 」 と さ れ て い る こ と か ら

（ 施 行 令 第  2 条 ）， 例 え ば ， 林 道 等 で の ロ ー ド キ ル 対 策 や 犬 の 連 れ 込 み 防

止 な ど を 図 ろ う と し た 場 合 ， 実 効 性 の あ る 規 制 を 仕 組 め な い の が 現 状 で あ

る ． 特 別 保 護 指 定 区 域 の 指 定 箇 所 が 少 な い 理 由 を 明 ら か に し ， 鳥 獣 及 び 生

息 地 の 保 護 の た め に 必 要 な 規 制 が ， 他 法 令 に 依 存 せ ず に 行 え る よ う ， よ り

有 効 な 制 度 に 改 正 し て い く こ と が 必 要 で あ る ．  

ま た ， そ れ に 加 え ， 指 定 さ れ た 鳥 獣 保 護 区 が 的 確 に 機 能 を 発 揮 し て い く

た め に は ， 鳥 獣 法 に 基 づ く ゾ ー ニ ン グ に 加 え て ， 土 地 所 有 形 態 や 他 法 令 に

よ る 規 制 状 況 を 念 頭 に 置 い た 運 用 ・ 運 営 が 必 要 で あ る ． 例 え ば ， 現 状 で は

保 護 地 域 と 呼 べ る 法 規 制 が か か っ て い な い と 評 さ れ る 普 通 鳥 獣 保 護 区 で あ

っ て も ， そ の 土 地 が 国 公 有 地 で あ る 場 合 や ， 他 法 令 に よ る 規 制 が か か っ て

い る 場 合 に は ， 実 態 と し て 比 較 的 保 護 が 担 保 し や す い 場 所 だ と 言 え る だ ろ

う ． 一 方 ， そ れ と 表 裏 の 関 係 と し て ， 普 通 鳥 獣 保 護 区 で あ り ， 他 法 令 に よ

る 保 護 地 域 と 重 複 し て お ら ず ， か つ 私 有 地 で あ る 地 域 は ， 保 護 担 保 が 脆 弱

な こ と を 念 頭 に お き 注 意 す べ き 場 所 だ と 認 識 さ れ る ． こ こ で 仮 に 後 者 を

「 監 視 地 区 」 と 仮 称 す る と ， 前 者 は 鳥 獣 保 護 区 で あ っ て 監 視 地 区 以 外 の 部

分 （ 種 の 保 存 法 の 用 語 に な ぞ ら え る と 「 管 理 地 区 」） と な る が ， こ れ ら の

具 体 的 な 区 分 を 示 す 図 面 は 現 状 で は 作 成 さ れ て い な い ． 各 都 道 府 県 が 毎 年

度 作 成 し て い る 鳥 獣 保 護 区 等 位 置 図 （ ハ ン タ ー マ ッ プ ） の 様 式 で は ， 自 然

公 園 特 別 保 護 地 区 は 表 示 さ れ て い る が ， 天 然 記 念 物 ， 国 有 林 等 の 表 示 は 各

都 道 府 県 で の 取 捨 に 委 ね ら れ て い る ． 土 地 所 有 別 の 面 積 内 訳 や 他 法 令 の 保

護 地 域 と の 重 複 面 積 は ， 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 の 計 画 書 ま た は 都 道 府 県 の 鳥 獣

保 護 区 台 帳 に 集 計 さ れ て い る が ， こ れ ら に 対 応 し た 図 面 の 作 成 は 必 須 と は
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さ れ て い な い ． し か し な が ら ， こ れ ら 面 積 内 訳 を 集 計 す る 際 に は ， 面 的 な

情 報 も 材 料 と し て 収 集 さ れ て い る と 考 え ら れ る ． ハ ン タ ー マ ッ プ へ の 網 羅

的 な 掲 載 は 無 理 だ と し て も ， 行 政 資 料 と し て は 更 新 時 等 に 徐 々 に 整 備 さ れ ，

維 持 管 理 や 次 回 更 新 時 の 基 礎 情 報 と し て 活 用 さ れ る べ き で あ る ． そ の う え

で ， 保 護 地 域 と し て の 実 効 性 が 弱 い 「 監 視 地 区 （ 仮 称 ）」 に あ た る 場 所 が

減 少 す る よ う ， 前 段 で 述 べ た 特 別 保 護 地 区 等 の 指 定 促 進 ， 規 制 内 容 の 拡 充

と 併 せ て ， 公 有 地 化 や 他 法 令 と の 連 携 が 進 め ら れ る こ と が 望 ま れ る （ 図 ７

－ １ ）．  

さ ら に ， 自 然 保 護 地 域 と し て の 機 能 を 拡 充 す る 上 で は ， 重 複 す る 保 護 地

域 と の 整 合 の 観 点 か ら 国 指 定 と 都 道 府 県 指 定 の 役 割 分 担 の 整 理 を 進 め る と

共 に ， 鳥 獣 保 護 管 理 員 制 度 の 見 直 し 等 と 併 せ た 現 地 管 理 体 制 の 充 実 を 進 め

る こ と も 不 可 欠 で あ る ．  

 

 
図 ７ － １  監 視 地 区 （ 仮 称 ） の 概 念 図  

濃 ： 内 側 か ら ， 特 別 保 護 地 区 ， 国 公 有 地 ， 重 複 指 定 あ り  

淡 ： 内 側 か ら ， （ 普 通 ） 鳥 獣 保 護 区 ， 私 有 地 ， 重 複 指 定 な し  

割 合 は 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に お け る 概 算 お よ び 推 計 値 を 用 い て 作 図  
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７ ． ２ ． ３  指 定 区 分 の 見 直 し  

 

（ １ ） 生 息 地 回 廊 の 保 護 区  

 指 定 区 分 の 中 で 最 も 新 し い 「 生 息 地 回 廊 の 保 護 区 」 は ， 第  3 章 で の 分 析

の 対 象 と し た  2017 年 度 以 降 も 減 少 し ，  2022 年 度 か ら の 第  13 次 鳥 獣 保 護 管 理

事 業 計 画 で は ， 福 井 県 の  3 カ 所 計  3,571ha の み と な っ た ．    

こ の 区 分 が 新 設 さ れ た  2001 年 当 時 ま で は ，  1994 年 の 環 境 基 本 計 画 ，  1995

年 の 生 物 多 様 性 国 家 戦 略 ，  1996 年 の 国 土 利 用 計 画 （ 全 国 計 画 ），  1998 年 の

全 国 総 合 開 発 計 画 （ 第  5 次 ） な ど を 通 じ て ， 保 護 地 域 や 緑 地 空 間 の 有 機 的

な 連 携 ， 生 態 系 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 を 図 る こ と が 記 述 さ れ て い た ． ま た 実

際 に ， 奥 羽 山 脈 ， 富 士 ・ 箱 根 ・ 丹 沢 地 域  , 四 国 な ど で 複 数 都 道 府 県 ス ケ ー

ル の 計 画 が 構 想 さ れ ， 都 道 府 県 ， 市 町 村 単 位 で の ネ ッ ト ワ ー ク 計 画 等 も 積

極 的 に 策 定 さ れ る な ど ， 様 々 な ス ケ ー ル の 「 回 廊 」 づ く り が 推 進 さ れ た 年

代 に あ た る （ 奥 山  1999 ）． 鳥 獣 法 に お い て は ，  1999 年 に 特 定 鳥 獣 保 護 管 理

計 画 制 度 が 創 設 さ れ る な ど ， 増 加 し た 大 型 鳥 獣 に よ る 人 間 と の 軋 轢 は 既 に

深 刻 化 し て い た が ， さ ら に  2006 年 度 以 降 に ツ キ ノ ワ グ マ の 里 へ の 大 量 出 没

が 社 会 問 題 化 し た こ と な ど に よ り ， 人 の 生 活 圏 に 大 型 獣 類 が 入 っ て こ な い

よ う に す る 方 策 が 優 先 さ れ る よ う に な り ， 鳥 獣 の 生 息 地 回 廊 を 確 保 す る 社

会 的 ニ ー ズ は 急 速 に 減 衰 し て し ま っ た と 考 え ら れ る ． 特 に ， 里 や 住 宅 地 へ

の 出 没 対 策 に 追 わ れ る 都 道 府 県 に と っ て は ， 「 生 息 地 回 廊 の 保 護 区 」 を 新

規 指 定 す る た め の ハ ー ド ル は 相 当 程 度 高 ま っ た も の と 想 像 さ れ る ．  

 鳥 獣 の 移 動 経 路 を 確 保 す る と い う 目 的 に 関 し て は ， 本 来 ， 行 動 圏 が 広 域

に 及 ぶ 大 型 鳥 獣 の 生 息 す る 地 域 を 保 護 し よ う と す る 「 大 規 模 生 息 地 の 保 護

区 」 に も 含 ま れ て い る と 考 え ら れ る こ と か ら ， 基 本 指 針 に 示 さ れ た 生 息 地

回 廊 の 「 既 存 の 鳥 獣 保 護 区 だ け で な く ， 他 の 制 度 に よ る 保 護 地 域 等 を 相 互

に 結 び 付 け る 等 の 効 果 的 な 配 置 に 努 め る 」 と い う 考 え 方 は ， 「 大 規 模 生 息

地 の 保 護 区 」 の 指 定 や 拡 張 の 際 に こ そ 取 り 込 ま れ る べ き で あ る ． ま た ， 今

後 ， 人 と 鳥 獣 の 棲 み 分 け を 検 討 す る 中 で は ， 都 道 府 県 に お け る 「 森 林 鳥 獣

生 息 地 の 保 護 区 」 の 指 定 や 延 長 の 際 に も ， こ れ ま で 以 上 に ， 鳥 獣 の 移 動 経

路 を 念 頭 に 置 い た 配 置 や ゾ ー ニ ン グ が 求 め ら れ る で あ ろ う ．  

 

（ ２ ） 集 団 渡 来 地 等 の 分 散 や 希 少 鳥 獣 の 再 導 入 を 目 的 と し た 区 分  

 集 団 渡 来 地 の 保 護 区 は ， 現 に 集 団 渡 来 地 と な っ て い る 地 域 の み な ら ず ，

「 か つ て 渡 来 す る 鳥 類 の 種 又 は 個 体 数 の 多 か っ た 地 域 で ， 鳥 類 の 渡 り の 経

路 上 そ の 回 復 が 必 要 か つ 可 能 と 考 え ら れ る 地 域 」 も 指 定 の 対 象 と さ れ て い

る ． し か し ， 例 え ば 出 水 ・ 高 尾 野 鳥 獣 保 護 区 で 課 題 と な っ て い る ツ ル 類 の

越 冬 地 の 分 散 化 を 考 え た 場 合 ， 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 を 検 討 す べ き な の は ， 新
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越 冬 地 形 成 の 対 象 地 で あ り ， 現 に 少 数 で あ っ て も 高 頻 度 の 越 冬 が 見 ら れ る

よ う な 地 域 が 候 補 と し て 考 え ら れ て い る ． こ の よ う な 地 域 は ， 従 来 か ら 指

定 候 補 地 と し て 挙 げ ら れ て い る 八 代 （ 山 口 県 周 南 市 ） の よ う に ， 過 去 に 渡

来 数 が 多 か っ た こ と が 明 ら か な 場 所 に は 限 定 さ れ な い ． ま た ， 現 在 は 切 迫

し て い る 事 例 は み ら れ な い が ， 集 団 繁 殖 地 の 保 護 区 に お い て も ， 繁 殖 個 体

数 の 増 加 等 に よ り 分 散 化 を 求 め ら れ る 事 態 が 発 生 す る 可 能 性 も 想 定 さ れ る ．   

 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 で は ， 基 本 指 針 に は 分 散 化 や 再 導 入 の 考 え 方 が

盛 り 込 ま れ て い な い が ， 実 際 に は ， 小 佐 渡 東 部 で の ト キ や 円 山 川 下 流 域 で

の コ ウ ノ ト リ は ， 再 導 入 さ れ た 希 少 鳥 獣 が 保 護 対 象 と さ れ て い る ． ま た ，

環 境 省 は  2022 年 度 に ， ト キ の 受 け 入 れ に 意 欲 の あ る 地 方 公 共 団 体 か ら 「 ト

キ と 共 生 す る 里 地 づ く り 取 組 地 域 」 を 公 募 し  5 地 域 を 選 定 し て い る が

（  2022 年  8 月  5 日 環 境 省 報 道 発 表 資 料 ）， 今 後 こ れ ら の 地 域 で 放 鳥 や 環 境

整 備 を 実 際 に 行 う 場 所 が 絞 ら れ れ ば ， 事 前 の 条 件 整 備 と し て 鳥 獣 保 護 区 の

指 定 が 行 わ れ る べ き で あ ろ う ． な お ， 鳥 島 鳥 獣 保 護 区 で 誕 生 し た 個 体 を 移

送 す る 方 法 で  2008 －  2012 年 に ア ホ ウ ド リ の 再 導 入 が 行 わ れ た 小 笠 原 の 聟 島

で は ，  2009 年 に 小 笠 原 群 島 鳥 獣 保 護 区 が 拡 大 さ れ た 際 に 鳥 獣 保 護 区 （ 希 少

鳥 獣 生 息 地 ） に 含 め ら れ て い る ．  

 こ の よ う な ， 分 散 化 や 再 導 入 の 様 々 な 場 合 に 応 じ て ， 目 標 を 明 ら か に し

た 新 規 指 定 を 的 確 に 行 え る 指 定 区 分 と し て ， 「 生 息 地 再 生 の 保 護 区 （ 仮

称 ）」 と い っ た よ う な ， 幅 広 く 適 用 可 能 な 区 分 を 新 設 す べ き だ と 考 え ら れ

る ．  

 

（ ３ ） 身 近 な 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区  

身 近 な 鳥 獣 生 息 地 は ， 都 市 に お け る 誘 致 地 区 や 小 中 学 校 の 野 鳥 愛 護 林 か

ら 発 展 し て き た も の で ， 狩 猟 禁 止 を 主 眼 と し た 鳥 獣 保 護 区 と は 本 来 の 目 的

が 異 な っ て い る ． し か し ， 自 然 と の ふ れ あ い の 場 ， 環 境 教 育 の 場 に 対 す る

社 会 的 な ニ ー ズ が 高 ま る 中 で ， 増 加 傾 向 が 維 持 さ れ て い る ．  

市 街 地 及 び そ の 近 郊 に お い て 指 定 さ れ る こ と か ら ， 人 と 鳥 獣 の 棲 み 分 け

を 図 る た め の 地 域 区 分 を 考 え る 場 合 に は ， 人 間 側 の 領 域 に 配 置 さ れ る こ と

に な り ， 他 の 区 分 と は 異 な る 概 念 整 理 が 必 要 に な る 可 能 性 が 考 え ら れ る ．

ま た ， 特 別 保 護 地 区 の 指 定 割 合 が 低 く ， 開 発 行 為 を 規 制 す る 必 要 が 低 い と

考 え ら れ る こ と か ら ， 保 護 地 域 と し て の 充 実 を 図 る 対 象 と し て も 捉 え に く

い ．  

今 後 は ， 愛 鳥 モ デ ル 校 の 指 定 と 相 ま っ て 推 進 し て き た 経 緯 も 顧 み つ つ ，

市 街 地 等 に お い て ， 人 間 と の 軋 轢 を 生 じ て い る 一 部 の 獣 類 と の す み 分 け の

み な ら ず ， 鳥 獣 全 般 や 生 物 多 様 性 に つ い て 幅 広 く 学 ぶ こ と が で き る 場 と な

る よ う ， 巣 箱 や 給 餌 ・ 給 水 台 な ど に と ど ま ら な い ， よ り 広 範 な 生 息 地 改 善

の 活 動 を 支 援 で き る 仕 組 み の 導 入 が 望 ま れ る ． 具 体 的 に は ， 植 生 改 善 や 外
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来 種 の 除 去 な ど 保 全 事 業 で 行 わ れ て い る よ う な 活 動 を ， 学 校 や 民 間 団 体 等

が 小 規 模 か つ 長 期 的 に 実 施 し や す い 方 策 の 導 入 が 考 え ら れ る ． 例 え ば ，

 2011 年 に 施 行 さ れ た 「 生 物 多 様 性 地 域 連 携 促 進 法 」 に よ り 推 進 さ れ て い る

地 域 連 携 保 全 活 動 ， 自 然 再 生 推 進 法 に 基 づ く 自 然 再 生 基 本 方 針 に  2014 年 改

定 か ら 盛 り 込 ま れ た 「 小 さ な 自 然 再 生 」 な ど の 考 え 方 が 参 考 に な る と 思 わ

れ る ．  

さ ら に ， 普 通 鳥 獣 保 護 区 が 真 の 自 然 保 護 地 域 か ど う か と い う 議 論 に 鑑 み

れ ば ， 生 物 多 様 性 国 家 戦 略  2023-2030 に よ り 進 め ら れ る  OECM （ 保 護 地 域 以

外 で 生 物 多 様 性 保 全 に 資 す る 地 域 ） が 念 頭 に 置 か れ た 「 自 然 共 生 サ イ ト 」

の 支 援 の あ り 方 に も 注 視 す る 必 要 が あ る ．  

 

（ ４ ） 指 定 区 分 の 複 層 化  

 鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 は ， 現 在 は い ず れ か  1 つ の 区 分 に 該 当 ・ 分 類 さ せ

て 整 理 さ れ て い る ． し か し ， 現 在 の 国 指 定 鳥 獣 保 護 区  86 カ 所 を み て も ， 実

際 に は 複 数 の 指 定 区 分 に 該 当 す る 地 域 が 少 な く な い ．  

例 え ば ， 希 少 鳥 獣 生 息 地 に 分 類 さ れ て い る 中 に は ， 大 規 模 生 息 地 の 要 件

と さ れ る  10,000ha を 超 え る 面 積 を 有 す る 保 護 区 が  7 カ 所 も あ る ． ま た ， 集 団

渡 来 地 や 集 団 繁 殖 地 の 保 護 対 象 種 の 多 く が 希 少 鳥 獣 で あ り ， 希 少 鳥 獣 生 息

地 の 対 象 と さ れ る 鳥 獣 は 他 区 分 で 指 定 さ れ た 多 く の 鳥 獣 保 護 区 に も 生 息 し

て い る ．  

そ の よ う に 見 る と ， 例 え ば ， 集 団 渡 来 地 の 保 護 区 に 区 分 さ れ て い る 厚

岸 ・ 別 寒 辺 牛 ・ 霧 多 布 鳥 獣 保 護 区 は ， 国 が 対 象 と し て い る ４ つ の 指 定 区 分

の 全 て に 該 当 す る ， き わ め て 重 要 な 保 護 区 だ と い う こ と が わ か る ．  

都 道 府 県 指 定 に つ い て は 詳 細 が 不 明 だ が ， す で に 指 摘 し た 森 林 鳥 獣 生 息

地 と 生 息 地 回 廊 の よ う に ， そ も そ も 区 分 が 明 確 で な い 例 も 生 じ て お り ， 国

指 定 と 同 様 に 複 数 に 該 当 す る 例 は 少 な く な い と 考 え ら れ る ．  

指 定 地 域 の 重 要 性 を よ り 明 確 に す る た め に は ， 現 在 の よ う に １ つ の 「 主 た

る 指 定 区 分 」 を 掲 げ る こ と は 維 持 し つ つ ， そ の 他 の 指 定 区 分 の 要 件 に も 該

当 す る 場 合 は そ れ を 表 示 す る こ と を 提 案 し た い ． こ れ は ， 保 護 さ れ る べ き

地 域 が 確 保 で き て い る か ど う か ， 保 護 地 域 全 体 を  IBA （ 重 要 野 鳥 生 息 地 ）

や  KBA （ 生 物 多 様 性 重 要 地 域 ） な ど と 連 携 し て 進 め て い く 上 で も 重 要 な こ

と だ と 考 え る ． 試 案 と し て 現 在 の 国 指 定 鳥 獣 保 護 区 に つ い て ， 現 行 の 指 定

区 分 の 他 に 該 当 す る 指 定 区 分 を 整 理 し た と こ ろ 表 ７ － １ の と お り と な っ た ．

希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保 護 区 以 外 の  3 区 分 で 指 定 さ れ て い る 鳥 獣 保 護 区 に お い

て も ， 鹿 久 居 島 と 草 垣 島 を 除 く 全 て に 希 少 鳥 獣 が 生 息 し て お り ， ほ と ん ど

の 保 護 区 が  2 区 分 以 上 に 該 当 す る と 考 え ら れ る ． ま た 希 少 鳥 獣 生 息 地 の 保

護 区 に お い て も ， 大 規 模 生 息 地 や 集 団 繁 殖 地 に も 該 当 す る と 思 わ れ る 保 護

区 が 少 な く な い ． こ の よ う な 実 態 も ， 鳥 獣 保 護 区 の 重 要 性 を 再 認 識 す る 観
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点 か ら は 重 要 で あ り ， 例 え ば 「 ２ つ 星 の 保 護 区 」 「 ３ つ 星 の 保 護 区 」 と い

う よ う な 表 現 を 使 っ て 普 及 啓 発 を 進 め る こ と も 一 案 だ と 考 え ら れ る ．  

 

 

表 ７ － １  鳥 獣 保 護 区 の 指 定 区 分 の 複 層 化 （ 国 指 定 に お け る 試 案 ）  

◎ は 主 た る 指 定 区 分 （ 現 行 ）， 〇 は 他 に 該 当 す る 指 定 区 分 ，  

 △ は 該 当 す る 可 能 性 が 高 い 指 定 区 分 （ 計 画 書 等 か ら は 断 定 で き な い ）  

 

大規模
生息地

集団
渡来地

集団
繁殖地

希少
鳥獣

生息地

大規模
生息地

集団
渡来地

集団
繁殖地

希少
鳥獣

生息地
大雪山 ◎ 〇 ☆☆ 漫湖 ◎ 〇 ☆☆
十和田 ◎ 〇 ☆☆ 与那覇湾 ◎ 〇 ☆☆

白神山地 ◎ 〇 ☆☆ 池間 ◎ 〇 ☆☆
浅間 ◎ 〇 ☆☆ 天売島 ◎ 〇 ☆☆
白山 ◎ 〇 ☆☆ ユルリ・モユルリ ◎ 〇 ☆☆

大台山系 ◎ 〇 ☆☆ 大黒島 ◎ △ ☆☆

剣山山系 ◎ 〇 ☆☆ 日出島 ◎ 〇 ☆☆
大山 ◎ 〇 ☆☆ 三貫島 ◎ 〇 ☆☆

石鎚山系 ◎ 〇 ☆☆ 祗苗島 ◎ 〇 ☆☆
霧島 ◎ 〇 ☆☆ 大野原島 ◎ 〇 ☆☆

浜頓別クッチャロ湖 ◎ 〇 ☆☆ 西之島 ◎ 〇 ☆☆
サロベツ ◎ 〇 ☆☆ 北硫黄島 ◎ 〇 ☆☆
濤沸湖 ◎ 〇 ☆☆ 南鳥島 ◎ 〇 ☆☆

野付半島・野付湾 ◎ 〇 ☆☆ 七ツ島 ◎ 〇 ☆☆
風蓮湖 ◎ 〇 ☆☆ 紀伊長島 ◎ 〇 ☆☆

厚岸・別寒辺牛・霧多布 〇 ◎ 〇 〇 ☆☆☆☆ 冠島・沓島 ◎ 〇 ☆☆
宮島沼 ◎ △ ☆☆ 鹿久居島 ◎ ☆

ウトナイ湖 ◎ 〇 ☆☆ 沖ノ島 ◎ 〇 ☆☆
小湊 ◎ △ ☆☆ 男女群島 ◎ △ ☆☆

伊豆沼 ◎ △ ☆☆ 草垣島 ◎ ☆
仙台海浜 ◎ △ ☆☆ 枇榔島 ◎ 〇 ☆☆

蕪栗沼・周辺水田 ◎ 〇 ☆☆ 仲の神島 ◎ △ ☆☆

化女沼 ◎ 〇 ☆☆ 知床 〇 △ ◎ ☆☆☆

最上川河口 ◎ △ ☆☆ 釧路湿原 〇 △ ◎ ☆☆☆

大山上池・下池 ◎ 〇 ☆☆ 下北西部 ◎ ☆
福島潟 ◎ △ ☆☆ 仏沼 ◎ ☆
瓢湖 ◎ △ ☆☆ 大潟草原 ◎ ☆
佐潟 ◎ 〇 ☆☆ 森吉山 ◎ ☆
涸沼 ◎ △ ☆☆ 大鳥朝日 〇 ◎ ☆☆

渡良瀬遊水地 ◎ △ ☆☆ 鳥島 〇 ◎ ☆☆
葛西沖三枚洲 ◎ △ ☆☆ 小笠原群島 〇 〇 ◎ ☆☆☆

谷津 ◎ △ ☆☆ 小佐渡東部 〇 ◎ ☆☆
片野鴨池 ◎ 〇 ☆☆ 北アルプス 〇 ◎ ☆☆
藤前干潟 ◎ △ ☆☆ 円山川下流域 ◎ ☆
浜甲子園 ◎ △ ☆☆ 伊奈 ◎ ☆

中海 ◎ △ ☆☆ 舟志ノ内 ◎ ☆
宍道湖 ◎ △ ☆☆ 湯湾岳 ◎ ☆

和白干潟・多々良川河口 ◎ 〇 ☆☆ 名蔵アンパル ◎ ☆
東よか干潟 ◎ 〇 ☆☆ やんばる（安田） ◎ ☆

肥前鹿島干潟 ◎ 〇 ☆☆ やんばる（安波） ◎ ☆
荒尾干潟 ◎ 〇 ☆☆ 大東諸島 △ ◎ ☆☆

出水・高尾野 ◎ 〇 ☆☆ 与那国 ◎ ☆
屋我地 ◎ 〇 ☆☆ 西表 〇 △ ◎ ☆☆☆

鳥獣保護区名

指定区分
該当区分数
（試案）

鳥獣保護区名

指定区分
該当区分数
（試案）
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